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はじめに 

 

 我が国では超高齢化社会に向けて 2000 年に介護保険が導入され、同じ年に医療の分野で

は高齢患者の寝たきり防止と早期自宅退院を目指すための回復期リハビリテーション病棟

が導入された。この 2 つの仕組みの出現により日本のリハビリテーションは、それまで主

流であった障害児・者対象のリハビリテーションから高齢者も大きく視野に入れた体系に

移行した。現在、脳卒中など急性発症の中途障害者は、急性期病院、回復期リハビリテー

ション病棟を経て自宅退院あるいは社会に出る方が多く、その際に利用する制度としては

介護保険が優先になる。しかし特に非高齢者で社会復帰（就労を含む）を目指す方々には

上記の仕組みはなじまず、福祉サービスとしての自立訓練事業が重要な位置を占めている。 

2017 年度に全国更生施設長会が会員施設（障害者支援施設入所型）を対象に実施した「自

立訓練事業実態調査」では、機能訓練・生活訓練ともに、障害者の自立や地域生活移行、

社会参加を支援するための役割を意識したプログラムを提供しているが、その訓練内容や

評価手法には差異があることが明らかになった。またその前年に当センターが実施した千

葉県内の調査において、通所機能訓練事業所では身体機能にアプローチする訓練が中心と

なっており、また基準該当事業所では実際に稼働しているのは３割程度で、提供している

サービスは通所介護とほぼ同様な内容であることがわかった。 

自立訓練の利用者も近年では失語症や高次脳機能障害、視覚障害、発達障害等を伴うな

ど多様化しており、2018 年度の報酬改定ではこの状況を踏まえて、これまで対象を限定し

ていた施行規則を改正し、障害の区別なく利用可能とする見直しが行われた。一方、自立

訓練のサービス類型は障害者支援施設の入所型や多機能型を含む通所型、訪問訓練や宿泊

型訓練、基準該当や 2018 年度に新設された共生型などさまざまである。このように自立訓

練を提供している事業所は規模も内容も多様であるが、自立訓練に関して全国的規模での

調査・研究は今まで実施されていない。 

このような背景のなかで今回、自立訓練（機能訓練、生活訓練）の実態把握に関する調

査研究を行ったので、ここに報告する。機能訓練・生活訓練ともに、サービス類型によっ

て内容が異なることも含めて、全国での自立訓練の実態がある程度明らかにできたと考え

ている。一方、今回の調査で抽出された問題点等については、今後さらに検討が深められ

ることにより、社会参加を目指す障害者にとって、自立訓練がますます有用なサービスと

なるような変革が行われていくことを期待している。 

結びに、今回の調査において回答期間が短いなかでご協力いただきました、全国の事業

所と当事者の方々に深く感謝申し上げます。 

 

2019 年３月 

自立訓練（機能訓練・生活訓練）の実態把握に関する調査研究 検討委員会委員長 

千葉県千葉リハビリテーションセンター センター長 

  吉永勝訓 
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１．事業目的 

自立訓練（機能訓練、生活訓練）で現に行われているサービス内容や人員配置等の実

態を把握し、それぞれの事業において障害福祉サービスとして求められる役割を検討・

整理することを目的とする。 

 

２．調査の概要 

（１）アンケート調査 

１）調査対象 

  日本全国の機能訓練事業所、生活訓練事業所、宿泊型自立訓練、基準該当機能訓練、

基準該当生活訓練、共生型機能訓練、共生型生活訓練事業所を対象とした。 

 

２）調査方法 

全調査対象事業所に対して、以下の３種類の調査票を同封して送付 

  ①法人調査票：法人の概要、指定を受けている自立訓練における重視点、課題、実施

意向等、法人としての事業実施についての考え方 

  ②事業別実施状況調査票【機能訓練】 

  ③事業別実施状況調査票【生活訓練】 

   機能訓練、生活訓練の各事業所における訓練・支援の体制および実施状況、利用者

の状況、経営状況等 

  ①の法人調査票は全事業所に回答してもらい、②機能訓練調査票、③生活訓練調査票

は、実施している事業所にのみ回答してもらった。 

 

３）調査時期 

平成 30 年 10～12 月 

 

４）回収状況 

回収率：735 件／2,192 件 33.5％（実施していない事業所・白票等を含む） 

うち、有効回答数 

①法人調査票：回収数 537 件 

②事業別実施状況調査票【機能訓練】回収数 65 件 

③事業別実施状況調査票【生活訓練】回収数 321 件 

  

  



3 

 
 

 

５）都道府県別の本調査対象事業所数 
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（２）ヒアリング調査 

１）事業所へのヒアリング 

①目的    

アンケート調査だけではわかりにくい内容を具体的に把握し実態を明らかにする。 

②調査対象    

機能訓練単独３事業所、生活訓練単独４事業所、宿泊型・生活訓練３事業所、宿泊

型単独２事業所、共生型２事業所、基準該当３事業所、福祉センター１  

③調査方法 

訪問によるヒアリング調査  

④調査内容 

実施プログラムの特徴、社会生活力プログラムの実施状況・実施方法、関係機関と

の連携について、評価方法と評価指標について、利用者像、終了後の生活拠点・活

動場所について、加算の届出状況について、自立訓練を行う際の重視点、職員育成・

研修について、課題、今後の意向と理由、共生型、基準該当の実施、経営状況につ

いて等  

➄調査時期 

平成 30 年 12 月～平成 31 年 １月  

２）当事者へのヒアリング 

①目的    

多様化する利用者のニーズに応じた自立訓練のあり方を模索する一助とする。 

②調査対象     

自立訓練を受ける対象となる当事者団体を通じて当事者へのヒアリングを実施  

③調査方法 

訪問によるヒアリング調査 

④調査内容 

事業の認知状況、自立訓練や社会復帰に向けた訓練・支援の経験、受けた結果、必

要な訓練について、自立訓練を利用するまでの相談や手続きについて、自立訓練事

業所と医療機関の連携について、社会復帰・社会参加へのニーズについて、自立訓

練の周知の方法について等  

➄調査時期 

平成 30 年 12 月  

   

（３）事例収集 

 自立訓練の主な対象者として想定される障害種別や背景、利用目的などから、11 パター

ンの事例を収集した。 
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３．委員会の設置 

 以下の学識経験者等による委員会を組織し、以下の日程にて開催した。 

 

（1）委員会名簿 

【委員】 

 氏名 所属・役職 

◎ 吉永 勝訓 千葉県千葉リハビリテーションセンター センター長 

〇 鈴木 智敦 名古屋市総合リハビリテーションセンター 自立支援部長 

〇 小島 正平 かがわ総合リハビリテーション成人支援施設 施設長 

〇 青木 昌子 
横浜市総合リハビリテーションセンター 総合相談部 高次脳

機能障害支援課担当課長 

〇 青木 一男 
神奈川県総合リハビリテーションセンター七沢自立支援ホーム 

副施設長 

〇 遠藤 紫乃 一般社団法人 スターアドバンス 代表 

〇 岩上 洋一 特定非営利活動法人 じりつ 代表理事 

〇 寺内 勲 千葉県千葉リハビリテーションセンター更生園 自立支援科長 

 奥野 英子 
日本リハビリテーション連携科学学会 前理事長 
同 社会リハビリテーション研究会 顧問 

 茨木 尚子 明治学院大学社会学部社会福祉学科 教授 

 岩崎 香 早稲田大学人間科学部健康福祉科学科 教授 

 森山 拓也 城西国際大学福祉総合学部福祉総合学科 准教授 

 飯島 弥生 
一般社団法人 茨城県リハビリテーション専門職協会 地域包

括ケア推進室 室長補佐 

 山本 智美 一般社団法人 日本作業療法士協会 作業療法士 

 西脇 恵子 一般社団法人 東京都言語聴覚士会 会長 

 菊本 圭一 特定非営利法人 日本相談支援専門員協会 代表理事 

 大濱 眞 公益社団法人 全国脊髄損傷者連合会 代表理事 

 逢坂 忠 社会福祉法人 日本盲人会連合 事業部長 

 東川 悦子 特定非営利活動法人 日本高次脳機能障害友の会 前理事長 

 園田 尚美 特定非営利活動法人 日本失語症協議会 副理事長 

 櫻田 なつみ 
一般社団法人 日本メンタルヘルスピアサポート専門員研修機

構 研修委員 

※「◎」：委員長 「○」：調査実施作業班 

※日本高次脳機能障害友の会は、平成 30 年 11 月より団体名称が日本脳外傷友の会から変

更になりました。  
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（２）委員会日程 

１）検討委員会 

開催回数 日程・場所 議題 

第 1回 

 

平成 30 年７月６日（金） 

戸山サンライズ中会議室 

（１）本調査研究について 

（２）各事業の紹介 

①機能訓練事業 

 身体障害 

 視覚障害 

②生活訓練事業 

 知的障害 

 精神障害 

 宿泊型訓練 

③基準該当 共生事業 

（３）実施計画と実施体制について 

（４）事業実施スケジュールについて 

（５）全国更生施設長会機能訓練事業実態調査報告 

（６）その他 

第 2回 

 

平成 30 年８月 28 日（火） 

千葉県千葉リハビリテー

ションセンター研修室 

（１）アンケート調査内容について 

（２）その他 

第 3回 

 

平成 30 年 12 月 13 日（木） 

戸山サンライズ中会議室 

（１）アンケート調査について 

 ①アンケート調査報告 

 ②アンケートからみえること、深めたい点 

（２）ヒアリング調査について 

  進捗状況報告 

（３）その他 

  今後のスケジュール 

第 4回 

 

平成 31 年３月５日（火） 

戸山サンライズ中会議室 

（１）事業報告書（案）について  

（２）その他 
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２）調査実施作業班会議 

開催回数 日程・場所 議題 

第 1回 

 

平成３０年７月６日（金） 

戸山サンライズ中会議室 

（１）アンケート調査の項目と調査対象の検討 

（２）事業所・当事者を対象としたヒアリング 

（３）事例収集について 

第 2回 

 

平成 30 年８月 13 日(月) 

戸山サンライズ地下会議

室Ｂ 

（１）調査項目について 

（２）ヒアリング調査について 

（３）その他 

第 3回 

 

平成 30 年 11 月 16 日（金） 

戸山サンライズ地下会議

室Ｂ 

（１）アンケート調査の項目 途中経過報告 

（２）ヒアリング内容・ヒアリング先・ヒアリング担

当者の検討 

（３）事例収集 

第 4回 

 

平成 30 年 12 月 13 日（木） 

戸山サンライズ中会議室 

（１）当事者団体とのヒアリング 

（２）事例収集 

（３）事業所に対するヒアリングについて 

（４）次回作業班会議と今後のスケジュールについて 

（５）その他 

第 5回 

 

平成 31 年１月 31 日（木） 

戸山サンライズ地下会議

室Ｂ 

 

（１）ヒアリングの報告  

（２）アンケート集計結果報告と分析に向けての議論 

（３）事例報告と確認  

（４）報告書の構成（提出用、概要版、ＨＰ用） 

（５）今後のスケジュール 

第 6回 

 

平成 31 年３月５日（火） 

戸山サンライズ中会議室 

（１）事業報告書（案）について  
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３）担当者打ち合わせ会議 

①アンケート調査 

日時 場所 内容 

平成 30 年８月 27 日（月） 

 

千葉県千葉リハビリテーショ

ンセンター 

アンケート調査内容の検討 

平成 30 年 12 月 12 日（水） 

 

千葉県千葉リハビリテーショ

ンセンター 

アンケート調査報告の分析・検討 

平成 31 年１月 24 日（木）・ 

25 日（金） 

千葉県千葉リハビリテーショ

ンセンター 

アンケート調査報告の分析・検討 

平成 31 年１月 30 日（水） 千葉県千葉リハビリテーショ

ンセンター 

アンケート調査報告の分析・検討 

平成 31 年３月４日（月） 千葉県千葉リハビリテーショ

ンセンター 

アンケート調査報告の分析・検討 

 

②ヒアリング調査 

日時 場所 内容 

平成 30 年 11 月４日（日） 

 

横浜市総合リハビリテーショ

ンセンター 

ヒアリング調査項目について 

平成 31 年１月 20 日（日） 

 

神奈川県総合リハビリテーシ

ョンセンター 

ヒアリング調査のまとめ 

 

③事例調査 

日時 場所 内容 

平成 30 年 11 月７日（水） 

 

名古屋市総合リハビリテーシ

ョンセンター 

事例調査の内容検討 

平成 30 年 11 月 13 日（火） 

 

名古屋市総合リハビリテーシ

ョンセンター 

事例調査の内容検討 

平成 30 年 12 月６日（火） 

 

名古屋市総合リハビリテーシ

ョンセンター 

事例調査の共通様式についての

検討 

平成 30 年 12 月 19 日（水） 

 

名古屋市総合リハビリテーシ

ョンセンター 

事例調査の共通様式の修正につ

いての検討 
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Ⅱ．アンケート調査結果 
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１．法人調査結果  

  

（１）法人の属性(平成 30 年９月１日時点の状況について) 

 

１）法人種別 

回答者の内訳は、社会福祉法人が 47.1%、社会福祉協議会を加えると自立訓練を実施

している事業所の母体法人の過半数が社会福祉法人である。次いでＮＰＯ法人で 15.8%、

営利法人が 14.2%で、医療法人は 8.6%となっている。 

 
 

２）法人の雇用状況（正規・非正規、常勤・非常勤）別職員実人数（法人全体） 

正規職員が 67.2%、 非正規職員が 32.8%で、常勤職員が 70.9%、非常勤職員が 29.1%で

ある。 

法人種別で見ると、ＮＰＯ法人が常勤・正規職員の占める割合が最も低く 43.4%であり、

次いで営利法人が 51.6%と少ない。常勤か非常勤かで見ると常勤職員の比率が最も高いの

が社団・財団法人で 88.8%を占める。比率が最も低いのがＮＰＯ法人で５割に満たない。

社会福祉法人は約７割である。また、ＮＰＯ法人や営利法人で「非常勤・正規」の割合

が高いのが特徴的である。 

  

社会福祉協議

会, 29 , 5.4%

社会福祉法人

（社協以外）, 
253 , 47.1%

医療法人, 46 , 8.6%
社団法人・財団

法人, 26 , 4.8%

協同組合及び連

合会, 0 , 0.0%

営利法人（会社）, 
76 , 14.2%

特定非営利活動法人

(NPO), 85 , 15.8%

その他, 21 , 3.9%

無回答, 1 , 0.2% 法人種別

N = 537

86.7

38.7

70.9

13.3

61.3

29.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

正規

非正規

合計

法人の雇用状況【正規・非正規別】

常勤 非常勤

82.1

30.8

67.2

17.9

69.2

32.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

常勤

非常勤

合計

法人の雇用状況【常勤・非常勤別】

正規 非正規
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３）指定を受けている障害福祉サービス（複数回答可） 

回答法人では、指定自立訓練（生活訓練）事業（以下「生活訓練」）を実施している

法人が最も多く 75.6%であった。次いで指定自立訓練（機能訓練）事業（以下「機能

訓練」）で 15.5%である。多くの法人が生活訓練を実施事業として選択していることが

分かる。これは、全国の障害福祉サービス事業所の中で、生活訓練の占める割合が 0.7%、

機能訓練が 0.1%（Ｈ30 厚労省）であることとほぼ合致している。 

 
 

 

 

 

 

  

50.8%

54.2%

75.4%

83.3%

51.6%

43.4%

79.4%

18.8%

14.2%

8.0%

5.5%

8.9%

5.9%

4.3%

0.2%

9.5%

9.3%

3.7%

21.3%

37.7%

2.0%

30.2%

22.1%

7.3%

7.6%

18.2%

13.0%

14.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1.社会福祉協議会 N=29

2.社会福祉法人（社協以外） N=253

3.医療法人 N=46

4.社団法人・財団法人 N=26

6.営利法人（会社） N=76

7.特定非営利活動法人(NPO) N=85

8.その他 N=21

法人種類別雇用状況

常勤・正規 常勤・非正規 非常勤・正規 非常勤・非正規

72.3% 22.2% 5.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

単独指定か複数の組み合わせか N=537

単独で指定を受けている 複数の組み合わせ 無回答
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更に見てみると、生活訓練単独が 57.2%で最も 
多く、次いで指定宿泊型自立訓練（以下「宿泊型」） 
を併せて実施している法人が 10.8%となっており、 
宿泊型単独は 2.2%と僅かである。 

機能訓練は、機能訓練単独が 8.0%、生活訓練を 
併せて実施している法人が 6.5%と機能訓練単独と 
拮抗している（ここでの生活訓練の利用者は高次 
脳機能障害者が多い）。 

基準該当事業所では、全体数が少ないものの 
基準該当生活訓練と基準該当機能訓練を併せて 
実施している法人は単独実施の事業所よりやや 
多い。 
 

  
 

  

57.2 

10.8 

8.0 

6.5 

5.6 

3.4 

2.4 

2.2 

1.5 

1.5 

0.9 

0.0 

0.0 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

生活訓練単独(n=307)

生活＋宿泊型(n=58)

機能訓練単独(n=43)

機能＋生活(n=35)

無回答(n=30)

基準該当機能訓練単独(n=18)

基準該当機能＋基準該当生活(n=13)

宿泊型自立訓練(n=12)

基準該当生活訓練単独(n=8)

その他の組み合わせ(n=8)

共生機能＋共生生活(n=5)

共生型機能訓練単独(n=0)

共生型生活訓練単独(n=0)

指定を受けている障害福祉サービス

機能＋生活の利用者の障害種別（生活訓練のみ）

主たる 従たる 計

肢体不自由 16 6 22

視覚 0 1 1

言語機能等 0 5 5

聴覚 8 1 9

内部 1 3 4

知的障害 32 5 37

統合失調症 1 1 2

気分障害 0 0 0

その他の精神 0 1 1

発達障害 0 6 6

高次脳 70 20 90

難病 0 2 2

その他 0 0 0
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４）３以外で指定を受けている障害福祉サービス 

全体としては就労継続支援Ｂ型が 57.7%と最も多く、次いで生活介護が 49.3%、計画

相談が 47.3%、共同生活援助が 39.9%、就労移行支援が 37.4%となっている。また、自

立訓練の 22.2%が施設入所を伴っている。 

 

 

  

57.7
49.3

47.3
39.9

37.4
33.5

28.3
22.7
22.2
21.6

20.7
20.1

14.2
13.0

10.1
9.9
9.5
9.1

4.8
3.2
2.8
2.2
1.9
1.9

0.6
0.2

8.8

就労継続支援Ｂ型(n=310)
生活介護(n=265)

計画相談支援(n=254)
共同生活援助(n=214)
就労移行支援(n=201)

短期入所(n=180)
障害児相談支援(n=152)

放課後等デイサービス(n=122)
施設入所支援(n=119)
地域移行支援(n=116)
地域定着支援(n=111)

居宅介護(n=108)
児童発達支援(n=76)
重度訪問介護(n=70)

行動援護(n=54)
同行援護(n=53)

就労定着支援(n=51)
就労継続支援Ａ型(n=49)
保育所等訪問支援(n=26)

福祉型障害児入所施設(n=17)
自立生活援助(n=15)

医療型障害児入所施設(n=12)
療養介護(n=10)

医療型児童発達支援(n=10)
居宅訪問型児童発達支援(n=3)

重度障害者等包括支援(n=1)
無回答(n=47)

他に指定を受けている障害福祉サービス

N = 537
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【指定を受けている障害福祉サービス別】 

事業別にみると、機能訓練単独、機能訓練＋生活訓練は、最も多い併設事業が生活介護

でほぼ８割を占めているのに対して、就労継続支援Ｂ型は４割強である。それに対して、

生活訓練単独や宿泊型は、就労継続支援Ｂ型が最も多く宿泊型では９割の法人が併設して

いる。基準該当事業所は、いずれの形態でも生活介護が多い。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80.0 
62.5 

57.5 
52.5 

40.0 
37.5 

35.0 
32.5 

30.0 
27.5 

25.0 
22.5 

20.0 
20.0 

17.5 
12.5 

7.5 
7.5 

5.0 
5.0 
5.0 

2.5 
2.5 

-
-
-

2．生活介護 n=（32）

23. 計画相談支援 n=（25）

4．施設入所支援 n=（23）

3．短期入所 n=（21）

7．就労継続支援Ｂ型 n=（16）

24. 障害児相談支援 n=（15）

21. 地域移行支援 n=（14）

14. 居宅介護 n=（13）

22. 地域定着支援 n=（12）

8．共同生活援助 n=（11）

11．放課後等デイサービス n=（10）

16. 同行援護 n=（9）

5．就労移行支援 n=（8）

15. 重度訪問介護 n=（8）

9. 児童発達支援 n=（7）

17. 行動援護 n=（5）

6．就労継続支援Ａ型 n=（3）

19. 就労定着支援 n=（3）

1. 療養介護 n=（2）

13 .医療型障害児入所施設 n=（2）

26. 保育所等訪問支援 n=（2）

12. 福祉型障害児入所施設 n=（1）

25. 居宅訪問型児童発達支援 n=（1）

10. 医療型児童発達支援 n=（0）

18. 重度障害者等包括支援 n=（0）

20. 自立生活援助 n=（0）

Q1-5-2他に指定を受けている障害福祉サービス

【機能訓練単独実施法人】 N = 40
（％）

71.0 
48.6 
48.3 
46.9 

44.8 
28.3 
28.0 
27.3 

18.5 
18.5 
18.2 
18.2 

14.0 
13.3 
12.2 
11.2 
10.5 

7.7 
4.9 

2.8 
2.1 
0.7 
0.3 
0.3 
-
-

7．就労継続支援Ｂ型 n=（203）
2．生活介護 n=（139）

23. 計画相談支援 n=（138）
8．共同生活援助 n=（134）
5．就労移行支援 n=（128）

24. 障害児相談支援 n=（81）
11．放課後等デイサービス n=（80）

3．短期入所 n=（78）
4．施設入所支援 n=（53）

14. 居宅介護 n=（53）
21. 地域移行支援 n=（52）
22. 地域定着支援 n=（52）
19. 就労定着支援 n=（40）

9. 児童発達支援 n=（38）
17. 行動援護 n=（35）

6．就労継続支援Ａ型 n=（32）
15. 重度訪問介護 n=（30）

16. 同行援護 n=（22）
26. 保育所等訪問支援 n=（14）

12. 福祉型障害児入所施設 n=（8）
20. 自立生活援助 n=（6）

10. 医療型児童発達支援 n=（2）
1. 療養介護 n=（1）

13 .医療型障害児入所施設 n=（1）
18. 重度障害者等包括支援 n=（0）

25. 居宅訪問型児童発達支援 n=（0）

Q1-5-2他に指定を受けている障害福祉サービス

【生活訓練単独実施法人】 N = 286
（％）

90.0 
90.0 

70.0 
60.0 
60.0 

50.0 
50.0 

40.0 
40.0 
40.0 
40.0 

30.0 
30.0 
30.0 

20.0 
20.0 
20.0 

10.0 
10.0 
10.0 
10.0 
10.0 
10.0 

-
-
-

7．就労継続支援Ｂ型 n=（9）

23. 計画相談支援 n=（9）

8．共同生活援助 n=（7）

2．生活介護 n=（6）

3．短期入所 n=（6）

21. 地域移行支援 n=（5）

24. 障害児相談支援 n=（5）

4．施設入所支援 n=（4）

5．就労移行支援 n=（4）

14. 居宅介護 n=（4）

22. 地域定着支援 n=（4）

9. 児童発達支援 n=（3）

11．放課後等デイサービス n=（3）

17. 行動援護 n=（3）

6．就労継続支援Ａ型 n=（2）

15. 重度訪問介護 n=（2）

16. 同行援護 n=（2）

1. 療養介護 n=（1）

12. 福祉型障害児入所施設 n=（1）

13 .医療型障害児入所施設 n=（1）

20. 自立生活援助 n=（1）

25. 居宅訪問型児童発達支援 n=（1）

26. 保育所等訪問支援 n=（1）

10. 医療型児童発達支援 n=（0）

18. 重度障害者等包括支援 n=（0）

19. 就労定着支援 n=（0）

Q1-5-2他に指定を受けている障害福祉サービス

【宿泊型自立訓練単独】 N = 10
（％）

76.9 
76.9 

64.1 
61.5 

59.0 
56.4 

51.3 
35.9 
35.9 

33.3 
33.3 

30.8 
20.5 
20.5 

15.4 
15.4 
15.4 
15.4 

12.8 
7.7 
7.7 

5.1 
5.1 

2.6 
2.6 

-

2．生活介護 n=（30）

3．短期入所 n=（30）

4．施設入所支援 n=（25）

23. 計画相談支援 n=（24）

5．就労移行支援 n=（23）

7．就労継続支援Ｂ型 n=（22）

24. 障害児相談支援 n=（20）

8．共同生活援助 n=（14）

9. 児童発達支援 n=（14）

21. 地域移行支援 n=（13）

22. 地域定着支援 n=（13）

11．放課後等デイサービス n=（12）

10. 医療型児童発達支援 n=（8）

13 .医療型障害児入所施設 n=（8）

1. 療養介護 n=（6）

14. 居宅介護 n=（6）

15. 重度訪問介護 n=（6）

26. 保育所等訪問支援 n=（6）

12. 福祉型障害児入所施設 n=（5）

16. 同行援護 n=（3）

17. 行動援護 n=（3）

6．就労継続支援Ａ型 n=（2）

19. 就労定着支援 n=（2）

20. 自立生活援助 n=（1）

25. 居宅訪問型児童発達支援 n=（1）

18. 重度障害者等包括支援 n=（0）

Q1-5-2他に指定を受けている障害福祉サービス

【機能訓練+生活訓練実施法人】 N = 35
（％）
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71.9 
68.4 

66.7 
57.9 

40.4 
35.1 

31.6 
28.1 

26.3 
15.8 

14.0 
12.3 

10.5 
10.5 

8.8 
8.8 

7.0 
7.0 

5.3 
5.3 

1.8 
1.8 

-
-
-
-

7．就労継続支援Ｂ型 n=（41）

23. 計画相談支援 n=（39）

8．共同生活援助 n=（38）

3．短期入所 n=（33）

5．就労移行支援 n=（23）

21. 地域移行支援 n=（20）

22. 地域定着支援 n=（18）

24. 障害児相談支援 n=（16）

2．生活介護 n=（15）

6．就労継続支援Ａ型 n=（9）

14. 居宅介護 n=（8）

20. 自立生活援助 n=（7）

11．放課後等デイサービス n=（6）

19. 就労定着支援 n=（6）

4．施設入所支援 n=（5）

9. 児童発達支援 n=（5）

15. 重度訪問介護 n=（4）

17. 行動援護 n=（4）

16. 同行援護 n=（3）

26. 保育所等訪問支援 n=（3）

12. 福祉型障害児入所施設 n=（1）

18. 重度障害者等包括支援 n=（1）

1. 療養介護 n=（0）

10. 医療型児童発達支援 n=（0）

13 .医療型障害児入所施設 n=（0）

25. 居宅訪問型児童発達支援 n=（0）

Q1-5-2他に指定を受けている障害福祉サービス

【宿泊型+生活訓練】 N = 57
（％）

78.6 
64.3 
64.3 

57.1 
57.1 
57.1 
57.1 

50.0 
50.0 
50.0 

21.4 
7.1 
7.1 
7.1 
7.1 
7.1 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2．生活介護 n=（11）

5．就労移行支援 n=（9）

7．就労継続支援Ｂ型 n=（9）

14. 居宅介護 n=（8）

15. 重度訪問介護 n=（8）

23. 計画相談支援 n=（8）

24. 障害児相談支援 n=（8）

16. 同行援護 n=（7）

21. 地域移行支援 n=（7）

22. 地域定着支援 n=（7）

11．放課後等デイサービス n=（3）

3．短期入所 n=（1）

4．施設入所支援 n=（1）

6．就労継続支援Ａ型 n=（1）

8．共同生活援助 n=（1）

9. 児童発達支援 n=（1）

1. 療養介護 n=（0）

10. 医療型児童発達支援 n=（0）

12. 福祉型障害児入所施設 n=（0）

13 .医療型障害児入所施設 n=（0）

17. 行動援護 n=（0）

18. 重度障害者等包括支援 n=（0）

19. 就労定着支援 n=（0）

20. 自立生活援助 n=（0）

25. 居宅訪問型児童発達支援 n=（0）

26. 保育所等訪問支援 n=（0）

Q1-5-2他に指定を受けている障害福祉サービス

【基準該当機能訓練単独】 N = 14
（％）

50.0 
50.0 
50.0 

33.3 
33.3 
33.3 
33.3 
33.3 
33.3 

16.7 
16.7 
16.7 
16.7 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2．生活介護 n=（3）

14. 居宅介護 n=（3）

23. 計画相談支援 n=（3）

11．放課後等デイサービス n=（2）

15. 重度訪問介護 n=（2）

16. 同行援護 n=（2）

21. 地域移行支援 n=（2）

22. 地域定着支援 n=（2）

24. 障害児相談支援 n=（2）

3．短期入所 n=（1）

7．就労継続支援Ｂ型 n=（1）

9. 児童発達支援 n=（1）

17. 行動援護 n=（1）

1. 療養介護 n=（0）

4．施設入所支援 n=（0）

5．就労移行支援 n=（0）

6．就労継続支援Ａ型 n=（0）

8．共同生活援助 n=（0）

10. 医療型児童発達支援 n=（0）

12. 福祉型障害児入所施設 n=（0）

13 .医療型障害児入所施設 n=（0）

18. 重度障害者等包括支援 n=（0）

19. 就労定着支援 n=（0）

20. 自立生活援助 n=（0）

25. 居宅訪問型児童発達支援 n=（0）

26. 保育所等訪問支援 n=（0）

Q1-5-2他に指定を受けている障害福祉サービス

【基準該当生活訓練単独】 N = 6
（％）

80.0 
60.0 
60.0 

20.0 
20.0 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2．生活介護 n=（4）

9. 児童発達支援 n=（3）

11．放課後等デイサービス n=（3）

5．就労移行支援 n=（1）

14. 居宅介護 n=（1）

1. 療養介護 n=（0）

3．短期入所 n=（0）

4．施設入所支援 n=（0）

6．就労継続支援Ａ型 n=（0）

7．就労継続支援Ｂ型 n=（0）

8．共同生活援助 n=（0）

10. 医療型児童発達支援 n=（0）

12. 福祉型障害児入所施設 n=（0）

13 .医療型障害児入所施設 n=（0）

15. 重度訪問介護 n=（0）

16. 同行援護 n=（0）

17. 行動援護 n=（0）

18. 重度障害者等包括支援 n=（0）

19. 就労定着支援 n=（0）

20. 自立生活援助 n=（0）

21. 地域移行支援 n=（0）

22. 地域定着支援 n=（0）

23. 計画相談支援 n=（0）

24. 障害児相談支援 n=（0）

25. 居宅訪問型児童発達支援 n=（0）

26. 保育所等訪問支援 n=（0）

Q1-5-2他に指定を受けている障害福祉サービス

【共生機能+共生生活】 N = 5
（％）
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３以外で指定を受けている障害福祉サービスの定員数(合計) 

一方、定員数比較では、機能訓練単独、生活訓練単独では生活介護の定員が最も多く次

いで施設入所支援となっている。宿泊型については、生活介護に次いで就労継続Ｂ型、共

同生活援助となっている。機能訓練+生活訓練では就労継続Ｂ型の定員が最も多く、次いで

施設入所支援と生活介護がほぼ同数である。また、自立訓練の定員と比較すると、この項

目の回答があった機能訓練単独については単独で実施している機能訓練事業所が併設で最

も多い生活介護の３割ほどの定員規模である。機能訓練+生活訓練については併設で最も多

い就労継続Ｂ型の６割程度となる。生活訓練単独については併設の生活介護の 23%の規模

である。宿泊型単独については併設の生活介護の約半分の規模である。宿泊型+生活訓練に

ついては併設の生活介護の 46%の規模である。それぞれの法人によってその状況が異なる

ものの、自立訓練は生活介護等を中心に、それに併設して行われている傾向にあるようで

ある。 
基準該当は施設入所、生活介護を併設している場合が多い。 

 

 

 

                                                

  

62.5 
37.5 
37.5 

12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2．生活介護 n=（5）

14. 居宅介護 n=（3）

15. 重度訪問介護 n=（3）

3．短期入所 n=（1）

4．施設入所支援 n=（1）

7．就労継続支援Ｂ型 n=（1）

8．共同生活援助 n=（1）

16. 同行援護 n=（1）

23. 計画相談支援 n=（1）

1. 療養介護 n=（0）

5．就労移行支援 n=（0）

6．就労継続支援Ａ型 n=（0）

9. 児童発達支援 n=（0）

10. 医療型児童発達支援 n=（0）

11．放課後等デイサービス n=（0）

12. 福祉型障害児入所施設 n=（0）

13 .医療型障害児入所施設 n=（0）

17. 行動援護 n=（0）

18. 重度障害者等包括支援 n=（0）

19. 就労定着支援 n=（0）

20. 自立生活援助 n=（0）

21. 地域移行支援 n=（0）

22. 地域定着支援 n=（0）

24. 障害児相談支援 n=（0）

25. 居宅訪問型児童発達支援 n=（0）

26. 保育所等訪問支援 n=（0）

Q1-5-2他に指定を受けている障害福祉サービス

【基準該当機能+基準該当生活】 N = 8
（％）

1,528 

1,181 

1,036 

992 

560 

250 

225 

130 

112 

70 

50 

0 

0 

447 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

生活介護

施設入所支援

共同生活援助

就労継続支援B型

児童発達支援

就労移行支援

放課後等デイサービス

福祉型障害児入所施設

短期入所

医療型児童発達支援

就労継続支援A型

療養介護

医療型障害児入所施設

機能訓練の定員合計

1.機能訓練単独実施法人における定員数（合計）N=40

8,773 

6,240 

5,199 

3,951 

1,304 

863 

811 

587 

558 

364 

339 

235 

180 

2,007 

0 2000 4000 6000 8000 10000

生活介護

施設入所支援

就労継続支援B型

共同生活援助

就労移行支援

児童発達支援

放課後等デイサービス

就労継続支援A型

短期入所

療養介護

医療型障害児入所施設

医療型児童発達支援

福祉型障害児入所施設

生活訓練の定員合計

2.生活訓練単独実施法人における定員数（合計）N=286
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218 

197 

117 

80 

27 

27 

18 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

105 

0 50 100 150 200 250

生活介護

就労継続支援B型

共同生活援助

施設入所支援

就労移行支援

放課後等デイサービス

児童発達支援

短期入所

療養介護

就労継続支援A型

医療型児童発達支援

福祉型障害児入所施設

医療型障害児入所施設

宿泊型自立訓練の定員合計

3.宿泊型自立訓練単独実施法人における定員数（合計）N=10

1,181 

1,039 

1,027 

573 

514 

170 

140 

140 

104 

100 

80 

50 

0 

745 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

就労継続支援B型

施設入所支援

生活介護

就労移行支援

共同生活援助

放課後等デイサービス

療養介護

医療型障害児入所施設

短期入所

福祉型障害児入所施設

児童発達支援

就労継続支援A型

医療型児童発達支援

機能訓練＋生活訓練の定員合計

4.機能訓練＋生活訓練実施法人における定員数（合計）N=35

2,238 

1,467 

1,338 

856 

289 

194 

171 

145 

110 

70 

20 

0 

0 

1,044 

0 500 1000 1500 2000 2500

生活介護

施設入所支援

就労継続支援B型

共同生活援助

就労移行支援

児童発達支援

短期入所

放課後等デイサービス

福祉型障害児入所施設

医療型児童発達支援

就労継続支援A型

療養介護

医療型障害児入所施設

宿泊型＋生活訓練の定員合計

5.宿泊型＋生活訓練実施法人における定員数（合計）N=57

306

292

278

134

132

132

58

49

45

35

30

10

0

0 50 100 150 200 250 300 350

施設入所支援

生活介護

就労継続支援B型

共同生活援助

療養介護

医療型障害児入所施設

就労移行支援

短期入所

放課後等デイサービス

児童発達支援

就労継続支援A型

医療型児童発達支援

福祉型障害児入所施設

6.基準該当機能訓練単独実施法人における定員数（合計）N=14

600

443

80

50

12

10

3

0

0

0

0

0

0

0 100 200 300 400 500 600 700

生活介護

施設入所支援

就労継続支援B型

共同生活援助

就労移行支援

放課後等デイサービス

短期入所

療養介護

就労継続支援A型

児童発達支援

医療型児童発達支援

福祉型障害児入所施設

医療型障害児入所施設

7.基準該当生活訓練単独実施法人における定員数（合計）N=6

26

10

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 5 10 15 20 25 30

就労移行支援

就労継続支援A型

生活介護

療養介護

短期入所

施設入所支援

就労継続支援B型

共同生活援助

児童発達支援

医療型障害児入所施設

放課後等デイサービス

福祉型障害児入所施設

医療型児童発達支援

8.共生機能＋共生生活実施法人における定員数（合計）N=5

1,125 

606 

432 

376 

151 

104 

78 

60 

20 

10 

0 

0 

0 

0 200 400 600 800 1000 1200

生活介護

施設入所支援

就労継続支援B型

共同生活援助

児童発達支援

就労移行支援

短期入所

放課後等デイサービス

福祉型障害児入所施設

就労継続支援A型

療養介護

医療型児童発達支援

医療型障害児入所施設

9基準該当機能＋基準該当生活実施法人における定員数（合計）N=8
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５）上記の指定を受けている障害福祉サービス以外に実施しているもの（複数回答可） 

全体としては、介護保険サービスを実施している法人が最も多く 47.9%を占めている。

次いで地域活動支援センターが 39.7%である。 
事業別では、基準該当、共生型はすべての法人が介護保険サービスを併用しており、

指定事業所では機能訓練単独と機能訓練+生活訓練で介護保険サービスを併設している

場合が一番多く、機能訓練単独では 58.6%となっている。実施している介護保険サービ

スの内訳としては、通所介護が合計で 69 法人、居宅介護支援が 44 法人、訪問介護が 36
法人にあった。また特別養護老人ホームも 33 法人が併設していた。いずれも基準該当機

能訓練単独事業所に最も多い。 
一方、生活訓練単独と生活訓練+宿泊型では地域活動支援センターの併設が最も多く、

生活訓練+宿泊型では 69.6%となっている。宿泊型単独と生活訓練+宿泊型に病院の併設

が多く、宿泊型単独では 62.5%である。 
また、機能訓練を行っている法人に身体障害者福祉センターが一定数あり、就業・生

活支援センターが生活訓練に併設されていることが多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.9

39.7

24.3

18.5

18.2

13.7

7.2

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

介護保険サービス(n=140)

地域活動支援センター(n=116)

その他(n=71)

障害者就業・生活支援センター(n=54)

病院(n=53)

診療所(n=40)

身体障害者福祉センター(n=21)

上記以外に実施しているもの N=292

【実施している介護保険サービスの記載内容】 

通所介護（17）、居宅介護支援（12）、訪問介護（8）、特別養護老

人ホーム(9)、介護老人福祉施設（7）、短期入所生活介護（5）他 

【実施している介護保険サービスの記載内容】 

通所介護（9）、居宅介護支援（5）、特別養護老人ホーム（4）、訪問介

護（4）、短期入所生活介護（3）、介護老人保健施設（2）他 

58.6

34.5

27.6

17.2

13.8

13.8

13.8

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

介護保険サービス(n=17)

地域活動支援センター(n=10)

身体障害者福祉センター(n=8)

その他(n=5)

病院(n=4)

診療所(n=4)

障害者就業・生活支援センター(n=4)

上記以外に実施しているもの N=29

機能訓練単独

44.4

30.8

29.3

22.6

11.3

6.8

3.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

地域活動支援センター(n=59)

介護保険サービス(n=41)

その他(n=39)

障害者就業・生活支援センター(n=30)

診療所(n=15)

病院(n=9)

身体障害者福祉センター(n=4)

上記以外に実施しているもの N=133

生活訓練単独
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【実施している介護保険サービスの記載内容】 

居宅介護支援（1）、介護老人福祉施設（1） 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

  

【実施している介護保険サービスの記載内容】 

通所介護（23)、訪問介護（13）、居宅介護支援（10）、特別養護老

人ホーム(10)、短期入所生活介護(11)、認知症対応型共同生活介

護(9)、 地域包括支援センター(9)他 

【実施している介護保険サービスの記載内容】 

通所介護（10）、訪問介護（5）、特別養護老人ホーム(3)、居宅

介護支援（2）、グループホーム(2)、短期入所生活介護(2) 他 

【実施している介護保険サービスの記載内容】 

通所介護（2）、居宅介護支援（1）、訪問看護（1）、短期入所生

活介護(1) 

100.0

5.6

5.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

介護保険サービス(n=18)

病院(n=1)

その他(n=1)

診療所(n=0)

地域活動支援センター(n=0)

障害者就業・生活支援センター(n=0)

身体障害者福祉センター(n=0)

上記以外に実施しているもの N=18

基準該当機能訓練単独

100.0

50.0

16.7

16.7

0.0

0.0

0.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

介護保険サービス(n=6)

その他(n=3)

病院(n=1)

診療所(n=1)

地域活動支援センター(n=0)

障害者就業・生活支援センター(n=0)

身体障害者福祉センター(n=0)

上記以外に実施しているもの N=6

基準該当生活訓練単独

62.5

37.5

25.0

25.0

25.0

12.5

0.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

病院(n=5)

地域活動支援センター(n=3)

介護保険サービス(n=2)

障害者就業・生活支援センター(n=2)

その他(n=2)

診療所(n=1)

身体障害者福祉センター(n=0)

上記以外に実施しているもの N=8

宿泊型自立訓練単独

100.0

9.1

9.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

介護保険サービス(n=11)

地域活動支援センター(n=1)

その他(n=1)

病院(n=0)

診療所(n=0)

障害者就業・生活支援センター(n=0)

身体障害者福祉センター(n=0)

上記以外に実施しているもの N=11

基準該当機能訓練＋基準該当生活訓練

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

介護保険サービス(n=3)

病院(n=0)

診療所(n=0)

地域活動支援センター(n=0)

障害者就業・生活支援センター(n=0)

身体障害者福祉センター(n=0)

その他(n=0)

上記以外に実施しているもの N=3

共生機能訓練＋共生生活訓練
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６）自立訓練以外の共生型事業や基準該当事業の実施状況 

指定事業所のある法人は、殆どの法人が基準該当事業や共生型事業は実施していない

が、一部に実施又は実施を検討している法人がある。 
事業形態ごとの表では、僅かであるが「機能訓練単独」「生活訓練単独」「機能+生活」

が基準該当事業や共生型事業を実施している。そのうち、「機能訓練単独」「生活訓練単

独」「機能+生活」で基準該当事業を実施している法人は３法人であり、そのうち１法人

は介護保険事業を数か所で展開しておりその中で基準該当生活介護を実施している。他

の２法人は、比較的小規模の多機能型であり同敷地内に基準該当就労継続支援Ｂ型を併

設していた。 
共生型事業を実施しているところは殆ど他の共生型事業を実施しており、基準該当事

業を実施しているところは殆ど他の基準該当事業を実施している。また、実施している

他の基準該当事業は生活介護が多く、共生型は様々な事業を実施している。

 

 

  

5.3

1.1

0.0

0.0

0.0

80.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.7

28.6

2.6

0.8

3.1

0.0

0.0

20.0

77.8

85.7

81.8

0.0

1.9

14.3

86.8

93.6

96.9

0.0

0.0

0.0

22.2

14.3

18.2

80.0

90.6

57.1

7.9

4.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

3.8

0.0

機能訓練単独(N=38)

生活訓練単独(N=265)

機能＋生活(N=32)

共生型機能訓練単独

(N=0)

共生型生活訓練単独

(N=0)

共生機能＋共生生活

(N=5)

基準該当機能訓練単独

(N=18)

基準該当生活訓練単独

(N=7)

基準該当機能＋基準該

当生活(N=11)

宿泊型自立訓練(N=10)

生活＋宿泊型(N=53)

その他の組み合わせ

(N=7)

自立訓練以外の共生型事業や基準該当事業の実施状況 × 指定を受けている障

害福祉サービス

共生型事業を実施している 基準該当事業を実施している

実施していない 実施を検討している
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【実施している共生型事業の記載内容】 

生活介護（4）、地域密着型通所介護、介護予防通所サービス、短期入所生活介護、介

護予防短期入所生活介護、自立訓練（機能訓練）、通所介護共生型福祉サービス、共生

型通所介護、共生型介護予防通所介護、共生型短期入所、共生型地域密着型通所介護、

共生型生活介護 他 

【実施している基準該当事業の記載内容】 

基準該当生活介護（33）、就労継続支援Ｂ型（3）通所介護事業所、訪問介護事業所、

通所介護 他 

【実施している基準該当事業の記載内容】 

共生型生活介護(3)、生活介護(3)、共生型事業(2)、障害に限定することなく活動を考え

ている。就労継続支援Ｂ型、高齢者宅配食サービス 他 

 

 

（２）今後の事業の実施についてのお考え 

 １）「指定を受けている」自立訓練の今後の実施について 

 ※「訪問」は機能訓練・生活訓練ともにサービス費Ⅱに当たる体制届を行っているもの 

機能訓練、生活訓練ともに継続実施の意向が８割程度ある。しかし、「実施しない」「縮

小する」に「分からない」を含めると機能訓練では 16.8%、生活訓練では 16.5%となり、

法人が自立訓練事業の実施について前向きになれない状況がある。特に事業所数の少な

い機能訓練では、縮小、廃止を考えている法人があることからは、地域による支援の偏

りや機能訓練事業そのものの存続が心配される。 
一方で、宿泊型は事業の縮小や廃止を考えている法人はなく、１法人が拡大を考えて

いる。「分からない」については 8.1%ある。 
「訪問」については、「行わない」「分からない」が機能訓練、生活訓練とも７割を占

めており実施に否定的である。 
【機能訓練の実施意向】 

 

今後も継続して実

施する, 97 , 81.5%

今後は規模を拡大して

実施する, 0 , 0.0%

今後は規模を縮小して

実施する, 2 , 1.7%

今後は実施しない, 6 , 
5.0%

分からない, 12 , 10.1% 無回答, 2 , 1.7%

Q2-1-1機能訓練の実施意向
N = 119

行う, 27 , 27.3%

行わない, 41 , 41.4%

わからない, 31 , 31.3%

無回答, 0 , 0.0%

Q2-1-1-1機能訓練を実施する場合、

訪問を行うか N = 99
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【生活訓練の実施意向】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

今後も継続して実施す

る, 344 , 79.8%

今後は規模を拡大して

実施する, 6 , 1.4%

今後は規模を縮小して

実施する, 16 , 3.7%

今後は実施し

ない, 21 , 4.9%

分からない, 34 , 7.9%

無回答, 10 , 2.3%

Q2-1-2生活訓練の実施意向
N = 431

行う, 98 , 26.8%

行わない, 149 , 40.7%

わからない, 109 , 
29.8%

無回答, 10 , 2.7%

Q2-1-2-1生活訓練を実施する場合、

訪問を行うか N = 366
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【宿泊型自立訓練の実施意向】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）指定を受けている自立訓練を行うにあたって、重視していること 

機能訓練は「身体機能の維持・向上」が最も多く 64.7%となっている。次いで「ＡＤ

Ｌ・ＩＡＤＬ」が 42%、その次に「社会生活力の向上」が 32.8%である。「身体機能の維

持・向上」については、類似する「認知機能の維持・向上」を加えると 76.5%となり、「社

会生活力の向上」も、関連する「生活のリズムをつける」「これからの人生を考える」「自

己管理能力を高める」「社会参加する力を高める」を加えると 65.6%となる。また、「家

庭復帰、地域生活への復帰」が 31.9%と一定あったが、後述の機能訓練の利用経路を見

ると、３割強が入院となっていたことと関連すると思われる。 
これらのことから、機能訓練を実施している法人は、身体機能等の維持・向上と社会

生活力向上等の社会リハビリテーションの実施の２つを主目的と考えていると思われる。 
一方で、生活訓練を実施している法人は、「社会生活力の向上」が最も多く 60.5%とな

っており、同様に「生活のリズムをつける」「これからの人生を考える」「自己管理能力

を高める」「社会参加する力を高める」を加えると 164.5%（複数回答可のため）となり

突出する。生活訓練を実施している法人は、主に社会リハビリテーションの実施を目的

としていることが分かる。また、自由意見からは、精神障害者の支援から、自尊心を取

り戻し自信をつけることの必要性についても挙げられている。一方、「家庭復帰、地域生

活への復帰」は 11.8%と、後述の生活訓練の利用経路では２割強が入院や施設などの家庭

や地域生活以外であることを考えると少し少ない。 

今後も継続して実施す

る, 66 , 89.2%

今後は規模を拡大して

実施する, 1 , 1.4%

今後は規模を縮小して

実施する, 0 , 0.0%

今後は実施しない, 0 , 
0.0%

分からな

い, 6 , 
8.1%

無回答, 1 , 1.4%

Q2-1-3宿泊型自立訓練の実施意向
N = 74
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また、両事業とも「就労・復職への移行」を一定程度重視していることから、職業リ

ハビリテーションの役割も意識していると思われる。 
宿泊型は「生活のリズムをつける」「社会生活力の向上」が最も多く、「家庭復帰・地

域生活への復帰」「自己管理能力を高める」が次いで多い。一方で「就労・復職への移行」

はそれほど多くなく、地域での生活の自立を目的としているようである。 
 

【機能訓練における重視点】 

 

 

その他の主な記載内容 

û 補助具、補装具を使用し、安全に活動ができる。 

û 利用者のニーズに基づき、個別支援計画書を作成し、サービスを提供しているため、個々の利

用者により重視する項目の比重が変わる。 

û 利用者の背景（健康管理、食生活、住宅の有無、経済力、社会資源、支援者の支援力等の能力）

により、重視する比重が変る。 

 

 

 

  

64.7
11.8

42.0
19.3

31.9
32.8

5.9
16.0

7.6
10.9

3.4
12.6

2.5
10.9

身体機能の維持・向上(n=77)
認知機能の維持・向上(n=14)

ADL・IADLの向上(n=50)
就労・復職への移行(n=23)
就学、復学への移行(n=0)

家庭復帰・地域生活への復帰…
社会生活力の向上(n=39)

生活のリズムをつける(n=7)
自信をつける(n=19)

仲間づくり(n=9)
これからの人生を考える(n=13)

資格の取得(n=0)
自己管理能力を高める(n=4)

社会参加する力を高める(n=15)
その他(n=3)
不明(n=13)

機能訓練で重視していること（統合MA)
N = 119

（上位１～３位の統合） 
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【生活訓練における重視点】 

 

その他の主な記載内容 

●知的・発達障害 

û 支援学校卒業後の方は「働きたい」というニーズが多く、「働く基礎」を作る事を重視している。 

û 一人ひとりが納得のいく生活力を身に付けるため、生活の全般や金銭管理など様々な生活経験

の積み重ねを重視している。 

û 支援校からの利用者は寄宿舎生活から自宅へ戻ってきているため、先ずは生活リズムを安定さ

せていく事を重視している。 

û 支援学校卒業後の学びの場として、青年期の移行支援を行い、「自己表現」「自己決定」「自己認

識」の力をつける事を重視している。 

û 仲間と一緒に体験経験を積んで、青春を謳歌できる場を提供する事を重視している。 

●精神障害 

û 就労目的を持たれている利用者には自立訓練終了後の就労移行支援利用を見据えてスムーズに

ステップアップできる事を重視している。結果、当事業所に就労される方いる。 

û 自立訓練終了後に引きこもりにならないよう、福祉とのつながりの中で社会参加が継続してい

くことを重視しているため、支援中も地域連携している。 

û 引きこもり利用者は、訪問支援を通して生活リズムを整え意欲向上が図り、通所に結び付く事

を重視しています。 

û 引きこもり、ホームレスからの保護で他事業への通所が続かない課題をもっている場合、自信

と意欲、希望の再獲得を重視している。 

û 双極性障がいを有している方の多くが生活状態の維持に課題を抱えており、地域生活を維持し

ていく為に生活リズムを整えていくことが、通所する上で重視するポイントになってくる。 

û 自信を持って地域生活を継続していく為、自己肯定感を高められることを重視している。 

û 気持ちのムラを整える。落ち着いて考えてみる等、精神面での代償手段獲得を重視している。 

5.5
5.5

14.3
24.9

0.9
11.8

60.5
47.3

27.3
15.9

10.2
0.2

16.2
30.3

2.1
7.2

身体機能の維持・向上(n=24)
認知機能の維持・向上(n=24)

ADL・IADLの向上(n=62)
就労・復職への移行(n=108)

就学、復学への移行(n=4)
家庭復帰・地域生活への復帰…

社会生活力の向上(n=262)
生活のリズムをつける(n=205)

自信をつける(n=118)
仲間づくり(n=69)

これからの人生を考える(n=44)
資格の取得(n=1)

自己管理能力を高める(n=70)
社会参加する力を高める(n=131)

その他(n=9)
不明(n=31)

生活訓練で重視していること（統合MA)
N = 433

（上位１～３位の統合） 
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û 自分を肯定的に捉える過程は仲間の中で達成される事がおおく、社会参加が可能となるため、

仲間作りを通した社会生活能力の向上を重視している。 

●高次脳機能障害 

û 高次脳機能障害者支援は代償手段の獲得や対人スキル向上が必要で、グループワークや施設内

での生活場面を通して能力が獲得できるようチームアプローチを重視している。 

û 自分の気持ちをきちんと伝えることが苦手な人に対して、コミュニケーション方法の獲得を含

め、自己認識、意見の表出を重視している。 

û 就労を目指す利用者に対してグループ支援の中でのコミュニケーション力を向上できるよう重

視している。 

●その他 

û 多機能型の特徴を生かし、就労移行支援や就労継続型施設との連携を重視している。 

û 障害のある方が地域で自分らしく生活していくため、個々のニーズや課題に沿った支援として

プログラム以外にも個別支援を重視し支援を行っている。 

û 重度障害を有し、いきなり単身生活などが難しい方は、リスクや本人負担軽減を重視し、スモ

ールステップ（グループホームや入所施設）も選択肢に入れ支援している。 

û 家族ニーズとして身の回りのことを自分自身で出来るようにしてほしいなど生活基礎能力向上

の希望が多く、日中活動や体験を通して基礎能力を付けていく事を重視している。 

û できる事に着目し、良さや強みを本人と共有していき自信を持てるようにする事を重視してい

る。 

û 自己開放、自己肯定、他者受容を重視している。 

û 本人のニーズに沿った支援ができるよう個別支援計画をしっかり作成する事を重視している。 

 

【宿泊型自立訓練における重視点】 

 
その他の主な記載内容 

û あらゆる生活場面医おいて支援を必要とする為、選択肢の中に重視する支援が多く同等で、上

位 3つとして選択できない。 

û 地域移行、地域定着、社会参加の為、障害福祉サービスの利用を重視している。 

û 就労定着など地域生活継続のために支援を継続していく事を重視している。 

 

1.4
1.4

17.6
6.8

50.0
59.5
60.8

9.5
6.8

14.9

43.2
8.1

4.1
2.7

身体機能の維持・向上(n=1)
認知機能の維持・向上(n=1)

ADL・IADLの向上(n=13)
就労・復職への移行(n=5)
就学、復学への移行(n=0)

家庭復帰・地域生活への復帰…
社会生活力の向上(n=44)

生活のリズムをつける(n=45)
自信をつける(n=7)

仲間づくり(n=5)
これからの人生を考える(n=11)

資格の取得(n=0)
自己管理能力を高める(n=32)

社会参加する力を高める(n=6)
その他(n=3)

不明(n=2)

宿泊型自立訓練で重視していること（統合MA)
N = 74

（上位１～３位の統合） 
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３）指定を受けている自立訓練を行うにあたって課題となっていること 

機能訓練は、「認知度の低さ」、「有期限サービス」により「利用者の確保が難しい」こ

とを課題としている法人が多く、次いで利用終了後の社会資源の不足や、人員体制が充

分に確保できないことの課題が挙げられている。しかし、認知度の低さに対して４割強

の回答がある以外に突出するものはなく、その他の課題に対しても幅広く回答が寄せら

れている。逆に最も少ないのが「入所のニーズに応えられていない」であり、入所利用

が低迷している状況を反映しているためと思われる。また、介護保険優先原則による弊

害を課題とする回答も一定数あった。「有期限サービス」については機能訓練単独が突出

していた。 
生活訓練については、同様に「有期限サービス」による利用者の確保の問題が 44.3%

とやや突出しており、それ以外のものは 20%台に収まっている。その中でも、利用終了

後の社会資源の不足や、認知不足の課題については機能訓練と同様に一定の回答がある。

中でも、利用終了後の社会資源の不足については、高次脳機能障害者が多く利用してい

る機能訓練+生活訓練が突出していた。また、最も回答の少ないのが「入所のニーズに応

えられていない」であることも同様であった。 
一方で、「地方自治体が介護保険を優先し支援がスムーズでない」への回答が 11 の事

業所からあり、自由意見でも地方自治体の理解不足についての意見がある等、障害福祉

サービス特有のサービスとして明示されている事業であるにもかかわらず何らかの弊害

が起きていることが窺われた。また、「職員の育成が難しい」との回答が一定あることに

ついて、自由記述でも、利用者の不安定さ、引きこもりやアルコール依存等の精神障害

に起因する支援の課題が書かれており、支援の難しさを原因とするものも含まれている

と思われる。 
宿泊型は、有期限による制約による課題が最も多く、他に、利用後の社会資源の不足、

職員の育成が難しい、人員確保が難しいことが課題として多く挙げられている。社会資

源の不足の課題は、利用終了後に利用できるアパート等の住居の不足等も含まれている

と思われ、その改善に向けては精神障害に対する住民の理解を含めた障害者が生活しや

すい環境づくりを進めていくことも必要と思われる。職員の育成課題については、生活

訓練と同様にケースの困難性によるものも含まれると思われる。一方、宿泊型は他の事

業に比べ認知不足はあまり課題とされていない。また、連携課題もあまりない。事業の

認知や連携も進んでおり利用不足の悩みが多くないことが窺える。 
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【機能訓練実施上の課題】 

 

  

44.5

13.4

31.9

10.9

8.4

30.3

10.1

10.9

18.5

6.7

11.8

7.6

10.9

1.7

7.6

12.6

5.0

10.9

事業の認知度が低く利用が少ない(n=53)

地方自治体が介護保険を優先し支給決定がス

ムーズでない(n=16)

有期限のサービスのため利用者の確保に苦慮す

る(n=38)

利用までの手続きに時間がかかるため利用がス

ムーズでない(n=13)

相談支援事業所などの関係機関との連携が十分

でない(n=10)

利用終了後に活用できる社会資源が不足している
(n=36)

事業を実施している事業所が少ないために必要な

利用対象者にサービスが行き届いていない(n=12)

事業所の立地条件が悪く利用しにくい(n=13)

支援に必要な人員体制が十分に確保できない
(n=22)

支援に必要な設備や訓練機器等が十分に備えら

れない(n=8)

支援プログラム等の内容が個別のニーズに充分

に応えられていない(n=14)

適切な評価指標がないために効果を客観的に示

しにくい(n=9)

送迎のニーズに応えられていない(n=13)

入所のニーズに応えられていない(n=2)

記録等の事務仕事が多く直接処遇職員の負担が

大きい(n=9)

職員の育成が難しい(n=15)

その他(n=6)

不明(n=13)

機能訓練実施の際の課題（統合MA)
N = 119

（上位１～３位の統合） 
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※基準該当機能訓練および共生型機能訓練を除く 

  

51.2

16.3

55.8

9.3

9.3

27.9

11.6

14.0

16.3

9.3

2.3

4.7

11.6

0.0

14.0

9.3

2.3

4.7

37.1

20.0

20.0

22.9

0.0

40.0

11.4

17.1

22.9

0.0

5.7

20.0

20.0

2.9

8.6

11.4

5.7

8.6

0.0 20.0 40.0 60.0

事業の認知度が低く利用が少ない

地方自治体が介護保険を優先し支給決定がスムーズ

でない

有期限のサービスのため利用者の確保に苦慮する

利用までの手続きに時間がかかるため利用がスムー

ズでない

相談支援事業所などの関係機関との連携が十分でな

い

利用終了後に活用できる社会資源が不足している

事業を実施している事業所が少ないために必要な利

用対象者にサービスが行き届いていない

事業所の立地条件が悪く利用しにくい

支援に必要な人員体制が十分に確保できない

支援に必要な設備や訓練機器等が十分に備えられな

い

支援プログラム等の内容が個別のニーズに充分に応

えられていない

適切な評価指標がないために効果を客観的に示しに

くい

送迎のニーズに応えられていない

入所のニーズに応えられていない

記録等の事務仕事が多く直接処遇職員の負担が大き

い

職員の育成が難しい

その他

無回答

機能訓練単独と機能訓練＋生活訓練の課題の比較

機能訓練単独 機能訓練＋生活訓練
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その他の主な記載内容  

û 隣市に障害者支援施設併設の機能訓練の事業所があり、そちらを利用される傾向がある。 

û 公共交通機関の整備が不十分で、利用者の生活の幅が広がりにくく地域生活、社会生活を営む

上で様々な課題がある。 

û 補助装具や車椅子等、資格保持者でも取り扱いができない者が多くいる。 

û 地方自治体や相談支援事業所にとって視覚障害があまりよく知られておらず、対応がスムーズ

ではない。 

û 就労に繋がらないと期間の延長ができない。 

û 視覚障害者は見よう見まねが難しいので、マンツーマンに近い形でないと対応が厳しかったり

するのため、設置基準が実情と合っていない。 

û 基準該当施設の為、専門職（PT・OT）が配置されておらず、地域の障害者は別の病院でリハビ

リを行なっているので利用者がいない。 

û 訓練終了時に利用者が就労可能となっても、地域全体の雇用力が乏しく、就職先開拓に苦慮す

る。 

û ケアマネージャーとも連携しているが、大多数が障害福祉サービス利用調整に対して苦手意識

を持っているので、事業所から手厚く協力している。 

û 医療機関からの紹介が６割を超えており、手続き（身体障害者手帳の取得、面接見学や更正園

担当医師の受診、受給者証の発行など）に時間を要し、入所がスムーズではない。 

û 単身希望の方も多く、生活の場の確保などに時間を要している。 

û 脊髄損傷の方の受け入れも行っているが、設備面が整っていないため、受け入れが不十分であ

る。 

û 報酬単価が低く、採算性に不安がある。地域移行に向けた支援に関して施設の持ち出し負担が

多く、経営が厳しい状況である。 
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【生活訓練実施上の課題】 

 

  

26.6

2.5

44.3

9.5

6.0

27.0

8.8

4.4

17.1

5.3

22.2

20.8

5.1

1.2

16.2

19.4

5.1

10.2

事業の認知度が低く利用が少ない(n=115)

地方自治体が介護保険を優先し支給決定が

スムーズでない(n=11)

有期限のサービスのため利用者の確保に苦

慮する(n=192)

利用までの手続きに時間がかかるため利用

がスムーズでない(n=41)

相談支援事業所などの関係機関との連携が

十分でない(n=26)

利用終了後に活用できる社会資源が不足し

ている(n=117)

事業を実施している事業所が少ないために

必要な利用対象者にサービスが行き届い…

事業所の立地条件が悪く利用しにくい(n=19)

支援に必要な人員体制が十分に確保できな

い(n=74)

支援に必要な設備や訓練機器等が十分に備

えられない(n=23)

支援プログラム等の内容が個別のニーズに

充分に応えられていない(n=96)

適切な評価指標がないために効果を客観的

に示しにくい(n=90)

送迎のニーズに応えられていない(n=22)

入所のニーズに応えられていない(n=5)

記録等の事務仕事が多く直接処遇職員の負

担が大きい(n=70)

職員の育成が難しい(n=84)

その他(n=22)

不明(n=44)

生活訓練実施の際の課題（統合MA)
N = 433

（上位１～３位の統合） 
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※基準該当生活訓練および共生型生活訓練を除く 

 

 

 

 

 

29.6 

1.6 

46.6 

7.5 

5.9 

25.1 

10.1 

2.3 

16.9 

4.6 

22.1 

20.8 

4.9 

0.7 

17.3 

18.9 

5.9 

10.1 

37.1 

8.6 

37.1 

11.4 

5.7 

51.4 

2.9 

8.6 

14.3 

5.7 

14.3 

17.1 

17.1 

5.7 

8.6 

11.4 

2.9 

8.6 

5.2

5.2

51.7

24.1

5.2

27.6

6.9

12.1

13.8

6.9

34.5

27.6

1.7

1.7

24.1

24.1

3.4

1.7

0.0 20.0 40.0 60.0

事業の認知度が低く利用が少ない

地方自治体が介護保険を優先し支給決定がスムー

ズでない

有期限のサービスのため利用者の確保に苦慮する

利用までの手続きに時間がかかるため利用がス

ムーズでない

相談支援事業所などの関係機関との連携が十分で

ない

利用終了後に活用できる社会資源が不足している

事業を実施している事業所が少ないために必要な

利用対象者にサービスが行き届いていない

事業所の立地条件が悪く利用しにくい

支援に必要な人員体制が十分に確保できない

支援に必要な設備や訓練機器等が十分に備えられ

ない

支援プログラム等の内容が個別のニーズに充分に

応えられていない

適切な評価指標がないために効果を客観的に示し

にくい

送迎のニーズに応えられていない

入所のニーズに応えられていない

記録等の事務仕事が多く直接処遇職員の負担が大

きい

職員の育成が難しい

その他

無回答

生活訓練単独と機能訓練＋生活訓練と生活訓練＋宿泊型自立訓

練の課題の比較

生活訓練単独 機能訓練＋生活訓練 生活訓練＋宿泊型自立訓練



33 

 
 

 

その他の主な記載内容 

●知的・発達障害 

û 自立訓練を使った福祉型専攻科を実施しているが、認知度が低いため、利用者確保に苦労して

いる。 

û 単独事業のため、スタッフの負担（事務量）が多い。 

û 地域に他サービスが少なく選択肢が限られる中、当施設での就労サービスへ移行しても中々つ

いていけない事が多い。 

û 発達障害で不登校、引きこもりの期間が長かった利用者はその分支援期間も長くなる。 

û 生活訓練を卒業した方全てにフィットする就労等、卒業後の日中活動の場の設定が難しい。 

û 訓練終了後に法人内のＢ型施設をを希望する方が多いが、定員に限りがあるため将来的に受け

入れが困難になる 

û 利用者の中には新たな環境に変わることが難しい（障害特性もある）と考えている方が多い。 

û 全員に送迎が必要で送迎距離も長い割に送迎加算が低すぎる。 

û 単独事業で有期限支援である事から、親や学校が選択しにくい。 

û 学校の延長としての生活訓練として期待されている部分がある。 

●精神障害 

û 長期引きこもりの方の多くが、終了後の活動先が見つからない。 

û 精神不安がある方は毎日の通所が難しく、また突発的な入院などの理由により利用が安定せず、

充足率が下がり単体での事業運営が困難。 

û 毎日利用できない方に対して期限で区切ってしまうと、期限内で自立、社会復帰につなげるの

が難しく回数で期限を決めるなど検討して欲しい。 

û 引きこもり状態の方への訪問訓練などは期限が足りない場合もある。 

û 就労の継続が難しくなった方が多く、就労系に戻るには時間を要する。 

û 緊急保護の要請があった場合、福祉サービス手続きが間に合わないまま訓練に参加しており、

ボランティアの状態になってしまう。 

û 精神疾患の見立てをすることが難しく、職員の育成に時間がかかる。 

û 精神障害者の場合、支援区分がつきにくく、必要とするニーズであっても利用できない。 

û 「引きこもり」の対象者に対してのマンパワーが必要だが「加算」がほとんどない。 

û 相談支援専門員が事業内容をしっかり把握していない事が多く、引きこもりの方など、必要な

人たちに必要な情報が届いていない。 

û 薬物、アルコール依存の利用者支援に関して、地域の理解が低く協力を得られない。 

û 中途終了者（自主退所）が約半数ある。 

●高次脳機能障害 

û 自立訓練で何をするサービスなのか理解が進まない。 

û 発動性が低い方は、生活に慣れ、支援を受け入れられるようになるまで時間が掛る。 

û 利用者自身も支援効果として変化や成長を感じているが、利用者以外の方にも評価指標として

効果を客観的に示すことが難しいと感じている。 

û 支援の結果として、効果と成果を測る適切な指標がないために、職員も自身の支援成果を客観

的に見る事ができず、職員のモチベーション向上が図れない。 

û 支援の対象者が特化した対象である為、遠方からの見学、体験も多いが、全てに応えられない

現状。 

û 利用する方の障害特性等にばらつきがあり、集団プログラムだけでは利用ニーズに応えにくい。 

û 地域移行に向けた事業所外支援は施設の持ち出し負担が多く、経営が厳しい状況である。 

û 市行政が自立訓練の支援メニューを理解できていないため、支給決定されない場合がある。 

û 自治体から機能訓練の代替選択肢として考えられやすい。 

û ケアマネージャーの大多数が障害福祉サービス利用調整に対して苦手意識を持っているので、
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事業所側が手厚く協力している。 

●その他 

û 就労を希望される方への支援（施設外支援など）に対する制度（報酬）を整えて欲しい。 

û 利用者の課題に対してきめ細やかな支援を行うと、記録等も増えて職員負担が大きくなる。 

û 利用者個々に対応しなければならない課題が多く、個別対応の支援が多くなる。 

û 個別のニーズに対応するほどにスタッフも疲弊する。マンパワーに限界がある。 

û 個別ニーズに応えるためには、スタッフのスキルが足りず、施設の支援場所も足りない。 

û 事例を通して積み上げてきた事業の効果や役割を発信していく場がない。 

û 希望する方が多すぎる。（定員超過、待機） 
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【宿泊型自立訓練実施上の課題】 

 

  

10.8

1.4

52.7

20.3

5.4

35.1

10.8

8.1

20.3

2.7

14.9

17.6

5.4

16.2

29.7

2.7

4.1

事業の認知度が低く利用が少ない
(n=8)

地方自治体が介護保険を優先し支給

決定がスムーズでない(n=1)

有期限のサービスのため利用者の確

保に苦慮する(n=39)

利用までの手続きに時間がかかるため

利用がスムーズでない(n=15)

相談支援事業所などの関係機関との

連携が十分でない(n=4)

利用終了後に活用できる社会資源が

不足している(n=26)

事業を実施している事業所が少ないた

めに必要な利用対象者にサービス…

事業所の立地条件が悪く利用しにくい
(n=6)

支援に必要な人員体制が十分に確保

できない(n=15)

支援に必要な設備や訓練機器等が十

分に備えられない(n=2)

支援プログラム等の内容が個別のニー

ズに充分に応えられていない(n=11)

適切な評価指標がないために効果を

客観的に示しにくい(n=13)

送迎のニーズに応えられていない(n=0)

入所のニーズに応えられていない(n=4)

記録等の事務仕事が多く直接処遇職

員の負担が大きい(n=12)

職員の育成が難しい(n=22)

その他(n=2)

不明(n=3)

宿泊型自立訓練実施の際の課題（統合MA)
N = 74

（上位１～３位の統合） 
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※基準該当生活訓練および共生型生活訓練を除く 

その他の主な記載内容 

û 寮後の行き先がない（GH、入所施設等）。 

û 支援期間内で卒業や就労まで進まない場合に進路や施設の運営費等に困る場合がある。 

û 依存症の施設なので緊急的に入寮される場合があり、申請してから入寮という決まった手順で

申請するのが難しい場合が有る。 

û スタッフを育てることが難しい。育ててもいなくなってしまう可能性が高い。 

û 地域資源は他地域と比べると多いと思うが、GH など空きがなく移行が困難。 

16.7

0.0

50.0

33.3

0.0

41.7

8.3

0.0

16.7

8.3

16.7

8.3

0.0

8.3

16.7

33.3

8.3

0.0

8.6 

1.7 

56.9 

19.0 

6.9 

36.2 

12.1 

10.3 

22.4 

1.7 

15.5 

20.7 

-

5.2 

17.2 

27.6 

1.7 

3.4 

0.0 20.0 40.0 60.0

事業の認知度が低く利用が少ない

地方自治体が介護保険を優先し支給決定がス

ムーズでない

有期限のサービスのため利用者の確保に苦慮す

る

利用までの手続きに時間がかかるため利用がス

ムーズでない

相談支援事業所などの関係機関との連携が十分

でない

利用終了後に活用できる社会資源が不足してい

る

事業を実施している事業所が少ないために必要な

利用対象者にサービスが行き届いていない

事業所の立地条件が悪く利用しにくい

支援に必要な人員体制が十分に確保できない

支援に必要な設備や訓練機器等が十分に備えら

れない

支援プログラム等の内容が個別のニーズに充分

に応えられていない

適切な評価指標がないために効果を客観的に示

しにくい

送迎のニーズに応えられていない

入所のニーズに応えられていない

記録等の事務仕事が多く直接処遇職員の負担が

大きい

職員の育成が難しい

その他

無回答

宿泊型自立訓練と生活訓練＋宿泊型自立訓練の課題の比較

宿泊型自立訓練 生活訓練＋宿泊型自立訓練
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４）その他、自立訓練に関しての意見等 

自立訓練事業の必要性についても多くの意見があり、その上で、周知が充分でなく利

用が少ないこと、有期限であること、経営が難しいこと、行政の不理解等についての意

見が多くあった。特に有期限サービスについては、様々な利用者がいる中で一律の期限

ではなく個々の利用者の状況に即した期限設定を望む声が多くあった。報酬単価の低さ、

看護職員の配置等の必要性の有無、相談支援事業所の課題に対する意見も見られた。 
意見・自由記述の主な内容 

●障害状況に応じた支援及び支援期間について 

û 自立訓練(機能訓練)で聴覚障害者、特に中途失聴・難聴者を対象に実施しており、社会復帰するた

めの生活の訓練(リハビリ)や手話学習などのコミュニケーション学習を実施しているが、手話は言

語であるがゆえに、登録期限内での満足のゆく習得が出来ないという課題がある。 

û 引きこもっていた方への社会への一歩は非常に時間がかかり、支援期間内でステップアップが困難

なケースが多い。慣れてきた頃にサービス終了ということもある。  

û 病気（依存）の度合いが人それぞれ違う。何度もリラプス（再発）する人とすぐに回復する人とで

利用期間が一緒で良いのか？疑問です。重症な人の支援期間を検討して欲しい。  

û 視覚障害のある方にとって、その障害の特性上、人によっては現行の利用回数や支援期間では難し

く、一律に枠組とするには著しく当てはまらない場合がある。  

û 引きこもり支援の場合、通所に慣れるためだけに長期間の支援が必要です。期間内に引きこもり生

活を脱するだけでなく、就労へ向けた評価など辛いハードルをいくつも強いなければならない。 

û 高次脳機能障害者への支援は発動性が低い方から感情コントロールが低下した方など、支援結果が

短い期間で表れない方が多く、有している障害によっては支援が長期にわたる。  

û 自立訓練の２年間で身辺自立の定着等、集団生活への適応。ご本人の発達的課題に取り組み、可能

性を探る支援に取り組んでいる。２年間という区切りがあるため、職員もそれまでにどれだけの可

能性を引き出せるかということに取り組みやすい。  

û 障害者を働き手に育てる事業を掲げ、人材育成を介護事業及び農産物の生産・加工・販売事業を通

じて行っているが、現在は重度の知的障害者の利用希望者が増えており、就労を目指す障害者にと

って、障害が重いほど基礎となる訓練に時間を要し有期限内に結果が出るとは限らずスッテップア

ップ先である就労移行支援などに移行した利用者の就職先が課題となっている。  

û 期限を設けていることで訓練を提供する側、受ける側に焦りも感じられる。それが良い方向に行け

ば良いのだが、自宅に長期間いた方などは別の方法が必要と感じる。  

û 長期のひきこもりの対象者は支援期間内で対応できないことが度々ある。柔軟な対応（市の支給決

定機関等）をしてほしい。  

û 総合失調症、双極性障害の方は精神状態に大きな波があるので、期間終了後に再度長期ひきこもり

となる可能性が高い。  

û 通過型事業であるメリットは、期限内に次の目標を定めて別のサービスなり別の環境に移っていた

だく、という支援の区切りやステップアップのタイミングを計りやすいところだと思われる。一方

で、期限付きの活動がなじまない方、通所日数が極端に少ない方などは、すぐに期限が来てしまい、

有効な訓練が出来ない場合が多い。  

û 自立訓練（生活訓練）では長い間引きこもっていた方や長期入院されていた方、ADL、IADL が確立

されていない方など、支援期間内で次のステップ（就労等）につなげていくことは難しい。  

●経営・報酬について 

û 自立訓練（生活訓練）の加算について：医療観察法、地域生活定着支援センターが関わっていなく

ても、何度も服役を重ねた方、執行猶予満期出所で直接福祉が関わっている方にも加算が付くよう

にして欲しい。 
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û 機能訓練事業と生活訓練事業併せて施設入所支援事業のサービスも行っている。施設入所サービス

利用の場合は、生活状況が把握でき、遠方の方や単身の方も受け入れしやすくなるメリットがある

が、職員が生活場面での支援や介助を兼務するため、職員の確保が必要となる。ケースワークや日

中プログラムへの関わりが不十分にならないよう加配をしているが、施設入所サービス費の単価が

低い上、生活場面での職員の関わりが多くなっている。  

û 宿泊型自立訓練の利用開始前に体験外泊を実施しているが、共同生活援助のような体験外泊の支援

決定がない。  

û 利用期間が長くなる利用者が増えているが、日中の生活訓練の支給更新は１回のみとされ、同程度

の支援を継続しているにも関わらず、大きな減益となり、経営的には切迫した課題である。  

û 週１回から利用で始まり本人の状態を見ながら個別での関わりが必要な方が多いため、利用者の数

は定員を超えているものの、施設の利用率は 70％程度になってしまう。スタッフにかかる負担は

大きくなっており、適切な人員配置、報酬、加算等を検討して頂きたい。  

û 自立訓練（生活訓練）は精神科の病院から退院して間もない人、自宅に引きこもっている人や生活

課題があり身動きが取れないでいる人は、訪問から入り、個別対応をしながら少しずつ通所へとつ

なげる支援が必要だが、人員配置上訪問支援に多く人数を割けない為、訪問の単価を上げて欲しい。  

û 基準該当指定であっても、もう少し報酬が上がらなければ、数を受け入れることは難しい。  

●職員配置について 

û 聴覚障害者のカリキュラムに身体的なリハビリの要素がなく、設置基準上必置の看護師はその専門

性を活かす場がない。看護師の配置を柔軟に対応できるような制度変更を希望する。  

û サービスの質や利用者確保のための、対象地域の拡大を図りたいが、収支（人件費等）の問題上、

職員の確保（増員）が難しい。職員を雇用しやすい社会的な障害福祉サービスに対する評価を期待

する。 

û 人員体制が看護師、PT、OT など、支援員と利用者のニーズが少ない割に、人員体制が厳しく経営

が厳しくなる。 

û 人口の少ない地域は、利用者も少ないことから事業所の維持が難しいので、地域の実情に合った施

設基準に緩和して欲しい。  

û 利用者に対し充分なアセスメントを行い、それに基づくプログラムの実施や地域移行へ取り組むに

あたって、職員の配置基準が低く、かなり加配置をしなければ充分な支援が出来ない状況である。  

û 事業所の指定基準が障害を問わず「生活訓練」ということで整理されているため、障害特性に配慮

した専門職種の配置がされにくい状況にある。  

û 高次脳機能障害の支援には多種多様な職種(心理職や作業療法士、MSW など)が必要であり、認知機

能の回復及び社会への適応に係わる支援について十分に評価される(報酬上でも)仕組みが必要。機

能訓練の人員体制については、看護師、理学療法士、職業指導員、自動車訓練専門職等を、視覚障

害者の支援には歩行訓練士、視覚機能訓練士等を追加してほしい。  

û 多機能型で、訪問専門のスタッフを配置するなど工夫をしている。訪問→通所につなげることがで

きるメリットがある。サービスのニーズはあるも認知度が低く、医療サービス（デイや訪問）と類

似している面もあり、多機能でなければ経営リスクは高いと感じている。  

û 自立訓練でのアセスメントを就労移行のアセスメントのように位置づけて頂きたい。就労に向けて

キャリアコンサルタントの有資格者を配置しているので、資格者の中に取り入れて貰いたい。  

û 精神障害の方にとっての利用ニーズは高く、自立訓練から移行支援を経由して就労へつながった方

もいるなど、成果が見られる。しかし支援の個別性が高く、個々のニーズに応えていくには人員配

置も定員が少ない事業所では困難な現状。 

û 自立訓練事業の意味理解の浸透が広まっておらず、度々説明を繰り返している状況もある。行政機

関からも更に啓発のアプローチを深めて頂きたい。  

û 自立訓練(生活訓練)は、障害者の社会参加への第一段階として有用なサービスである一方、支援内

容は個別性が高く、支援者に高い能力と見解が求められます。このため、社会福祉士等、有能な人
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材の確保が課題となっており、併せて報酬単価の引き上げや処遇改善の上乗せが必要と思われま

す。  

●事業認知について 

û 難聴当事者になかなか拡がらない所以は、社会の中で難聴に対する理解が浅く、当事者の不便や苦

しみがなかなか分かってもらえない環境がある。  

û 本人の希望、ニーズに沿い就労Ｂ型から自立訓練へ移行させたいと言うことを伝えると、B型から

自立には逆戻りだと知識不足で、本人のニーズを完全に無視した支給決定が行われた。  

û 自立訓練で就労（復職）支援を行っているが、行政の受給者証の発行がされない事例がでている。

生活訓練は ADL、IADL のみ支援と考えている。今後行政への理解を進める努力をしていきたい。  

û 自立訓練の定義が曖昧で、世間に周知されていない。利用対象者はたくさんいると思うが、必要な

人に必要な情報が届いていないと感じる。  

û 支援者間でも「自立訓練って何をやっているの？」と認知が低く、いちど見に来てもらえないと、

コーディネートの選択肢に入りにくい事業である。 

û 自立訓練は、各市町村においても数が分からない状態で、認知度の低さが問題となる。高次機能障

害の方については、回復期リハを終えると突然行き場を失うケースが多く、自立訓練を利用するま

で時間を要する状況で、リハビリで回復された能力も低下してしまう。自立訓練の位置付け、役割、

存在をもっと世の中に普及する必要があると思う。 
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２．事業別実施状況調査結果  
 

（１）事業の運営体制 

１）訓練に携わる職種別職員数（常勤換算・実人数）平均値 

事業所における職員の勤務状況 

機能訓練は、配置しているサービス提供職員数が利用者定員から試算した最低基準の

1.7 倍の加配となっている。実績ベースで試算すると 3.7 倍の配置となる。 
生活訓練では、配置しているサービス提供職員数が利用者定員から試算した最低基準

の 1.3 倍の加配となっている。実績ベースで試算すると 3.0 倍の配置となる。 
宿泊型では、配置しているサービス提供職員数が利用者定員から試算した最低基準の

1.0 倍の加配となっている。実績ベースで試算すると 1.3 倍の配置となる。 

【指定機能訓練】 

 
 
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

その他の具体的回答内容 

・看護師・准看護師（16）、歩行訓練士（3）、作業支援員、はり師、きゅう師 
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【指定生活訓練】 

 

   
 

 

 

【指定宿泊型自立訓練】 

 

 

 

 

 

 

 

【指定宿泊型自立訓練】 

  

  

職員数 定員数 定員数/6
加配率
（定員）

実績利用
者数

実績利用
者/6

加配率
（実績）

平均値 2.4 10.9 1.8 1.3 4.6 0.8 3.0

中央値 2.0 8.0 1.3 1.5 2.9 0.5 4.0

職員数 定員数 定員数/6
加配率
（定員）

実績利用
者数

実績利用
者/6

加配率
（実績）

平均値 3.8 22.5 3.7 1.0 17.9 3.0 1.3

中央値 3.5 20.0 3.3 1.1 12.9 2.1 1.7
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２）その他職員の人数(配置事業所数・職員数（平均値）) 

機能訓練は、他の職員を配置している事業所は少なく、最も多いのが医師で 17 事業所

が配置しており、平均で 1.5人の配置となる。心理士は７事業所で 0.4人の配置であった。

歩行訓練士や手話通訳士、点字技能士は視覚障害を対象とした事業所への配置が中心と

なるが、視覚障害を対象とする 12 の事業所のうち歩行訓練士が配置されていると回答し

た事業所は８事業所であった。 
生活訓練や宿泊型では、医師や心理士に若干の配置がある。 

【指定機能訓練】 

 配置事業所数 職員数   配置事業所数 職員数 

医師 17 1.53  管理栄養士 15 0.80 

心理士 7 0.43  専任事務職 11 1.91 

歩行訓練士 8 1.50 その他専門職 9 1.67 

手話通訳士 5 0.20 その他職員 18 2.56 

点字技能師 5 0.20 

 

【指定生活訓練】 

 配置事業所数 職員数   配置事業所数 職員数 

医師  40   0.45   管理栄養士  39   0.38  

心理士  29   0.24  専任事務職  41   0.54  

歩行訓練士  0   0.00 その他専門職  37   0.76  

点字技能師  0   0.00 その他職員  66   1.77  

 

【指定宿泊型自立訓練】 

 配置事業所数 職員数   配置事業所数 職員数 

医師  3   0.67   管理栄養士  1   1.00  

心理士  0   0.00 専任事務職  2   1.00  

歩行訓練士  0   0.00 その他専門職 0  0.00 

点字技能師 0   0.00 その他職員  5   2.40  
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３）自立訓練に携わる職員以外に関わっているスタッフの状況 

当該事業所の職員以外のスタッフ（雇用契約のない講師、ボランティア、併設施設のス

タッフ（兼務職員を除く））等 

機能訓練は、何らかの事業所職員以外にスタッフが関わっている事業所が 15 か所あり

全体の 31%を占めており、訓練の補助的な役割を担っているスタッフが最も多く平均 8.1

人、1週間当たり 50 時間強であった。 

生活訓練は、何らかの事業所職員以外にスタッフが関わっている事業所が 73 か所あり

全体の 37%を占めており、訓練を担当しているスタッフが最も多く平均 3.3 人、１週間当

たり 89 時間であった。 

宿泊型は、何らかの事業所職員以外のスタッフを配置している事業所が僅か１か所で

あった。 

それらのことから、機能訓練と生活訓練では、職員の加配の上に更にスタッフの補強

を行って支援を実施している事業所が 3 割強あることが分かる。また、生活訓練では、

訓練の一部を事業所以外のスタッフが担当していたことがわかる。 

 

【指定機能訓練】 

※1 件以上の回答を対象（0 件の回答及び無回答は集計
対象外） 

事業所数 
人数(平
均) 

事業所数 

総時間数 
(1 週間あた
り合計・時間

平均) 

1.【２】に記載している訓練（P3～P5）を担当

している        
10 4.5 9 17.3 

2.【２】に記載している訓練（P3～P5）の補助

的な役割を担っている 
7 8.1 7 25.9 

3.利用者の誘導などプログラム以外の補助的な

業務についている  
3  7.7 3 6.3 

4.その他（           ） 2 3.0 2 1.0 

 全体数 15  15 50.5 

 事業所数：回答した事業所数（1～4で複数回答） 

【指定生活訓練】 

※1 件以上の回答を対象（0 件の回答及び無回答は集計
対象外） 

事業所数 
人数(平
均) 

事業所数 

総時間数 
(1 週間あた

り合計・時間
平均) 

1. 【２】に記載している訓練（P3～P5）を担当

している        
 61  3.3  55  29.9  

2. 【２】に記載している訓練（P3～P5）の補助

的な役割を担っている 
25   2.8   23  29.5  

3.利用者の誘導などプログラム以外の補助的な

業務についている  
 19   2.0   19   11.9  

4.その他（           ） 7   2.3   7  17.7  

全体数 73  73 89.0 
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【指定宿泊型自立訓練】 

※1 件以上の回答を対象（0 件の回答及び無回答は集計
対象外） 

事業所数 
人数(平
均) 

事業所数 

総時間数 
(1 週間あた
り合計・時間

平均) 

1. 【２】に記載している訓練（P3～P5）を担

当している        
 0   0.0  0   0.0 

2. 【２】に記載している訓練（P3～P5）の補

助的な役割を担っている 
 0   0.0  0   0.0 

3.利用者の誘導などプログラム以外の補助的

な業務についている  
 0   0.0  0   0.0 

4.その他（           ）  1   3.0   1   2.0  
 全体数 1  1 2.0 

 

４）訓練の状況について 

①貴事業所における平成 30 年９月の１か月間の総訓練・支援時間、訓練日数、実利用人

数。（平成 30 年９月の１か月間） 

機能訓練は、１月の実利用人数は20.7人であり定員平均19.9人からやや上回っている。

しかし、１日当たりの平均利用者数は 8.6 人となり利用充足率は４割である（９月の営業

日数を 22 日として「訓練・支援日数」で除した）。 
利用者一人当たりの平均利用日数は１月あたり 9.2 日（週に２日程度）、１日の平均利

用時間は 5.5 時間であった。 
生活訓練では、１月の実利用人数は 15.8 人であり平均定員 11.9 人を大きく上回ってい

る。しかし、１日当たりの平均利用者数は 5.5 人となり利用充足率が５割程度である。 
利用者一人当たりの平均利用日数を見ると、1 月あたり 7.8 日で週１日～２日程度であ

った。１日の平均利用時間は 6.9 時間であったことから、機能訓練より日数がやや少なく

１日当たりの時間数が多いことが分かる。 
宿泊型では、１月の実利用人数は22.8人であり平均定員19.7人からやや上回っている。

しかし、１日当たりの平均利用者数は 9.9 人となり利用充足率が 5 割程度である。 
利用者一人当たりの平均利用日数を見ると、１月あたり 13 日となる。 
このことから、自立訓練全体としてみても利用がかなり低迷していることが分かる。 
基準該当を見ると、基準該当機能訓練は、１日当たりの平均利用者数は 0.7 人、一人当

たりの平均利用日数は１月あたり 7.5 日、１日の平均利用時間は 3.5 時間であり、基準該

当生活訓練は１日当たりの平均利用者数は 0.2 人、一人当たりの平均利用日数は１月あた

り 4.7 日、１日の平均利用時間は 2.8 時間であった。いずれも利用そのものが少なく短時

間での利用が多い。 
訪問による支援は、機能訓練が一人当たりの平均利用日数は１月あたり 1.5 日、１日の

平均利用時間は 0.9 時間程度、生活訓練一人当たり月 2.7 日、一日平均 1.5 時間、基準該

当生活訓練は月１日、１日１時間であった。 
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各事業の分布をみると、生活訓練では、訓練・支援時間、日数、実利用者数が少ない

方に集まっていたことから、平均値を下回る利用の事業所が多いことが分かる。 
 
【指定機能訓練】 

※1 件以上の回答を対象（0 件の

回答及び無回答は集計対象外） 

通所 

（入所利用含む） 

訪問 

（入所利用含む） 

事業所数 平均 事業所数 平均 

平成 30 年 9 月の訓練・支援

時間※1 42 1040.6 時間 4 10.8 時間 

平成 30 年 9 月の訓練・支援

日数※2 42 189.9 日 4 12.0 日 

平成30年9月の利用実人数 43 20.7 人 4 7.8 人 

定員数 45 19.9 人   

定員充足率 42 43.2％   

【指定生活訓練】 

※1 件以上の回答を対象（0 件の

回答及び無回答は集計対象外） 

通所 

（入所利用含む） 

訪問 

（入所利用含む） 

事業所数 平均 事業所数 平均 

平成 30 年 9 月の訓練・支援

時間※1 202 841.0 時間 39 18.1 時間 

平成 30 年 9 月の訓練・支援

日数※2 213 122.5 日 39 11.8 日 

平成30年 9月の利用実人数 212 15.8 人 40 4.4 人 

定員数 226 11.9 人   

定員充足率 207 46.8％   

【指定宿泊型自立訓練】 

※1 件以上の回答を対象（0 件の

回答及び無回答は集計対象外） 

宿泊型 

事業所数 平均 

平成 30 年 9 月の訓練・支援

時間※1   

平成 30 年 9 月の訓練・支援

日数※2 54 297.1 日 

平成30年 9月の利用実人数 53 22.7 人 

定員数 53 19.7 人 

定員充足率 53 50.3％ 
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【基準該当機能訓練】 

※1 件以上の回答を対象（0 件の

回答及び無回答は集計対象外） 

通所 

（入所利用含む） 

訪問 

（入所利用含む） 

事業所数 平均 事業所数 平均 

平成 30 年 9 月の訓練・支援

時間※1 5 58.0 時間 0 0 時間 

平成 30 年 9 月の訓練・支援

日数※2 5 16.4 日 0 0 日 

平成 30 年 9 月の登録者数 5 2.2 人 0 0 人 

定員数 10 14.0 人   

【基準該当生活訓練】 

※1 件以上の回答を対象（0 件の

回答及び無回答は集計対象外） 

通所 

（入所利用含む） 

訪問 

（入所利用含む） 

事業所数 平均 事業所数 平均 

平成 30 年 9 月の訓練・支

援時間※1 3 13.3 時間 1 1.0 時間 

平成 30 年 9 月の訓練・支

援日数※2 3 4.7 日 1 1.0 日 

平成 30 年 9 月の利用実人

数 3 1.0 人 1 1.0 人 

定員数 7 3.71 人   

※１：各利用者の訓練・支援時間（1 日の開始から終了まで）の 1 か月の総計(利用者全員分)をお書きください。 

※２：各利用者に対して訓練・支援した日数の 1 か月の総計(利用者全員分)をお書きください。 

例）A さん 3 日で 15 時間、B さん 5 日で 20 時間、C さん 10 日で 25 時間の場合： 

訓練支援時間は 15+20+25=60 時間、訓練・支援日数は 3+5+10=18 日、利用実人数は A、B、C さんの 3 人 

※３：1 日あたり平均は、平成 30 年 9 月における 1 事業所の稼働日数を 18 日間として算出 
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【指定機能訓練】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【指定生活訓練】 
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【指定宿泊型自立訓練】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基準該当機能訓練】 
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【基準該当生活訓練】 
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②訪問支援の移動距離及び移動時間 

１人あたりの平均的な移動距離(片道)・移動時間と最も遠いケースの移動距離(片道)・
移動時間（平成 30年９月の１か月間の訪問） 

機能訓練は訪問により支援を行っている事業所が 15 と少なく移動方法としては、徒歩

／自転車、自動車／バイク、電車／バスと様々な方法で実施しており、移動距離も片道

平均９キロ以内で時間も 30 分以内である。 
生活訓練は訪問を実施している事業所数は 63 で機能訓練と比して多いものの、有効回

答事業所数をみると実施している事業所の比率が低い（機能訓練は 18%、生活訓練は

15.5%）。移動方法は、徒歩／自転車、自動車／バイク、電車／バス、その他と様々であ

り、移動距離も片道平均 13 キロ以内で時間も 40 分以内であり、機能訓練とは大きくは

変わらない。 
宿泊型は、訪問により支援を行っている事業所はなかった。 

【指定機能訓練】 

訪問を実施している事業所 15 

※1 件以上の回答を対象（0 件の

回答及び無回答は集計対象外） 

移動距離 移動時間 

事
業
所
数 

平
均 

最
小
値 

最
大
値 

事
業
所
数 

平
均 

最
小
値 

最
大
値 

徒歩 

／自転車 

平均的な移動

距離(片道)・

移動時間 

3 1.3km 1.22 ㎞ 3.3 ㎞ 3 13.3 分 17 分 23 分 

最も遠い移動

距離(片道)・

移動時間 

3 2.3km 1.5 ㎞ 4.5 ㎞ 3 18.3 分 25 分 30 分 

自動車 

／バイク 

平均的な移動

距離(片道)・

移動時間 

4 8.5km 3 ㎞ 25 ㎞ 4 23.0 分 10 分 60 分 

最も遠い移動

距離(片道)・

移動時間 

4 8.8km 3 ㎞ 25 ㎞ 4 23.8 分 10 分 60 分 

電車 

／バス 

平均的な移動

距離(片道)・

移動時間 

3 4.7km 4 ㎞ 10 ㎞ 3 18.3 分 15 分 40 分 

最も遠い移動

距離(片道)・

移動時間 

3 5.7km 4 ㎞ 13 ㎞ 3 20.0 分 15 分 45 分 

その他 

（  ） 

平均的な移動

距離(片道)・

移動時間 

1 0km 0km 0km 1 0 分 0 分 0 分 

最も遠い移動

距離(片道)・

移動時間 

1 0km 0km 0km 1 0 分 0 分 0 分  
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【指定生活訓練】 

訪問を実施している事業所 63 

※1 件以上の回答を対象（0 件の

回答及び無回答は集計対象外） 

移動距離 移動時間 

事
業
所
数 

平
均 

最
小
値 

最
大
値 

事
業
所
数 

平
均 

最
小
値 

最
大
値 

徒歩 

／自転車 

平均的な移動

距離(片道)・

移動時間 

14 3.2km 0.4 ㎞ 10 ㎞ 14 15.7 分 5 分 30 分 

最も遠い移動

距離(片道)・

移動時間 

12 5.3km 1 ㎞ 20 ㎞ 12 19.6 分 5 分 40 分 

自動車 

／バイク 

平均的な移動

距離(片道)・

移動時間 

33 8.3km 1.3 ㎞ 33 ㎞ 34 19.7 分 5 分 80 分 

最も遠い移動

距離(片道)・

移動時間 

27 12.4km 1.3 ㎞ 28 ㎞ 28 27.5 分 5 分 90 分 

電車 

／バス 

平均的な移動

距離(片道)・

移動時間 

8 8.1km 3 ㎞ 16 ㎞ 8 31.3 分 30 分 50 分 

最も遠い移動

距離(片道)・

移動時間 

6 10.5km 3 ㎞ 20 ㎞ 6 38.3 分 30 分 60 分 

その他 

（  ） 

平均的な移動

距離(片道)・

移動時間 

0 0km 0km 0km 0 0 分 0 分 0 分 

最も遠い移動

距離(片道)・

移動時間 

0 0km 0km 0km 0 0 分 0 分 0 分 
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（２）訓練・支援内容  

 １）事業所において実施している訓練 

機能訓練は、「身体機能訓練」が最も多く、「ＡＤＬ・ＩＡＤＬ・社会生活訓練」「地域

移行・社会参加に向けた支援」の順に実施している事業が多い。一方で「一般就労に向

けた職業訓練」が少ない傾向にある。 
生活訓練は、「ＡＤＬ・ＩＡＤＬ・社会生活訓練」「活動支援」「地域移行・社会参加に

向けた支援」の順に多く、「一般就労に向けた職業訓練」が「身体機能訓練」に次いで少

ない。 
宿泊型は、「地域移行・社会参加に向けた支援」「ＡＤＬ・ＩＡＤＬ・社会生活訓練」

が最も多く、次いで「その他」「活動支援」となっている。 
一方で、基準該当では、機能訓練と生活訓練においても、「身体機能訓練」が最も多く、

次いで「活動支援」である。逆に指定施設で多かった「ＡＤＬ・ＩＡＤＬ・社会生活訓

練」や「地域移行・社会参加に向けた支援」は少ない。これは、指定事業所と基準該当

事業所が母体事業や担っている役割の違いによる違いであると思われる。 
※この数値はあくまで相互比較のためのものであり、それぞれの％が全体のプログラム

に占める量を表しているものではない。 

 

【指定機能訓練】 

 

 

 

 

 

 

 

 

身体機能等
訓練

ADL・IADL
訓練、社会
生活訓練

地域移行・
社会参加に
向けた支援

活動支援 その他 一般就労に
向けた職業
訓練

30.7             20.2             20.2             16.2             14.1             12.3             

身体機能等
訓練

ADL・IADL
訓練、社会
生活訓練

地域移行・
社会参加に
向けた支援

活動支援 その他 一般就労に
向けた職業
訓練

　　個別 55.8 41.6 54.7 17.6 24.6 27.6

　　集団 34.4 16.7 2.5 31.0 16.3 8.9

　　訪問 2.1 2.3 3.3 0.0 1.4 0.5
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【指定生活訓練】 

 

 

 

 

 

 

 

※「ADL・IADL 訓練、社会生活訓練」の訓練項目については、以下の 6訓練を実施割合の母数から除外 

・屋内移動訓練、自動車運転訓練、車椅子等操作訓練、白杖訓練、転倒訓練、点字訓練 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【指定宿泊型自立訓練】 

 

 

 

 

 

 

 

※「ADL・IADL 訓練、社会生活訓練」の訓練項目については、以下の 6訓練を実施割合の母数から除外 

・屋内移動訓練、自動車運転訓練、車椅子等操作訓練、白杖訓練、転倒訓練、点字訓練 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域移行・
社会参加に
向けた支援

ADL・IADL
訓練、社会
生活訓練

その他 活動支援 身体機能等
訓練

一般就労に
向けた職業
訓練

20.0             18.8             11.1             9.2               2.0               2.0               

地域移行・
社会参加に
向けた支援

ADL・IADL
訓練、社会
生活訓練

その他 活動支援 身体機能等
訓練

一般就労に
向けた職業
訓練

　　個別 54.7 43.5 25.5 17.6 4.4 4.4

　　集団 5.2 13.0 7.9 10.1 1.5 1.5

　　訪問 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ADL・IADL
訓練、社会
生活訓練

活動支援 地域移行・
社会参加に
向けた支援

その他 一般就労に
向けた職業
訓練

身体機能等
訓練

18.3             16.3             14.5             13.5             10.8             3.8               

ADL・IADL
訓練、社会
生活訓練

活動支援 地域移行・
社会参加に
向けた支援

その他 一般就労に
向けた職業
訓練

身体機能等
訓練

　　個別 24.2 14.5 33.6 21.0 19.5 5.6

　　集団 27.0 33.2 6.3 17.3 12.2 5.7

　　訪問 3.7 1.1 3.6 2.1 0.6 0.3
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【基準該当機能訓練】 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
【基準該当生活訓練】 

 

 

 

 
 
 
 
 

※「ADL・IADL 訓練、社会生活訓練」の訓練項目については、以下の 6訓練を実施割合の母数から除外 

・屋内移動訓練、自動車運転訓練、車椅子等操作訓練、白杖訓練、転倒訓練、点字訓練 

 

 

 

 

 

 

 

 

身体機能等
訓練

活動支援 ADL・IADL
訓練、社会
生活訓練

地域移行・
社会参加に
向けた支援

その他 一般就労に
向けた職業
訓練

10.4             9.5               5.1               4.9               4.2               0.00              

身体機能等
訓練

活動支援 ADL・IADL
訓練、社会
生活訓練

地域移行・
社会参加に
向けた支援

その他 一般就労に
向けた職業
訓練

　　個別 18.8 10.7 12.0 14.7 4.2 0.0

　　集団 12.5 17.9 3.3 0.0 8.3 0.0

　　訪問 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

身体機能等
訓練

活動支援 地域移行・
社会参加に
向けた支援

ADL・IADL
訓練、社会
生活訓練

その他 一般就労に
向けた職業
訓練

12.5             10.3             4.1               3.7               2.3               0.7               

身体機能等
訓練

活動支援 地域移行・
社会参加に
向けた支援

ADL・IADL
訓練、社会
生活訓練

その他 一般就労に
向けた職業
訓練

　　個別 16.7 16.6 12.2 7.6 5.6 2.1

　　集団 20.9 14.3 0.0 3.6 1.4 0.0

　　訪問 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



55 

 
 

 

【共生型機能訓練】 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【共生型生活訓練】 

 

 

 

 

 
 
 
 

※「ADL・IADL 訓練、社会生活訓練」の訓練項目については、以下の 6訓練を実施割合の母数から除外 

・屋内移動訓練、自動車運転訓練、車椅子等操作訓練、白杖訓練、転倒訓練、点字訓練 

 

 

 

 

 

 

  

身体機能等
訓練

活動支援 地域移行・
社会参加に
向けた支援

ADL・IADL
訓練、社会
生活訓練

その他 一般就労に
向けた職業
訓練

19.2             9.2               7.2               5.2               1.3               0.6               

身体機能等
訓練

活動支援 地域移行・
社会参加に
向けた支援

ADL・IADL
訓練、社会
生活訓練

その他 一般就労に
向けた職業
訓練

　　個別 28.9 15.4 18.6 9.4 3.9 1.9

　　集団 28.9 12.1 3.2 6.4 0.0 0.0

　　訪問 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

活動支援 地域移行・
社会参加に
向けた支援

身体機能等
訓練

ADL・IADL
訓練、社会
生活訓練

その他 一般就労に
向けた職業
訓練

19.0             13.7             8.3               8.0               5.6               0.00              

活動支援 地域移行・
社会参加に
向けた支援

身体機能等
訓練

ADL・IADL
訓練、社会
生活訓練

その他 一般就労に
向けた職業
訓練

　　個別 14.3 41.2 0.0 13.0 0.0 0.0

　　集団 42.9 0.0 25.0 10.9 16.7 0.0

　　訪問 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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①身体機能等訓練 

機能訓練では、「個別」では、９割の事業所が何らかの訓練を実施しており、「身体機

能の維持・回復」が９割弱、「言語訓練」「高次脳機能・認知訓練」が５割、「摂食・嚥下

訓練」が３割、「集団」では、６割の事業所が何らかの訓練を実施しており、「身体機能

の維持・回復」が４割弱、「言語訓練」「高次脳機能・認知訓練」が３~４割、「摂食・嚥

下訓練」が２割であった。 
生活訓練では、知的・精神障害者が対象であったことから「個別」「集団」ともに実施

している事業所が２割弱と少ないが、それぞれの項目に若干支援を実施している事業所

がある。これは、機能訓練と生活訓練を併設実施している事業所の多くが、生活訓練の

対象者が高次脳機能障害者であることや、知的・精神障害者が身体障害を重複している、

高齢化等により身体面の機能低下が起こる、制度改定により生活訓練に身体障害者が利

用していることが原因として考えられる。 
宿泊型でも、数は非常に少ないものの「個別」「集団」ともに身体機能訓練を実施して

いる所もあった。 
基準該当機能訓練は、「個別」も「集団」も「身体機能の維持・回復」が６割、「言語

訓練」が 15%「高次脳機能・認知訓練」が 23%、「摂食・嚥下訓練」が 15%であり、身

体機能訓練が意外と行われていない状況が分かった。一方で、少ないものの基準該当生

活訓練においても身体機能訓練が行われていた（共生型は回答事業所が若干のため所見

なし）。 
「訪問」は、機能訓練で「身体機能の維持・回復」が若干行われていた程度であった。 

【指定機能訓練】 
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【指定生活訓練】 

 

 

 

【指定宿泊型自立訓練】 

 

 

 

【基準該当機能訓練】 
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【基準該当生活訓練】 

 

 

【共生型機能訓練】 

 

【共生型生活訓練】 
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②ＡＤＬ・ＩＡＤＬ訓練、社会生活訓練 

機能訓練は、多様な訓練が行われていた。「個別」では、殆どの事業所が何らかの訓練

をしており、多くの事業所で移動・外出、ＡＤＬや家事（調理含む）、健康管理、コミュ

ニケーションやＩＣＴを実施していた。「集団」では、75%の事業所がいずれかの訓練を

実施しており、移動・外出、ＡＤＬや調理、健康管理、コミュニケーションの他、制度

や障害等の学習を実施している割合が高かった。また、個別の実施率が高い。 
生活訓練についても多様な訓練が行われていた。「個別」では 75％程度の事業所がいず

れかの訓練を実施しており、内服管理、健康管理が最も多く、次いで買い物やコミュニ

ケーション、家事、身の回りの管理であった。「集団」でも、８割の事業所がいずれかの

訓練を実施しており、コミュニケーション、調理、買い物が多く、次いで安全管理やソ

ーシャルスキル、疾病・健康管理などの学習プログラムが多くされていた。また、やや

グループプログラムが重視され学習面にも力を入れている。 
宿泊型は、「個別」では生活訓練と同傾向にあるが、受診訓練や内服管理、身の回りの

管理、買い物、銀行・役所等利用訓練、公共交通機関利用訓練といった実際的な訓練が

高い。「集団」では調理や買い物が多いが他は少ない。機能訓練や生活訓練と比較しても

「個別」の実施率がかなり高い。 
基準該当機能訓練では、「個別」は、何らかの訓練を実施している事業所は 6 割程度で、

ＡＤＬ、屋内移動を実施している事業所が６割、屋外移動は４割で、調理や車いす操作、

コミュニケーションが２割程度、健康管理指導や買い物訓練は若干であった。「集団」で

は、何らかの訓練を実施している事業所は４割程度で、ＡＤＬが４割と健康管理や身の

回りの管理、屋外移動が 15%程度で、いずれの場合も学習的な訓練は殆どなされていな

かった。 
基準該当生活訓練では、「個別」では、何らかの訓練を実施している事業所は５割程度

で、ＡＤＬが３割、コミュニケーションが 25%、家事や管理面が若干であった。「集団」

では何らかの訓練を実施している事業所は３割程度で、ＡＤＬが 25%で最も多く、他は

家事や調理、コミュニケーション、管理面の訓練が若干見られただけであった。 
基準該当事業所は、解答数が少ないもののいずれの事業も指定事業と支援上は大きく

異なることが分かった（共生型は回答事業所が若干のため所見なし）。 
「訪問」は、訓練・支援内容は多岐に渡っているものの、実施率は非常に少なく１割

程度しか実施されていない。 
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【指定機能訓練】 

 

 

91.7
83.3

81.3
79.2

64.6
60.4

58.3
58.3

56.3
54.2

52.1
52.1

50.0
29.2
29.2
29.2

27.1
25.0
25.0

22.9
20.8
20.8

18.8
18.8
18.8

16.7
14.6

10.4
6.3

4.2

屋内移動訓練(n=44)
ADL訓練(n=40)

健康管理指導(n=39)
屋外移動訓練(n=38)

公共交通機関利用訓練(n=31)
買い物等外出訓練(n=29)

内服薬管理指導・訓練(n=28)
車椅子等操作訓練(n=28)

家事訓練（調理以外）(n=27)
身の回り品等管理訓練(n=26)

コミュニケーション訓練(n=25)
PCなどのICT（IT）訓練(n=25)

調理訓練(n=24)
福祉サービス活用体験(n=14)
制度・社会資源学習(n=14)
疾病・健康管理学習(n=14)

銀行・役所等利用訓練(n=13)
転倒訓練(n=12)

日中活動施設利用実習(n=12)
障害・自己理解学習(n=11)
安全・危機管理学習(n=10)

家庭学習(n=10)
受診訓練(n=9)
白杖訓練(n=9)

自動車運転訓練(n=9)
模擬生活訓練(n=8)
生活設計学習(n=7)

ソーシャルスキルトレーニング(n=5)
点字訓練(n=3)

無し(n=2)

【ADL・IADL訓練、社会生活訓練】個別

N = 48
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47.9
33.3
33.3

29.2
27.1
27.1
27.1

25.0
25.0
25.0

20.8
16.7
16.7

14.6
12.5

10.4
10.4

8.3
8.3

6.3
6.3

4.2
4.2

2.1

25.0

コミュニケーション訓練(n=23)
調理訓練(n=16)

買い物等外出訓練(n=16)
健康管理指導(n=14)
屋内移動訓練(n=13)
屋外移動訓練(n=13)

公共交通機関利用訓練(n=13)
制度・社会資源学習(n=12)
障害・自己理解学習(n=12)
疾病・健康管理学習(n=12)

ADL訓練(n=10)
福祉サービス活用体験(n=8)

PCなどのICT（IT）訓練(n=8)
車椅子等操作訓練(n=7)

ソーシャルスキルトレーニング(n=6)
安全・危機管理学習(n=5)

生活設計学習(n=5)
転倒訓練(n=4)
点字訓練(n=4)

家事訓練（調理以外）(n=3)
銀行・役所等利用訓練(n=3)
内服薬管理指導・訓練(n=2)

家庭学習(n=2)
身の回り品等管理訓練(n=1)

受診訓練(n=0)
白杖訓練(n=0)

自動車運転訓練(n=0)
模擬生活訓練(n=0)

日中活動施設利用実習(n=0)
無し(n=12)

【ADL・IADL訓練、社会生活訓練】集団

N = 48
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6.3
6.3
6.3
6.3
6.3

4.2
4.2
4.2
4.2

2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1

89.6

ADL訓練(n=3)
調理訓練(n=3)

屋外移動訓練(n=3)
白杖訓練(n=3)

買い物等外出訓練(n=3)
家事訓練（調理以外）(n=2)

屋内移動訓練(n=2)
車椅子等操作訓練(n=2)

公共交通機関利用訓練(n=2)
身の回り品等管理訓練(n=1)

健康管理指導(n=1)
内服薬管理指導・訓練(n=1)

受診訓練(n=1)
制度・社会資源学習(n=1)
疾病・健康管理学習(n=1)

日中活動施設利用実習(n=1)
コミュニケーション訓練(n=1)

点字訓練(n=1)
PCなどのICT（IT）訓練(n=1)

転倒訓練(n=0)
銀行・役所等利用訓練(n=0)

自動車運転訓練(n=0)
福祉サービス活用体験(n=0)

障害・自己理解学習(n=0)
安全・危機管理学習(n=0)

生活設計学習(n=0)
家庭学習(n=0)

模擬生活訓練(n=0)
ソーシャルスキルトレーニング(n=0)

無し(n=43)

【ADL・IADL訓練、社会生活訓練】訪問

N = 48
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【指定生活訓練】 

 

 

  

43.7 
43.2 

40.2 
40.2 

32.2 
30.2 

27.1 
25.1 
25.1 

23.6 
23.6 

22.1 
21.6 
21.6 
21.6 

19.1 
19.1 

17.1 
16.6 
16.1 

12.6 
12.1 

9.5 
6.5 

3.0 
2.0 
2.0 

0.5 
0.5 

26.1 

内服薬管理指導・訓練(n=87)

健康管理指導(n=86)

買い物等外出訓練(n=80)

コミュニケーション訓練(n=80)

家事訓練（調理以外）(n=64)

身の回り品等管理訓練(n=60)

公共交通機関利用訓練(n=54)

受診訓練(n=50)

銀行・役所等利用訓練(n=50)

ADL訓練(n=47)

ソーシャルスキルトレーニング(n=47)

障害・自己理解学習(n=44)

疾病・健康管理学習(n=43)

生活設計学習(n=43)

PCなどのICT（IT）訓練(n=43)

調理訓練(n=38)

日中活動施設利用実習(n=38)

福祉サービス活用体験(n=34)

制度・社会資源学習(n=33)

屋外移動訓練(n=32)

安全・危機管理学習(n=25)

屋内移動訓練(n=24)

家庭学習(n=19)

模擬生活訓練(n=13)

自動車運転訓練(n=6)

車椅子等操作訓練(n=4)

転倒訓練(n=4)

白杖訓練(n=1)

点字訓練(n=1)

無し(n=52)

【ADL・IADL訓練、社会生活訓練】個別

N = 199
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54.3 
53.8 

51.3 
44.7 

41.7 
39.2 

37.2 
36.2 
35.7 

34.7 
28.6 

25.6 
20.1 

18.6 
18.1 
17.6 

12.1 
11.6 

10.1 
10.1 
9.5 
9.0 

6.5 
5.5 

1.0 
0.5 
0.5 
0.0 
0.0 

18.6 

コミュニケーション訓練(n=108)

調理訓練(n=107)

買い物等外出訓練(n=102)

健康管理指導(n=89)

安全・危機管理学習(n=83)

ソーシャルスキルトレーニング(n=78)

疾病・健康管理学習(n=74)

家事訓練（調理以外）(n=72)

制度・社会資源学習(n=71)

障害・自己理解学習(n=69)

公共交通機関利用訓練(n=57)

身の回り品等管理訓練(n=51)

屋外移動訓練(n=40)

PCなどのICT（IT）訓練(n=37)

ADL訓練(n=36)

生活設計学習(n=35)

日中活動施設利用実習(n=24)

内服薬管理指導・訓練(n=23)

屋内移動訓練(n=20)

福祉サービス活用体験(n=20)

銀行・役所等利用訓練(n=19)

模擬生活訓練(n=18)

家庭学習(n=13)

受診訓練(n=11)

転倒訓練(n=2)

車椅子等操作訓練(n=1)

自動車運転訓練(n=1)

白杖訓練(n=0)

点字訓練(n=0)

無し(n=37)

【ADL・IADL訓練、社会生活訓練】集団

N = 199
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8.0 
7.5 
6.5 
6.0 
6.0 
5.5 
5.5 
5.5 
4.5 
4.5 
4.0 
3.5 
2.5 
2.5 
2.0 
2.0 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.0 
1.0 
1.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

86.9 

家事訓練（調理以外）(n=16)

買い物等外出訓練(n=15)

健康管理指導(n=13)

身の回り品等管理訓練(n=12)

内服薬管理指導・訓練(n=12)

受診訓練(n=11)

公共交通機関利用訓練(n=11)

コミュニケーション訓練(n=11)

調理訓練(n=9)

銀行・役所等利用訓練(n=9)

ソーシャルスキルトレーニング(n=8)

疾病・健康管理学習(n=7)

福祉サービス活用体験(n=5)

生活設計学習(n=5)

屋外移動訓練(n=4)

制度・社会資源学習(n=4)

ADL訓練(n=3)

障害・自己理解学習(n=3)

安全・危機管理学習(n=3)

日中活動施設利用実習(n=3)

家庭学習(n=2)

模擬生活訓練(n=2)

PCなどのICT（IT）訓練(n=2)

屋内移動訓練(n=1)

車椅子等操作訓練(n=0)

白杖訓練(n=0)

転倒訓練(n=0)

自動車運転訓練(n=0)

点字訓練(n=0)

無し(n=173)

【ADL・IADL訓練、社会生活訓練】訪問

N = 199
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【指定宿泊型自立訓練】 

 

94.1 
88.2 

82.4 
82.4 

76.5 
76.5 

64.7 
64.7 

52.9 
41.2 

29.4 
29.4 
29.4 
29.4 

23.5 
23.5 

17.6 
17.6 
17.6 
17.6 
17.6 

11.8 
11.8 
11.8 

5.9 
5.9 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

受診訓練(n=16)

内服薬管理指導・訓練(n=15)

身の回り品等管理訓練(n=14)

買い物等外出訓練(n=14)

家事訓練（調理以外）(n=13)

健康管理指導(n=13)

銀行・役所等利用訓練(n=11)

公共交通機関利用訓練(n=11)

調理訓練(n=9)

コミュニケーション訓練(n=7)

ADL訓練(n=5)

屋外移動訓練(n=5)

福祉サービス活用体験(n=5)

生活設計学習(n=5)

安全・危機管理学習(n=4)

模擬生活訓練(n=4)

制度・社会資源学習(n=3)

障害・自己理解学習(n=3)

疾病・健康管理学習(n=3)

家庭学習(n=3)

ソーシャルスキルトレーニング(n=3)

屋内移動訓練(n=2)

車椅子等操作訓練(n=2)

日中活動施設利用実習(n=2)

自動車運転訓練(n=1)

PCなどのICT（IT）訓練(n=1)

白杖訓練(n=0)

転倒訓練(n=0)

点字訓練(n=0)

無し(n=0)

Q2-2-1【ADL・IADL訓練、社会生活訓練】個別

N = 17
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【ADL・IADL 訓練、社会生活訓練】訪問 
N = 17 

無し（n=17） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.9 
35.3 

23.5 
17.6 
17.6 
17.6 
17.6 
17.6 

11.8 
11.8 
11.8 
11.8 

5.9 
5.9 
5.9 
5.9 
5.9 
5.9 
5.9 
5.9 
5.9 
5.9 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

35.3 

調理訓練(n=9)

買い物等外出訓練(n=6)

健康管理指導(n=4)

家事訓練（調理以外）(n=3)

身の回り品等管理訓練(n=3)

公共交通機関利用訓練(n=3)

安全・危機管理学習(n=3)

コミュニケーション訓練(n=3)

内服薬管理指導・訓練(n=2)

銀行・役所等利用訓練(n=2)

制度・社会資源学習(n=2)

ソーシャルスキルトレーニング(n=2)

ADL訓練(n=1)

受診訓練(n=1)

屋内移動訓練(n=1)

屋外移動訓練(n=1)

福祉サービス活用体験(n=1)

疾病・健康管理学習(n=1)

生活設計学習(n=1)

模擬生活訓練(n=1)

日中活動施設利用実習(n=1)

PCなどのICT（IT）訓練(n=1)

車椅子等操作訓練(n=0)

白杖訓練(n=0)

転倒訓練(n=0)

自動車運転訓練(n=0)

障害・自己理解学習(n=0)

家庭学習(n=0)

点字訓練(n=0)

無し(n=6)

Q2-2-2【ADL・IADL訓練、社会生活訓練】集団

N = 17
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【基準該当機能訓練】 

 

61.5
61.5

38.5
23.1
23.1
23.1

15.4
15.4
15.4
15.4

7.7

38.5

ADL訓練(n=8)
屋内移動訓練(n=8)
屋外移動訓練(n=5)

調理訓練(n=3)
車椅子等操作訓練(n=3)

コミュニケーション訓練(n=3)
家事訓練（調理以外）(n=2)
身の回り品等管理訓練(n=2)

健康管理指導(n=2)
買い物等外出訓練(n=2)

内服薬管理指導・訓練(n=1)
受診訓練(n=0)
白杖訓練(n=0)
転倒訓練(n=0)

銀行・役所等利用訓練(n=0)
公共交通機関利用訓練(n=0)

自動車運転訓練(n=0)
福祉サービス活用体験(n=0)
制度・社会資源学習(n=0)
障害・自己理解学習(n=0)
疾病・健康管理学習(n=0)
安全・危機管理学習(n=0)

生活設計学習(n=0)
家庭学習(n=0)

模擬生活訓練(n=0)
日中活動施設利用実習(n=0)

点字訓練(n=0)
PCなどのICT（IT）訓練(n=0)

ソーシャルスキルトレーニング(n=0)
無し(n=5)

【ADL・IADL訓練、社会生活訓練】個別

N = 13
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【ADL・IADL 訓練、社会生活訓練】訪問 

 N = 0 

 

 

 

 

 

 

 

38.5
23.1
23.1

15.4
15.4
15.4

7.7
7.7
7.7
7.7
7.7
7.7

61.5

ADL訓練(n=5)
屋内移動訓練(n=3)

コミュニケーション訓練(n=3)
身の回り品等管理訓練(n=2)

健康管理指導(n=2)
屋外移動訓練(n=2)

調理訓練(n=1)
家事訓練（調理以外）(n=1)
内服薬管理指導・訓練(n=1)

車椅子等操作訓練(n=1)
制度・社会資源学習(n=1)

模擬生活訓練(n=1)
受診訓練(n=0)
白杖訓練(n=0)
転倒訓練(n=0)

買い物等外出訓練(n=0)
銀行・役所等利用訓練(n=0)
公共交通機関利用訓練(n=0)

自動車運転訓練(n=0)
福祉サービス活用体験(n=0)
障害・自己理解学習(n=0)
疾病・健康管理学習(n=0)
安全・危機管理学習(n=0)

生活設計学習(n=0)
家庭学習(n=0)

日中活動施設利用実習(n=0)
点字訓練(n=0)

PCなどのICT（IT）訓練(n=0)
ソーシャルスキルトレーニング(n=0)

無し(n=8)

【ADL・IADL訓練、社会生活訓練】集団

N = 13
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【基準該当生活訓練】 

 

 

 

33.3
25.0

16.7
16.7
16.7
16.7
16.7

8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3

50.0

ADL訓練(n=4)
コミュニケーション訓練(n=3)

家事訓練（調理以外）(n=2)
身の回り品等管理訓練(n=2)
内服薬管理指導・訓練(n=2)

屋内移動訓練(n=2)
ソーシャルスキルトレーニング(n=2)

調理訓練(n=1)
健康管理指導(n=1)
屋外移動訓練(n=1)

転倒訓練(n=1)
福祉サービス活用体験(n=1)
安全・危機管理学習(n=1)

PCなどのICT（IT）訓練(n=1)
受診訓練(n=0)

車椅子等操作訓練(n=0)
白杖訓練(n=0)

買い物等外出訓練(n=0)
銀行・役所等利用訓練(n=0)
公共交通機関利用訓練(n=0)

自動車運転訓練(n=0)
制度・社会資源学習(n=0)
障害・自己理解学習(n=0)
疾病・健康管理学習(n=0)

生活設計学習(n=0)
家庭学習(n=0)

模擬生活訓練(n=0)
日中活動施設利用実習(n=0)

点字訓練(n=0)
無し(n=6)

【ADL・IADL訓練、社会生活訓練】個別

N = 12
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【ADL・IADL 訓練、社会生活訓練】訪問 
 N = 12 

無し（n=12） 

  

25.0
16.7

8.3
8.3
8.3
8.3
8.3

66.7

ADL訓練(n=3)
健康管理指導(n=2)

調理訓練(n=1)
家事訓練（調理以外）(n=1)
身の回り品等管理訓練(n=1)
内服薬管理指導・訓練(n=1)

コミュニケーション訓練(n=1)
受診訓練(n=0)

屋内移動訓練(n=0)
屋外移動訓練(n=0)

車椅子等操作訓練(n=0)
白杖訓練(n=0)
転倒訓練(n=0)

買い物等外出訓練(n=0)
銀行・役所等利用訓練(n=0)
公共交通機関利用訓練(n=0)

自動車運転訓練(n=0)
福祉サービス活用体験(n=0)

制度・社会資源学習(n=0)
障害・自己理解学習(n=0)
疾病・健康管理学習(n=0)
安全・危機管理学習(n=0)

生活設計学習(n=0)
家庭学習(n=0)

模擬生活訓練(n=0)
日中活動施設利用実習(n=0)

点字訓練(n=0)
PCなどのICT（IT）訓練(n=0)

ソーシャルスキルトレーニング(n=0)
無し(n=8)

【ADL・IADL訓練、社会生活訓練】集団

N = 12
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【共生型機能訓練】  

 

50.0
50.0
50.0
50.0
50.0

25.0
25.0
25.0

25.0

ADL訓練(n=2)
健康管理指導(n=2)

内服薬管理指導・訓練(n=2)
屋内移動訓練(n=2)

コミュニケーション訓練(n=2)
調理訓練(n=1)

身の回り品等管理訓練(n=1)
PCなどのICT（IT）訓練(n=1)

家事訓練（調理以外）(n=0)
受診訓練(n=0)

屋外移動訓練(n=0)
車椅子等操作訓練(n=0)

白杖訓練(n=0)
転倒訓練(n=0)

買い物等外出訓練(n=0)
銀行・役所等利用訓練(n=0)
公共交通機関利用訓練(n=0)

自動車運転訓練(n=0)
福祉サービス活用体験(n=0)

制度・社会資源学習(n=0)
障害・自己理解学習(n=0)
疾病・健康管理学習(n=0)
安全・危機管理学習(n=0)

生活設計学習(n=0)
家庭学習(n=0)

模擬生活訓練(n=0)
日中活動施設利用実習(n=0)

点字訓練(n=0)
ソーシャルスキルトレーニング(n=0)

無し(n=1)

【ADL・IADL訓練、社会生活訓練】個別

N = 4
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【ADL・IADL 訓練、社会生活訓練】訪問 

 N = 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.0
25.0

50.0

コミュニケーション訓練(n=2)
ADL訓練(n=1)
調理訓練(n=0)

家事訓練（調理以外）(n=0)
身の回り品等管理訓練(n=0)

健康管理指導(n=0)
内服薬管理指導・訓練(n=0)

受診訓練(n=0)
屋内移動訓練(n=0)
屋外移動訓練(n=0)

車椅子等操作訓練(n=0)
白杖訓練(n=0)
転倒訓練(n=0)

買い物等外出訓練(n=0)
銀行・役所等利用訓練(n=0)
公共交通機関利用訓練(n=0)

自動車運転訓練(n=0)
福祉サービス活用体験(n=0)
制度・社会資源学習(n=0)
障害・自己理解学習(n=0)
疾病・健康管理学習(n=0)
安全・危機管理学習(n=0)

生活設計学習(n=0)
家庭学習(n=0)

模擬生活訓練(n=0)
日中活動施設利用実習(n=0)

点字訓練(n=0)
PCなどのICT（IT）訓練(n=0)

ソーシャルスキルトレーニング(n=0)
無し(n=2)

【ADL・IADL訓練、社会生活訓練】集団

N = 4
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【共生型生活訓練】 

 

100.0
100.0
100.0

健康管理指導(n=1)
内服薬管理指導・訓練(n=1)
疾病・健康管理学習(n=1)

ADL訓練(n=0)
調理訓練(n=0)

家事訓練（調理以外）(n=0)
身の回り品等管理訓練(n=0)

受診訓練(n=0)
屋内移動訓練(n=0)
屋外移動訓練(n=0)

車椅子等操作訓練(n=0)
白杖訓練(n=0)
転倒訓練(n=0)

買い物等外出訓練(n=0)
銀行・役所等利用訓練(n=0)
公共交通機関利用訓練(n=0)

自動車運転訓練(n=0)
福祉サービス活用体験(n=0)
制度・社会資源学習(n=0)
障害・自己理解学習(n=0)
安全・危機管理学習(n=0)

生活設計学習(n=0)
家庭学習(n=0)

模擬生活訓練(n=0)
日中活動施設利用実習(n=0)

コミュニケーション訓練(n=0)
点字訓練(n=0)

PCなどのICT（IT）訓練(n=0)
ソーシャルスキルトレーニング(n=0)

無し(n=0)

【ADL・IADL訓練、社会生活訓練】個別

N = 1
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【ADL・IADL 訓練、社会生活訓練】訪問 

 N = 1 

無し（n=1） 

 

 

 

 

 

 

 

100.0コミュニケーション訓練(n=1)
ADL訓練(n=0)
調理訓練(n=0)

家事訓練（調理以外）(n=0)
身の回り品等管理訓練(n=0)

健康管理指導(n=0)
内服薬管理指導・訓練(n=0)

受診訓練(n=0)
屋内移動訓練(n=0)
屋外移動訓練(n=0)

車椅子等操作訓練(n=0)
白杖訓練(n=0)
転倒訓練(n=0)

買い物等外出訓練(n=0)
銀行・役所等利用訓練(n=0)
公共交通機関利用訓練(n=0)

自動車運転訓練(n=0)
福祉サービス活用体験(n=0)

制度・社会資源学習(n=0)
障害・自己理解学習(n=0)
疾病・健康管理学習(n=0)
安全・危機管理学習(n=0)

生活設計学習(n=0)
家庭学習(n=0)

模擬生活訓練(n=0)
日中活動施設利用実習(n=0)

点字訓練(n=0)
PCなどのICT（IT）訓練(n=0)

ソーシャルスキルトレーニング(n=0)
無し(n=0)

【ADL・IADL訓練、社会生活訓練】集団

N = 1
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③活動支援 

活動支援は、機能訓練も生活訓練も同様の傾向となっており、作業・創作活動やスポ

ーツ活動、余暇活動に力を入れており、集団での実施が多くされていた。 
宿泊型も余暇活動支援が多くされているが個別が中心である。 
「訪問」での活動支援は、生活訓練に若干見られるだけで、それ以外はなかった。 

 

【指定機能訓練】 

 

【活動支援】訪問 

 N = 0 

【指定生活訓練】 
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【指定宿泊型自立訓練】 

 

【活動支援】訪問 

N = 0 

【基準該当機能訓練】 

 
【活動支援】訪問 

N = 0 

【基準該当生活訓練】 

 
【活動支援】訪問 

N = 0 

【共生型機能訓練】 

 
 【活動支援】訪問 

N = 0 
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【共生型生活訓練】 

 
【活動支援】訪問 

N = 0 

 

 

④一般就労に向けた職業訓練 

機能訓練は、「個別」では、何らかの訓練を実施している事業所は５割程度で、職業前

訓練の実施が４割で一番多かった。「集団」では、何らかの訓練を実施している事業所は

２割程度で、職業前訓練の実施が２割で一番多かった。 
生活訓練は、「個別」では、何らかの訓練を実施している事業所は４割程度で、職業前

訓練の実施が 25％程度で一番多かった。「集団」では、何らかの訓練を実施している事業

所は３割程度で、職業前訓練の実施が２割程度で一番多かった。 
  宿泊型は、何らかの訓練を実施している事業所は２割程度であまり実施されていない。 

全般として機能訓練と生活訓練は、半数程度の事業所が職業前訓練を中心とした支援

を実施していたが宿泊型ではあまり実施されていなかった。基準該当や共生型、「訪問」

ではほとんど実施していなかった。 
 

【指定機能訓練】 
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【指定生活訓練】 

 

  
【指定宿泊型自立訓練】 

 
【一般就労に向けた職業訓練】訪問 

N = 0 

【基準該当機能訓練】 

 
【基準該当生活訓練】 

 

 

【一般就労に向けた職業訓練】訪問 

N = 0 

【一般就労に向けた職業訓練】集団 

N = 0 

【一般就労に向けた職業訓練】集団 

N = 0 
 

【一般就労に向けた職業訓練】訪問 

N = 0 
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【共生型機能訓練】 

【一般就労に向けた職業訓練】個別 

N = 0 
【一般就労に向けた職業訓練】集団 

N = 0 

【一般就労に向けた職業訓練】訪問 

N = 0 

【共生型生活訓練】 

【一般就労に向けた職業訓練】個別 

N = 0 
【一般就労に向けた職業訓練】集団 

N = 0 

【一般就労に向けた職業訓練】訪問 

N = 0 

 

⑤地域移行・社会参加に向けた支援 

機能訓練は、９割の事業所が何らかの訓練・支援をしており「個別」を中心としてい

た。また、「集団」で「地域交流活動」や「事業所見学」を実施している事業所もみられ

た。 
生活訓練でも「個別」が中心となっており、何らかの訓練・支援を行っている事業所

が８割程度であった。一方で、「集団」で支援している事業所が４割程度あり、その内容

も「地域交流活動」や「事業所見学」が中心であるが多岐に渡っていた。これらの「集

団」での支援は社会生活力プログラムとしても考えられる。 
  宿泊型でも、同様の傾向で「個別」を中心に行われており、実施率は高い。 

基準該当事業所は、機能訓練生活訓練とも半数程度の事業者が「個別」を中心に、関係

機関等との調整を中心とした支援を行っていた。 
（共生型は回答事業所が若干のため所見なし） 
 

【指定機能訓練】 
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【指定生活訓練】 
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【指定宿泊型自立訓練】 

 
【地域移行・社会参加に向けた支援】訪問 

N = 0 
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【基準該当機能訓練】 

 
【地域移行・社会参加に向けた支援】訪問 

N = 0 

 

【基準該当生活訓練】 

 

  

【地域移行・社会参加に向けた支援】集団 

N = 0 

【地域移行・社会参加に向けた支援】訪問 

N = 0 
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【共生型機能訓練】 

 

 

【共生型生活訓練】 

 

 

  

【地域移行・社会参加に向けた支援】集団 

N = 0 

【地域移行・社会参加に向けた支援】訪問 

N = 0 

【地域移行・社会参加に向けた支援】集団 

N = 0 

【地域移行・社会参加に向けた支援】訪問 

N = 0 
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⑤その他の訓練・支援 

【指定機能訓練】 

 

 

その他の支援・訓練の内容 

・パソコン技能検定（アビリンピック）出場に向けたトレーニング 

・求職登録、集団面接会など手続き支援、引率（今後、個別支援計画に合わせて上記選択

肢も実施します）。 

・自転車乗車訓練 

 

【指定生活訓練】 
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その他の支援・訓練の内容 

・心理教育（認知行動療法、アサーション・トレーニング） 

・心理カウンセリングを個別に実施。心理プログラムが必要な人にグループで実施。 

・認知行動療法、ABA（個別） 

・性プログラム、窃盗回避プログラム、アンガーコントロールトレーニング 

・依存症からの回復プログラム 

・個別で入浴訓練も行っている。 

・一般就労に向けた職業訓練 

・下宿利用体験。 

・自転車訓練 

・施設外実習（集団）。近隣の支援学校の校舎をしたりしてお借りして掃除訓練。 

・移行先決定後、新生活に合わせた生活必需品の買い物同行と引っ越し同行。 

・10日に一度程度の個別面談（生活全般、病状、健康、その他）。専門病院や行政機関等

のメッセージ活動（プログラム紹介及び依存問題等の回復体験談）。 

 

 

【指定宿泊型自立訓練】 

 
【その他】訪問 

N = 0 

 

【基準該当生活訓練】 

 
【その他】訪問 

N = 0 
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【共生型機能訓練】 

 
【その他】訪問 

N = 0 

 

 

【共生型生活訓練】 

【その他】個別 

N = 0 

 

【その他】訪問 

N = 0 

 

 
 
 

 

（３）提供サービスについて 

機能訓練は、殆どの事業所が【機能訓練】加算を届けており、その中で、送迎加算が最

も多く 66.7%、次いでリハ加算Ⅱで 45.8%、加算Ⅰが 33.3%であった。機能訓練サービス

費Ⅱを届けている事業所は 12.5%と少なく、障害福祉サービス利用体験支援加算、社会生

活支援特別加算の届出は少ない。新設の就労移行支援体制加算の届出もまだ僅かである。

【共生型】加算の送迎加算を届けている事業所が１か所ある。 
生活訓練は、【生活訓練】加算を届けている事業所は 65%であり、送迎加算が最も多く

46.7%、次いで新設の個別計画訓練支援加算が 19.8%、社会生活支援特別加算が 8.9%と届

出が少ない。その他の加算の届出も僅かである。 
宿泊型は、88.2%の事業所が【宿泊型】加算を届けており、地域移行支援体制強化加算が

最も多く 64.7%、次いで日中支援加算が 52.9%であった。 
基準該当や共生型の届出はごく僅かである。 
加算の届けに消極的な理由としては、スタッフ配置の問題や計画書の作成等の負担等の

問題が考えられる。 
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○加算の届出をしているもの 

【指定機能訓練】              【指定生活訓練】 

 

【指定宿泊型自立訓練】            

 

【基準該当機能訓練】             【基準該当生活訓練】  

 

【共生型機能訓練】              【共生型生活訓練】 

 

 

【共生型】加算の算出をしているサービス 

N = 0 
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（４）利用者について 

１）利用者の動向 単位：人 

機能訓練は、全体で平成 30 年度末は 603 人の利用者がおり、回答事業所の定員合計が

2,096 人であることから、年間で見た場合の実利用者での定員充足率は 53.4%となる。ま

た、毎年 500 人あまりの利用開始、400 人あまりの利用終了があることが予想できる。 
生活訓練は、全体で平成 30 年度末で 1,559 人の利用者がおり、回答事業所の定員合計

が 1,973 人であることから、年間で見た場合の実利用者での定員充足率は 79.0%となる。

また、毎年 1,100 人程度の利用開始、900 人あまりの利用終了があることが予想できる。 
宿泊型は、全体で平成 30 年度末で 229 人の利用者がおり、回答事業所の定員合計が

382 人であることから、年間で見た場合の実利用者での定員充足率は 59.9%となる。また、

毎年 200 人あまりの利用開始、200 人あまりの利用終了があることが予想できる。 
基準該当事業所の利用は年間７～８名程度であった。 

 

【指定機能訓練】 

 平成 28 年度からの
継続利用者 
（H29/4/1 時点） 

平成 29 年度の新規
利用開始者 

平成 29 年度の終了
者 

平成 30 年度への継
続利用者 
（H30/3/31 時点） 

実人数 520 517 434 603 

【指定生活訓練】 

 平成 28 年度からの
継続利用者 
（H29/4/1 時点） 

平成 29 年度の新規
利用開始者 

平成 29 年度の終了
者 

平成 30 年度への継
続利用者 
（H30/3/31 時点） 

実人数 1,171 1,095 912 1,559 

【指定宿泊型自立訓練】 

 平成 28 年度からの
継続利用者 
（H29/4/1 時点） 

平成 29 年度の新規
利用開始者 

平成 29 年度の終了
者 

平成 30 年度への継
続利用者 
（H30/3/31 時点） 

実人数 213 227 232 229 

【基準該当機能訓練】 

 平成 28 年度からの
継続利用者 
（H29/4/1 時点） 

平成 29 年度の新規
利用開始者 

平成 29 年度の終了
者 

平成 30 年度への継
続利用者 
（H30/3/31 時点） 

実人数 8 8 3 13 
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２）貴事業所に在籍する機能訓練の通所・入所・訪問別利用者数（登録者数） 

（平成 30年９月１日時点）単位：人 

機能訓練は、平成 30 年９月１日時点での登録者が 795 人で利用者の約４割が同事業所

の施設入所支援を利用している。訪問のみは 15 人で 1.9%と少ない。 
生活訓練は、登録者は 183 人でそのうち施設入所支援を利用している者は約１割であ

る。訪問のみは 75 人で４%である。 
宿泊型自立訓練の登録者は 287 人であった。基準該当事業所は通所のみであった。 

 

【指定機能訓練】 

通所 
訪問のみ 

 うち入所 

795 316 15 

【指定生活訓練】 

通所 
訪問のみ 

 うち入所 

1,836 190 75 
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３）性別・年代別利用者数（平成 30 年９月１日時点）単位：人 

機能訓練は、年齢が 50～59 歳が最も多く 29.8%、次いで 40～49 歳が 23.5%、60～69
歳が 20.9%と多い。また、18～39 歳も 10.3%と一定おり、70～79 歳もいる。７割が男

性である。 
生活訓練は、18～29 歳までが 38.8%と最も多く 39 歳までを含むと 57.9%と過半数と

なる。50 歳を超えると徐々に少なくなるが、69 歳までは一定おり幅広く分布している。

男性が６割である。 
宿泊型は、18～29 歳が 41.1％と最も多く、次いで 50～59 歳までが 20.6%、40～49

歳が 14.6%で、69 歳までも 9.1%いる。男性が７割である。 
数が少ないが、基準該当機能訓練は指定事業所と同様の傾向にあり、基準該当生活訓

練は年齢層がかなり高くなっている。 
【指定機能訓練】 

 

【指定生活訓練】 

 

【指定宿泊型自立訓練】 

 

  

3.6

1.0

8.2

15.6

10.3

10.7

10.7

10.7

25.4

18.8

23.5

30.2

28.6

29.8

22.0

18.3

20.9

2.9

4.5

3.3

0.5

0.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性

女性

計

性別・年代別利用者数【指定機能訓練】N=48

～17歳 18～29歳 30～３9歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70～79歳 80～89歳 90歳以上

1.6

2.0

1.8

38.9

38.7

38.8

17.6

21.4

19.1

19.1

19.2

19.2

14.6

12.8

13.9

7.2

4.9

6.3

1.0

0.8

0.9

0.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性

女性

計

性別・年代別利用者数【指定生活訓練】N=199

～17歳 18～29歳 30～３9歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70～79歳 80～89歳 90歳以上

2.5

1.7

42.9

36.9

41.1

9.4

14.3

10.8

13.8

16.7

14.6

19.7

22.6

20.6

9.9

7.1

9.1

2.0

2.4

2.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性

女性

計

性別・年代別利用者数【指定宿泊型自立訓練】N=17

～17歳 18～29歳 30～３9歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70～79歳 80～89歳 90歳以上
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【基準該当機能訓練】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基準該当生活訓練】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【共生型機能訓練】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【共生型生活訓練】 

 

 

  

18.8

14.3

12.5

9.5

20.0

4.8

31.3

80.0

42.9

25.0

19.0

12.5

9.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性

女性

計

性別・年代別利用者数【基準該当機能訓練】N=13

～17歳 18～29歳 30～３9歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70～79歳 80～89歳 90歳以上

16.7

7.7

33.3

14.3

23.1

33.3

42.9

38.5

16.7

28.6

23.1

14.3

7.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性

女性

計

性別・年代別利用者数【基準該当生活訓練】N=12

～17歳 18～29歳 30～３9歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70～79歳 80～89歳 90歳以上

23.8

33.3

26.7

9.5

22.2

13.3

23.8

16.7

28.6

33.3

30.0

14.3

11.1

13.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性

女性

計

性別・年代別利用者数【共生型機能訓練】N=4

～17歳 18～29歳 30～３9歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70～79歳 80～89歳 90歳以上

100.0

0.0

100.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性

女性

計

性別・年代別利用者数【共生型生活訓練】N=1

～17歳 18～29歳 30～３9歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70～79歳 80～89歳 90歳以上
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４）障害支援区分別利用者数（平成 30 年９月１日時点）単位：人 

機能訓練は、区分なしが最も多く全体の 29%を占める。区分のある者で最も多いのが区

分３で 28%、次いで区分４、区分５の順である。区分６も一定いる。非該当や区分１は僅

かである。 
生活訓練でも区分なしが最も多く 61.5%もの割合を占める。区分のある者では区分３が

12.5%と最も多く、次いで区分２で 10.6%、区分４が 8%である。非該当も一定いる。 
宿泊型でも区分なしが最も多く 66.5%もの割合を占める。区分のある者では区分２が

15.2%と最も多く、次いで区分３で 8.4%、区分４が 7.3%である。非該当も一定いる。 
基準該当は数が少ないため分からないが、生活訓練では区分なしが少なく重度化の傾向

がある。 

 

５）障害種別利用者数（平成 30 年９月１日時点）単位：人 

機能訓練は、身体障害が 85.3%で、肢体不自由が 68.4%と最も多く、次いで視覚障害が

14.6%、高次脳機能障害が 5.1%、それ以外にも難病や発達等もいる。重複障害としては高

次脳機能障害が最も多く、その次に言語障害となっている。また、基準該当機能訓練や共

生型機能訓練も肢体不自由が多いが、若干の他の障害がみられる。 
生活訓練は、精神障害が 66.4%で最も多く、知的障害が 29%、身体障害が主たる障害と

なっている者も 1.5%いる。精神障害の内訳は、その他の精神が 22.5%、統合失調症が 20.6%、

発達障害が 11.7%、気分障害が 8.4% 高次脳機能障害が 3.3%となっている。また、重複障

害は知的障害が最も多く 20.6%、次に発達障害で 19.6%程度いる。その他の精神が 17.2%
である。 
宿泊型は、精神障害が 58%、知的障害が 28.4%である。精神障害の内訳は、統合失調症

が 29.1%、その他の精神が 9.7%、発達障害と気分障害が 3.5%となっている。また、身体障

害が主たる障害となっている者も 4.5%いる。重複障害は発達障害が最も多く 40.9％、次に

知的障害が 28.4%である。 

29.0

61.5

66.5

42.9

30.8

23.3

0.9

2.3

0.7

1.5

1.6

4.8

9.0

10.6

15.2

14.3

15.4

3.3

100.0

27.9

12.5

8.4

9.5

15.4

16.7

15.2

8.0

7.3

4.8

23.1

6.7

9.5

2.4

1.0

19.0

15.4

30.0

7.8

1.0

4.8

20.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

指定機能訓練（N=48)

指定生活訓練（N=199)

指定宿泊型自立訓練（N=17)

基準該当機能訓練（N=13)

基準該当生活訓練（N=12)

共生型機能訓練（N=4)

共生型生活訓練（N=1)

障害支援区分別利用者数（平成30年9月1日時点）

区分なし 非該当 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６
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①当該事業を利用するに至る理由となった主たる障害別人数 

 

②当該事業を利用するに至る理由となった重複した障害を含む障害別利用者数（主たる障

害でカウントした人数を除いた人数かつ２つ以上の障害を有する場合はそれぞれの障害

別に人数をカウント） 

  

 

 

  

85.3

1.5

4.5

78.3

28.6

73.3

1.1

29.2

47.4

8.7

14.3

23.3

7.1

66.4

47.1

8.7

57.1

3.3

100.0

2.9

0.1

0.3

3.6

2.8

0.7

4.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

指定機能訓練（N=48)

指定生活訓練（N=199)

指定宿泊型自立訓練（N=17)

基準該当機能訓練（N=13)

基準該当生活訓練（N=12)

共生型機能訓練（N=4)

共生型生活訓練（N=1)

障害種別利用者数（主たる障害種別）

身体障害 知的障害 精神障害 難病 その他

(726) 

(29) 

(13) 

(18) 

(4) 

(22) 

(9) 

(574) 

(137) 

(2) 

(2) 

(7) 

(60) 

(1304) 

(136) 

(2) 

(8) 

(1) 

(1) 

(25) 

(2) 

(1) 

(31) 

(54) 

(2) 

(1) 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

指定機能訓練（N=48)

指定生活訓練（N=199)

指定宿泊型自立訓練（N=17)

基準該当機能訓練（N=13)

基準該当生活訓練（N=12)

共生型機能訓練（N=4)

共生型生活訓練（N=1)

障害種別利用者数（主たる障害種別）

身体障害 知的障害 精神障害 難病 その他 %(実数)

51.4

17.9

13.6

4.6

20.6

28.4

39.8

57.4

58.0

0.0

3.9

0.7

0.4

3.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

指定機能訓練（N=48)

指定生活訓練（N=199)

指定宿泊型自立訓練（N=17)

基準該当機能訓練（N=13)

基準該当生活訓練（N=12)

共生型機能訓練（N=4)

共生型生活訓練（N=1)

障害種別利用者数（従たる障害種別）

身体障害 知的障害 精神障害 難病 その他

(133) 

(74) 

(12) 

(12) 

(85) 

(25) 

(103) 

(237) 

(51) 

(10) 

(3) 

(1) 

(14) 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

指定機能訓練（N=48)

指定生活訓練（N=199)

指定宿泊型自立訓練（N=17)

基準該当機能訓練（N=13)

基準該当生活訓練（N=12)

共生型機能訓練（N=4)

共生型生活訓練（N=1)

障害種別利用者数（従たる障害種別）

身体障害 知的障害 精神障害 難病 その他 %(実数)
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【指定機能訓練】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【指定生活訓練】 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

【指定宿泊型自立訓練】 
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【基準該当機能訓練】          【基準該当生活訓練】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【共生型機能訓練】             【共生型生活訓練】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６）原因疾患別利用者数（平成 30年９月１日時点）単位：人 

機能訓練は、脳血管疾患が最も多く 40%、次いで眼疾患が 14%、脊損が 11%、外傷性

脳損傷が７%であった。 
生活訓練は、精神の疾患が最も多く 70%である。次いで知的障害者が多く含まれてい

ると思われる「その他」が 20%である。その次にその他脳器質 3.6％、脳血管疾患が 3%
いる。脳血管疾患や外傷性脳損傷は高次脳機能障害者の原因疾患である。主たる疾患以

外の疾患でも精神の疾患が多い。 
宿泊型は、生活訓練と同様の傾向にあり精神の疾患が最も多く 56%である。次いで「そ

の他」が 43%である。 
基準該当事業所や共生型事業所は人数が少なくばらついており傾向はうかがえないも

のの似ている。 
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①当該事業を利用するに至る理由となった主たる原因疾患別人数 

 

 

②当該事業を利用するに至る理由となった２つ以上の疾患を有する場合の疾患別利用者

数（主たる原因疾患でカウントした人数を除いた人数かつ２つ以上の疾患を有する場

合はそれぞれの疾患別に人数をカウント） 

 

 

  

40.9

3.0

40.0

26.7

6.8

1.3

15.4

6.7

5.8

0.4

15.0

36.7

2.6

3.4

0.4

5.0

7.7

11.0

15.0

6.7

2.2
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6.9
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13.3

13.9
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7.7

1.2

3.3

3.4

70.7

56.3

10.0

69.2

100.0

5.2

20.6

42.9

5.0

6.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

指定機能訓練（N=48)

指定生活訓練（N=199)

指定宿泊型自立訓練（N=17)

基準該当機能訓練（N=13)

基準該当生活訓練（N=12)

共生型機能訓練（N=4)

共生型生活訓練（N=1)

疾患別利用者数（主たる障害種別）

脳血管疾患 外傷性脳損傷 脳性マヒ その他脳器質 脊髄損傷・脊髄疾患 2と5を除く外傷 難病等 眼疾患 聴覚の疾患 精神の疾患 その他

(336) 

(41) 

(8) 

(8) 

(56) 

(18) 

(2) 

(2) 

(48) 

(6) 

(3) 

(11) 

(21) 

(47) 

(1) 

(1) 

(1) 

(90) 

(3) 

(2) 

(18) 

(3) 

(57) 

(4) 

(1) 

(2) 

(4) 

(114) 

(1) 

(1) 

(10) 

(1) 

(28) 

(974) 

(138) 

(2) 

(9) 

(1) 

(43) 

(284) 

(105) 

(1) 

(2) 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

指定機能訓練（N=48)

指定生活訓練（N=199)

指定宿泊型自立訓練（N=17)

基準該当機能訓練（N=13)

基準該当生活訓練（N=12)

共生型機能訓練（N=4)

共生型生活訓練（N=1)

疾患別利用者数（主たる障害種別）

脳血管疾患 外傷性脳損傷 脳性マヒ その他脳器質 脊髄損傷・脊髄疾患 2と5を除く外傷 難病等 眼疾患 聴覚の疾患 精神の疾患 その他

%(実数)

37.3

6.6

7.6

1.2

3.4

4.2

50.0

6.8

7.8

4.2

1.2

0.8

5.1

1.8

1.7

1.2

5.9

0.6

15.3

47.0

83.3

50.0

11.9

32.5

12.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

指定機能訓練（N=48)

指定生活訓練（N=199)

指定宿泊型自立訓練（N=17)

基準該当機能訓練（N=13)

基準該当生活訓練（N=12)

共生型機能訓練（N=4)

共生型生活訓練（N=1)

疾患別利用者数（従たる障害種別）

脳血管疾患 外傷性脳損傷 脳性マヒ その他脳器質 脊髄損傷・脊髄疾患 2と5を除く外傷 難病等 眼疾患 聴覚の疾患 精神の疾患 その他

(44) 

(11) 

(9) 

(2) 

(4) 

(1) 

(1) 

(8) 

(13) 

(5) 

(2) 

(1) 

(6) 

(3) 

(2) 

(2) 

(7) 

(1) 

(18) 

(78) 

(20) 

(1) 

(14) 

(54) 

(3) 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

指定機能訓練（N=48)

指定生活訓練（N=199)

指定宿泊型自立訓練（N=17)

基準該当機能訓練（N=13)

基準該当生活訓練（N=12)

共生型機能訓練（N=4)

共生型生活訓練（N=1)

疾患別利用者数（従たる障害種別）

脳血管疾患 外傷性脳損傷 脳性マヒ その他脳器質 脊髄損傷・脊髄疾患 2と5を除く外傷 難病等 眼疾患 聴覚の疾患 精神の疾患 その他

%(実数)
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（５）サービス利用について 

 
１）利用者の受入について 

 

①利用者のことについて、最初に問合せや紹介をしてきた機関別利用者数（紹介経路別）

（平成 30年９月１日時点利用者）単位：人 

※１件以上の回答を対象（0 件の回答及び無回答は集計対象外） 

機能訓練に最初に問い合わせや障害をしてきた機関は、相談支援事業所からが利用

者の全体に対する割合の 33%と最も多く、次いで回復期病棟が 30%、居宅介護支援が

6.7%であった。 
生活訓練では、相談支援事業所からが最も多く 21%であるが、次いで学校・教育関

係機関が 18%、精神病院が 16%であった。 
宿泊型では、精神病院からが 42％と最も多く、相談支援事業所からが 16%であった。 

【指定機能訓練】 

 事業所数 合計（人）  事業所数 合計（人） 

1. 急性期病院（精神科除く） 5 6 10. 精神保健福祉センター 3 0 

2. 回復期病院（精神科除く） 24 243 11. 障害福祉サービス事業所 12 25 

3. 慢性期病院（精神科除く） 9 20 12. 相談支援事業所 39 264 

4. 診療所 5 7 13. 障害児施設・事業所 3 0 

5. 介護保険施設・事業所 12 23 14. 就労関係機関 7 5 

6. 居宅介護支援事業所 18 54 15. 児童相談所 3 0 

7. 精神科病院 6 7 16. 学校・教育関係機関 11 23 

8. 精神科診療所 4 1 17. 市町村障害福祉窓口 19 41 

9. 保健所 3 0 18. その他 27 93 

 合計(延べ数) 210 812 

【指定生活訓練】 

 事業所数 合計（人）  事業所数 合計（人） 

1. 急性期病院（精神科除く） 1 1 10. 精神保健福祉センター 6 11 

2. 回復期病院（精神科除く） 7 20 11. 障害福祉サービス事業所 33 91 

3. 慢性期病院（精神科除く） 1 1 12. 相談支援事業所 110 410 

4. 診療所 4 19 13. 障害児施設・事業所 8 15 

5. 介護保険施設・事業所 2 2 14. 就労関係機関 23 51 

6. 居宅介護支援事業所 3 4 15. 児童相談所 4 5 

7. 精神科病院 58 320 16. 学校・教育関係機関 75 348 

8. 精神科診療所 20 113 17. 市町村障害福祉窓口 51 186 

9. 保健所 9 21 18. その他 66 343 

 合計（延べ数） 481 1,961 

 

  



99 

 
 

 

【指定宿泊型自立訓練】 

 事業所数 合計（人）  事業所数 合計（人） 

1. 急性期病院（精神科除く） 0 0 10. 精神保健福祉センター 0 0 

2. 回復期病院（精神科除く） 0 0 11. 障害福祉サービス事業所 3 12 

3. 慢性期病院（精神科除く） 0 0 12. 相談支援事業所 9 45 

4. 診療所 0 0 13. 障害児施設・事業所 1 1 

5. 介護保険施設・事業所 0 0 14. 就労関係機関 2 2 

6. 居宅介護支援事業所 0 0 15. 児童相談所 2 2 

7. 精神科病院 12 121 16. 学校・教育関係機関 4 23 

8. 精神科診療所 0 0 17. 市町村障害福祉窓口 7 11 

9. 保健所 0 0 18. その他 7 71 

 合計（延べ数） 47 288 

 

②利用前の居所別、日中活動利用者数（平成 30年９月１日時点利用者） 

利用者の利用前の居所別の人数（単位：人） 

機能訓練は、利用前の居所は、家庭や単身生活からが最も多く 61%を占めている。「入

院・その他」からが 33%、入所施設からが３%である。 
利用前の日中活動は、「主な日中活動なし」が 42%、次いで何らかの障害福祉サービス

を利用していた人が 26%、その他の福祉サービスを利用していた人が 10%、家事・地域

参加やその他の活動をしていた人が 13%であった。また、働いていた人は６%、就労移

行支援や就労継続支援の利用を含めると 11%、学校からの利用が僅か２%であった。既に

地域で生活し福祉サービスを利用していた人が一定数利用していることが分かる。 
生活訓練では、利用前の居所は、家庭や単身生活からが最も多く 77%を占めている。

入院生活からが 12%、入所施設からが 10%である。 
利用前の日中活動は、何らかの障害福祉サービスを利用していた人が 43%、その中で

も他の生活訓練を経て利用につながった人が 25%いた。また、その他の福祉サービスを

利用していた人が９%、学校からが 14%、働いていた人が６%、何らかの日中活動をして

いた人が同じく６%であった。日中活動なしが 35%あった。 
機能訓練同様に、既に地域で生活し福祉サービスを利用している人からの利用が一定

あることが分かる。 
宿泊型では、利用前の居所は、「入院・その他」からが最も多く 44%を占めている。家

庭や単身生活からが 41%、入所施設からが 13%である。 
利用前の日中活動は、何らかの障害福祉サービスを利用していた人が 35%、学校から

が 32％、日中活動なしが 19%であった。既に地域で生活し福祉サービスを利用している

人からの利用が４割弱あることが分かる。 
基準該当事業所は、機能訓練、生活訓練ともに介護保険サービスからの利用が圧倒的

に多い。 
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【指定機能訓練】 

※他の地域生活：サ高住、福祉ホーム、ケアハウス、認知症グループホーム等 

【指定生活訓練】 

 

※他の地域生活：サ高住、福祉ホーム、ケアハウス、認知症グループホーム等 

【指定宿泊型自立訓練】 
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援

家庭（家庭復帰） 377 26 1 5 26 1 71 1 42 16 38 0 0 17 24 50 0 0 145
単身生活 67 5 0 0 4 2 13 0 6 0 6 1 2 0 1 7 0 0 32
施設入所 21 0 0 0 1 2 3 1 2 0 7 0 0 0 0 0 0 0 6
共同生活援助 8 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
他の地域生活 12 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 4
入院・その他 241 8 0 0 0 0 3 0 1 0 2 1 0 1 0 14 0 0 112
合計 726 40 1 5 33 5 92 3 52 17 57 2 2 18 25 72 0 0 301
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家庭（家庭復帰） 1037 68 2 12 96 61 5 209 15 22 13 41 4 260 42 28 4 2 362
単身生活 255 43 1 3 23 5 0 65 0 13 1 35 0 0 7 6 1 0 92
施設入所 62 0 0 3 1 0 0 33 8 0 3 1 1 15 1 6 1 0 13
共同生活援助 114 4 0 1 34 2 0 32 5 2 0 20 1 0 0 0 3 0 18
他の地域生活 10 0 0 0 0 0 0 8 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3
入院・その他 208 4 0 0 1 1 0 71 0 1 0 18 0 3 2 12 0 1 94
合計 1686 119 3 19 155 69 5 418 32 39 17 115 7 278 52 52 9 3 582
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家庭（家庭復帰） 107 5 0 5 7 2 0 5 2 0 0 2 0 70 0 1 0 0 13
単身生活 9 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0
施設入所 32 10 0 0 1 7 0 1 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0
共同生活援助 5 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
他の地域生活 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
入院・その他 124 3 0 3 25 3 0 30 0 0 0 59 0 6 0 2 4 0 36
合計 281 19 0 8 38 13 0 37 2 0 0 66 0 91 0 3 4 0 52
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0.6
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12.3
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

指定機能訓練（N=48)

指定生活訓練（N=199)

指定宿泊型自立訓練（N=17)

利用前の居場所

家庭・単身生活 施設入所 他の地域生活 入院・その他
41.5

26.2

10.2

9.9

5.6

3.4

2.5

0.3

0.3

0.0

0.0

34.5

41.4

3.3

3.1

7.2

3.1
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6.8

0.4

0.5

0.2
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34.9

0.0

1.1
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0.0

32.4

23.5

0.0

1.4

0.0

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0

主な日中活動なし

障害福祉サービス

その他の福祉サービス

その他の活動

復職・就業

家事・地域参加

学校

精神科デイケア

障害児福祉サービス

自立生活援助

地域定着支援

日中活動利用者数

指定機能訓練 指定生活訓練 指定宿泊型自立訓練
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③利用者の受入地域の範囲 

受け入れ範囲を決めているところが機能訓練では８割程度、生活訓練では７割程度、

宿泊型では６割程度である。決めている範囲は、市町村内、複数市町村、都道府県内、

他都道府県まで様々であるが比較的広域が多い。一方、基準該当や共生型は複数市町村

から市町村内の一部地域等、受け入れ範囲が狭くなっている。 
 

【指定機能訓練】              【指定生活訓練】 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【指定宿泊型自立訓練】 
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【基準該当機能訓練】           【基準該当生活訓練】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【共生型機能訓練】              【共生型生活訓練】 

 

その他の具体的回答内容 

・全国（2） 

・区内 

・事業所から片道 20 分以内。 

・通所できるなら OK。 
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④利用者の受入時期 

指定事業所、基準該当、共生型ともに受け入れ時期を決めているところはなかった。 
 

【指定機能訓練】               【指定生活訓練】 

 

【指定宿泊型自立訓練】 
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【基準該当機能訓練】            【基準該当生活訓練】 

 

 

 

【共生型機能訓練】            【共生型生活訓練】 

 

 

利用者の受入時期の具体的な時期の回答内容 

・毎月初旬と中旬の２回。 

・毎月の利用検討会議後、翌々月初旬で受入調整している。 

 

その他の回答内容 

・空きがあれば。 

 

 

  

随時受け入れ
ている
100.0

利用者の受入時期
N = 1
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２）利用開始時の利用意向別件数（平成 30年９月１日時点在籍者）(１人につき最大３件) 

機能訓練では、身体機能や認知機能の維持・向上が 37%、社会生活力や移動範囲の拡

大が 18%、ＡＤＬ・ＩＡＤＬの向上が 17%、就労・復職が 11%、家庭復帰・地域生活・

単身生活が 10%であり、身体機能等の維持・向上への希望が最も多い。 
生活訓練では、「社会生活力の向上」が最も多く 19%、次いで「生活のリズムをつける」

が 18%、「就労・復職」が 15%で、社会生活力と捉えられる「生活のリズムをつける」「こ

れからの人生を考える」を「社会生活力の向上」に含むと 42%となり、社会リハビリテ

ーションへの希望が多いことが分かる。 
宿泊型では、「社会生活力の向上」が最も多く 24%、次いで「生活のリズムをつける」

が 21%、「就労・復職」が 12%、「家庭復帰・地域生活への復帰」が 10%で、「自信をつ

ける」が 8%である。社会生活力と捉えられる「生活のリズムをつける」「これからの人

生を考える」を「社会生活力の向上」に含むと 50%となり、生活訓練と同様に社会リハ

ビリテーションへの希望が多いことが分かる。 
基準該当機能訓練では、身体機能・認知機能の維持・向上が 29%、ＡＤＬ・ＩＡＤＬ

が 29%、社会生活力や移動範囲の拡大が 31%で、共生型機能訓練では、身体機能の維持・

向上が 35%、ＡＤＬ・ＩＡＤＬが 33%、社会生活力が 10%、就労・復職が８%と身体機

能等の維持・向上への希望が指定事業所ほど強くない。 
（基準該当生活訓練、共生型生活訓練は回答事業所が若干のため所見なし）。 
  

31.9
16.5

11.3
6.7

5.6
5.4

5.0
4.9

3.2
2.0
1.9
1.8

1.2
0.9

0.4
0.3
0.2
0.7

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0

身体機能の維持・向上

ADL・IADLの向上

就労・復職

家庭復帰・地域生活への復帰

移動範囲の拡大

社会生活力の向上

認知機能の維持・向上

生活のリズムをつける

単身生活をしたい

これからの人生を考える

PCなどICT(IT)技術の習得

仲間をつくる

読み書き手段の獲得

自信をつける

施設入所の待機

就学、復学

一時的な日中活動の場として

その他

利用開始時の利用意向別件数

指定機能訓練

(552)
(285)

(196)
(116)

(96)
(94)

(87)
(85)

(55)
(35)
(33)
(31)

(21)
(15)

(7)
(5)
(4)
(12)

身体機能の維持・向上

ADL・IADLの向上

就労・復職

家庭復帰・地域生活への復帰

移動範囲の拡大

社会生活力の向上

認知機能の維持・向上

生活のリズムをつける

単身生活をしたい

これからの人生を考える

PCなどICT(IT)技術の習得

仲間をつくる

読み書き手段の獲得

自信をつける

施設入所の待機

就学、復学

一時的な日中活動の場として

その他

%（実数）
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18.5
17.7
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9.9

7.5
6.6

4.3
3.6

2.6
2.3
2.2

1.8
1.5
1.5

1.2
0.7

0.0
3.2

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0

社会生活力の向上

生活のリズムをつける

就労・復職

自信をつける

仲間をつくる

これからの人生を考える

ADL・IADLの向上

家庭復帰・地域生活への復帰

一時的な日中活動の場として

身体機能の維持・向上

単身生活をしたい

認知機能の維持・向上

就学、復学

移動範囲の拡大

PCなどICT(IT)技術の習得

読み書き手段の獲得

施設入所の待機

その他

利用開始時の利用意向別件数

指定生活訓練

(804)

(769)
(651)

(430)
(327)

(285)
(187)

(157)
(113)

(100)
(94)

(77)
(64)

(63)
(50)

(29)

(2)
(139)

社会生活力の向上

生活のリズムをつける

就労・復職

自信をつける

仲間をつくる

これからの人生を考える

ADL・IADLの向上

家庭復帰・地域生活への復帰

一時的な日中活動の場として

身体機能の維持・向上

単身生活をしたい

認知機能の維持・向上

就学、復学

移動範囲の拡大

PCなどICT(IT)技術の習得

読み書き手段の獲得

施設入所の待機

その他

%（実数）

23.6
20.8
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8.4
7.6
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1.7
0.8

0.4
0.3
0.3
0.1
0.0
0.0
0.0

1.7
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仲間をつくる
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施設入所の待機

身体機能の維持・向上

就学、復学

認知機能の維持・向上

読み書き手段の獲得

PCなどICT(IT)技術の習得

一時的な日中活動の場として

その他

利用開始時の利用意向別件数

指定宿泊型自立訓練

(177)
(156)

(89)
(75)

(63)

(57)
(54)

(38)

(13)
(6)

(3)
(2)
(2)
(1)
(0)
(0)
(0)

(13)

社会生活力の向上

生活のリズムをつける

就労・復職

家庭復帰・地域生活への復帰
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ADL・IADLの向上
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読み書き手段の獲得
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一時的な日中活動の場として

その他

%（実数）



107 

 
 

 

３）利用者の利用終了後の進路（平成 29 年度中に利用終了した者が対象） 

利用者の終了後の生活拠点別の人数（単位：人） 

機能訓練は、生活拠点では家庭が 57.1%、単身生活が 18.6%で併せて 75.7%、共同生

活援助と他の地域生活を加えると 83.4%の人が家庭や地域生活を送っている。対象者が

異なるものの、利用経路で 36%の者が病院等の地域以外からの利用であったことを考え

ると地域復帰を支援したと言える。 
何らかの日中活動に繋がった人は 74%。その中で地域生活を送っている者の中の日中

活動を見ると就労継続Ｂ型が 22%で最も多く、次いで介護保険サービスが 20.8%、復職・

就業 17.3%、生活介護 16%であった。 
全体で約 9.9%の人が就労や復職に繋がり、約 21%の人が就労移行支援や福祉的就労に

繋がった。一方で「主な日中活動なし」が 26%と多い。これも対象者が異なるが、利用

前の「日中活動なし」が 41.5%であったことからはかなり改善されていると言える。 
生活訓練は、生活拠点では家庭が 52.4%、単身生活が 22.4%、共同生活援助 8.1% 他

の地域生活を加えると 83.9%の人が家庭や地域で生活している。一方で入院が 9.1%、施

設入所が 6.9%である。 
何らかの日中活動に繋がった人は 81.3%。その中で地域生活を送っている者の中の日

中活動を見ると就労継続Ｂ型が 41.2%で最も多く、次いで復職・就業が 24.4%、就労移

行支援が 19.1%であった。 
全体では就労や復職に繋がった人が 15.9%おり、就労移行支援や福祉的就労に繋がっ

た人は 45.8%で、利用前の状況からは大きく改善している。 
一方で「主な日中活動なし」が 18.7%と多い。しかし、利用前の「日中活動なし」が

34.5%であったことからはかなり改善されていると言える。 
宿泊型は、生活拠点では家庭が 27.8%、単身生活が 20.8%、共同生活援助が 21.2% 他

の地域生活を加えると 72.2%の人が家庭や地域で生活している。一方で「病院・その他」

が 22.2%、施設入所が 5.7%いる。 
何らかの日中活動に繋がった人は 87.7%。その中で地域生活を送っている人の中の日

中活動を見ると精神科デイケアが最も多く 50.4%、復職・就業が 44.9%、就労継続Ｂ型

が 23.6%であった。 
一方で「主な日中活動なし」が 12.3%と多い。しかし、利用前の「日中活動なし」が

18.5%であったことから多少改善されていると言える。 
（基準該当生活訓練、共生型生活訓練は回答事業所が若干のため所見なし）。 

  



108 

 
 

 

【指定機能訓練】 

 

※他の地域生活：サ高住、福祉ホーム、ケアハウス、認知症グループホーム等 

【指定生活訓練】 

 

 

【指定宿泊型自立訓練】 
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定
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援

家庭（家庭復帰） 230 34 0 4 29 14 3 1 21 2 39 1 0 7 24 20 0 0 53
単身生活 75 5 0 2 14 1 2 0 6 3 8 0 0 0 2 15 0 0 33
施設入所 48 0 0 1 6 7 2 0 22 0 1 0 0 0 0 1 0 0 5
共同生活援助 19 0 0 0 7 1 1 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
他の地域生活 12 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 4 0 0 0 0 3
入院・その他 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 9
合計 403 40 0 7 57 23 8 4 59 5 49 1 0 12 27 38 0 0 105

全

体

（
実

人

数

）

日中活動

自

立

生

活

援

助

地

域

定

着

支

援

学

校

家

事

・

地

域

参

加

そ

の

他

の

活

動

生

活

訓

練

生

活

介

護

地

域

活

動

支

援

セ

ン

タ
ー

介

護

保

険

サ
ー

ビ

ス

精

神

科

デ

イ

ケ

ア

障

害

児

福

祉

サ
ー

ビ

ス

主

な

日

中

活

動

な

し

就

労

継

続

Ａ

就

労

継

続

Ｂ

就

労

移

行

支

援

機

能

訓

練

復

職

・

就

業

就

労

定

着

支

援

家庭（家庭復帰） 470 85 0 15 154 92 1 30 24 15 3 10 3 10 12 11 0 1 76
単身生活 201 56 0 1 41 11 1 16 9 10 2 8 5 1 3 11 0 0 34
施設入所 62 0 0 0 16 22 0 6 3 0 1 5 0 0 0 9 0 0 5
共同生活援助 73 2 1 2 42 9 0 1 13 14 1 3 1 0 0 1 0 0 9
他の地域生活 9 0 0 0 4 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
入院・その他 82 0 0 0 1 1 0 16 4 0 0 1 0 0 0 1 0 1 44
合計 897 143 1 18 258 135 2 70 57 39 7 27 9 11 15 34 0 2 168
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援

家庭（家庭復帰） 59 31 0 0 2 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 6
単身生活 44 10 0 2 11 0 0 1 1 0 0 25 0 0 0 0 0 0 2
施設入所 12 2 0 0 4 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
共同生活援助 45 13 0 4 16 0 0 1 0 0 0 16 0 0 3 1 0 0 0
他の地域生活 5 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
入院・その他 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
合計 212 59 0 6 34 0 0 3 2 0 0 65 0 0 3 1 0 0 26
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【基準該当機能訓練】 

 

【共生型機能訓練】 

 

 

 

 

  

復

職

・

就

業

就

労

定

着

支

援

家庭（家庭復帰） 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
単身生活 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
施設入所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
共同生活援助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
他の地域生活 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
入院・その他 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 0 0 0 0 1 0 0 1
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介
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家庭（家庭復帰） 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
単身生活 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
施設入所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
共同生活援助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
他の地域生活 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入院・その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

地

域

定

着

支

援

主

な

日

中

活

動

な

し

就

労

継

続

Ａ

就

労

継

続

Ｂ

就

労

移

行

支

援

機

能

訓

練

生

活

訓

練

生

活

介

護

地

域

活

動

支

援

セ

ン

タ
ー

介

護

保

険

サ
ー

ビ

ス

自

立

生

活

援

助

全

体

（
実

人

数

）

日中活動

精

神

科

デ

イ

ケ

ア

障

害

児

福

祉

サ
ー

ビ

ス

学

校

家

事

・

地

域

参

加

そ

の

他

の

活

動

75.7

74.8

48.6

16.6

15.1

26.9
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9.1

22.2
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指定機能訓練（N=48)

指定生活訓練（N=199)

指定宿泊型自立訓練（N=17)

利用後の居場所

家庭・単身生活 施設入所 他の地域生活 入院・その他
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４）利用終了者の訓練期間（平成 29 年度） 

機能訓練の利用期間の平均は 15.9 か月と標準利用期間 18 月からはやや短い。そのう

ち最も多いのが 12～18 か月で 172 人、次いで６～12 か月が 82 人となっている。 
生活訓練の利用期間の平均は 19.5 か月と標準利用期間 24 月からはかなり短い。その

うち最も多いのが 18～24 か月で 239 人、次いで６～12 か月が 197 人、６か月未満が 179
人となっている。 
宿泊型の平均利用期間は 20.8 か月と同じく標準利用期間 24 月からはかなり短い。そ

のうち最も多いのが 18～24 か月で 66 人、次いで６か月未満が 20 人、６～12 か月が 18
人となっている。いずれにおいても標準利用期間との乖離はない。 
（基準該当生活訓練、共生型生活訓練は回答事業所が若干のため所見なし）。 

 

   
  

10.5

40.0

19.1

13.3

40.1

20.0

13.3

26.7

9.6 5.4 2.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

通所利用者

訪問のみの利用者

利用終了者の訓練期間【指定機能訓練】

6月未満 6月～12月未満 12月～18月未満 18月～24月未満

24月～30月未満 30月～36月未満 36月以上

(45)

(6)

(82)

(2)

(172)

(3)

(57)

(4)

(41) (23)(9)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

通所利用者

訪問のみの利用者

利用終了者の訓練期間【指定機能訓練】N=48

6月未満 6月～12月未満 12月～18月未満 18月～24月未満

24月～30月未満 30月～36月未満 36月以上 ％（実数）

18.7

19.0

20.5

4.8

17.3

14.3

24.9

33.3

6.8 6.7

9.5

5.1

19.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

通所利用者

訪問のみの利用者

利用終了者の訓練期間【指定生活訓練】

6月未満 6月～12月未満 12月～18月未満 18月～24月未満

24月～30月未満 30月～36月未満 36月以上

(179)

(4)

(197)

(1)

(166)

(3)

(239)

(7)

(65) (64)

(2)

(49)

(4)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

通所利用者

訪問のみの利用者

利用終了者の訓練期間【指定生活訓練】N=199

6月未満 6月～12月未満 12月～18月未満 18月～24月未満

24月～30月未満 30月～36月未満 36月以上 ％（実数）

13.0 11.7 9.7 42.9 10.4 5.8 6.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

通所利用者

利用終了者の訓練期間【宿泊型自立訓練】

6月未満 6月～12月未満 12月～18月未満 18月～24月未満

24月～30月未満 30月～36月未満 36月以上

(20)
(18) (15)

(66)
(16) (9) (10)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

通所利用者

利用終了者の訓練期間【宿泊型自立訓練】N=17

6月未満 6月～12月未満 12月～18月未満 18月～24月未満

24月～30月未満 30月～36月未満 36月以上 ％（実数）
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５）標準利用期間を超えた契約について 

標準利用期間（機能訓練 18 ヶ月又は 36ヶ月）を超えて契約（更新）をした人数（平

成 29年度に利用終了された方のうち、契約を延長した人数）（単位：人） 

機能訓練は、29 年度の終了者 403 人のうち 28.2%もの者が延長した。そのうち「目

標を達成しなかった」人が終了者の 18.9%もいた。 
生活訓練は、29 年度の終了者 897 人のうち 20.6%の者が延長した。そのうち「目標

を達成しなかった」人が終了者の 13.8%であった。 
宿泊型は、29 年度の終了者 212 人のうち 16%の者が延長した。そのうち「目標を達

成しなかった」人が終了者の 10.8%であった。 
このことを「４」と、法人調査で多く出された期間限定による問題に対する意見を

重ね合わせると、利用期限の問題は単に期間延長を必要とするものではなく、課題の

ある利用者に対する柔軟性が求められていると思われる。 
【指定機能訓練】 

平成 29 年度終了者数 403  

標準利用期間（機能訓練 18 ヶ月又は 36ヶ月）を超えて契約をした人数 116 28.8 

延長の

理由別

利用者

数 

1.目的を達成しなかったから      76 18.9 

2.新たなニーズが生じたから 44 10.9 

3.入院等により利用期間に空白ができたため 5 1.2 

4.その他（               ） 7 1.7 

【指定生活訓練】 

平成 29 年度終了者数 897  

標準利用期間（生活訓練 24 ヶ月又は 36ヶ月）を超えて契約をした人数 185 20.6 

延 長 の

理 由 別

利 用 者

数 

1．目的を達成しなかったから 124 13.8 

2．新たなニーズが生じたから 37 4.1 

3．入院等により利用期間に空白ができたため 13 1.4 

4．その他（        ） 14 1.6 

【指定宿泊型自立訓練】 

平成 29 年度終了者数 212  

標準利用期間（生活訓練 24 ヶ月又は 36ヶ月）を超えて契約をした人数 34 16.0 

延 長 の

理 由 別

利 用 者

数 

1．目的を達成しなかったから 23 10.8 

2．新たなニーズが生じたから 3 1.4 

3．入院等により利用期間に空白ができたため 3 1.4 

4．その他（        ） 8 3.8 

 

その他の回答内容 

・本人等より、延長して訓練を続けていきたい旨があったため。 

・補装具納品の遅れ等。 

・受け入れ施設が決まらない。 

・施設移行の調整 
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（６）評価について 

１）貴事業所における自立訓練の効果の評価 

機能訓練は 77.1%が効果測定をしており、「広く利用されている効果指標を使っている」

が 64.1%。「事業所独自の評価指標をつくっている」が 35.9%であった。結果については、

「とても表れている」21.6%、「やや表れている」59.5%で８割が何らかの効果を引き出せ

ている。また、効果が表れていない部分についても、８割の事業所が生活の質や社会生活

力の向上を感じている。活用している評価指標の自由記述を見ると、身体機能、認知機能

に関する評価指標が殆どであった。 
生活訓練は 30%が効果測定をしており、「広く利用されている効果指標を使っている」が

38.3%「事業所独自の評価指標をつくっている」が 50%であった。結果については、「とて

も表れている」21.7%、「やや表れている」65%で８割以上が何らかの効果を引き出せてい

る。また、効果が表れていない部分についても、78.3%の事業所が生活の質や社会生活力の

向上を感じている。 
宿泊型は 29.4%が効果測定をしており、「事業所独自の評価指標をつくっている」が 60%

であった。結果については、「とても表れている」20%、「やや表れている」60%で８割が何

らかの効果を引き出せている。また、効果が表れていない部分についても、60%の事業所が

生活の質や社会生活力の向上を感じている。 
機能訓練、生活訓練、宿泊型ともに、成果を感じているものの生活の質や社会生活力の

客観的評価の難しさを抱えていることが感じられる。 
基準該当機能訓練は 53.8%が効果測定をしており、広く利用されている効果指標を使っ

ているが 85.7%と多い。結果が「とても表れている」14.3%、「やや表れている」42.9%で

６割弱が何らかの効果を引き出せている。また、効果が表れていない部分についても８割

の事業所が生活の質や社会生活力の向上を感じていることについては指定事業所と同様で

あった。 
基準該当生活訓練は僅か１事業所のみが独自の評価指標で評価していたが、効果は「分

からない」としていた。 
【指定機能訓練】             【指定生活訓練】 
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【指定宿泊型自立訓練】 

 

【基準該当機能訓練】             【基準該当生活訓練】 

 

【共生型機能訓練】 

          【共生型生活訓練】回答なし 
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【指定機能訓練】               【指定生活訓練】 

 

【宿泊型自立訓練】               【基準該当機能訓練】 

 

【基準該当生活訓練】 1 件「事業所独自の評価指標を使っている」 

【共生型機能訓練】1件無回答 

【共生型生活訓練】回答なし 

 

  

活用している評価指標の概要

要介護度 1 1 0.70%

回復期 FIM 18

介護保険 BI 14

運動機能評価 26

歩行能力評価 15

Br-stage 3

SARA 1

認知機能評価 37 37 25.87%

体力測定 10

健康チェック 3

生活空間での活動度指標 1

就労移行支援のためのチェックリスト 1

FAI 1

SF36 1

神経学的検査 12脳神経テスト 1

個別支援計画書 9

リスク 転倒転落アセスメントシート 1

22.38%

31.47%

9.09%

2.80%

7.69%その他評価

公的指標

運動機能評価

認知機能評価

一般的評価

IADL・社会生活力等

アウトカム評価 32

13

45

4

11
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２）評価結果について 

①各事業で用いている評価指標における自立訓練効果 

【指定機能訓練】                 【指定生活訓練】 

 

【指定宿泊型自立訓練】 

 

【基準該当機能訓練】 

 

 

【基準該当生活訓練】 １件「わからない」 

【共生型機能訓練】１件「やや表れている」 

【共生型生活訓練】回答なし 
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②各事業で用いている評価指標においては効果が表れないものの、訓練を行った前後で

利用者の生活の質や社会生活力が向上していると感じること 

【指定機能訓練】                  【指定生活訓練】 

 

 

【宿泊型自立訓練】 

 
 

【基準該当機能訓練】 

 
 

【基準該当生活訓練】1件「わからない」 

【共生型機能訓練】1件無回答 

【共生型生活訓練】回答なし 
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（７）経営状況について 

１）収支状況について 

平成 29 年度障害福祉サービス等経営実態調査の「問２ 調査対象サービスが属する平成

28 年度の会計の区分状況」で「１．単独会計」を選択した事業所には、「問９ 事業活

動収益（収入）」「問１２ 事業活動費用（支出）及び事業活動外収支・特別収支」に

ある同項目の回答内容。それ以外の事業所は、可能な範囲での回答。 

 

機能訓練は、回答事業所の合計値では事業活動収益とサービス活動費用の収支差はプ

ラスマイナス０%となり、自立支援給付や利用者負担金等の利用収入のみで比較するとマ

イナス 40%となる。人件費率は 66.7%であるが利用収入のみであった場合の人件費率は

111%となる。これを分布で見ると、事業活動収益とサービス活動費用の収支差では、赤

字のある事業所が 66.6%を占めており、利用収入との比較では、85.9%の事業所が赤字を

抱えている。人件費率においても健全とされる 60%を超える事業所が８割を超える。  

生活訓練は、回答事業所の合計値では事業活動収益とサービス活動費用の収支差はプ

ラス 3.6%となり、自立支援給付や利用者負担金等の利用収入のみで比較するとマイナス

17%となる。人件費率は 84.8%であるが利用収入のみであった場合の人件費率は 111%とな

る。これを分布で見ると、事業活動収益とサービス活動費用の収支差では、赤字のある

事業所が 35%を占めており、利用収入との比較では、41%の事業所が赤字を抱えている。

人件費率においても健全とされる 60%を超える事業所が約７割にも及ぶ。 

宿泊型は、回答事業所の合計値では事業活動収益とサービス活動費用の収支差はプラ

ス 8.6%となり、自立支援給付や利用者負担金等の利用収入のみで比較するとプラス 7.7%

となる。人件費率は 58.5%であるが利用収入のみであった場合の人件費率は 59%となる。

これを分布で見ると、事業活動収益とサービス活動費用の収支差では、赤字のある事業

所が 50%を占めており、利用収入との比較では、50%の事業所が赤字を抱えている。人件

費率においても健全とされる 60%を超える事業所が約 7割となる。  

参考：WAM 調査では、社会福祉法人の 2017 年度の収支差（サービス活動収益対サービス活動差額比率）

が 3.4％、人件費率が 66.8％であった「2019.1.14 福祉新聞」 
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【指定機能訓練】 

科 目 金 額（合計） 

事業活動収益（収入） 計 5,074,861,764 

 １．自立支援給付等収益（収入） 2,680,610,190 

 ２．利用者負担金収益（収入） 237,658,470 

 ３．補足給付費収益（収入） 117,736,123 

サービス活動費用 計 5,065,291,213 

 １．人件費 3,383,990,708 

■収支状況について 

平均収支額 

事業活動収益とサービス活動

費用の収支差（合計） 

自立支援給付等収益+利用者負

担金収益+補足給付費収益とサ

ービス活動費用（合計） 

事業活動収益における人件

費比率（上の表の「1.人件費」/

「事業活動収益（収入） 計」） 

 9,570,551(100.2%)  -2,029,286,430(59.9%)  66.7％ 

 

事業活動収益とサービス活動費用の収支の分布状況 

 

 

19.0 9.5 38.1 28.6 4.8 

収支状況の黒字率【機能訓練】 N=21
-100％以上 -100％～-75％ -75％～-50％ -50％～-25％ -25％～0％
0％～25％ 25％～50％ 50％～75％ 75％～100％ 100％以上

42.9 4.8 4.8 4.8 28.6 9.5 4.8 

指定管理料や法人内繰入金等を除く黒字率【機能訓練】 N=21
-100％以上 -100％～-75％ -75％～-50％ -50％～-25％ -25％～0％
0％～25％ 25％～50％ 50％～75％ 75％～100％ 100％以上

14.3 23.8 19.0 19.0 23.8 

事業活動収益における人件費率【機能訓練】 N=21

60％未満 60％以上80％未満 80％以上100％未満 100％以上120％未満 120％以上

※0 円の回答及び無回答は集計対象外 
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【指定生活訓練】 

科 目 金 額 

事業活動収益（収入） 計 2,555,447,230 

 １．自立支援給付等収益（収入） 2,053,328,863 

 ２．利用者負担金収益（収入） 47,165,647 

 ３．補足給付費収益（収入） 48,139,022 

サービス活動費用 計 2,359,690,726 

 １．人件費 1,742,641,855 

■収支状況について 

平均収支額 

事業活動収益とサービス活動費

用の収支差（合計） 

自立支援給付等収益+利用者

負担金収益+補足給付費収益

とサービス活動費用（合計） 

事業活動収益における人件

費比率（上の表の「1.人件費」/

「事業活動収益（収入） 計」） 

 195,756,504(108.3%)  -211,057,194 (91.1%)  68.2% 

※合計額より算出（欠損値を含めて算出） 

 

 

 

    
  

7.0 

3.0 2.0 

9.0 14.0 36.0 18.0 6.0 5.0 

収支状況の黒字率【生活訓練】 N=100
-100％以上 -100％～-75％ -75％～-50％ -50％～-25％ -25％～0％
0％～25％ 25％～50％ 50％～75％ 75％～100％ 100％以上

12.0 4.0 

2.0 

9.0 14.0 30.0 18.0 6.0 5.0 

指定管理料や法人内繰入金等を除く黒字率【生活訓練】 N=100
-100％以上 -100％～-75％ -75％～-50％ -50％～-25％ -25％～0％
0％～25％ 25％～50％ 50％～75％ 75％～100％ 100％以上

32.3 31.3 14.1 7.1 15.2 

事業活動収益における人件費率【生活訓練】 N=99
60％未満 60％以上80％未満 80％以上100％未満 100％以上120％未満 120％以上
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【指定宿泊型自立訓練】  

科 目 金 額 

事業活動収益（収入） 計 315,285,923 

 １．自立支援給付等収益（収入） 230,385,298 

 ２．利用者負担金収益（収入） 50,474,485 

 ３．補足給付費収益（収入） 31,831,483 

サービス活動費用 計 306,885,050 

 １．人件費 209,325,368 

■収支状況について 

平均収支額 

事業活動収益とサービス活動

費用の収支差（合計） 

自立支援給付等収益+利用者

負担金収益+補足給付費収益

とサービス活動費用（合計） 

事業活動収益における人件費

比率（上の表の「1.人件費」/「事業

活動収益（収入） 計」） 

 8,400,873(102.7%)  5,806,216(101.9%)  66.4％ 

※合計額より算出（欠損値を含めて算出） 

 

 

 

25.0 25.0 25.0 8.3 16.7 

収支状況の黒字率【宿泊型】 N=12

-100％以上 -100％～-75％ -75％～-50％ -50％～-25％ -25％～0％
0％～25％ 25％～50％ 50％～75％ 75％～100％ 100％以上

8.3 16.7 25.0 25.0 8.3 16.7 

指定管理料や法人内繰入金等を除く黒字率【宿泊型】 N=12
-100％以上 -100％～-75％ -75％～-50％ -50％～-25％ -25％～0％
0％～25％ 25％～50％ 50％～75％ 75％～100％ 100％以上

33.3 41.7 16.7 8.3 

事業活動収益における人件費率【宿泊型】 N=12
60％未満 60％以上80％未満 80％以上100％未満 100％以上120％未満 120％以上
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（８）訓練用の施設・設備の設置状況 

【指定機能訓練】 

 

【指定生活訓練】 

 

【指定宿泊型自立訓練】 

  

27.1 

47.9 

43.8 

45.8 

58.3 

10.4 

18.8 

12.5 

6.3 

12.5 

8.3 

6.3 

16.7 

12.5 

4.2 
0.0 

56.3 

31.3 

41.7 

39.6 

14.6 

66.7 

66.7 
2.1 

10.4 

8.3 

6.3 

8.3 

10.4 

10.4 

10.4 

85.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自立生活体験ルーム（模擬施設）

調理実習室

パソコン訓練室

個浴

障害特性に応じた多種類のトイレ

スポーツ関連施設

自動車運転のための施設・設備

その他(1)

設備の設置状況 N=48

事業所単独で使用 法人で共有 ない 無回答

4.5 

30.2 

20.6 

18.6 

20.6 
2.5 

0.5 

3.0 

5.5 

18.6 

7.5 

8.5 

16.6 

5.5 

0.5 

1.5 

58.3 

31.2 

44.7 

46.7 

40.2 

58.3 

64.3 

4.5 

31.7 

20.1 

27.1 

26.1 

22.6 

33.7 

34.7 

91.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自立生活体験ルーム（模擬施設）

調理実習室

パソコン訓練室

個浴

障害特性に応じた多種類のトイレ

スポーツ関連施設

自動車運転のための施設・設備

その他(1)

設備の設置状況 N=199

事業所単独で使用 法人で共有 ない 無回答

23.5 

58.8 

11.8 

47.1 

47.1 

0.0 

0.0 

5.9 

0.0 

0.0 

5.9 

0.0 

0.0 

11.8 

0.0 

0.0 

58.8 

29.4 

64.7 

47.1 

35.3 

76.5 

82.4 

17.6 

17.6 

11.8 

17.6 

5.9 

17.6 

11.8 

17.6 

76.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自立生活体験ルーム（模擬施設）

調理実習室

パソコン訓練室

個浴

障害特性に応じた多種類のトイレ

スポーツ関連施設

自動車運転のための施設・設備

その他(1)

設備の設置状況 N=17

事業所単独で使用 法人で共有 ない 無回答
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【基準該当機能訓練】 

 

【基準該当生活訓練】 

 

【共生型機能訓練】 

 

7.7 

7.7 

15.4 

46.2 

46.2 

7.7 

0.0 

0.0 

0.0 

7.7 

7.7 
0.0 

15.4 

7.7 

0.0 

0.0 

38.5 

38.5 

30.8 

15.4 
0.0 

30.8 

46.2 

0.0 

53.8 

46.2 

46.2 

38.5 

38.5 

53.8 

53.8 

100.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自立生活体験ルーム（模擬施設）

調理実習室

パソコン訓練室

個浴

障害特性に応じた多種類のトイレ

スポーツ関連施設

自動車運転のための施設・設備

その他(1)

設備の設置状況 N=13

事業所単独で使用 法人で共有 ない 無回答

8.3 

0.0 

8.3 

50.0 

33.3 

8.3 

0.0 

0.0 

0.0 

25.0 

8.3 

16.7 

16.7 

0.0 

0.0 

0.0 

41.7 

25.0 

33.3 

8.3 

8.3 

41.7 

50.0 

16.7 

50.0 

50.0 

50.0 

25.0 

41.7 

50.0 

50.0 

83.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自立生活体験ルーム（模擬施設）

調理実習室

パソコン訓練室

個浴

障害特性に応じた多種類のトイレ

スポーツ関連施設

自動車運転のための施設・設備

その他(1)

設備の設置状況 N=12

事業所単独で使用 法人で共有 ない 無回答

0.0 

0.0 

0.0 

50.0 

75.0 

0.0 

25.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

75.0 

75.0 

75.0 

25.0 

0.0 

75.0 

50.0 

0.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

100.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自立生活体験ルーム（模擬施設）

調理実習室

パソコン訓練室

個浴

障害特性に応じた多種類のトイレ

スポーツ関連施設

自動車運転のための施設・設備

その他(1)

設備の設置状況 N=4

事業所単独で使用 法人で共有 ない 無回答
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その他の施設の具体的回答内容 

・訓練室（2） 

・陶芸設備 

・身体機能向上を目的としたリハビリ機器。 

・就労移行支援における報酬算定と同じように自立訓練でもあおの成果（家庭復帰、社

会産業課、就職等の状況）をより報酬に反映させる仕組みが必要と考えます。 

・訓練用の運動機器等 

・ロービジョン訓練ルーム 

・リハビリ台等を備えた訓練室。 

その他の施設の具体的回答内容 

û 作業室 畑 

 

（９）その他 

機能訓練実施事業所からは、利用期間・有期限サービスの課題、対象者の幅が広く目標

設定に苦慮する、事業の認知の不足、利用者の少なさ、身近なところに機能訓練事業所が

ない、介護保険第２号被保険者が介護保険施設を利用することの課題、地方自治体が介護

保険を優先することの問題、収支が悪く十分な人員を確保できない課題等が出された。 
生活訓練実施事業所からは、事業の認知の不足、利用者の少なさ、有期限サービスによ

る課題、通所の意義、訪問を宿泊型のフォローとして位置づけてほしい、事業を廃止する

等が出された。 
 

その他、機能訓練に関する意見等の具体的回答内容 

・事業についての理解が乏しく、利用者が少ないように思います。期間が定められてい

ることで敬遠されがちのようにも感じます。事業で取り組んでいる内容はとても意義

のある大切なことばかりだと思うので病院、相談支援事業所、特別支援学校など関連

機関に知って頂けるよう努力しているところです。地域社会への復帰や社会参加には

自宅訪問や自宅周辺での訓練は必須だが、訪問訓練の人員配置までは困難です（報酬

をサービスで提供せざるを得ない）。 

・今回の回答では、機能訓練と生活訓練を区別してデータ抽出ができておりません。自

立訓練（機能訓練・生活訓練）全体での合算した数字となっていますので、あしから

ずご了承ください。 

・近隣に機能訓練事業所がなかったため、対象になる方のうち介護保険第２号被保険者

が介護保険施設を利用していた例が圧倒的に多い。これらの方々が高齢の方と同等の

機能訓練量を少ない、物足りない、機能向上を期待できない等から満足しにくく、障

害福祉サービスの訓練を希望するものの、介護保険優先とする市町村判断があるとこ

ろ。事業所は制度の優先等を遵守する立場ですが、障害のある方の各世代に合わせて、

機能訓練の必要量（月あたりの日数・時間数）のほかに訓練内容などの質も選択理由

にできると、障害福祉サービスの機能訓練を選択する幅につながるのではないかと実

感しています。介護保険の訓練負荷も障害福祉サービスの訓練負荷も、利用者のニー

ズに合致すれば効果を期待できますので、各サービスを適切に選択できる方法を検討

していただきたいです。 

・回復期リハビリテーションセンター病棟での入院期間が短縮される中で、外来リハも

難しく、介護保険施設の利用にもまだ年齢的にそぐわない方々に周知をお願いしたい
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と思います。MSW やケアマネージャー等への理解や手続きの短縮を希望します。１年～

１年半入所して、他の利用者との生活を通して、本人や家族の社会復帰への準備がで

きているようです。 

・(1)専門職の配置基準について、生活支援員１名、看護職員１名の基準は多機能型で定

員６名で運営している事業所としては、人件費の面で厳しい条件と思われる。定員を

上げる程、利用ニーズもないと考えられる。 

(2)有期限サービスで利用者の獲得に苦慮している。期間超過減算の計算もしながら、

ご利用者の希望に合わせて特例延長も行っているが、減算となってしまっては運営が

さらに難しくなる。特例延長終了後の延長についても、利用者に通知が行き問合せが

あるが説明が難しい。市からは「利用者が希望しているのを辞めさせるわけにはいか

ない」との返答であった。 

 

その他、生活訓練に関する意見等の具体的回答内容 

û 利用期間を病院等が状態に応じて決定できるようになればと思います。 
û 当事務所は、平成 30 年４月１日に開所した共生型デイサービスで、介護・障がい日

中一時支援サービスを行っています。まだ開所して間もないところで、データはほ

とんどありませんので参考にならないかも知れませんが、各サービスを利用者さん

がご利用になっておられます。 
û 生活訓練の幅が広く、個々の目標設定が難しい。 
û 生活訓練の２年間しばりでは、ほとんど必要な訓練は出来ません。精神の利用者は

特に感じます。 
û 就労移行支援の前段階として、生活訓練事業を取り入れている。 
û 私どもは多機能型で就労継続支援Ｂ型を併設しています。同じフロアで活動してお

り、それなりに就労しているとみなし工賃の区別なく同額で、Ｂ型の利用者さんも

文句を言う人はありませんので、施設側としては恵まれています。ただ、訓練が最

長３年というのが短すぎます。（個人によりますが。） 
û 個々の訓練プログラムも大切ですが、通所すること自体がその方にとって訓練にな

っている（ex.引きこもりの方）ケースもあるので、事業所側も「訓練」に捉える必

要があると思います。 
û 希望する方が少ない。事業所として成立できない。 
û 訪問については宿泊型終了後のフォローに活用できるような仕組みにしてほしい。 
û 必要なサービスとは思いますが法人代表アンケートに記載した理由から休止してい

ます。生活訓練に対する意見ではないかもしれませんが、実地指導等の際に、事業

所側の話を聞く時間ももうけていただき、ムダな事務を増やさない。ムダがあれば

なくしていくように動いていただきたいです。 
û 希望する方が少ない。事業所として成立できない。訪問については宿泊型終了後の

フォローに活用できるような仕組みにしてほしい。 
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３．クロス集計結果 

クロス集計をかけ 10%以上の差があるものを検出したところ、次のことに差異が認められ

た。（数が一桁のものは除外） 

 

（１）生活訓練、宿泊型 利用者の多くが知的障害者の事業所と精神障害者の事業所の差 

※全利用者に占める知的障害者数、精神障害者数が７割以上の事業所で分類 

 

１）職員数、加配率、定員数、実利用者数 

 ・職員数平均は 2.8 人で精神障害者が主の事業所が 33.3%多く、定員に対する加配率も

17.1%、実利用者数に対する加配率も 8.3%多い。平均値と中央値の比較では、職員数

はいずれも中央値の方が少なく知的障害者が主の事業所の方がその差が大きい。定

員に対する加配率はあまり差がない。一方で、実利用者数に対する加配率は、中央

値では知的障害者が主の事業所の定員に対する実利用者数がより少ないために加配

率が、精神障害者が主の事業所より多くなっていた。 

 ・定員数平均は精神障害者が主の事業所が12.9人で 20.6%、実利用者数も0.8人で 14.3%

多い。中央値との比較ではいずれも中央値の方が低いが、その傾向はより知的障害者

が主の事業所に顕著であった。 

 

 

  

２）利用時間、日数、人数 

・訓練・支援日数が「60日以上」と長いのは精神障害者が主の事業所である（11.7%差）. 

 

中央値値比較

職員数 定員数 定員数/6
加配率
（定員）

実績利用
者数

実績利用
者/6

加配率
（実績）

知的障害が多い事業所 1.7 8.0 1.3 1.3 1.8 0.3 5.7

精神障害が多い事業所 2.5 12.0 2.0 1.3 3.7 0.6 4.1

精神障害/知的障害 +47.1% +50.0% +53.8% +0.0% +105.6% +100.0% -28.1%

平均値比較

職員数 定員数 定員数/6
加配率
（定員）

実績利用
者数

実績利用
者/6

加配率
（実績）

知的障害が多い事業所 2.1 10.7 1.8 1.2 4.2 0.7 3.0

精神障害が多い事業所 2.8 12.9 2.2 1.3 4.9 0.8 3.4

精神障害/知的障害 +33.3% +20.6% +22.2% +8.3% +16.7% +14.3% +13.3%

60日以下

48.7 

60日以下

37.0 

60日以上

51.3 

60日以上

63.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

利用者に知的障害が多い

利用者に精神障害が多い
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・利用人数が「10人以上」のところが多いのも精神障害者が主の事業所である（23.3%差）。 

 

３）標準利用期間を超えて契約した人の割合 

精神障害者が主の事業所が上回っている（17.3%差）。 

 

４）評価について 

事業所独自の評価指標を使っている割合は、精神障害者が主の事業所がやや上回って

いる（13.1%差）。 

 

５）収支状況（事業活動収益とサービス活動費用の差） 

精神障害者が主の事業所に赤字が多い(21.7%差)。 

 

 

《まとめ》 

以上のことから、生活訓練では、知的障害者を主に対象としている事業所は事業規が

小さいところが多く定員充足率も悪い。その結果、利用者に対する職員数が多くなって

10人未満

51.0 

10人未満

27.7 

10人以上

49.0 

10人以上

72.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

利用者に知的障害が多い

利用者に精神障害が多い

いない

56.8 

いない

39.5 

1人以上

43.2 

1人以上

60.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

利用者に知的障害が多い

利用者に精神障害が多い

広く利用されている

評価指標を使用

56.8 

広く利用されている

評価指標を使用

39.5 

事業所独自の評価

指標を使用

43.2 

事業所独自の評価

指標を使用

60.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

利用者に知的障害が多い

利用者に精神障害が多い

赤字

65.8 

赤字

87.5 

黒字

34.2 

黒字

12.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

利用者に知的障害が多い

利用者に精神障害が多い
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いる。それにもかかわらず収支状況は精神障害者を主に対象としている事業所の方が悪

い。 

利用期間が標準より上回る利用者がやや多かったのは精神障害者を主に対象としてい

る事業所であった。評価については、精神障害者を主に対象としている事業所にやや独

自の評価指標を活用している傾向があったものの他の状況に差はなかった。 

以上の項目に差が表れたが、それ以外の大部分の項目で、知的障害者を主に対象とし

ている事業所と精神障害者を主に対象としている事業所の差異はみられなかった。 

 

（２）収支状況との関連性（ここでの収支は、事業活動収益とサービス活動費用の差であ

る） 

 

【機能訓練】 

１）専門職と収支差の関係 

・医療専門職の配置人数が多いほど赤字率が高い。 

医療専門職を３名以上配置している事業所は 64.7%になり、赤字経営の 76.5％が３

名以上の医療専門職を配置している。 

（黒字との差 23.6％） 

    

・福祉専門職の配置人数が多いほど赤字率が高い。 

福祉専門職を３名以上配置している事業所は 56.7%になり、赤字経営の 73.3％が３

名以上の福祉専門職を配置している。 

（黒字との差 33.3％） 

 

  

3名未満

23.5 

3名未満

47.1 

3名以上

76.5 

3名以上

52.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

赤字の事業所

黒字の事業所

3名未満

26.7 

3名未満

60.0 

3名以上

73.3 

3名以上

40.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

赤字の事業所

黒字の事業所
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２）事業定員数から見える収支状況 

・定員数が少ないほど赤字率が高い（黒字との差 16.2%）。 

 

 

３）１日の利用実数から見える収支状況 

・１日の利用実数が少ないほど赤字率が高い（黒字との差 14.4%）。 

 

 

《まとめ》 

機能訓練事業の状況からは、赤字経営の事業所の多くが医療専門職及び福祉専門職を

３名以上配置している事が分かる。また、その赤字経営の事業所の６割は定員数 20 名以

下の事業所で、７割は利用実数５名以下の事業所となっている事から、定員数が少なく

利用実数が少ない事業所においても配置基準を上回る一定の専門職を配置しており、そ

のことにより一層赤字が膨らんでいることが分かる。また、収入から指定管理料や法人

内繰り入れ金を除くとその状況はさらに拡大する。このことから専門職の必要性の高さ

が伺える。 

 

  

20人未満

60.0 

20人未満

43.8 

20人以上

40.0 

20人以上

56.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

赤字の事業所

黒字の事業所

5名以内

70.0 

5名以内

55.6 

5名以上

30.0 

5名以上

44.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

赤字の事業所

黒字の事業所
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（３）一日の利用者数と職員数の関係 

【機能訓練】 

・一日の利用者実数が多いほど職員配置が多い。 

 

・定員 20名以上事業所の平均定員は 31.2 人、１日の利用実数平均は 13.0 人、サービス

提供職員数は 8.3 人となる。平均定員では職員１人当たりの利用者数が 3.8 人、利用

実数では 1.6 人となる。一方、定員 20名未満の事業所の平均定員は 9.9 人で、１日の

利用実数平均は 3.2 人、サービス提供職員数は 3.5 人となる。平均定員では職員１人

当たりの利用者数が 2.8 人、利用実数では 0.9 人となる。 

 

 

【生活訓練】 

一日の利用者実数が多いほど職員配置が多い。 

 

  

職員5名以内

71.4 

職員5名以内

28.6 

職員5名以上

30.0 

職員5名以上

70.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1日の利用者数5名以内

1日の利用者数5名以上

9.9

3.2 3.5

31.2

13.0

8.3

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

平均定員 １日の利用実数平均 サービス提供職員数平均

定員20名未満 定員20名以上

職員5名以内

77.0 

職員5名以内

23.0 

職員5名以上

38.5 

職員5名以上

61.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1日の利用者数5名以内

1日の利用者数5名以上
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・定員 10名以上事業所の平均定員は 16.4 人、１日の利用実数平均は 7.2 人、サービス

提供職員数は 3.5 人となる。平均定員では職員１人当たりの利用者数が 4.8 人、利用

実数では２人となる。一方、定員 10 名未満の事業所の平均定員は 6.2 人で、１日の利

用実数平均は 2.6 人、サービス提供職員数は 1.8 人となる。平均定員では職員１人当

たりの利用者数が 3.4 人、利用実数では 1.4 人となる。 

 

○医療専門職の加配状況 

   定員 20 名未満の機能訓練事業所で医療専門職が３名以上配置している事業所が

45.3%、定員 10 名未満の生活訓練事業所で医療専門職が２名以上の配置している事業

所が 38.5%であった。 

【機能訓練】 

 

【生活訓練】 

 

 

《まとめ》 

サービス提供職員と定員の比率では、機能訓練、生活訓練のいずれも平均定員が少なく

実利用者数が少ない事業所ほど利用者に対する職員比率が高くなっている。 

定員数の少ない事業所でも医療専門職が配置基準を超える複数名配置されている事業所

が多くあり、利用者１人当たりの医療専門職配置率が高くなっている。このことから、機

能訓練、生活訓練のいずれにおいても医療専門職が必要とされていることが分かる。 

6.2

2.6
1.8

16.4

7.2

3.5

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

平均定員 １日の利用実数平均 サービス提供職員数平均

定員10名未満 定員10名以上

医療専門職3名未満

54.2 

 

医療専門職3名以上

45.8 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

定員20名未満

医療専門職2名未満

61.5 

 

医療専門職2名以上

38.5 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

定員10名未満
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Ⅲ．ヒアリング調査結果 
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１．事業所へのヒアリング  

 

（１）目的 

事業所に訪問してヒアリングを行ない、利用者の状況、訓練プログラム、評価手法等の

実態や、課題等について、アンケート調査だけではわかりにくい内容を具体的に把握し、

実態を明らかにする。 

 

（２）対象事業所 

自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、宿泊型自立訓練、基準該当、共生型自立

訓練事業所を対象に、それぞれ複数を選出し、全 17 事業所へヒアリングを実施した。選出

にあたっては、一般的な事業所以外にも、特定の障害を対象にしている事業所や、特徴あ

る取り組み、独自の運営を行っている事業所も含めた。 

また、指定や基準該当の事業所以外にも福祉センターで取り組んでいるところにヒアリ

ングすることができたので「事業所 18」として参考までに報告する。 

 
（３）事業所一覧 

番号 
 法人種別  事業種別 

ヒアリング選定理由 

１ 機能訓練事業所① 

社会福祉法人 機能訓練 

子どもから高齢者まで対応する事業所、地域リハを基本に開

設 

２ 機能訓練事業所② 
社会福祉法人 機能訓練 

地域資源が少ない地域に開設した事業所 

３ 機能訓練事業所③ 
社会福祉法人 機能訓練（多機能型）事業 

聴覚障害の方を対象としている数少ない事業所 

４ 生活訓練事業所① 
地方自治体 生活訓練 

人口規模の小さい都道府県にある、数少ない同種事業所 

５ 生活訓練事業所② 
社会福祉法人 生活訓練 

人口規模の小さい都道府県にある、数少ない同種事業所 

６ 生活訓練事業所③ 

特定非営利活動法人 生活訓練 

本人を中心とした支援をしながら地域も拓く生活訓練事業

所 

７ 生活訓練事業所④ 
特定非営利活動法人 生活訓練 

訪問を多く行っている事業所 

８ 
生活訓練、宿泊型

事業所① 

公益財団法人 宿泊型、生活訓練 

多職種のかかわりで短期間での地域移行支援を実現 
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番号 
 法人種別  事業種別 

ヒアリング選定理由 

９ 
生活訓練、宿泊型

事業所② 

医療法人社団 宿泊型、生活訓練 

人口規模の小さい都道府県にある、数少ない同種事業所 

１０ 
生活訓練、宿泊型

事業所③ 

社会福祉法人 宿泊型、生活訓練 

宿泊型自立訓練と生活訓練を併設している代表的な事業所 

１１ 宿泊型事業所① 

社会福祉法人 宿泊型（知的） 

児童養護施設からの若年者を多く受け入れ自立支援を行っ

ている 

１２ 宿泊型事業所② 

医療法人社団 宿泊型 

医療観察法の人なども受け入れ、２年以内に次に繋ぐ支援を

行っている 

１３ 共生型事業所① 

特定非営利活動法人 共生型 

富山型として介護保険サービスをベースとしつつ、自立訓練

も実施している 

１４ 共生型事業所② 

特定非営利活動法人 共生型 

聴覚障害に特化して様々な年齢層に自立訓練を実施してい

る 

１５ 基準該当事業所① 

有限会社 基準該当機能訓練 

介護保険事業所。地域に指定事業所がなく、利用者の機能訓

練ニーズに応えるかたちで開設 

１６ 基準該当事業所② 
有限会社 基準該当機能訓練 

指定事業所がない地域の基準該当施設として選定 

１７ 基準該当事業所③ 

有限会社 基準該当生活訓練 

主として精神障害者に対し、相談支援や地域定着を組み合わ

せて自立訓練を実施している 

１８ 福祉センター 

その他  

身体障害者福祉センターＢ型で、障害福祉サービス以外の

形で機能訓練を実施している 
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（４）ヒアリングから見えてきた課題 

・対象者については、重度の身体障害を持つ方が利用される場合、職員が少ないことか

ら利用日の調整が必要。また医療保護観察者の利用は、単価が高く収支向上になるが、

十分な職員配置やリスク管理が必要である。 

・支援プログラムのうち、外出プログラムは職員が少ないことから実施が難しく、特に

社会生活力プログラムは、機能訓練・生活訓練・宿泊型では実施されていたが、他事

業所ではプログラムとして行なうというよりも、日中過ごす中で個別の対応として行

なわれていた。 

・利用期間については、機能訓練系の事業所から、進行性疾患のように身体の変化に応

じた段階毎の支援のために、複数回の利用を認めて欲しいとの意見や、利用期間を延

長する代わりに定期的な更新を行なうなどの意見が出された。一方、生活訓練系から

は、利用期間の延長は利用目的が変わる場合があるので２年でよい、と意見の違いが

見られた。 

・訪問については、どの事業所も必要性を認めているが、職員が少なく十分な対応はで

きていない。 

・評価については、機能訓練系のＰＴ・ＯＴが居る事業所は、ＦＩＭや独自の評価書を

加えているが、多くの事業所は評価を数値化できない、すぐ目に見える結果・成果を

出すことは難しいとの意見。実情は個別支援計画の結果を外部機関と共に検証してい

る。また評価指標の提案として、地域への移行実績、追跡における地域生活継続の状

況、地域移行に向けたサービス利用期間の短縮、地域との連携が出された。 

・地域連携については、自立訓練自体が一般的にも福祉業界でも認知度が低く、特に相

談支援専門員や介護支援専門員との連携が必要。また利用終了後の地域の社会資源が

少なく、頸椎損傷等重度の方の支援機関がないとの意見も出された。 

・経営面については、すべての事業所から赤字で他事業からの補填を受けていることか

ら、報酬等の変更が必要である。具体的には支援困難な方を受けた場合や、リハビリ

テーション加算のリハビリテーション実施計画書は看護師でも書けることから、理学

療法士・作業療法士雇用のメリットがないので、常勤必須に看護師または理学療法士・

作業療法士とすべき、との意見が出された。また基準該当事業所からは、介護保険と

の報酬単価の差を付けて欲しい。共生型からは、ボランティアの協力がないと厳しい

との意見が出された。 
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【事業所ヒアリング結果一覧】 

 

①実施プログラムの特
徴

④評価方法と評価指
標について

事業 実施プログラムの特徴
社会生活力プログラム
の実施状況・実施方法

社会生活力プログラム
の実施方法

社会生活力向上を目
的とするプログラムの
実施上の課題

地域移行に際しての連
携先

利用者獲得の際の連
携先

訓練・支援の効果を利
用者や関係機関に説
明する際の施設独自
等の評価方法

1 機能訓練事業所①

・実生活に使える機能
訓練がメイン。
・POTが配置されてい
ること。

・体系付けていない
が、個別の一般交通機
関利用訓練や、復職を
考えるグループプログ
ラムなど用意している。

・個別やグループで実
施している。以前は定
期的に行なっていた
が、現在は諸事情で個
別がメイン。
・OBの参加もある。
・テキストは以前使用し
ていたが、現在は参考
程度。

・グループワークで実
施したいが、来所日が
限られてしまうと、日に
よって参加が偏ってし
まい、経営が厳しくなる
ことから、個別をメイン
にしている。
・対応する職員のスキ
ルをどう向上させていく
か。

・生活介護（同法人及
び市内の他法人）　介
護保険のデイ　就B
就労移行　地域活動支
援。

・回復期リハ訪問　包
括支援センター（市内
及び近隣市）　地域の
ケアマネ　圏域の相談
支援専門員　圏域の福
祉事務所。

・独自の評価書（FIM修
正版　7段階評価）　利
用者に応じて「老健式
活動能力指標」「ADOC
（OTが使用する）」など
も使用。
・本人や行政・相談支
援に報告している。

2 機能訓練事業所②

・Ｈ３０，１１月から就労
継続Ｂの事業をスター
トした。今のところ利用
者はいないが機能訓
練事業利用後からの
就労継続Ｂの移行もあ
りえる。また、併設の老
人保健施設で洗濯や
清掃などの障害者雇
用もしており、そこで就
労ができる可能性もあ
ることから将来的な目
標が持てる。

・近県の機能訓練事業
を実施している施設を
見学した時に自主トレ
のメニューも大事なこと
がわかり、自主トレに
向けたメニューを取り
入れたりしている
また、近県の機能訓練
事業を実施している施
設のコース別プログラ
ムを参考にして個別の
ニーズに対応していき
たい。

・自主トレをプログラム
としている。

・利用者のニーズに
あったプログラムを考
えたいが、現在の利用
者６名の状況に違いが
あり難しい。

・市に相談支援事業が
４か所あり、特に社会
福祉協議会が運営して
いる相談支援事業所と
の連携が多い（利用者
が社協の事業所を選
ぶことも多い）

・市に相談支援事業が
４か所あり、特に社会
福祉協議会が運営して
いる相談支援事業所と
の連携が多い（利用者
が社協の事業所を選
ぶことも多い）

・身体状況では体重や
握力などの1ヶ月1回の
体力測定で評価してい
る。
・高次脳機能障害の評
価はコース立方体など
一般的な評価を実施し
ている。

3 機能訓練事業所③

・本事業所では、中途
失聴者・難聴者を対象
とした自立訓練を実施
している。
ストロングポイントは、
支援者が難聴者・ろう
者の当事者を含めた
体制であること、手話
や補聴機器の活用な
どとともに、視覚的にも
分かりやすい方法を駆
使して、意思疎通に関
するプログラムが充実
していることである。
・難聴当事者の言語聴
覚士が、自らの体験も
含めて読話指導に当
たっている。
・筆記や文字による情
報提供ができる自立訓
練室がある。
・利用者のニーズに基
づいてカリキュラムを
組むので、特にない。
・対象地域が広域で
あったり、利用者が高
齢であることから、送
迎が重要である。その
ため、自立訓練のみな
らず、併設している地
域活動支援センター、
生活介護、就労支援事
業B型の送迎も含め
て、ご利用いただいて
いる。

・４～５人のグループ
ワークを中心に実施し
ている。
・手話学習について
は、厚生労働省手話奉
仕員養成テキスト使用
している。

・地域に設置された障
害者相談支援センター
の聴覚障害者に対応し
ている職員と、随時情
報交換している。

・「耳のこと何でも相談
会」や「聞こえのサロ
ン」等を開催し、参加さ
れた難聴者が当事者
団体に繋がったり、自
立訓練事業に繋がった
りと、中途失聴・難聴者
の幅広い掘り起しを
行っている。

②社会生活力プログラムの実施状況・実施方法 ③関係機関との連携について
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対象は主にどのような
利用者か

施設入所支援だからこ
そできること

標準利用期間を越える
理由

重複障害や複数疾患
の利用者対応における
大変さ

地域に十分な受け入
れ先（地域資源）があ
るか

訓練を受けた利用者
の雇用事例・今後の計
画

「主な日中活動なし」の
方の生活　社会参加し
ていると思われるか

・片麻痺の男性が主で
あったが、今は女性が
多い（片麻痺・パーキン
ソン）。
・60歳代の利用希望も
あるが、行政の方で介
護保険にされてしまう。

・通所施設なので、非
該当。

・目標（就労や単独外
出）達成できなかった
ので延長した。

・複数回の利用希望が
あり、近隣市はOKで
あったが、当該市は駄
目であった。
・対応する職員が少な
いので、重度の方の利
用が同じ日に重ならな
い様にしている。
・当該市は移動支援が
OKになっているが、行
なう事業所が少ない。

・身体の方の就労継続
AやBが少ない。

・現在のところ予定無
し。

・生活介護につなげた
いが拒否され、訪問リ
ハ・訪問看護・訪問マッ
サージの利用のみで社
会参加できていない。
特に訪問リハの担当者
の考えが課題。担当ケ
アマネとは連絡を取り
合っているので、今後
も支援していく。

・現在の利用者６名
　　１、視覚+右麻痺+
高次脳　　３０代
　　２、難病　２０代
　　３、ＣＶＡ　３０代
　　４、ＣＶＡ　４０代
　　５、ＣＶＡ　５０代
　　６、ＣＶＡ　５０代
　手帳が発行されるま
で介護保険の制度を
利用していた人もいる

・特記事項なし ・昨年度からスタートし
たのでまだ利用期間は
超えていない

・てんかん発作があり
大変な状況ではあった
が、事業所には看護師
を配置しており、更に
は近くに当法人の診療
所があるのため受診で
きるので良い。

・まだ、機能訓練事業
を終了した方がいない
が、就労継続Ｂ型の事
業所がある。

・機能訓練事業からは
雇用事例はないが、併
設の老人保健施設で
障害者雇用をしてい
る。

・特記事項なし

・通所方式で、週に1回
～4回通ってこられる。
年齢は、５０歳以上が
多い。
利用者は中途失聴者・
難聴者で、コミュニケー
ション手段は筆談、補
聴器、手話と多様であ
る。

18か月では本人の納
得する成果が得られな
い（期間内に十分「自
立」に繋がる訓練はで
きない）

生活拠点を持ったまま
自立訓練に通所してい
るので、自立訓練修了
後は、併設している生
活介護、就労支援Ｂ型
に移籍し、同障者との
交流や手話に触れる
機会を継続している。
自立訓練後の居場所
ができたら、そこを中
心に取組みの中に「自
主的なサークル活動」
を位置づけ、自立訓練
で学んだコミュニケー
ション手段等を継続し
て学ぶ取組みを続けて
いる。また当事者団体
にも関わって生活され
ている。

⑤利用者像 ⑥終了後の生活拠点・活動場所について



138 

 
 

 

 

事業
持ち出しで行っている
サービスの有無・理由

平成30年度からの制
度をいち早く取り入れ
た理由

重視点上位3つを選ん
だ理由

その他の項目で気に
なったもの

復学・進学に向けた支
援実施・実施の工夫点

訪問による支援の必要
性と効果、実施上の課
題

1 機能訓練事業所①

・地域の就労移行支援
が充実していなかった
こともあり、受給者証
切れているが、半年の
間復職支援を行なっ
た。

・取り入れていない。 ・「身体機能の維持・向
上」は手段であって目
的ではない事から外し
た。これを使う事で「３・
４・６」が達成できる。

・進行疾患の方や若年
の方は「これからの人
生を考える支援」が必
要。
・精神疾患の方は発達
障害の方は「自己管理
能力支援」が必要。

・対象者はいない。 ・2ヶ月に1回程度実
施。
・外出訓練や家事訓練
を在宅に結びつける
為、住宅改修も含めた
訪問は必要。
・実施の際は職員が取
られてしまい、残った
方々に十分な支援が
出来ない。

2 機能訓練事業所②

・特記事項なし ・機能訓練事業２０名
⇒機能訓練事業10名
と就労継続Ｂを10名と
した。
　市の人口が5万人な
ので行政と相談して決
めた。

・機能訓練事業なの
で、まずは機能の維持
向上やＡＤＬの向上で
ある。
　管理者、サビ管がＰＴ
であり、利用者からも
求められている。

・社会生活力の向上も
考えたが、プログラム
化していくのが難しい。

・特別支援学校からの
見学会を実施した。
・特別支援学校の卒業
生を法人の老人保健
施設で5名障害者雇用
した。

・訪問は考えていない

3 機能訓練事業所③

・家庭での暮らし方、地
域の人々との交流、く
らしにおける役割の確
立、等の日常生活にお
ける質の維持、向上を
目指している。自立訓
練修了後は自主的な
サークルに参加し、同
障者との交流や手話と
の関りが途切れないよ
うに配慮している。
・中途失聴者・難聴者
の場合、きわめて重要
な評価要素だと考え
る。ADLを中心とした評
価と共に、人として生き
るうえで重要な「意思疎
通に関する評価」も基
準内に加えるべきと考
える。

⑦加算の届出状況について ⑧自立訓練を行う際の重視点
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⑨職員育成・研修につ
いて

⑩課題 ⑪今後の意向と理由
⑫共生型、基準該当の
実施

⑬経営状況について ⑭その他

職員に対してどのよう
な研修が重要と思うか

上位３つの課題を選択
した理由

自立訓練に対する今
後の思い

共生型、基準該当の実
施・非実施理由

給付費だけで事業運
営ができているか
他事業からの補填状
況

・就労支援の研修。
・基本的な障害の理
解。
・障害特性による機能
訓練の知識。

・送迎があれば利用し
たい人が居る。
・人件費で赤字。
・利用期限を3年にして
欲しい。その代わり更
新は1年毎に行ない必
要性を確認して欲し
い。

・事業として成り立つ様
にしたいが、現状は成
立していない。

・実施しない。介護保
険に基準が合ってしま
うと、在宅サービスなど
の提供が出来ない。

・給付費だけでは運営
できていない。多機能
型なので、就労継続B
からの補填が大きい。

・機能訓練の事業所で
あるにも関わらず、常
勤必須の中にPOTが
入っていない。リハ加
算は常勤必須の看護
師でも書けることから、
POT雇用のメリットは
無い。この事から常勤
必須に看護師または
PTOとすべき。
・進行性の疾患（筋ジ
ストロフィー・脊髄小脳
変性症・CPの二次障
害など）の方は身体移
動能力の変化に応じた
段階ごとに支援が必要
なので、柔軟な支給決
定が必要。
・もっと自立訓練のこと
をPRして欲しい。

・高次脳機能障害の研
修、福祉用具の研修、
権利擁護などの研修

・地域として資源がな
く、他の地域や他県に
行ってしまう。
・評価で困っている。

・目的別やコース別に
分け社会生活力プログ
ラムを行いたいが、利
用者が6名しかいない
ため、グループとして
の対応が難しい。また
職員も対応ができな
い。

・富山県（富山方式）は
その県のニーズに合せ
ているので、当事業所
も市のニーズに合せて
いる。法人の理念に
は、共生、共感、共創
をあげている。

・機能訓練事業だけで
は運営できない。法人
全体での事業運営であ
る。

・市には回復期病院が
ないことや地域での障
害者の把握もできてい
ない。その上、機能訓
練事業のことも知らな
い人も多いので介護保
険事業者にも広報をし
ているがなかなか利用
者が集まらない。鉄道
もあるが駅の階段の問
題や幹線道路のバス
の廃止で交通が不便
で送迎しないと通えな
い。
・脊損などの方の支援
機関がないので相談も
こない。他の地域や他
県に行っているのでは
ないかとのこと。
・退院後、手帳ができ
るまでの期間は介護保
険を利用することにな
るが、一旦介護保険を
利用後に機能訓練を
進めても機能訓練を希
望しなくなる。もっと機
能訓練事業をスムーズ
に利用できればよい。
・標準利用期間1年半
だが、それ以上必要な
人もいるので考えてほ
しい。利用できる期間
が短いし、結局は介護
保険サービスの利用に
なるので機能訓練を望
まない方もいるのでは
ないか。

・機能訓練の職員配置基準

に、看護師を常勤で配置する

こととなっているが、中途失聴

者・難聴者を対象とした自立訓

練においては、意思疎通、情

報活用、心理、等の訓練が中

心であり看護師が関与する訓

練は少ない。そのことから、中

途失聴者・難聴者を対象とした

自立訓練の職員配置について

は、看護師の配置を任意とし、

意思疎通訓練に係る聴覚障害

のある指導者、手話指導の有

資格者(手話通訳士等)、また

は言語聴覚士の常勤配置、パ

ソコンインストラクターの配置

等、配置基準を見直す必要が

ある。

・第１は、通所による機能訓練

利用者の場合、毎日通所する

人が少ないことから、１年半の

訓練期間を３年間まで延長で

きる（期間が延長されても減算

対象とならない）弾力的運用が

課題である。

第２に、訓練を必要とする利用

者の掘り起こしや動機付けを

行うため、医療機関、相談支援

事業所との連携の強化が課題

である。

第３に、中途失聴者・難聴者の

場合、高齢でもあることから、

送迎の確保が必要である。

・社会の中で難聴に対する理

解が浅く、当事者にもあきらめ

の感が根強い。そのため、難

聴ということで、何かに取り組

んで、生活の質を上げるという

行動に結びつかず、ましてや

障害サービスの利用を知るこ

とも、思いつくこともない社会の

状況がある。

・地域や家庭で孤独に
暮らしていた難聴者
が、訓練の利用を開始
することで、「探してい
た場所に出会えた」と
言う難聴者がいる。こ
れは、それほど地域に
は「聞こえない事」につ
いての理解がなく、訓
練で学ぶ内容が有意
義で、同障者集団の必
要性の表れと思われ
る。
・認知度の向上のため
には、医療機関の理解
と協力を進める必要が
ある。医療は病気を治
すのが目的であるが、
「聞こえない」「聞こえに
くくなった」ことから起こ
る生活の質の低下、精
神的な負担等、メンタ
ルも含めた人の豊かな
生活の向上を捉えてい
ないと思われるからで
ある。

自立訓練単独での事
業運営は困難と思わ
れる。就労継続支援Ｂ
型、生活介護、自立訓
練の3事業を併設して
運営することで、職員
の配置、事業の運営が
成り立っている現状が
ある。
また、自立訓練修了者
が継続して利用できる
事業があることで、訓
練修了後も継続したコ
ミュニケーション手段の
習得、豊かな暮らしに
結びつく取組みができ
ることになる。

中途失聴者・難聴者は、聴力

が軽度から重度までであるこ

と、失聴の時期が若年期から

老年期までであること、その結

果コミュニケーション手段が多

様であること等、訓練ニーズの

個別性が強い。また、当事者

団体につながっていない人も

多く、その結果「訓練を知らな

い」、「訓練の効果がわからな

い」といった人も多い。

　更に、介護保険が利用できな

かったり、地域のサロン活動、

介護予防事業等に参加して

も、聞こえないことから孤立す

る等、施策の谷間に置かれて

いる状況にある。

そのため、①聞こえに困難を

感じている人が、気軽に集い、

相談できる機会として、「聞こえ

の相談会」「コミュニケーション

教室」「リハビリテーション講

座」と称した集いをきめ細かく

開催すること、②手続きが簡便

で弾力的に参加できるよう、聴

覚障害者情報提供施設等にお

いて、中途失聴者・難聴者を対

象とした自立訓練プログラムを

実施すること、③地域のサロン

活動、介護予防事業等にヒヤ

リングループ、要約筆記等の

補聴機器の設置を促進するこ

と、等が必要である。

上記①から③の取り組みを通

じて、自立訓練を啓発し集中的

な訓練を希望する場合は、自

立訓練につなげるというよう

に、自立訓練以外にも中途失

聴者・難聴者が参加できる多

様な形態を準備することが大

切だと考える。
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①実施プログラムの特
徴

④評価方法と評価指
標について

事業 実施プログラムの特徴
社会生活力プログラム
の実施状況・実施方法

社会生活力プログラム
の実施方法

社会生活力向上を目
的とするプログラムの
実施上の課題

地域移行に際しての連
携先

利用者獲得の際の連
携先

訓練・支援の効果を利
用者や関係機関に説
明する際の施設独自
等の評価方法

4 生活訓練事業所①

・就労移行支援との共
同プログラムがある…
就労移行支援を希望
する利用者が事前に
生活訓練を利用する中
で就労移行支援を体
験することができる。
・就労移行支援と合同
でコグトレ(認知機能強
化・作業訓練)を行って
いる。
・１回／月　発達障害
専門家（坂井聡先生）
による相談を行ってい
る。
・ＳＳＴ、ＳＳ学習会を、
集団、個別ともに行っ
ている。
・手摺、スロープを設置
し、車いす者等の身障
者に対応できるように
している。
（訓練室には段差あり)
・温室、広い園芸ス
ベース、体育館、グラ
ウンドが併設されてい
る。
・居室は個室化されて
いる。（児童課は相部
屋あり）
・お盆、台風時も事業
を行っている（台風時、
警報が出れば送迎は
中止）。

・社会生活プログラム
として、「自分への理
解」「生活技術」「作業
への取り組み」「危機
管理」「コミュニケーショ
ン」「社会との関係」の6
つの項目に分けてプロ
グラムを展開しており、
体系化している。

１．生活技術プログラ
ム…１回／週程度　マ
ニュアルに基づき行
う。
２．学習プログラム…
座学⇒１～２回／週程
度　体験⇒振り返りの
サイクルで行っている。
外出は集団では公用
車、個別では電車、路
線バス利用体験を行っ
ている。
３．対人関係支援…１
回／週　ＳＳＴ、個別Ｓ
ＳＴ、ＳＳ学習会等。個
別SSTは随時必要に
応じて実施。
・「社会生活力プログラ
ム・マニュアル（知的・
発達・高次脳）」を活用
し、アレンジして実施し
ている。（テーマは身の
回りの管理に関するこ
とが多い）

・個人差が大きいため
にグループワークが行
いにくい。
・繰り返しが必要。効果
は感じられるが数値化
しにくい。

・協議会との事例共有
はない。
・園芸活動にボランティ
アに参加してもらってい
る。

・毎年、特別支援学校
（知的）から２人／年程
度の実習を受け入れて
おり、H30年度は 1人
が利用開始となった。
最近は、就労移行支援
につながるのが難しい
重度者が紹介されるよ
うになってきている。

・アセスメント表を活用
している。
・変化は感じられるも
のの数量化は難しい。

5 生活訓練事業所②

・入所利用ができるた
め、生活全般を知った
うえで支援できる
・作業活動が充実して
いる（クリーニング、園
芸）
・ＳＳＴを行っている
・寮は生活介護利用者
と一体であるが、生活
訓練は利用者減により
個室対応ができてい
る。
・プール、体育館が併
設されている。

・社会生活力プログラ
ムとして体系づけては
いないが、社会生活力
の向上を図るための支
援として外出、買い物、
金銭管理等を行ってい
る。

１．外出…１回／月　半日　近く

に停車する市の巡回バスでの

外出練習。まずは職員が同行

し、その後単独行動での訓練

につなげていく。

２．買い物…外出とは別に買い

物に行く。計画を立てて購入す

る

３．金銭管理…入所利用者は

一定額を自己管理してもらい、

毎日職員がチェックし指導して

いる。管理能力が高いと金額を

増やすこともある。

４．自転車訓練…施設内の

コースを練習する。利用者との

会話の中で交通ルールの理解

を確認する。年一回交通安全

協会による安全講習を実施し

ている。

※就労、外出に有効な手段と

して訓練に取り入れている。

５．市役所等の利用体験…自

転車で市役所に行き手続等の

体験をする。

・現在は利用者が１名であるた

め、２～５は適宜行う個別訓練

となっている。サビ管と担当支

援員で相談し、個別支援計画

に基づき実施している。他の職

員の応援もある。

・マニュアルはない。利用者の

レベルの差が大きいため、マ

ニュアル化が難しい。個別訓

練が中心となるため方法等は

担当職員の力量にゆだねられ

ている。

・評価、効果測定がし
にくい。急にスキルを
獲得する場合もあり、
獲得したスキルが訓練
による成果であるか言
い切れない。
・生活訓練の役割が不
明確である。そのた
め、何をもって成果と
するかがわかりにくい。

・法人内の相談支援セ
ンターが自立支援協議
会の運営も行ってお
り、法人全体としては
自立支援協議会と困
難事例をほぼ共有して
いる。現在の生活訓練
に対象ケースはない
が、必要があれば自立
支援協議会に取り上げ
ることができる。

・県内の特別支援学校
（知的）とは良好な関係
があり、併設の就労継
続Ｂ型事業への実習
生の受け入れ等もして
いる。ただし、生活訓
練に対して生活の場所
に困るケースの受け入
れ先という意識が強い
ためミスマッチングが
起きている。
・地域の回復期病院や
介護支援専門員・老健
施設との連携はない。

・生活訓練、就労継続
Ｂ、生活介護共通のア
セスメント表を独自に
作成しており、社会生
活面も細分化し項目立
てている。５段階で評
価している。３か月に１
回のモニタリングに活
用している。外部用に
は活用していない。

②社会生活力プログラムの実施状況・実施方法 ③関係機関との連携について
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対象は主にどのような
利用者か

施設入所支援だからこ
そできること

標準利用期間を越える
理由

重複障害や複数疾患
の利用者対応における
大変さ

地域に十分な受け入
れ先（地域資源）があ
るか

訓練を受けた利用者
の雇用事例・今後の計
画

「主な日中活動なし」の
方の生活　社会参加し
ていると思われるか

・傾向としては、１８～４
０歳程度で障害支援区
分３～４程度の知的障
害が中心である。発達
障害、身体障害、精神
障害を重複している場
合もある。
・相談支援事業所から
の紹介が多いが、学
校、地域生活定着支援
センターからの相談も
ある。

・通所ではなかなかわ
かりにくい生活の全体
像が確認でき、昼夜通
して支援ができる。
・日中の訓練を生活場
面で試みることができ
る。

・ない ・ない ・相談支援事業所との
連携が主となってい
る。
・入所利用者の進路は
Ｇ．Ｈ中心、入所時から
GHと利用の方向性が
出ているケースが多
い。GHの空きが少ない
こと、また、利用者の
特性から、受入を断ら
れるケースもあり、結
果、施設入所利用とな
る事がある。通所利用
は、生活介護、就労継
続Ｂか就労移行支援。

・ない ・不明

・現在は一人しか利用
していないが、これまで
の傾向としては、１８～
５０歳程度で障害支援
区分２～４程度の知的
障害が中心である。発
達障害や統合失調を
重複している場合もあ
る。
・相談支援事業所から
の照会が多いが、最近
では、地域定着支援セ
ンターや矯正施設から
の相談がある。
・生活訓練⇒就労移行
支援⇒就職という利用
者は過去には多かった
ものの、最近では、生
活の場がなく生活介護
入所は区分が低く利用
できないケースが多く
なっている傾向にあり、
就労移行支援にはつ
ながりにくい。
・利用後は、家族が利
用者の生活の困難さを
行政に伝え生活介護
入所利用となることが
多い。そのため、自立
度が改善され区分が
下がることを家族が喜
ばないために、職員も
生活訓練の意義を見
出しにくくなっている。

・通所ではなかなかわ
かりにくい生活の全体
像が確認でき、昼夜通
して支援ができる。
・通所ではほとんど保
護者と会うことがない
が、週末帰省等の機会
を通して保護者との関
係づくりができる。

・１人延長があった
ケースは、精神病院に
入院していたため家族
の受け入れに不安が
強かったために、受け
入れてもらうのに時間
がかかったため延長と
なった。

・精神障害者で薬を拒
むケース、発達障害で
問題行動があるケース
等がいる場合に対応に
苦慮している

・Ｇ，Ｈが足りない。地
域にあるＧ．Ｈの多くは
法人内の利用者しか
受け入れてもらええな
い。法人内のＧ．Ｈを増
やすことも考えている。

・生活訓練⇒就労移行
から掃除の仕事で雇用
した。しかし、自閉傾向
が強く半年で退職し
た。

・異性と同居生活して
いる事例がある。家事
をしているかは不明。

⑤利用者像 ⑥終了後の生活拠点・活動場所について
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事業
持ち出しで行っている
サービスの有無・理由

平成30年度からの制
度をいち早く取り入れ
た理由

重視点上位3つを選ん
だ理由

その他の項目で気に
なったもの

復学・進学に向けた支
援実施・実施の工夫点

訪問による支援の必要
性と効果、実施上の課
題

4 生活訓練事業所①

・ない ・ない ・７、２、９
・９は、失敗体験を重
ね褒められてきていな
い利用者が多く、うつ
傾向の人もいる。ＳＳＴ
等で日々の訓練の中
で、失った自信を回復
させていくことが必要と
感じている。

・１１は大切である。
・仲間づくりは、まずは
そのための基礎作りが
大切、相手との距離感
や、相手や自分の気持
ちを考えられるようにな
るための支援が必要。

・ない ・途中で引きこもりと
なったケースがおり、し
ばらく訪問した。通所で
きるようになり就労移
行支援事業につながっ
た。訓練時間外にも訪
問したが、単発（訪問
の対象者が1名で短期
間）であったため支援
できたが、３人のマン
パワーではプログラム
もある中で対応できに
くい。

5 生活訓練事業所②

・ない ・ない ・３、８は入所利用の中
でできるので重要と思
われる。

・３、６、１４以外には、
４、７、８が重要である
・仲間づくりは大切だと
考えている

・ない ・単身者で、本人の発
言のみではなかなか確
認ができず、訪問によ
り生活場面を実際に確
認する必要があった
ケースがあった。通常
は通所で支援できてお
り必要性を感じていな
い。

⑦加算の届出状況について ⑧自立訓練を行う際の重視点
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⑨職員育成・研修につ
いて

⑩課題 ⑪今後の意向と理由
⑫共生型、基準該当の
実施

⑬経営状況について ⑭その他

職員に対してどのよう
な研修が重要と思うか

上位３つの課題を選択
した理由

自立訓練に対する今
後の思い

共生型、基準該当の実
施・非実施理由

給付費だけで事業運
営ができているか
他事業からの補填状
況

・ＳＳＴ（ファーストレベ
ル）の受講は新人、転
入者は必須としてい
る。
・コグトレ研修１回／年
・強度行動障害・構造
化についての研修１回
／年

・６、５、１２が課題であ
る。
・１３も課題、３コースあ
るものの送迎エリアに
よっては希望に応えら
れないケースもある。

・利用者の獲得が課題
である。
・性犯罪等いろいろな
ケースが来るように
なった。県立ということ
もあり、民間では受け
きれない利用者を受け
る責務があり、利用人
数は少ないが存続の
必要性は高いと感じて
いる。

・定員１２、新体系移行
時に満員の時もあった
が、数年は６～８人で
推移している。
・ＰＲは、見学会の実施
や、相談支援事業所に
声をかけている。
・保護者の希望として
は、就労継続Ｂや生活
介護等、継続的な居場
所を求める傾向が強い
ように思われる。その
ために生活訓練を利
用したいと思わないの
ではないか。

・利用期間は２年でよ
い。長くなると目的が変
わってきてしまう心配
がある。
・国から生活訓練の位
置づけを明確にし、分
かりやすく伝えてほし
い。

・虐待防止研修に力を
入れている…全体研修
（各職員２回／年、事
業所としては４回）、外
部講師による研修（２
回）、外部研修参加者
による報告会、事例検
討会（１回／月）、所属
ごとに１名の虐待防止
マネージャーを配置し
ており、研修のコーディ
ネート等行っている。

・１、３、１１が課題であ
る。
・１は課題である。生活
訓練のパンフレットを
作成し、特別支援学校
等に配布している。
・１１は、多様な状況の
利用者が増えてきてお
り、その多様性に十分
に応えきれなくなってい
る
・他には、８、１２も課題
である。

・保護者は預け場所を
求めており、本人の
ニーズや本来の役割と
ズレている中で、生活
訓練をどういうものにし
ていけばいいか戸惑っ
ている。
・地域での生活を求め
ても、利用者は本当に
楽しいのか疑問もあ
る。一人暮らしは孤独
であり、Ｇ．Ｈは利用者
間の対立をよく見る。
お互いが干渉しすぎな
くてすむサテライト型の
Ｇ．Ｈの利用が良いか
もしれない。

・ここ数年の利用者は
２名程度、赤字経営で
ある
・パンフレットの配布や
ＰＲに歩いているが利
用につながらない。
ニーズシーズのミス
マッチングがある。

・特別支援学校から生
活訓練、就労移行支援
を経て就労に繋げれば
よいと思うケースがあ
るが、学校から直接就
労させていることが多
い。一方で、就労でき
ずに生活場所に困る
ケースを相談してくる。
国から生活訓練の役
割を示してほしい。
・期限が２年では足りな
い。きちんとした支援を
行うためには３年は必
要と思われる。
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①実施プログラムの特
徴

④評価方法と評価指
標について

事業 実施プログラムの特徴
社会生活力プログラム
の実施状況・実施方法

社会生活力プログラム
の実施方法

社会生活力向上を目
的とするプログラムの
実施上の課題

地域移行に際しての連
携先

利用者獲得の際の連
携先

訓練・支援の効果を利
用者や関係機関に説
明する際の施設独自
等の評価方法

6 生活訓練事業所③

・法人理念（一人ひとりの自己

実現、誰にとっても暮らしやす

い地域づくり）に基づいて運営

している。

・そのため、地域とのつなが

りープログラムへの地域住民

の協力が多岐に渡る。

　地域住民と一緒に活動して、

地域住民のつながりであらた

な活動が生まれる。

　例えば、スポーツプログラム

や音楽プログラムを行う中で、

終了後も利用できるサークル

ができたり、住民つながりでも

ともとある地域のサークルに参

加できたりするようになる。

・そのつながりのなか、地域住

民から、地域で暮らしている障

害者の相談があり、協力してい

る。

・オーダーメイド支援　個別計

画訓練支援対象者９５％

・アウトリーチに力を入れてい

る。関係機関からの期待も高

い。

・送迎　精神障害者支援では

あまり行われていないが、対人

恐怖やADL低下などの状況に

対処している。

【専門職】

・ニーズに即した利用終了を見

越したマネジメントを行ってい

る。

・グループスーパービジョンを

行い、視点を共有している。

【設備】

・ギャラリーを設けて地域交流

スペースがある。

・防音室があり、刺激に弱い人

が活用できるスペースがある。

【支援内容】

・専門職員外の職員もチーム

でかかわる工夫をしている。職

員のもっている力をフルに生か

している。

【支援時間】

・土日に地域交流イベント等を

開催している。

・午前の送迎や、在宅生活状

況の確認に力を入れている。

・16時には支援を終了して、事

務作業・関係機関との調整等

の時間を確保している。

・体系化していない。
・グループミーティング
を取り入れている。

・グループワーク：外部
グループワーカーが非
常勤講師。
・SFAマニュアルを活
用。
・個別支援：個別支援
計画を作成する際の参
考、個別面接でのロー
ルプレイを実施してい
る。

・利用者の利用が不規
則で、グループを想定
してプログラムを体系
的・継続的に実施する
のが難しい。

・特に、相談支援事業
所、病院、グループ
ホーム、体験宿泊実施
機関、家族、行政（保
健師）との連携。
・協議会との困難事例
の共有はない。
・自事業所が開発した
社会資源を（スポーツ、
音楽サークル）を見学
したことで、退院後の
生活イメージが広が
り、地域移行した事例
もある。
・ニーズを明らかにす
ることが難しい人、何を
したいかよくわからない
人、に対して、ピアサ
ポートを活用して経験
を共有する。

・相談支援事業所への
働きかけをする。
・病院やグループホー
ムに生活訓練の魅力
をつたえることもある。
・特別支援学校：高等
部2年生向けの雇用促
進フェアがあり、そこ
で、従来は就労A・B,移
行の紹介をしていた
が、算入させてもらえる
ようになった。
・生活訓練が、A・Bに
行くための事業という
偏った見方があり、そ
の改善に努めている。
・地域には健康サポー
トセンターという保健所
の支所が10か所あり、
そちらからの紹介が多
い。特にひきこもり方ち
な人へのアウトリーチ。

・評価指標はつかって
いない。利用者と作成
した個別支援計画に基
づく評価―関係機関
（相談支援専門員、医
療機関、サービス提供
事業所）とも検証。

7 生活訓練事業所④

・訪問に力を入れてい
る。訪問のみを行う職員
がいる。
　緊張の強く集団の場が
苦手で、今まで福祉サー
ビスに乗れなかった人
は、通所からだと難しい
が、訪問で関係性を作っ
て通所に繋げられる。ま
た途中で通所に来られ
なくなった人も、訪問で
フォローできるので、関
わりが途切れなくてす
む。
・訪問は、専任の職員が
１日４～５件×週５日。他
に兼務の職員が２人居
る。
・生活訓練なので生活に
関する土台作りを行って
いる。訪問に力を入れて
おり、訪問して、その人
の生活の場でのアセス
メントを行った上で、生
活能力の向上、体調管
理の方法などを一緒に
考えながら行っている。
・サビ管がＯＴなので、専
門職でアセスメントや評
価に関する指標を作って
いる途中。
・支援時間→訪問の際
は、１時間の訪問である
ことを利用者に伝えてい
る。

・体系化している ・グループワークとし
て、月に１～２回、実
施。
・「社会生活力プログラ
ム」は、現在の利用者
には少し難しいので、
社会生活力プログラム
参考にした上で、独自
のプログラムを作成し
ている。

・グループワークの中
だけでは、社会生活力
の向上を目指すのは
難しいため、そこでア
セスメントしたことを、
個別の支援に生かして
いく。
・個別支援計画のモニ
タリング時や、面談、訪
問時に本人に確認す
る。
・プログラム実施時の
情報をスタッフでどう共
有するかも課題。（訪
問専属のスタッフがい
たりと、毎日全員揃う
訳ではないため）

・協議会には参加して
いない。
・病院の会議には呼ば
れる。
・相談支援事業所、保
健所、生活支援課、訪
問看護等と連携してい
る。

・協議会との連携はな
い
・相談支援事業所等と
ケースを通じて
（一度一緒に仕事をす
ると、以降新規のケー
スを紹介してくれる）

・自分たちで作ってい
る。できるだけ数値化
したいと思ってはいる。
・そこで、ちょっとしたこ
とを、書いてもらいよう
にしている。
　　→ブランコがこげな
かったけど、こげるよう
になった。
　　→マウスのダブルク
リックができるように
なった。など。

②社会生活力プログラムの実施状況・実施方法 ③関係機関との連携について
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対象は主にどのような
利用者か

施設入所支援だからこ
そできること

標準利用期間を越える
理由

重複障害や複数疾患
の利用者対応における
大変さ

地域に十分な受け入
れ先（地域資源）があ
るか

訓練を受けた利用者
の雇用事例・今後の計
画

「主な日中活動なし」の
方の生活　社会参加し
ていると思われるか

・利用終了後の“つなぎ
先”と関係をつくるため
の、のりしろとしての時
間：進学、入学してと
か、就職して等

・身体障害、難病に人
に提供できる、ハード
面の限界、人手不足で
対応ができないことが
あった。精神との重複
視覚障害者、関節が外
れる方。
・機能訓練的な目的で
利用させる方。
・ADL,歯科衛生などの
影響で刻み食の提供
が必要な方。

・原則、地域にある資
源（含むインフォーマ
ル）を活用している。
・ないものはつくる。ス
ポーツサークルや音楽
サークルをつくった。

・ネーリスト、コンビニ、
土木作業員になった。
・今後もある。

・もともと主婦であった
が不安の対処法を身
に付ける目的で利用し
て、対処法マニュアル
や、元気がでる日めく
りカレンダーを作成し
て、家庭生活に戻っ
た。

・精神障害者（３割が発達 　・通所施設なので、非該・今まで超えたことはな
い。
平均で約１３ヶ月。

・知的障害や身体障害
の基本的理解。
・身体障害の場合は、
事業所の設備などの
問題。
・行政（保健所）に間に
入ってもらい、意見を
聞いたりしている。

・年齢の高い精神障害
者に対する社会資源
が無い。地活など自由
な場所では漏れてしま
う人がいる。インフォー
マルを開拓するところ
まで手が回らない。

・現在のところ予定無し

⑤利用者像 ⑥終了後の生活拠点・活動場所について
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事業
持ち出しで行っている
サービスの有無・理由

平成30年度からの制
度をいち早く取り入れ
た理由

重視点上位3つを選ん
だ理由

その他の項目で気に
なったもの

復学・進学に向けた支
援実施・実施の工夫点

訪問による支援の必要
性と効果、実施上の課
題

6 生活訓練事業所③

・医療機関（診察への）
や手続きなどの同行支
援

・もともときめ細やかな
い支援として行ってい
たため。

・事業所理念として、自
己固定感を養う。その
ためには、仲間と隣人
と出会える場所が必要
と考えているから。

途中で投げ出したので
もう一度チャレンジした
い人もいる。
・復学先の情報収集
・面接試験の練習
・論文の書き方練習

・非常に効果的：利用
者のスペースで通所だ
けではわからない“顔”
様子がわかる。また、
訪問が一緒に外出など
もする。
・課題　費用対効果
特に遠い人は難しい。
そのため原則片道30
分までにしている。
・性的な対象者として
見れれることがあり、
同姓対応にしている。

7 生活訓練事業所④

・送迎時のレンタカー
代

・取り入れていない ・そこが生活訓練の核だ・働いた経験がない人
がほとんどなので、今
後は就労に向かっての
体験などに力を入れて
いきたい。
作業をもらって来て、ど
の位自分で出来る
か？
就労継続支援Ａ型Ｂ型
の体験利用を行うと
か？

・生活支援課と一緒
に、再度学校に行ける
ように検討したり・・を
行っている。

・集団が苦手な人への
アプローチをして効果
を発揮している。
・生活に何らかの変化
がもたらされることを期
待して支援を行ってい
る。「まずは一緒に」と
いうところから始めて、
ステップアップを目指
す。
・移動が自転車なので
体力的に夏場などは特
に大変。

⑧自立訓練を行う際の重視点⑦加算の届出状況について
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⑨職員育成・研修につ
いて

⑩課題 ⑪今後の意向と理由
⑫共生型、基準該当の
実施

⑬経営状況について ⑭その他

職員に対してどのよう
な研修が重要と思うか

上位３つの課題を選択
した理由

自立訓練に対する今
後の思い

共生型、基準該当の実
施・非実施理由

給付費だけで事業運
営ができているか
他事業からの補填状
況

・OJTによりかかわり方
を学ぶ。
・毎週1時間半、1回1事
例で事例検討を行う。
その際、個別支援計画
の検証とあわせてファ
シリテーション力を養
う。
・社会人教育としてマ
ナー研修を行う。マネ
ジメントとして重要。
・個別支援計画とは何
かの基本を学ぶ。

・一生懸命支援すると
終了する＝経営的な難
しさ
・アウトリーチ対象者に
時間がかかる。
・専門性が高い職員が
必要だが、なかなか確
保できない。

・地域において事業所
が担っている役割につ
いて
・生活訓練の知名度を
あげたい。
・地域移行や相談支
援、保健所からの潜在
的なニーズがあり待機
者が出ている。
・生活訓練事業所が増
えると良い。

・運営は厳しい。
・終了後も地域住民と
して暮らしていく、その
ためには個別支援と併
せて、障害者にとって
も暮らしやすい地域づ
くりが必要となる。この
ような社会福祉の思想
性のもと地域に根ざし
て活動している事業所
には、（仮称）地域づく
り加算を創設してほし
い。

・　生活訓練は、個別
支援と地域社会への
働きかけを両輪とし
て、とても、重要な事業
と考えている。

・職員の各自が興味の
ある分野への研修の
案内が出せるように気
を配っている。
・月に１回の事例検討
会。外部から講師を招
き開催。集う、いろんな
考えを聞くことは大切。

・生活訓練という事業
を理解してもらえるよう
になったのは、事業を
始めて２年目の後半位
から。保健所と連携し
てアセスメント機能の
一端を担っていると思
う。

・３年目から黒字になっ
た。現在は順調。
（月の収入が２５０万。
支出は１５０万。）当初
は関係機関にパンフ
レットを送ったりした
が、そういうふうに手広
く営業したりするより
も、「今のケース」を通
じて理解してもらう方
が、いいと思うに至っ
た。

・生活訓練の良さ、が
現状では埋もれてし
まっていて残念。
・変化の過程に寄り添
えるいいサービスだと
思う。



148 

 
 

 

  

①実施プログラムの特
徴

④評価方法と評価指
標について

事業 実施プログラムの特徴
社会生活力プログラム
の実施状況・実施方法

社会生活力プログラム
の実施方法

社会生活力向上を目
的とするプログラムの
実施上の課題

地域移行に際しての連
携先

利用者獲得の際の連
携先

訓練・支援の効果を利
用者や関係機関に説
明する際の施設独自
等の評価方法

8
生活訓練、宿泊型事業
所①

・利用期間は６か月とし
て短期間で地域に繋げ
ていること。（地域的に
移行準備がしやすい、
環境調整しやすいこと
が強み。）
・NS、OT、PSWなど多
職種を配置しているの
で多角的にアセスメン
トできることも早期の地
域移行を可能にしてい
る。

・多職種で週４回、90
分～120分のプログラ
ムを実施している。（家
事、体調管理、地域移
行への準備講座、金銭
管理など。SSTの要素
も含む。）
・宿泊型であることを活
かし、夜間にプログラ
ムを実施できる。（ピア
を中心としたグループ
活動）

・平準化したグループ
ワーク（6～10人）と個
別支援プログラムを組
み合わせて実施。
・基本形としてオリジナ
ルのワークシートが作
成してあり、グループ
や個人の状況に応じて
作り直しながら活用し
ている。
・SFAプログラムマニュ
アルも参考にはしてい
る。

・基本となる標準化さ
れたプログラムがどの
程度用意できるか。
・集団になじまない方
への対応。
・実施する側のマンパ
ワー。（準備も含め）
・基本形としてオリジナ
ルのワークシートが作
成してあり、グループ
や個人の状況に応じて
作り直しながら活用し
ている。
・SFAプログラムマニュ
アルも参考にはしてい
る。

・計画相談、行政
（区）、社協、グループ
ホーム。
・横浜市単独の退院サ
ポート事業。
・宿泊型であることを活
かし、夜間にプログラ
ムを実施できる。（ピア
を中心としたグループ
活動）

・退院促進の流れか
ら、特に営業活動をし
なくても需要は多く、待
機者がいる状況。
・地域からの要望も多
い。（親の高齢化で単
身生活を目指すな
ど。）

・退所1年後の生活状
況の追跡調査により効
果を測っている。毎年
概ね98％程度は一人
暮らしを継続している。
ただし、生活が継続で
きている理由の分析は
していない。
・今使用している評価
尺度はOTが選定。短
時間で評価できること
や、利用者本人と経過
や結果を共有するため
のツールであって伝え
やすいこと、他職種に
も分かり易く示せるこ
と、などから選んでい
る。

9
生活訓練、宿泊型事業
所②

・精神保健福祉法による施設

が新体系移行に伴い宿泊型と

通所の生活訓練になった。県

内にあった同種の他施設は

Ｇ．Ｈに移行した。旧法と行って

いることは基本的には変わりな

い。

・併設の相談支援事業所と一

体になっているため、地域にい

る利用者の様子も分かり支援

もしやすい。

・日中の生活訓練と一体となっ

ており、半数の利用者は同事

業所の日中活動を利用してい

るため、生活全般を一体的に

支援できる。

・母体が医療法人であるため、

精神科病院や介護保険事業

所、就労継続支援Ｂ型、精神

科デイケア、精神科高齢者Ｇ．

Ｈ等があり、入院患者に対して

も退院促進の面から宿泊体験

を行っている（他の病院からは

暫定利用の受給者証を交付し

てもらい入院中に体験利用を

繰り返していく）。

・アルコール依存症の利用者

に対しては、必ず法人内の断

酒会(週二回各二時間)に参加

してもらっている。

・個室と2人部屋があり、対人

が苦手な利用者が個室を選べ

るようにしている。

・食事の提供はないが、自炊

(買物ツアー週一回)の他、給

食サービスや同法人のデイナ

イトケア(週五日)で食事をとれ

る。

・利用者は利用終了後も基本

的には病院の近くでの生活を

希望するため、近くに共同住宅

を開設したり利用できるマン

ションを開拓したりし、生活場

所の確保に努めている。その

ため、利用終了者へのフォ

ローもある程度できる。

・古くから精神病院がある地域

であるため、住民の理解が良

い。

・社会生活力プログラ
ムとして体系化されて
いないものの、生活リ
ズムをつくる、ＩＡＤＬ、
生活管理、金銭管理、
健康管理（たばこの管
理も）、福祉的就労作
業への参加等、日常生
活、社会生活力の向上
を図るための支援を中
心的に行っている。

・その人の状況に合わ
せ個別的に行ってい
る。特にマニュアルは
ない。ベテラン職員を
含めチームとして個別
的に指導して質を担保
している。

・精神障害者は症状や
気分が変化しやすいた
め対応に苦慮すること
がある。

・併設の相談支援事業
所と事例検討や協議を
重ねており、協議会の
相談支援部会でも困難
事例の共有を行ってい
る。
・除草や園芸、清掃活
動、作業活動等、就労
継続支援Ｂ型の利用
者以外も工賃をもらい
ながら毎日の活動をし
ている。

・系列の精神科病院も
あり常に利用はある。
県外からの相談もあ
る。

・ない
・帰結状態を成果とし
てみている。単身生
活、共同生活等を目指
している。社会資源が
ないために社会的入院
となるケースもある。

10
生活訓練、宿泊型事業
所③

・プログラムは個別（利
用者別）に設定し支援
している。
・1日1個別プログラム
を提供している。

・体系付けはしていな
い。
・基本的な支援プログ
ラムはすべて社会生活
力に関連しているとの
回答
・家事訓練・買い物訓
練・公共交通機関利用
訓練など

・マニュアルは作成して
いない。利用者により
関わり方が大きく変わ
るため。（利用者は平
均18ヶ月程で退所して
しまう）

・殆どの社会生活力に
係る訓練は個別（マン
ツーマン）での関わりが
必要となり時間も掛る
ため、1日1プログラム
しか支援できない。
・適切な支援をするに
あたり、職員個々のス
キルが要求される。

・地域移行にあたり、
医療（精神科）との連
携、市町村（援護課）と
の連携が必須となり、
外部機関への訪問が
多い。

・受け入れ対象が限定
されており、介護保険
サービスや特別支援校
との連携は無い。
・しかし、営業の一環と
して外部研修参加時に
情報交換したり、事業
所説明会を定期的に
開催し地域理解を促せ
るような活動をしてい
る。

・利用者の特性上数値
化できる指標は有して
おらず、個別支援計画
やモニタリングのみで
評価している。
・精神障害者が有して
いる課題（支援目標）
について評価できる
ツールがない。

②社会生活力プログラムの実施状況・実施方法 ③関係機関との連携について
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対象は主にどのような
利用者か

施設入所支援だからこ
そできること

標準利用期間を越える
理由

重複障害や複数疾患
の利用者対応における
大変さ

地域に十分な受け入
れ先（地域資源）があ
るか

訓練を受けた利用者
の雇用事例・今後の計
画

「主な日中活動なし」の
方の生活　社会参加し
ていると思われるか

・ほとんどは統合失調
症。
・発達障害の傾向があ
る方、二次障害的にう
つ症状や気分障害が
ある方が増えている。
・軽度知的障害、内部
疾患（DM、透析など）も
いる。

・24時間を通した包括
的なアセスメントができ
る。
・夜間のグループワー
ク（ピア活動）が可能。

・ショートステイが6床あ
り、登録者が利用する
ので利用者情報はある
ものの、その都度の対
応が必要になるので、
その難しさはある。

・地域活動支援セン
ター、デイケア、作業所
などの日中活動の資
源は比較的多い。
・アパートの借りやすさ
等の環境面は他のエリ
アに比べると恵まれて
いるか。

・雇用ということではな
いが、RAPというプログ
ラムに当事者の力を活
用したり、夜間のプロ
グラム（ピアのグルー
プワーク）に退所した
OG、OBを呼んでいる。

・生活保護の方も多い
ので、最低限通院と、
関わりが薄くても何ら
かの社会資源にはつ
ながってもらっている。

・疾患は、統合失調症
が６割程度、アルコー
ル依存が２割、気分障
害が１割、統合失調症
と中度の知的障害を重
複している利用者もい
る。５０～６０歳が７～８
割、20～３０歳が２～３
割。年齢の高い利用者
は精神科病院の長期
入院患者が多い。※６
５歳以上は介護保険施
設を利用している。

・生活全般を通して支
援ができる。

・１割程度ある。県営住
宅の待ち状態等、居住
先の都合によるタイム
ラグが生まれた時に期
間を超える場合があ
る。行政は理解よく理
解してくれている。

・身体障害１級、中度
の知的障害の重複者
はいるが困ることは特
にはない。
身体障害や知的障害
を重複している利用者
は、退寮後はヘルパー
や訪問看護を利用して
共同住宅等で暮らして
いる。

・身体障害１級、中度
の知的障害の重複者
はいるが困ることは特
にはない。
身体障害や知的障害
を重複している利用者
は、退寮後はヘルパー
や訪問看護を利用して
共同住宅等で暮らして
いる。

・マンションやアパート
で生活していた利用終
了者で孤独死したケー
スがあったこと等から、
不動産斡旋業者がな
かなか受け入れてくれ
なくなった。
・Ｇ．Ｈ設置への補助金
もなくなった現在では
行政に頼れなくなった。
法人の努力で利用終
了後の生活場所を開
拓している。

・１～２割いる。タバコ
を吸ったり水分補給や
ドリンクサービスの利
用だけで特に何もせず
に過ごしている。

・現在は19歳～57歳ま
での利用者（精神障害
者）を受け入れている。
・平均では40～50代

・生活全体を見る事が
出来る為、課題の把握
などがアセスメントが詳
細に出来る。
・反面、本人と地域支
援者との関係性を改
善・構築していく時間が
取れず、結果当事業所
が多くの支援を抱えて
しまっている。
⇒アパート探し、受診
同行など

・地域資源が少ない。
・標準利用期間の長さ
について
精神障碍者の場合は
標準利用期間で劇的
な改善を目指すのは難
しいと思うが、期間が
あるからこそ目標を
持って支援できるし、
利用者も訓練できると
思う。

・精神障害と発達障害
を重複している利用者
が多いが特に大変とは
感じていない。
・触法（保護観察）利用
者など背景に課題があ
る利用者の方が大変
だが、加算など報酬が
高くなるため受けざる
負えない場合が有る。

・特に生活場所が少な
い（精神障害を理由に
アパートが借りられな
い）

・直接障害者雇用に繋
がった事例は少ない
が、就労Ｂ⇒就労移行
（同一法人）⇒障害者
雇用と繋がった例は多
くある。

・基本的に「日中活動
なし」で地域移行する
例はない。
・地域移行の大きな目
標として日中活動先へ
の移行を支援している
ため社会参加に繋がっ
ている（一番多いのは
就労継続Ｂ）
・唯一は入院などの場
合のみ

⑤利用者像 ⑥終了後の生活拠点・活動場所について
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事業
持ち出しで行っている
サービスの有無・理由

平成30年度からの制
度をいち早く取り入れ
た理由

重視点上位3つを選ん
だ理由

その他の項目で気に
なったもの

復学・進学に向けた支
援実施・実施の工夫点

訪問による支援の必要
性と効果、実施上の課
題

8
生活訓練、宿泊型事業
所①

・夜間の対応や相談支
援、計画相談事業所が
不足しているため地域
移行向けたマネジメン
ト部分は持ち出し。

・法人の方針として加
算が取れるものは取る
方向で考えているた
め、30年4月の改正部
分の加算は取ってい
る。

・６は地域移行が施設
としてのゴール設定だ
から当然のこととして。
・旧法の援護寮は一人
暮らしが可能か可能で
ないかをジャッジする
流れがあったが、本人
の地域で暮らしたい思
いにジャッジはせず、
どうしたら暮らしていけ
るかを共に考え支援し
ている。
・長期の入院生活で自
信を無くしている利用
者が多いので、自分の
ｽﾄﾚﾝｸﾞｽ等に気づきを
得て自信を付けること
は大切にしている。

・就労に失敗した人の
再就職や、引きこもっ
ていた人などの大検受
験などを支援すること
はある。
・以前のようにまず一
人暮らし、次に就労の
ように一つ一つ取り組
むのではなく、同時進
行で目標に取り組むた
め支援のスピード感が
あがっている印象。
従って、チームでアプ
ローチしていくようにし
ている。

・訪問は自宅の環境を
把握できること、個別
の調整に踏み込める
点がメリット。どこまで
を生活訓練事業の支
援業務とするかの線引
きについては連携が課
題である。
・マンパワー。

9
生活訓練、宿泊型事業
所②

・法人内病院の入院患
者の体験利用は事業
所としては持ち出しで
ある。
・緊急時の避難場所に
なっており、利用があ
る。社会貢献と位置付
けており(付帯費用部
分や個人負担部分等)
持ち出している。

・ない。自立生活援助
の実施の必要性を感じ
ていない。単身生活者
には訪問看護やヘル
パー利用により対応で
きている。

７、１３、１６　他にも大
切なものはある。

・５、６、７、１３は同じぐ
らい大切である。就労
継続支援Ｂの利用など
福祉就労への支援は
大切。
・自信をつけることは大
切である。交換ノートの
利用や「頑張れ」と書い
たメモを渡したり、色々
と工夫している。仲間
づくりは自然にできる
環境がある。相談支援
事業所と一体となって
いる事業所がたまり
場、居場所となってい
る。

・３０～４０歳の利用者
が職業訓練校や委託
訓練に進んだケースが
あるが、純粋の復学、
就学に進路をとった
ケースはない。

・他の制度の活用が出
来るので、あまり必要
性を感じない。

10
生活訓練、宿泊型事業
所③

・公共交通機関利用訓
練の交通費、通所訓練
の送迎など
・地域移行支援（ア
パート探し）は社会生
活力を高める訓練の
一環として支援をして
いる。

・個別計画訓練支援加
算

・「生活リズムの獲得」
「社会生活力の向上」
「家庭復帰・地域生活
への復帰」
・日中活動につなげて
いく為には必要な支援
目標となるため

・「これからの人生を考
える」→利用者は今後
の生活スタイルや人生
を考えていく事が苦手
な場合が多く、支援課
題として考えていかな
ければならない重要項
目として捉えている。

・対象者なし ・精神障碍者の場合、
生活訓練後のフォロー
アップが地域生活を維
持していく為に重要と
なっている。相談支援
事業所が行う地域定着
支援だけでは定着が
難しく、宿泊型自立訓
練を通して24時間支援
を見ていた視点での
フォローアップができる
よう訪問支援を利用し
ている場合が多い。
・宿泊型自立訓練＆生
活訓練⇒訪問生活訓
練

⑦加算の届出状況について ⑧自立訓練を行う際の重視点
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⑨職員育成・研修につ
いて

⑩課題 ⑪今後の意向と理由
⑫共生型、基準該当の
実施

⑬経営状況について ⑭その他

職員に対してどのよう
な研修が重要と思うか

上位３つの課題を選択
した理由

自立訓練に対する今
後の思い

共生型、基準該当の実
施・非実施理由

給付費だけで事業運
営ができているか
他事業からの補填状
況

・法人内、部内、課内、
係内、での研修の実
施、外部研修への派
遣、SV制などを実施し
ている。

※選択肢５　７　１２を
選択。
・横浜市の課題として
相談支援事業所その
ものは不足しており、
計画相談が行き届いて
はいない。
・社会資源に関し、引
きこもりの方へのアウト
リーチはまだ十分では
ない。
・評価に関しては全国
的に統一したものが無
い。

・病院から地域への移
行実績、追跡における
地域生活継続を評価
する仕組み、あるいは
地域移行に向けた
サービス利用期間の短
縮、地域との連携が評
価される仕組みがない
と、自立訓練事業の成
果を示すことが難し
い。

・病院から地域への移
行実績、追跡における
地域生活継続を評価
する仕組み、あるいは
地域移行に向けた
サービス利用期間の短
縮、地域との連携が評
価される仕組みがない
と、自立訓練事業の成
果を示すことが難し
い。

・法人総体としての補
填があって成立する事
業であり単体では事業
運営は難しい。
【再掲】
・夜間の対応や相談支
援、計画相談事業所が
不足しているため地域
移行向けたマネジメン
ト部分は持ち出し。

・相談支援専門員研
修、サビ管研修は必要
・ＯＪＴ、スタッフミーティ
ングが一番大切と考え
ている。スタッフミーティ
ングは多職種がそろっ
て行うため効果的であ
る。

・社会資源がないのが
課題である。

・法人で共同住宅や
Ｇ．Ｈをつくっていく等、
利用終了後の生活場
所を開拓していきた
い。

・法人でいろいろとサー
ビスがあるため実施し
ない。

・利用率は常に良い。
(法人からの援助もあ
るので一応)黒字経営
である。職員も給料は
高くないが職場定着し
ている。
・ＰＲは行わなくても利
用がある。

・困難事例に対応した
場合には、医療観察法
に基づく加算が付く場
合はあるものの障害福
祉サービスでも加算が
あるといい。
・各種事務処理が煩雑
で多い。制度や様式も
よく変わるので時間が
かる。

・利用者は一人一人に
より特性が違う為、マ
ニュアルに頼らない職
員自身のスキルアップ
が必要となる。しかし人
員や時間の都合上十
分な研修ができていな
いと思う。
・事業所内研修（年12
回）
外部研修（適宜）

・「利用終了後に活用
できる社会資源が不足
している」「職員の育成
が難しい」「有期限の
サービスのため利用者
の確保に苦慮する」
・対利用者に対する個
別支援が必要なため、
支援者が充分なアセス
メント能力を身に付け
る必要がある。また地
域連携をしていくに時
間の確保が必要。（病
院や役所などに出向か
なければならない）

・出来ない事を出来る
ようにして行く事は困難
（できない）
・出来そうだけれど出
来ていないを出来るよ
うにしていく為にプログ
ラムを通した支援が必
要となっている。
・そのためにもアセスメ
ントは重要となる。

・対象外 ・収支を考えると事業
運営は出来ている。
・収支上の工夫点とし
て夜勤（宿泊型自立訓
練）は非常勤で賄った
り、宿泊型及び生活訓
練の職員は兼務として
運営している。
・医療保護観察の利用
者など単価の高い方を
受け入れ収支向上を
図っている。
⇒しかし十分な職員配
置やリスク管理が必要
となり多くは受け入れら
れない

・事業特性上、個別で
のプログラムや支援が
多くなるため配置基準
だけでは充分な支援が
できない。報酬や必要
な加算を検討して頂き
たい。
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①実施プログラムの特
徴

④評価方法と評価指
標について

事業 実施プログラムの特徴
社会生活力プログラム
の実施状況・実施方法

社会生活力プログラム
の実施方法

社会生活力向上を目
的とするプログラムの
実施上の課題

地域移行に際しての連
携先

利用者獲得の際の連
携先

訓練・支援の効果を利
用者や関係機関に説
明する際の施設独自
等の評価方法

11 宿泊型事業所①

・法改正以前は知的障
害者の通勤寮。現在の
強みは、GH・自立支援
アシスタント・施設が三
位一体で支援できるこ
と。
・一人暮らしに移行し
やすいようGHはアパー
トに近い設定にしてい
る。
・職員は社会福祉士、
相談支援専門員等の
福祉職だが、同じ法人
内に心理士が所属して
いて適宜相談可能。

・社会人として自分で
判断し選択できるよう
に「自立準備講座」「大
人準備講座」を行い、
子供から大人への橋
渡しとして位置付けて
いる。養育環境の課題
から教師・施設職員以
外の社会人のロールモ
デルがなく、大人への
不信感も強い青年期
の利用者に対し、アイ
デンティティの確立や、
人との信頼関係・愛着
形成等を含む人の根
幹となるベースを育む
支援を行っている。
・社会生活力プログラ
ムとは少し指向性が異
なる。学校でビジネス
マナー等を学び、就労
自体は可能なので、
「自分とは何か」、「社
会の中での本人の安
定した身の置きどころ
探し」を支援する必要
があると考え、プログラ
ムを行っている。

・宿泊型のため実施は
夜間か土日に限られる
が、土日勤務のサービ
ス業に就く利用者も多
いため夜間（22時等）
に実施。
・プログラム本以外の
倫理・哲学・心理学等
の本も参考にしながら
オリジナルのワーク
シートを作成し、仲間
作りのためグループ
ワーク形式で実施して
いる。

・通勤寮は働いている
利用者を対象とするた
め「働けるからサービ
スはいらない」という報
酬単価になっていると
感じるが、彼らが「働き
続ける」ためには日中
の職場訪問や関係機
関会議への出席と連
携などが必要なため、
日中支援分は持ち出し
となる。
・支援区分は軽いが支
援の内容は重い（貧
困・触法・虐待）。支援
の必要度が高いにもか
かわらず、加算が取れ
ないため赤字部門に
なってしまう。（認定調
査時の本人の自尊心
や、本人が支援を望ま
ないことも多く、支援区
分が軽い利用者が多
い。）
・土日の通勤寮の交流
研修会では、土日の勤
務を欠席して参加して
もらうために、施設の
公印で職場に休暇取
得の依頼書を出すこと
もある。（最初は職場を
休んで交流研修会に
参加することに抵抗が
あっても、仲間との出
会いで参加した後の満
足度は高い。）

・自立支援アシスタン
ト、基幹相談センター、
あんしんセンターと連
携している。
・利用者本人が支援の
手を望まないことも多く
連携が難しい。
・児童相談所との引き
継ぎは不十分（18歳に
なり支援ファンドが変
わる時に個人情報の
壁により行政の介入な
しに情報を渡してもらえ
ない。）であることは課
題。

・知的障害児入所施
設、児童養護施設およ
びその児童が通う特別
支援学校から新卒者を
中心に紹介されてくる。
地域からの場合は行
政機関（福祉サービス
課・生活支援課）から。
本人の希望なしには入
所できないため、広報
は特にしていない。

・人が生きること、社会
の中で生活することを
数値化できない。
・エビデンスを示すとし
たら、職員の支援内容
や相談場面を逐語記
録でとって言語化する
など、職員側の動きで
示すことが必要なので
はないかと考える。

12 宿泊型事業所②

・各利用者に精神保健
福祉士が１名ないし２
名担当し、ほぼ全ての
プログラムを個別にカ
スタマイズし、柔軟性の
ある支援を行ってい
る。
・目標に向かって進ん
でいくことで、１年目か
ら２年目はおのずと変
化する。より実践的に
なる。
・病院の隣にあること
で、家族が安心するの
で、退院～入苑という
ステップが踏みやす
い。期間も２年いっぱ
いに使うのではなく、適
切な期間を利用するこ
とで、できるだけたくさ
んの人に利用してもら
いたい。

・体系づけている。 ・プログラムは全て個
別。
・その方のニーズや障
害特性、必要な訓練、
合った練習方法は異な
るのでマニュアルは使
用していない。

・すべて個別なので人
の配置が大変

・協議会とは特に事例
の共有はなし
（あまり困難ケースとい
う捉え方はしていない。
本人が大変というより
やる気がない・・？　周
りが困っている状態）
・相談支援事業所、基
幹型、医療機関、行政
（保護観察所、保健
所、市区町村）

・養護学校との連携は
なし
・協議会とは連携なし
・地域の機関には営業
に行ったりした。介護
系との連携はなし。

・評価は面談で行って
おり、それをもとに個別
支援計画を立ててい
る。
・評価指標は精神障害
者の方には利用しづら
く、利用していない。

②社会生活力プログラムの実施状況・実施方法 ③関係機関との連携について
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対象は主にどのような
利用者か

施設入所支援だからこ
そできること

標準利用期間を越える
理由

重複障害や複数疾患
の利用者対応における
大変さ

地域に十分な受け入
れ先（地域資源）があ
るか

訓練を受けた利用者
の雇用事例・今後の計
画

「主な日中活動なし」の
方の生活　社会参加し
ていると思われるか

・通所はない。
・年齢は、児童福祉法
から総合支援法にファ
ンドが変わる18歳が多
くを占める。
・近年は、知的障害児
入所施設だけでなく児
童養護施設から移行
する軽度知的障害者
が多い。
・原則的に本人が自立
のためにサービスを使
いたい、と望まなけれ
ば利用契約にならない
が、実情として18歳に
なり施設を出されてし
まうから、学校や施設
に利用しなくてはいけ
ないと言われて従って
いるため、利用する意
味が分からないなど不
本意に思っている利用
者もいる。

・設問②の★ヒアリング
３　参照。
・GHになると世話人し
か対応できないが、い
わゆる「育て直し」が必
要な段階において、入
所中は複数の専門職
の目で多角的に見守
れることや、24時間の
生活全体を包括的に
確認できることはメリッ
ト。

・標準期間を超えること
は稀。ほとんどの利用
者が早く一人暮らしを
したいと望んでおり、支
援者側がまだ準備段
階と考えても、本人が
早々に一人暮らしに移
行してしまうこともあ
る。
・「育て直し」には2年は
短いが本人にとっては
見通しが立てやすく概
ね妥当な期間ではない
か。

・知的障害に、精神障
害や発達障害、疾病を
合併をしている利用者
はおり、本人の自覚や
主体性において健康管
理することは難しい。

・地域に受け入れ先が
あるかどうか、ではな
く、「本人がそこに住み
たいかどうか」という本
人の思いを優先して支
援している。

・法人内に通常の障害
者雇用で採用している
方はいる。

・対象は精神障害者。
同法人が精神科病院
だから。

・夜間の姿が見られ
る。
・通所の場面のように、
一場面だけ見るのでは
なく、夜間も含めた連
続した２４時間の姿が
見られることで、出来る
支援がある。

・症状が安定せず支援
が進まなかった。
（２９年度は、１ケース
だけ）

・統合失調所と発達障
害の人・・・どこらへん
までが性格の偏りなの
か見極めるまで時間が
かかる。
・しかし、疾患や症状と
いうより、「その人」を
見ているという点にお
いては、単一の障害の
人と一緒だと思う。

・単身生活を送るため
の賃貸住宅、ＧＨなど
は不足している。
　　➡早い時期に探し
始めるなどの対応をし
ている。
・当市は近隣の市町村
と比べても、精神障害
者がアパートを借りにく
いこと。

・現在のところ予定無し ・当事業所で日中の支
援もしている。(日中の
プログラムを自主的に
やっている。)

⑤利用者像 ⑥終了後の生活拠点・活動場所について
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事業
持ち出しで行っている
サービスの有無・理由

平成30年度からの制
度をいち早く取り入れ
た理由

重視点上位3つを選ん
だ理由

その他の項目で気に
なったもの

復学・進学に向けた支
援実施・実施の工夫点

訪問による支援の必要
性と効果、実施上の課
題

11 宿泊型事業所①

・宿泊型のため日中支
援（利用者の就労先へ
の訪問・病院への通院
同行、個別支援会議へ
の参加等）は持ち出
し。宿泊型生活訓練事
業では「働き続けるた
め」の支援を行ってい
ても加算の対象にはな
らない。

・その他を選択。
・「働き続けるための支
援」
・子供から大人への橋
渡し
・家族等からの虐待・
搾取の防止

・利用者は基本的に就
労していることが前提
になっているが、退職
してしまった利用者に
ついては新規就労の
支援を行っている。

・訪問型は行っていな
い。自立支援アシスタ
ントと連携して訪問で
の支援（アウトリーチ）
をしている。

12 宿泊型事業所②

・日中の支援は、すべ
て持ち出し。設備上の
問題。

・取り入れていない ・生活訓練で大切なこ
とは「自分で自分のこと
を把握できるようにな
ること」だと思うから。

・仲間作りというか・・苑
で知り合って結婚した
人が２～３組いる。い
いことだなあと思う。
・退苑した後も繋がりを
持てる場所として大切
な役割を果たしている
と思う。（電話での相
談、受診やデイの後に
寄って話をしてくれた
り、ショートを利用した
りと。）

・特になし ・制度上の訪問による
支援を行っているわけ
ではないが、同行の支
援はよく行う。苑から出
ていく時に、同行の支
援が必要だから。課題
としては、個別対応な
ので人が必要なこと
と、長時間になることが
多いこと。

⑧自立訓練を行う際の重視点⑦加算の届出状況について
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⑨職員育成・研修につ
いて

⑩課題 ⑪今後の意向と理由
⑫共生型、基準該当の
実施

⑬経営状況について ⑭その他

職員に対してどのよう
な研修が重要と思うか

上位３つの課題を選択
した理由

自立訓練に対する今
後の思い

共生型、基準該当の実
施・非実施理由

給付費だけで事業運
営ができているか
他事業からの補填状
況

・チームアプローチ
・児童心理、障害特性・
自閉症を含む発達障
害の理解、虐待対応、
強度行動障害対応
・外部研修に参加させ
たり、内部研修で講師
を招いたり積極的に
行っている。

・自立訓練事業の中
で、今行っている支援
自体は社会的機能とし
て必要であると考えて
いるが、赤字部門であ
り将来的に事業として
継続できるかわからな
い。ただ、今行っている
利用者が人として生き
るための支援自体を止
めるつもりはない。
・人として生きること自
体を理解していない人
の支援について、すぐ
に目に見える結果・成
果を出すことは難しく、
少なくとも20～30年後
を見る必要がある。

・設問１－②の★ヒアリ
ング４　参照。
・設問１－⑦の★ヒアリ
ング15　参照。
・設問４のヒアリング23
参照。
・どう事業を組み合わ
せたら、赤字ではなく
運営を安定させなが
ら、利用者に長期で伴
走できるのか検討する
必要がある。

・外部研修
・病院ＰＳＷとの事例検
討、各種制度
・苑内での支援方法に
対するミーティング（月
１回）他、個別に臨機
応変に。

・概論などの講義形式
の座学より、他の事業
所との事例検討や、支
援方法の確認など、自
分の実践に基づく研修
の方が、発見があった
り、やはりこれでいいん
だと言うような自分の
自信に繋がる。

・福祉サービスが充実
している中、生活スキ
ルを練習するというよ
り、コミュニケーション
スキル、社会通念上の
モラル、社会のルール
を学ぶニーズが増えて
きている。
・長期入院者を地域へ
送り出すためのステッ
プ。また触法者の受け
入れを宿泊型が担って
いると思う。
・障害を持っていても地
域住民として生活して
いけるための力をつけ
る場所が宿泊型。病院
➡地域。病人➡住人。
・「人が変わっていく姿」
（よい意味で）を見られ
るサービスで、とてもい
い事業だと思ってい
る。ぜひ発展していっ
て欲しい・

・実施していない。 ・給付費だけでは運営で
きていない。法人の持ち
出しがある。
とにかく厳しい。質・施設
そのものを維持するに
は、給付費が低すぎる。
（ある程度プラスになら
ないと施設を作る運びに
ならないと思う・・。）
・人（スタッフ）が集まら
ない。
・利用率はいい。常に定
員いっぱいである。
・日中のサービス（持ち
出し）は、制度外なので
採算に合わないが、だ
からこそ外部のサービス
に繋げられるという点は
重要だと思う。自分の所
で日中何らかの障害福
祉サービスを行えば、抱
え込みになるような危惧
がある。
・周知、認知度の向上に
関しては、とにかく名前と
顔を売る。自ら各病院や
事業所に赴いて施設案
内を行う。
・長期入院者に体験宿
泊をして頂いて、施設を
知ってもらうこと。病院以
外の生活の選択肢があ
ることを知ってもらってい
る。
・誰もが、当事業所での
サービスを受ける権利を
持っていることを意識し、
断る前提で相談を受け
ない。
・各事業所との顔を合わ
せる機会を多く持つよう
にする。
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①実施プログラムの特
徴

④評価方法と評価指
標について

事業 実施プログラムの特徴
社会生活力プログラム
の実施状況・実施方法

社会生活力プログラム
の実施方法

社会生活力向上を目
的とするプログラムの
実施上の課題

地域移行に際しての連
携先

利用者獲得の際の連
携先

訓練・支援の効果を利
用者や関係機関に説
明する際の施設独自
等の評価方法

13 共生型事業所①

・ありのままのその人
をスタッフも利用者も受
け入れるので、他の施
設で拒否される方でも
受け入れられている。
・生活空間のなかで一
緒に過ごすことにより、
スタッフ・利用者が教え
合い、支え合い、自然
に生活力を身につけて
いる。
・障害が多いところは
少ないなか、障害者の
人数が多い。

・毎回決まったプログラ
ムがあるわけではない
が、その方の状況に合
わせて日中過ごす中で
自然とそういう要素が
出てくる。

・洗濯・掃除など日中
サービスの中で行って
いる。買い物は他の利
用者とのグループで職
員がついていく。
・B型利用として、施設
管理や運営に関するこ
と（食材の調達、草むし
り、洗濯など）をしても
らっている

・特になし ・病院と連携し、入退院
調整を行っている。

・病院と連携し、入退院
調整を行っている。

・特になし。
モニタリングしている
が、目に見えて変わる
人は少ない。変化は
ゆっくり。

14 共生型事業所②

・聴覚障害という単独
の障害に特化したサー
ビスを提供している。
実際は高齢者が多い
が、子供から高齢者ま
で年齢を問わず受け入
れが可能。
・手話通訳士が支援員
をしており、聴覚障害
者が安心して利用でき
る。

・居場所づくり、健康管
理支援、社会生活力向
上支援が重要だと考え
ている。
・作業等を通して次の
ステップ（例：就労継続
B型）につなげられるよ
うなサービスを提供し
ている。

・機能訓練は、毎週月
曜日に実施。服薬管理
や診察時のコミュニ
ケーション能力向上な
ど健康管理に重点を置
いて行っている。

・入口として就労をやろ
うと思っていたが、対象
者少なかった。高齢者
の受入れの方が喫緊
のニーズだった。

・包括支援センターや
地域の就労継続B型

・聴覚障害者協会の支
部からが多い。就労支
援の対象者を入れた
いが、全然つながって
こない（見学にも来な
い）。

・特になし。
利用終了後の生活面
の変化。

15 基準該当事業所①

・利用者の自主性を育
てていくこと。
・介護保険と一体なの
で、幅広い年齢層と交
流できる。

・介護保険の生活機能
訓練（洗濯や調理訓
練）。
・一般交通機関利用訓
練。
・買物訓練。

・希望に応じて適宜実
施。
・スタッフ1名に対して
利用者2名程度で実
施。

・職員が少ないので、
個別の外出プログラム
を実施すると、残りの
方々の対応が十分に
行えない。

・地域の介護事業所・
相談支援事業所・ケア
マネ。

・地域の介護事業所・
相談支援事業所・養護
学校・回復期病院・ケ
アマネ。
・HPを観て直接本人か
ら利用希望もあった。

・POTはFIMを使用して
いるが、他の評価ス
ケールは使用していな
い。

②社会生活力プログラムの実施状況・実施方法 ③関係機関との連携について
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対象は主にどのような
利用者か

施設入所支援だからこ
そできること

標準利用期間を越える
理由

重複障害や複数疾患
の利用者対応における
大変さ

地域に十分な受け入
れ先（地域資源）があ
るか

訓練を受けた利用者
の雇用事例・今後の計
画

「主な日中活動なし」の
方の生活　社会参加し
ていると思われるか

・定員は25名。
・登録者は60～70名。
・高齢者と障害者が
半々。身体・知的は入
浴などの介助・介護目
的の利用が多い。
・身体障害は退院して
すぐの人も来るが、元
の体に戻りたいという
思いが強い。
・精神障害は家にいら
れない・行き場所がな
い人が多くフルに使う
方が多い。障害支援区
分は軽いが、本人の力
と現実とのギャップが
大きい。
・知的障害は生活介護
中心。

・訓練は期間が区切ら
れると厄介。その人の
良さを伸ばすには時間
がかかるので期間の
制限はない方が良い。

・大変さはない。ありの
ままのその人を受け入
れる。

・家族のニーズに応え
て在宅でもいられるよ
うにすることを目標にし
ている。

・自施設の就労継続B
型利用者になることが
ある。

・他施設では受け入れ
てもらえず、利用してい
ない曜日はどこにも
行っていない人もい
る。

・ほぼ聴覚障害者で一
部は近所の高齢者。
・定員11名（放課後デ
イサービス込）。
・登録は40名で週１利
用者が多い。
・対象者は県全域。半
分以上は施設所在地
の市外。そのすべての
方を送迎している（30
～40km離れた人もい
る）。

・宿泊機能なし ・基本は期間内で実
施。
・利用終了後も他事業
所の就労継続B型利用
者がそのままサテライ
トとして同事業所に無
償で通い続けているこ
ともある。

・聞こえる人と関わりた
くない人は引っ張り出
すのに時間が掛かる。
家族に（外に出すこと
を）反対される場合が
ある。

・なるべく包括支援セン
ターや就労継続B型な
ど地域の社会資源に
つなぐようにしている。
・地域に戻った時にコ
ミュニケーションの問題
等でうまく対応してもら
えないことがあり、地域
によっては利用できる
社会資源を探すのが
困難。

・週に１回訓練日とし
て、紅茶をテトラに入れ
る等作業経験を積んで
もらい、終了後就労継
続B型につないでいる
（他事業所のサテライト
として使っているので
無料での場所貸しで実
入りはなし）。

・脳血管障害の方。脊
髄小脳変性症の方。

・通所施設なので、非
該当。

・下肢の機能訓練の継
続利用を希望して、2年
間利用した。

・重複の方は居ない。 ・障害サービスの入所
施設を利用したり、同
事業所の介護保険
サービスへ切り替えを
行っている。

・ない。 ・1名居た。その方は時
折、電車で東京へ行く
こともあり、社会参加し
ていると思う。

⑤利用者像 ⑥終了後の生活拠点・活動場所について
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事業
持ち出しで行っている
サービスの有無・理由

平成30年度からの制
度をいち早く取り入れ
た理由

重視点上位3つを選ん
だ理由

その他の項目で気に
なったもの

復学・進学に向けた支
援実施・実施の工夫点

訪問による支援の必要
性と効果、実施上の課
題

13 共生型事業所①

・食事提供体制加算と
送迎加算のみ。
・福祉人材や看護師配
置など小さな事業所で
はとれない加算が多
く、共生型のメリットで
ある加算がとれていな
い

・行政から移行するよう
言われた。
・サービスごとの利用
者の枠が決められた
り、利用期間が限られ
たり、不便になったこと
の方が多い。

14 共生型事業所②

・発起人の理事5名に
困るとお願いして無償
で送迎の車を出しても
らっている。

・行政から言われたか
ら。
・基準該当の時は送迎
について補填がなかっ
たが、共生型で（視覚・
聴覚言語障害者障害
者支援体制加算と合
わせて）加算がとれる
ようになったのはあり
がたい。
・基準該当の時に枠
（各サービスの利用定
員）が明確でなかった
が、共生型になったら
枠を決めろと言われ
た。

・家庭環境の確認や家
族支援が必要。
・当事者からは家族へ
の不満が出るので、家
族から嫌がられる。
・その方の住んでいる
地域が見られることや
地域包括支援センター
など地元の施設につな
ぐうえで重要。

15 基準該当事業所①

・基本的に送迎は無い
が、介護保険の通所送
迎の際、無料送迎し
た。

・ない。 ・自主性を上げていくた
めに必要。
・ここに来るだけでも多
くの方々と交流が出来
るので社会参加にな
る。

・年齢層が若年から高
齢者までと幅広いが、
その違いを活用しなが
ら参加者に応じた交流
を持てるようにしてい
る。

ない。 ・実際の環境を確認し
ながら、その場所で訓
練を行うことは必要。し
かし事業所に不在にな
ることから、他利用者
への対応が出来ず、報
酬単価も低い。

⑦加算の届出状況について ⑧自立訓練を行う際の重視点
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⑨職員育成・研修につ
いて

⑩課題 ⑪今後の意向と理由
⑫共生型、基準該当の
実施

⑬経営状況について ⑭その他

職員に対してどのよう
な研修が重要と思うか

上位３つの課題を選択
した理由

自立訓練に対する今
後の思い

共生型、基準該当の実
施・非実施理由

給付費だけで事業運
営ができているか
他事業からの補填状
況

・正職員7～8名。非正
規職員20数名。女性が
ほとんどで男性は2名
のみ。宿泊は正職員の
み。
・実際にケースの対応
をしながらOJTで学ぶ。

・高齢から障害に来
て、ヘルパーの質など
その違いに戸惑った。

・今後も実施していく。 ・もともとは地域の高齢
者の居場所作りから始
めたが障害者の割合
が高くなってきている。
・年齢や障害種別にと
らわれずに支援でき
る。
・基準該当の時は定員
の割り振りや利用期間
も自由だったが、共生
型に移行して縛りが出
た。

・何とか報酬で賄えて
いる。
・ショートステイは経営
的に継続が困難。使い
づらく地域の事業所も
閉じていく傾向にある。

・人員配置厳しい。

・正職員4名、非正規職
員6名（児童指導員、送
迎運転手など）。男女
比は１：２
・手話通訳ができること
を条件としているので、
応募が全くない。
・聴覚障害がある職員
に資格をとってもらいピ
アサポーターになって
もらうことも考えてい
る。
・手話通訳士と手話通
訳者とは業務内容に明
確な線引きをしてい
る。
・相談やコーディネート
は代表のみがしてい
る。

・40代～50代の就労支
援が必要なケースがつ
ながってこない（対象者
がいないのか、相談支
援がニーズの把握やコ
ミュニケーションの問題
でうまくつなぐことがで
きていないのか？）
・情報提供含め掘り起
しが必要。

・今後も実施していく。 ・手話通訳をしながら、
当事者の方の制度や
健康管理に対する知
識の乏しさを実感した
り、地域の中で孤立し
ている状況を見てき
た。また、聾学校卒業
生を対象に、老後につ
いての調査を行ったと
ころ、「手話ができる人
の介護を受けたい」と
いう声が多かったのを
受け、手話通訳士の有
志で集まって事業所の
立ち上げを検討した。
・障害福祉サービスで
始めようと思ったが、
発起人のやりたいこと
はバラバラだった。唯
一「年齢による利用制
限はしない」ということ
だけが共通していたの
と、できるだけ早く、少
ない資本金で開始でき
ることから基準該当を
選択した。
・共生型の新設に伴
い、市からの指導があ
り、共生型に移行し
た。

・発起人10名（そのうち
5名は今も濃い関わり）
が運営（送迎、留守番
など）にボランティアで
関わってくれているの
で何とか回っている。

・手話通訳「士」に対す
る体制加算をつけてほ
しい。

・ろう学校の卒業生
は、嫁に行った、定年
後、親や夫が亡くなっ
た、離職などの際に地
域で埋もれてしまう場
合があり、近所とゴミだ
しなどでトラブルが起こ
り表面化することがあ
る。一人ぼっちにする
ことが心配。

・介護保険で定められ
た研修を実施してい
る。
・障害特性や障害サー
ビスに関する知識が必
要。

・研修が全職員に行き
届かない。
・障害特性に応じた個
別の対応の方法を職
員全員が把握できてい
ない。
・基準該当の報酬単価
と介護保険の単価の
差がそれ程変わらなく
なってきた。

・今後も継続予定。 ・経営的には厳しいが
地域の受け皿として必
要。

・介護保険の通所リハ
定員（28名）の枠の中
で基準該当を実施して
いるので、事業所全体
としては何とか運用で
きている。
。

・報酬単価のアップ。
・脊髄小脳変性症の若
年の利用者が居り、継
続的に機能訓練を希
望されているが、訓練
等給付であることから
利用期間が限られてし
まう。長期に渡って機
能訓練を必要とされる
方へのサービスを認め
て欲しい。
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①実施プログラムの特
徴

④評価方法と評価指
標について

事業 実施プログラムの特徴
社会生活力プログラム
の実施状況・実施方法

社会生活力プログラム
の実施方法

社会生活力向上を目
的とするプログラムの
実施上の課題

地域移行に際しての連
携先

利用者獲得の際の連
携先

訓練・支援の効果を利
用者や関係機関に説
明する際の施設独自
等の評価方法

16 基該機能事業所②

・障害者総合支援法で
の障害福祉サービス
「機能訓練事業、基準
該当」を提供している
がここ数年利用者がい
ない。
・利用者がいれば介護
保険による通所介護の
利用者と一緒におこな
うことになる。

・社会生活力プログラ
ムの認識はないが、も
し利用者を受け入れた
場合は、機能訓練他に
職員と一緒に介護保険
利用者に対しての支援
の手伝いをしてもらおう
と考えている。

・特記事項なし ・まずは利用者の確保 ・介護保険の事業をお
こなっているのでケア
マネージャーとの関係
はあるが、相談支援事
業所との関係はほとん
どない。

・積極的には広報課活
動はしていない。

・なし

17 基準該当事業所③

・認知症・精神障害を
主としてサービス提供
している。
・精神科病院や市との
連携がとれている。
・相談支援や地域定着
支援も組み合わせなが
ら、ニーズに即した
サービスを提供してい
る。

・1年を目途に単身・施
設通所などに移行でき
るよう、精神面の安定
や環境設定、リスク管
理に重きをおいて支
援。

・日中利用時、GH入居
者の場合はそれ以外
の時間も含めて買い物
同行、受診同行、交通
機関の利用など実施。

・デイ機能では地域移
行後の支援難しく、地
域定着支援を利用し実
施している。

・精神科病院や認知症
専門病院といつでも行
き来できるような連携
や調整をしている。
・代表が地域の役員を
していたこともあり、地
域の理解・協力があ
る。

・精神科病院や認知症
専門病院等からの移
行や市役所からの依
頼が中心。行き場のな
い困難ケース多い。

・特になし。
利用終了後の生活・行
動面の変化。

②社会生活力プログラムの実施状況・実施方法 ③関係機関との連携について
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対象は主にどのような
利用者か

施設入所支援だからこ
そできること

標準利用期間を越える
理由

重複障害や複数疾患
の利用者対応における
大変さ

地域に十分な受け入
れ先（地域資源）があ
るか

訓練を受けた利用者
の雇用事例・今後の計
画

「主な日中活動なし」の
方の生活　社会参加し
ていると思われるか

・なし
・利用者の問い合わせ
もないが、生活介護で2
名の相談があった。
　現在、生活介護の基
準該当で利用者1名在
籍している。
・年1回問い合わせが
あるかないかとのこと

・特記事項なし ・特記事項なし ・特記事項なし ・自立支援協議会との
関係はあるが機能訓
練事業の話題はない。

・特記事項なし ・特記事項なし

・精神障害者を中心に
8割が障害者。
重度の認知症高齢者、
アルコール依存症や自
傷行為の経験者、ひき
こもりだった方など。
・平均年齢は40代。
・地域の事業所では受
けられないような行き
場のない困難ケースを
受けており、地域の
セーフティネットになっ
ている。
・デイは定員15名。登
録者は25名。
・グループホームは部
屋７つ（夫婦で住める
ように設計しているの
でかなり広め）。

・本人に合った安定し
た生活みつけるまで見
守り可能。

・介護保険＋障害のW
だと長引くこと多い（特
に糖尿の場合）。

・地域に出した後の
フォローにかなりの時
間をとられている。

・病院とは連携してい
る。
・単身生活を目指す人
多い。

⑤利用者像 ⑥終了後の生活拠点・活動場所について
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事業
持ち出しで行っている
サービスの有無・理由

平成30年度からの制
度をいち早く取り入れ
た理由

重視点上位3つを選ん
だ理由

その他の項目で気に
なったもの

復学・進学に向けた支
援実施・実施の工夫点

訪問による支援の必要
性と効果、実施上の課
題

16 基該機能事業所②

・特記事項なし ・特記事項なし ・機能訓練や生活訓練
なので、機能の維持向
上やＡＤＬの向上であ
る。

・特記事項なし ・5年位前に就労移行
支援を実施したが利用
者がいなかったために
閉鎖した。

・訪問は考えていない

17 基準該当事業所③

・書類作成が手間であ
ること、利用者負担が
増えることから加算は
一切とっていない。

・行政からは勧められ
たが、国や市の方針や
方向性が十分見えない
ため、まだ共生型へは
移行せず。

・地域に戻った後の支
援が重要。継続的な支
援が必要な方が多く、
サービス期間内ではお
さまらないため、地域
定着支援で実施。

⑧自立訓練を行う際の重視点⑦加算の届出状況について
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⑨職員育成・研修につ
いて

⑩課題 ⑪今後の意向と理由
⑫共生型、基準該当の
実施

⑬経営状況について ⑭その他

職員に対してどのよう
な研修が重要と思うか

上位３つの課題を選択
した理由

自立訓練に対する今
後の思い

共生型、基準該当の実
施・非実施理由

給付費だけで事業運
営ができているか
他事業からの補填状
況

・介護の事業所なので
介護関係の研修は重
要であるが、障害福祉
サービスの制度の研修
などは参加しており重
要であると思う。
・障害福祉サービスが
変更になった時に研修
に出している。その他
はネットなどで検索して
いる。

・事業の認知度が低い
ことに尽きる。

・サービスを受けたい
人を把握していないし、
特に積極的に機能訓
練事業を行おうとは考
えていない。利用の希
望のある方がいれば
受けれていきたい。

・機能訓練事業の利用
は全くない。
　介護保険が利用でき
ない生活介護の基準
該当が1名受け入れて
いる。

・市の人口は4.4万人で
障害福祉の事業所が
少なく、介護保険でで
きるところは介護保険
事業を利用しているこ
とがほとんどである。地
域の特徴として障害者
の場合、あまり外に出
たがらない傾向があ
る。
地域には機能訓練事
業を利用した方が良い
人もいると思うが、行
政として把握していな
いし、障害福祉サービ
スが少ない中で行政も
積極的ではない。まし
ては機能訓練事業の
認知では低く話題にも
ならない。
・介護事業がメインの
ため、事業所としては
利用者の掘り起しは積
極的にはしないが、希
望があれば利用してい
ただく。
・行政が地域で埋もれ
ている人を把握し機能
訓練事業を広報してほ
しい。
・市の冊子に自立訓練
事業のことは一応記載
はある。

・正職員は5名。非正規
7名。男女比は2：10
・正職員は夕方に必ず
ミーティングをするよう
にしている。また精神
科Drから随時レク
チャーを受けている。
・新しい職員の確保は
困難だが、辞める人も
いないので、そこは
困っていない。

・今後も実施していく。 ・最初は介護付きア
パートから始め、今は
グループホームにし
た。
・障害を始めて5年目。
・介護保険制度のなか
では経営的にやってい
けないということもある
が、元々心理カウンセ
リングをしており、精神
科病院とのつながりは
あった。
・行政と話し合いをして
生き残るためには何か
に特化しておいた方が
よいと考えた。
・障害によって対応法
も異なるため、基準該
当ですべて一緒に行う
ということについては基
本的には反対。
・共生型にすることにつ
いては国の示す方向
性が不透明なため、二
の足を踏んでいる。
・また期限を切られるこ
とで行き場がなくなる人
がいるのではないか心
配。

・採算は取れない。相
談支援で200件、地域
定着で25件（ヒヤリング
実施時）、手間暇が大
きいが、地域定着があ
るから何とか賄えてい
る。

・地域定着を実施して
いる事業所が少ないの
も問題。認知度をあげ
るとともに報酬単価を
あげてほしい。
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事業所１８ 福祉センター 

 

（実施プログラムの特徴） 

・身体障害者福祉センターＢ型の事業として、身体障害者に対しＰＴ・ＯＴによる機能訓

練を実施している（市単独事業）。 

・機能訓練の定員は 15名で、前期・後期の申込制（新規の方優先）。利用料は無料。 

・月に１回外部のＳＴによる言語訓練も実施している。 

・身体障害者の健康維持、機能維持、介護予防の意味合いが強いが、訪問での訓練や屋外

での訓練なども一部実施している。 

・同施設内のスポーツ施設の利用など次のステップを目指して訓練を実施。 

・同センター内に、基幹相談支援センターや、住宅改修、福祉用具などを扱う介護実習普

及センターの機能を有しており、連携しながら支援を行っている。 
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２．当事者へのヒアリング 

 

（１）目的 

さまざまな障害の当事者に対し、自立訓練事業所の認知状況や意見・要望、社会復帰・

社会参加に向けたニーズに関するヒアリングを行い、多様化する利用者のニーズに応じた

自立訓練のあり方を模索する一助とする。 

 

（２）ヒアリングを行った当事者について 

 以下の団体に所属する方からヒアリングを実施した。 

番号 団体名 

1 日本高次脳機能障害友の会 

2 日本盲人会連合 

3 全国脊髄損傷者連合会 

4 日本メンタルヘルスピアサポート専門員研修機構 

5 日本失語症協議会 

  

（３）ヒアリング内容 

  次ページ「当事者へのヒアリング結果一覧」参照 

   参考資料：当事者家族の声 

① 佐久間 桃子 氏 

② 石崎 美保 氏 

 

（４）ヒアリングから見えてきた課題 

・事業名、サービス内容の認知度が低く、またサービス内容が一般の人にイメージしに

くい。自立訓練を知る機会や手に入る情報量も少ない。また、自立訓練事業の事業所

が少ないうえに地域格差があるため、地方にはアウトリーチでできるサービスが必要。 

・障害像と障害の進行状況に応じた適切な支援（トレーニング）は必要であるとともに、

障害状況や段階に応じて必要な支援期間への配慮がほしい。 

・行政職員、相談支援事業所の相談支援員も、障害毎のサービスに対する理解が十分で

はない。マイノリティの障害に関しての情報に関するアクセシビリティが不十分。当

事者の一番の接点である医療機関から福祉サービスへのアクセシビリティがない。 

・自立訓練事業の利用に必要な診断書作成、手帳判定ができる医療機関が少ない（ない）。 

・再発や二次障害の予防、重度化を防ぐ支援として、訓練（トレーニング）や専門的評

価をライフステージ上の課題に応じて要所要所で継続できる仕組み（制度）が必要で

はないか。 

【当事者ヒアリング結果一覧】 
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①事業の認知状況 ②自立訓練や社会復帰に向け
た訓練・支援の経験

③受けた結果 ④必要な訓練について

団体名
当事者の方は自立訓練（機
能訓練・生活訓練）事業を
知っているか

自立訓練や社会復帰に向けた
訓練・支援を受けた経験（自身・
周囲の人）の有無

帰結（社会参加・復職・・・な
ど）や感想、意見など

どのような自立訓練が必要だと
思うか。またはどのような訓練支
援を受けたいと思うか。

1
日本高次脳機能
障害友の会

当事者運動のなかで、高次
脳機能障害のモデル事業の
試行や、自立支援法の成立
に関わったため、自立訓練
事業についても承知してい
た。

周囲に受けた人がいる 当事者が社会復帰・社会参
加に繋がるために必要な
サービスであり、結果として
もつながっている。家族に
とっても必要な支援である。

高次脳機能障害者に対応できる
機能訓練事業、生活訓練事業の
事業所が少ないうえに、地域格差
があるため、地方にはアウトリー
チでできるサービスが必要。

2 日本盲人会連合

個人としては知っている
（元？国リハ職員なので）。
情報がうまく伝わっておらず
知らない人もいる。地域に
よっては機能訓練事業所が
少ない（ない）のでサービス
名の認知度は低い。歩行訓
練などはホーム転落事故の
こともあり、最近認知度があ
がっているが、視覚障害リハ
ビリテーションの一部（訓練）
を生活訓練と呼称するので
サービス名と紛らわしいこと
がある。失明の時期が早い
とリハに近い内容を盲学校
で習っている。

自身が失明した当時（S38年）は
訓練がなかった。ずっと盲学校
で学んだので、中学校の時に白
杖の使い方、家庭科の中で調理
などは習った。
　国リハの職員として訓練を受
けた人を多く見ている。

（理療科の教員なので（だっ
たので？））三療師として就
職する方が多かった。中途
の視覚障害者だと年齢が高
いことが多いので、概ね家
族がおり、単身生活をしてい
る人（目指す人）は少なかっ
た。

就職・復職するには、安全に移動
するための歩行訓練や業務の範
囲を拡大するためのPCなどの機
器の訓練は必須。機器の訓練は
変化してきているので、時代に合
わせた内容の訓練が必要。生活
のためには調理や身の回りのこ
となどの生活訓練も必要。
　ロービジョンの方への訓練も重
要。全盲の方はある意味訓練メ
ニューや指導法が確立している
が、ロービジョンの方の見えにくさ
は視野の欠け方・羞明などにより
多様なので、そこを踏まえた訓練
をしてほしい。見え方は変化して
いくので、それに応じて人生のな
かで複数回訓練が受けられると
よい。

3
全国脊髄損傷者
連合会

周囲には機能訓練事業を
使っている人はいない。機
能訓練というとリハビリに興
味を持つ。自立訓練の範囲
がどこからどこまでなのか分
かっていない。職業リハとの
関係性や棲み分けなどの整
理があっても良い。職業は
自立訓練の範疇に入れたほ
うが良いと感じている。どこ
までが福祉か医療かの棲み
分けもできていない。当事者
からしたら、非常に分かりに
くい。

受けたことはないが、周囲に受
けた人がいる

自立訓練はエンパワメントを
高めることが重要だと思う。
自立するためには、生活力
をつけることが大切である。
当事者にはそこの部分での
意識の向上をしてもらいた
いと思っている。人に全面的
に頼るのではなく、自分自
身でも力をつけていけるよう
にしていきたい。

職業リハ的な訓練。A型で技術を獲得
したいという希望も多く、そういった力
をつけると、社会にも出ていきやすくな
ると思う。また、権利擁護があちこちで
言われているが、共生社会に向けた
勉強も、自立訓練の中でできると良
い。



167 

 
 

 

   

⑤自立訓練を利用するまでの相
談や手続きについて

⑥自立訓練事業所と医療機
関の連携について

⑦社会復帰・社会参加への
ニーズについて

⑧自立訓練の周知の方法に
ついて

その他

サービスは受けやすいか。相談
支援事業所との関係や連携は
利用までスムーズか。

自立訓練事業所と医療機関
の連携はスムーズと思うか

社会復帰や参加に向けてど
のようなニーズがあるか

自立訓練について当事者の
方々にどの様な方法で周知さ
れれば良いと思うか

・当事者がサービスを受ける以
前に自立訓練事業の知名度が
無く、病院・自治体に周知が必
要。
・高次脳機能障害の特性上（自
己意識性の障害）のため、利用
以前の相談の時点で自立訓練
事業の必要性をご本人と共有で
きず支援に繋がらない事例があ
る。

・自立訓練事業の利用に必
要な診断書を書いてくれる
医療機関が無い。
・全国的に拠点病院が少な
いうえ、医療でのリハビリ
テーションは日数制限等に
より終了してしまうが、そこ
から先の支援に繋がらな
い。

・当事者がさまざまな体験を
積む機会が少ない。
・職場や社会参加先との環
境調整が不十分なためご本
人の定着が難しい。
・成年後見制度等につなげ
る支援。
・高次脳機能障害者のｸﾞﾙｰ
ﾌﾟﾎｰﾑがない。
・生活版ジョブコーチの普
及。
・失語症の場合、長期の支
援が必要となるが、医療で
のST訓練は日数制限があ
り、途中で途切れてしまう。

・地域の情報を広く発信（拡
散）する必要があり、インター
ネット、新聞・テレビなどのメ
ディアに大々的に取り上げら
れること。

そもそも（視覚障害により）移動
が大変で、市役所に行くのも大
変なのに、市役所に行ってもす
ぐに訓練スタートとならない（相
談支援事業所への依頼やそれ
に関する諸々の手続きがある）
ので、それを煩わしいという人
は少なからずいる。
仕事をしていると相談支援事業
所のモニタリングに対応する時
間をとるのも大変。
自分はたまたま最初から視覚障
害に理解のある相談支援事業
所に出会えたし、土日に訪問で
対応してくれるなど融通も利か
せてもらえた。そうでない人も多
い。
　市町村も視覚障害者への理解
という点では地域差がかなり大
きいのではないか。

眼科医から紹介されるケー
スは増えてきているが、まだ
十分ではない。当事者団体
から眼科医にきちんと情報
提供してもらえるよう情報発
信していく必要がある。
　市役所に行くのはおっくう
でも、眼科には皆必ず行く
ので、そこで自立訓練につ
いて情報発信してもらえるの
が望ましい。

目標やニーズは様々なの
で、それによってメニューは
変わってくるが、歩行訓練と
PCなどの機器の訓練は必
須。特に就労を目指すので
あれば、通勤や建物内での
移動も含めて歩行訓練の基
本や音声PCなどは習うべ
き。
　また、家族や周囲の人に
よる訓練に向かうモチベー
ションを高めるための働き
かけも大事。

市役所の福祉課窓口と眼科
からの情報提供は必須。市役
所は窓口の職員がきちんと情
報を知っていて、手帳の申請
時に事業所やリハのことを紹
介してくれるような仕組みが必
要。眼科は視覚障害者が必ず
通るところなので、そこで紹介
してもらえるのがよい。
　視覚障害者がきちんと情報
を受け取れるように情報媒体
にも注意をしてもらいたい。

視覚障害者の場合、基本的な
訓練は施設で受けるにしても、
生活している地域、実際に使う
場所で（訪問により）必要な訓練
が受けられることが重要。訪問
してもらえる範囲は限られるの
で、自立訓練事業所が各地域に
あればよいが、数が足りていな
い。
　自分で外出先やそこでの活動
内容を考えて、単独歩行と同行
援護を自分で判断して使い分け
られることが大切。もっと自立し
たいと思った時に気軽に訓練を
受けられる体制が必要。
　糖尿の方など医療的なケアが
求められる人もいる。基本的な
知識は持っていてもらい低血糖
などに対応してもらうことや、透
析の方でも訓練が受けられるよ
うな時間的な配慮をしてほしい。

現場の方に聞いたほうが良い。
生憎皆出払っているので、改め
て聞いてみてほしい。
再確認

全く見えない。　再確認 繰り返しになるが、エンパワ
メントが重要。特に、生まれ
つきの障害の方は、親から
離れることへの課題があ
る。親が手放したがらないこ
ともあり、本人が大人の意
識を持てるようなアプローチ
が必要。中途障害者は、障
害受容の問題が大きい。

訓練の中身（メニュー）はどの
ようなものか、どこでどのよう
なことをやっているのかが分
かりづらい。病院から社会復
帰する過程で、自立訓練につ
ながることはあるかと思うが、
一旦地域に戻ると、外からで
は見えない。拠点相談支援事
業所の機能も重要になってく
ると思うが、赤字の事業所も
あり、独立していけるかも課
題。良い相談支援事業所がど
れくらい作れるかによるか。

相談支援を丁寧に行なおうとす
ると、非常に時間が取られる。
相談を受ける際は、社会生活力
を重視している。機能訓練という
と、POTへの期待がどうしても大
きくなるが、そこから職リハにつ
ながる道筋が見えると良いと思
う。当時者のエンパワメントを高
めるアプローチが、まさに機能
訓練の役割ではないか。今、相
談の過程で、セルフプランを作
るように一人ひとりに支援してい
る。これは、自分の生活や将来
方向を、自分で組み立てていく
力をつけていくことになる。機能
訓練を絡めた選択肢や先々が
見て分かるようなチャートを作っ
て、アピールにつなげることはで
きないか。有期限のサービスで
あるが、報酬が少し下がっても、
医師の判断で少しのばすことが
できるようになると良い。重度の
障害者や重心者が社会に出て
行けないことも、課題と感じてい
る。
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①事業の認知状況 ②自立訓練や社会復帰に向けた訓

練・支援の経験

③受けた結果 ④必要な訓練について

団体名

当事者の方は自立訓練（機能

訓練・生活訓練）事業を知って

いるか

自立訓練や社会復帰に向けた訓

練・支援を受けた経験（自身・周囲

の人）の有無

帰結（社会参加・復職・・・など）

や感想、意見など

どのような自立訓練が必要だと思う

か。またはどのような訓練支援を受

けたいと思うか。

4

日本メンタルヘル

スピアサポート専

門員研修機構

なかなか知られていない。利用

したいと来る人が少ない。２年

しか使えないなら今はいいです

とか、デイケアと何が違うのと

か、うまく説明ができない。

自身が受けたことがある 引きこもりの人の訪問から初

めて、通所できるようになり、就

労継続支援Ｂ型事業所→アル

バイト、というように進んでいっ

た。

転院したために、必要に迫られ

て電車に一駅乗れるようになり

たい人と関わったことがある。

生活訓練には同じようなことで

困っている人がいっぱい居て、

仲間ができた安心感が持て、

繋がりが強いところがいい。Ｂ

型と違い、その入り口が「作業

ありき」じゃないところが特徴

で、フリーの時間が多いこと

が、いいところでもある人もい

る。

電車に乗る、切符、定期の買い方な

ど駅員には聞けない。買い物に緊張

してしまい一人では行けない。そうい

うニーズに対応する支援が必要。

生活に密着した掃除・洗濯・調理な

ど個別に対応できる。生活訓練の強

みは細かい所まで一緒に考えてでき

ることだと思う。訪問は勿論のこと、

通所であっても集団やグループのプ

ログラムでも個別性が高いと思う。

デイケアでは、集団が基本で、そこ

まで手がまわらないと思うから。

また生活訓練と言っても、生活の部

分は自分で出来ていたので、それよ

り通所することによって友人が出来

て、一緒に遊びに行くなどのつなが

りが持てたのが良かった。若い時に

発症しているので人と知り合う場が

あまり無かったため、そういう場でも

あった。

5
日本失語症協議

会

当事者家族としては自立支援

法以前（17年前）に夫が障害福

祉サービスを利用していたが、

当時失語症に特化した支援が

無かった為、基準該当の機能

訓練として失語症に特化した施

設を実際に運営しているので、

自立訓練事業を知っている。

施設を利用されている利用者

及び家族は、自立訓練を利用

され知っている方もいらっしゃ

るが、多くは失語症利用者に対

する社会リハ訓練施設がない

との認識だと思う。

周囲に受けた人がいる 地域の障害（失語）理解が不

足しており、失語症の利用者

が安心して活動できる場所が

ない。就労に関しても障害特性

（電話応対ができない、メモが

取れない等）より出来る仕事に

著しい制限がある。失語症は

単独で出来る自主トレーニング

は無く、他者とのコミュニケー

ションを通して能力の維持向上

が測れることから、社会リハビ

リテーションの継続が必要だと

思う。しかし自立訓練の支援期

間は有期限の為、支援終了後

に社会参加する場所が途切れ

てしまうのではと思う。

支援期間については一律の期間で

はなく、障害の程度（失語の程度）に

より支援期間が変るのではないの

か？と思う。実際の訓練としては、買

い物やＩＣカードの使い方などのＩＡＤ

Ｌ訓練を必要としている。失語症利用

者も社会経験を通した社会生活力の

向上は必要だと感じている。言語・コ

ミュニケーションの訓練では病院の

ＳＴ訓練（1対1）では限界があり、生

活の中（地域社会）でのコミュニケー

ションが必要で、言語訓練は機能回

復だけではなく社会性があると思う。

訓練が止まるとコミュニケーション能

力が元に戻ってしまうので、定期的

な訓練を継続できる仕組み（制度）が

あればと思う。その訓練を継続する

事で障害の重度化を抑制ができるの

では？

自立訓練に求めたい役割

・失語に対する専門性の高い訓練

・社会生活力を高める訓練

・グループワークの効果を活用した

コミュニケーション訓練

・利用終了後も定期的にグループ訓

練できるための環境づくり

（利用終了後も訓練できる環境づく

り、グループ訓練の場へのスタッフ

の派遣）

・就職先への支援、環境整備、就労

移行支援事業所等への助言等の支

援
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⑤自立訓練を利用するまでの相
談や手続きについて

⑥自立訓練事業所と医療機
関の連携について

⑦社会復帰・社会参加への
ニーズについて

⑧自立訓練の周知の方法に
ついて

その他

サービスは受けやすいか。相談
支援事業所との関係や連携は
利用までスムーズか。

自立訓練事業所と医療機関
の連携はスムーズと思うか

社会復帰や参加に向けてど
のようなニーズがあるか

自立訓練について当事者の
方々にどの様な方法で周知さ
れれば良いと思うか

認定調査等、手続きは大変。デ
イケアは主治医にＯＫをもらい
市役所で紙を書くだけですぐに
使えるので、比較しても、始める
までのハードルが高くてけっこう
大変だと思う。
引きこもりの人は、「始めるまで
に、何人会わなきゃいけない
の？もういいです・・」となる。
相談支援と連携がスムーズだと
いいと思うが、そうでない場合も
ある。

なかなか上手くいかない。
こちらから情報を伝えても、
何もないとか・・。「その人
は、そういう人だからいいん
です」と言われたり、困りこと
を解決できないことがある。
医者は症状を見て、生活訓
練は生活のことを見て、点と
点では、うまくいかないの
で、チームで支援できるよう
に、一緒に考えてほしい。
（相談支援も）
とくに、しんどいケースの時
などは、そう思う。

市役所や相談支援事業所、
家族から引きこもりのケース
で相談される
① 楽しいことをやりたい！と
いう本人
　好きなことをやりたい。映
画を見に行きたい、遊びに
行きたいなど。しかし外に出
るのは怖い。というような
ケース。
② ニーズが見つからない。
　今のままでいい。何もした
くない。人と関わりたくない。
傷付きたくない。ビジョンが
持てない。→２年間だと厳し
い。

電車に乗れるようになった
ら、汚いから部屋もちょっと
掃除してみようかな～と、日
常的なことに繋がる。
「これが出来るようになった
ら、こっちをやってみようか
な」という余裕が持てるよう
になったのだと思う。

現状のパンフレットの情報だと
少ないので、どうやって情報を
きちんと落とし込めるかだと思
うが・・・。
こういうこと出来ます。まず見
てみよう！と思うような、実際
の日々の様子を綴るブログな
ど？ユーチューブとかもイメー
ジが付きやすいからいい？

実態が分かれば興味を持って
もらえると思うが・・。
本人の前に、行政や家族に情
報を持ってもらうことも大事だ
が、そこもできていない。

利用するまでに行かない何か
がある？よく分からない物に
足を踏み入れるのには勇気が
いるのだと思う。

サービス導入の頃の利用者へ
関わりというか、質問の仕方に
ついて。
最初、利用者は、「何してくれる
んだ？」「何者なんだ？」「何して
る人たちなんだ？」と思ってい
る。

○○して下さい、のように上から
な感じだと当然上手くいかない。
そこで・・・。
「今、やりたいことは何です
か？」
「好きなことは何ですか？」
「一緒にやりませんか？」
「一緒にきっかけを作りません
か？」（２年間の有期限サービス
なので、何か変われるかもしれ
ない）

というような関わり方がいいと思
う。

失語症に特化した訓練・支援を
している施設が全国的にも少な
いため、当事者や家族としては
利用しにくいと思う。もっと機能
訓練としてできる事をＰＲしても
らいたいと思う。
相談支援事業所の失語症に対
する理解についても十分ではな
いと思う。

失語症利用者の場合、急性
期病院の治療で麻痺が残っ
ていなければ重度の失語症
を有していても地域に帰され
てしまう為、回復期リハビリ
テーションを経由せず障害
者手帳が取得しづらい。地
域に失語症を診断できる医
者がいない（認定医が限ら
れている）
地域の医者では名前や住
所が言えるだけで失語症が
無いと判断される。受診の
際に一部しか見て貰えず生
活の中でのコミュニケーショ
ンを見て貰えない
本人は医者の前では頑張っ
てしまう。
⇒医師が診断書を書いてく
れないから訓練（自立訓練）
が使えない

失語症利用者が継続して使
える社会資源がない
高次脳機能障害の場合は
手順書があれば出来る可能
性があるが、失語の場合は
手順書を読む力が無いかも
しれない等、著しく社会参加
（就労）の場が制限される。
会社関係、医療関係、福祉
関係でも失語症を理解して
いるサポーターが少ない。
失語症を理解しているサ
ポーターを育てる必要もあ
る。
講習会（失語症患者とのコ
ミュニケーション方法、アプリ
の紹介など）を積極的に開
催しているが、自立訓練に
も講習会の開催（情報の伝
達）などを期待している。

福祉サービスは自分で調べな
いと分からなかった。
失語の方が使えるサービスが
無い（広報して欲しい）
病院からの案内⇒障害受容
段階として回復に対して強い
思いを持ちすぎている当事者・
家族が多く社会リハ（社会生
活力）の必要性を強く認識して
いない場合が多い。
周りが（失語症を）を知る事
が、当事者や家族が知る事
（ＰＲ）に繋がると思う。

（株）言語生活サポートセンター
（介護保険適用通所介護施設、
基準該当機能訓練事業）を立ち
上げ、失語症利用者の支援に
特化した機能訓練を実施してい
る。
失語症利用者の場合は個人の
力を上げる事は難しい事だが、
社会参加については周りのサ
ポートがあれば可能になる事も
ある。しかし現状では周りの理
解が低い。
失語症カフェ⇒訓練を終了した
利用者・家族が集える場として
提供している。（必要性がある）
家族支援⇒周りの力として必要
があるため支援対象としている
が、報酬として反映されていな
い（自立訓練は個人給付）⇒家
族支援が個人の利益に反映し
ているというエビデンスが必要。
予防？重度化を防ぐ支援とし
て、訓練？専門的評価？を飛び
石で継続できる仕組み（制度）が
必要か？
その訓練を継続する事で障害の
重度化を抑制ができるなどの説
明（根拠として）が必要か？⇒病
院的な訓練ではなく社会参加を
通したグループ訓練が必要
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参考資料：当事者家族の声① 

「自立訓練を利用して」 

佐久間 桃子 

 

私は、16 歳の時に高校の部活動で頸髄を損傷し障害をもちました。地元の福島県郡山市で

１年間の入院生活を送り、静岡県伊東市にある伊東重度障害者センター（以下、センターと

する）注 1）で２年半の自立訓練を受け、就職、留学、大学進学を経て、現在はひとり暮らしを

しながら大学院に通っています。自立訓練を終えて今年で９年目を迎える今、現在の生活を

送れているのはセンターでの出会いや経験があったからだと強く感じています。 

センターに行って一番よかったと感じることは、障害と向き合えるようになったことです。

利用開始初日、好きな洋服を着て髪を染め、オシャレを楽しむ利用者の姿、ツインバスケッ

トボールに一生懸命に取り組む姿から、入院中に自分が思い描いていた「障害者」へのイメ

ージが大きく変わりました。障害を気にしている自分が格好悪い、もう一度前を向いて頑張

りたい、心からそう思えるようになり、怪我をしてから初めて将来に希望を感じることがで

きました。 

センターでは、残存機能を最大に生かし、障害のある自分と上手に「付き合っていく」こ

とを学びました。理学・作業療法の訓練では、ベッドから車いすへの移乗、化粧やコンタク

ト装着、マニキュアを塗る練習などワクワクする訓練に、障害をもつ前の自分は運動やオシ

ャレが好きだったことを思い出させてくれました。パソコンの訓練では、ワードやエクセル

等の資格取得に臨む過程から、目標をもち計画を立ててやり抜く大切さを学びました。スポ

ーツの訓練では、利用者同士で車いすの基本動作を教え合うなど、訓練を通してコミュニケ

ーションを学ぶ場でもありました。訓練以外の生活では、買い物や納涼祭・忘年会などのイ

ベント、電車の乗り方などを教えてもらうなど、人目を気にしながらも少しずつ外出できる

ようになり、センターでの経験や仲間との何気ない会話や過ごした時間、支援者からの言葉

は、現在も私の大きな原動力になっています。 

そして利用終了後の在宅生活で感じていることは、健常者の中で障害のある自分と付き合

って生きていくことの難しさです。地域では、支援者や同じ障害をもつ仲間が常に近くにい

るわけではなく思いもしない問題や傷つくことが多くあります。これは、受傷から何年経っ

てもなくなるものではありません。だからこそ、地域生活に戻るまでに、家族や友人との関

係性の築き方、人に頼る力、自分の障害について説明する力、周囲の視線に慣れることなど、

自分自身と丁寧に向き合い、生活をつくり上げていく力を身に着けることが、今後の自立訓

練に求められる大事な支援だと考えています。 

注１） 伊東重度障害者センターは 2016 年６月で国立障害者リハビリテーションセンターに

統廃合 
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参考資料：当事者家族の声② 

「介護・障害福祉サービスは本当に自立支援をしていますか？」 

～夫を介護している家族の立場から～ 

石﨑 美保 

 
私は右半身麻痺の夫と二人暮らしです。夫は 45 歳の若さで脳出血を発症しました。出血量

が多く、医師からは意識の回復は難しいと説明されました。一時は絶望しました。しかし私

は夫の回復を信じ、出来るだけのことをやってみようと思いました。そこからは闘いの日々

でした。起きているのか寝ているのかわからないような夫を「社会復帰」させようとしてい

る妻。傍から見たらさぞ無茶でかわいそうな人に見えたことだと思います。 

それから約４年が過ぎ、夫は右半身麻痺と失語症はありますが、トイレや食事は自立して

おり、電動車いすを使って、外出することも買い物や旅行に行くこともできます。 

 
●「自立」を目的としていない介護サービス 

夫が倒れるまでの私は訪問看護師としてサービスを提供する側でした。しかし、サービス

を受ける側になって初めて気づいたことがあります。 

１年ほど前、身の回りのことが少しできるようになったので、次は“ドアの開閉”の練習

をしたいと思いました。しかし、相談した理学療法士は、そのような練習は経験がないとの

こと。様々な職種の方に聞いてみましたが、その方法も自助具（生活補助具）も知っている

人はいませんでした。「改修工事ならできる」と即座に答えてくれた介護関係者もいますが、

これは大変的外れな回答です。なぜなら、私たちが必要としているのは「一人で外出できる

方法」だからです。世界中の全てのドアを改修することはできません。 

また、車いす利用者への雨の対策もほとんど考えられていないことがわかりました。雨天

の場合、車いす利用者は誰かに付き添ってもらうか、外出を控えるしかありません。   

今、日本で整備されている介護・福祉サービスは、一人で生活や仕事ができるような「自

立」ではなく、「誰かに管理されて完結すること」が目的とされていると実感しました。 

 
●障害者目線で作られていない福祉用具 

ドアの開閉や雨天時の対策に関しては、登山用品等を利用することでなんとか対応しまし

た。一般の方々を対象に販売されているこれらの商品のデザイン、使い勝手、質の良さに感

動します。特に登山用パックカバーは薄くて軽くて、たたみやすく、乾きやすいので大変重

宝します。 

一方、福祉用具は、使い勝手、質、そして、デザインがあまり良くありません。特にカッ

パに関しては、全身を覆うもの、ズボンタイプのものなどがありますが、ズボンが簡単に履

ける人は、車いすに乗っていないと思います。また、重くて分厚くて畳みにくい、乾きにく

くデザインが悪いなど、実用性もなく高額です。福祉用品も日々改善されているのだとは思
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いますが、どちらかというと「自分が使う」目線ではなく、介護側、または管理する側の目

線で作られているように思います。多くの福祉用具は「使ってみたい！」という気持ちが起

きません。 

 
●自立へ向けての支援は町づくり、地域づくり 

現在 2025 年問題に向けて、各自治体は国の指導により地域包括ケアシステム作りを進めて

います。しかし実際に起こっていることは、担当者が置かれる一方で財政的な問題を解決す

るために介護や障害福祉サービスの給付を制限することでした。 

このような形式的、短絡的な対策では、閉じこもり、寝たきりが増加し、結局、医療費、

介護量ともに増加する結果となりかねません。夫が今まで回復し続けられているのは、障害

が重くても毎日外出していたからです。 

私たちは障害があっても、病気があっても、自立して社会で生産的に生きていきたいです。

ずっと誰かにお世話されて管理されて、限られた環境で生きながらえたいわけではないので

す。重い障害を抱えていますが、夫は本気で社会復帰を考えています。社会の役に立ちたい

と思っています。 

本気で障害者の自立支援に取り組むのでしたら、管理する側の目線ではなく、当事者の目

線で考えてもらえないでしょうか。障害や病気があっても生きやすい社会は、みんなにとっ

て生きやすい社会につながるのではないかと思います。 

みんなが共生できる地域社会づくりに向けて、行政側は障害や病気を抱えた方々の生活や

ニーズに寄り添いながら当事者の意見を取り入れた効果的な自立支援を、障害者や家族側は、

積極的な社会参加に常に挑戦する、これらの対策を同時に進めていく必要があると考えます。 

 
石﨑 美保（いしざき みほ） 

1972 年、岡山県生まれ。看護系大学卒業後、国内では病院や訪問看護ステーション、海外で

は青年海外協力隊(チリ)、NGO(東ティモール)で途上国の国際保健活動に従事していた。夫を

看護しながら MPH(Master of Public Health、公衆衛生学修士)を取得。 

千里金襴大学看護学部公衆衛生看護学領域助教、京都大学大学院医学研究科社会健康医学系

専攻健康情報学分野研究生 
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Ⅳ．まとめと提言 
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１．自立訓練事業の状況 

（１）法人の中での自立訓練事業 

自立訓練を実施している母体法人は様々であったが過半数が社会福祉法人であった。

また NPO 法人や営利法人も一定実施していた。また、ＮＰＯ法人や営利法人は非正規職

員や非常勤職員の比率が高い職員体制のもとで事業を実施していた。 

指定自立訓練事業の内訳をみると、機能訓練事業を実施している法人では、生活訓練

を併設しておらず単独で実施している場合がやや多く、介護保険サービスを併設してい

る場合が多かった。また、生活訓練を併設している法人の多くは高次脳機能障害者を対

象にしていた。 

生活訓練事業を実施している法人では、機能訓練を併設せす単独で実施している場合

が圧倒的に多く、地域活動支援センターの併設が多かった。宿泊型を実施している法人

では、生活訓練を併設している場合が多くあり病院の併設が多かった。自立訓練を実施

しているいずれの法人も対象者が重なる他の事業を併設して事業を展開していた。また、

いずれの法人も生活介護等を中心にそれに併設して事業が行われている所が多いことは

共通していた。 

一方で、基準該当や共生型はほぼ介護保険サービスを併設しており、殆どが他の基準

該当事業を実施している等、一部の事業所を除き障害種別や内容に特化している傾向は

みられなかった。 

 

事業の実施意向では、機能訓練、生活訓練、宿泊型共に継続実施を希望している法人

が 多く、機能訓練では身体機能等の維持・向上と社会リハビリテーションを重要視して

おり、生活訓練は社会リハビリテーションを重要視していることが分かった。両事業と

も職業リハビリテーションを一定重要視していた。また、宿泊型では社会リハビリテー

ションを中心に地域での生活の自立を重要視していた。 

一方で、事業の廃止や縮小や事業の継続を悩んでいる事業所が機能訓練や生活訓練で

は2割弱あり、それらの法人からは、利用者の確保が難しく充足しないことや、専門職等

の職員配置が難しいことが課題として挙げられていた。宿泊型では廃止、縮小の意向は

無かった。 

事業実施上の課題では、利用充足している事業所があるものの多くの法人から利用が

充足しない理由として、認知度の低さや、有期限サービスによる利用者の確保の難しさ、

一部介護保険優先による弊害や手続きの煩雑さが挙げられていた。有期限サービスの課

題については、事業別調査の結果からは標準利用期間内に利用を終了している利用者が

多いことから、一律に期間の延長を必要とするものではなく、利用者の状況に併せた柔

軟性が求められていると思われる。 

報酬上の課題については、現在様々な加算で補う仕組みになっているものの、加算の

届けが悪いことが事業別調査で確認されたことから、その理由の把握が必要がある。 
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訪問による支援は、あまり実施の意向がないが、訪問の必要性を感じている法人もあ

り、あまり実施されない原因は、人員配置や移動距離、効率性、報酬評価等によるもの

と思われるが、更に実態把握が必要であると思われる。 

指定自立訓練事業は母体法人が主に対象としている利用者を中心に支援が展開され 

ているのに比べ、基準該当や共生型は介護保険サービスを母体として障害福祉サービス

を薄く広く実施している。そのことから、障害に対する専門的支援という観点からは指

定施設と基準該当や共生型に差異があると考えられ、そのことは、後述の職員体制や訓

練・支援の実施状況からも裏付けられる。 

しかし、指定自立訓練についても、基準該当や共生型と同様に、他の事業を母体とし

て事業が展開されている法人が多いことから、法人の経営上の課題等に影響されやすい

事業であると言えるかもしれない。 

 

（２）自立訓練各事業の状況について 

 

１）指定機能訓練事業 

 

①職員数 

定員に対して基準の1.7倍、実績に対しては約3.7倍の加配置の状況である。その中に

は医療専門職を中心に専門職の加配も含まれている。訓練の補助的な役割を担っている

事業所職員以外のスタッフが関わっている事業所も３割程度あり、かなり手厚い職員体

制をとっており、その傾向は事業規模の小さい事業所に、より言えた。適正な人員配置

について精査が必要と考える。 

 

②利用者の状況について 

年間の実利用者での定員充足率は53.4%であり、そのうち４割が同事業所の施設入所支

援を利用している。毎年500人あまりの利用開始、400人あまりの利用終了がある。年齢

は 40～69 歳が多く男性が７割である。障害支援区分は、訓練等給付の位置付けから区

分のない者が３割あるが区分のある者では区分３、区分４、区分５の順で多い。主たる

障害は身体障害が９割近くを占め、その中でも肢体不自由が約７割を占める。原因疾患

は脳血管疾患が４割で、多くの利用者が介護保険第２号被保険者である。高次脳機能障

害を重複している利用者も一定数いる。 

 

③利用状況 

紹介ルートは相談支援事業所と回復期リハビリテーション病棟からが多く、介護支援

事業所からは少ない。 
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利用経路は、家庭や単身生活からが６割で入院生活からが３割程度と、在宅からが多

い。介護保険第２号被保険者となる脳血管疾患者が多い状況から、実際の現場では障害

福祉サービス利用手続きに時間がかかるため病院から退院の早い時間の流れに追いつか

ず一旦退院せざるを得ず在宅や介護保険サービスを利用しているもの、在宅復帰や職場

復帰してみたが、上手くいかずに支援の必要性を感じ利用に繋がった者がいる。他にも

そうした状況があると考えられるがその場合、回復期病院等のＭＳＷや介護支援専門員

との連携の強化が一層重要であると思われる。一方で学校からの利用も２%と少なく教育

機関との連携強化を図る必要がある。 

開始時の利用意向は、身体機能や認知機能の維持・向上の希望が４割弱と多い。また、

社会生活力や移動範囲の拡大やＡＤＬ・ＩＡＤＬの向上、就労や復職、家庭復帰や地域

生活、単身生活を希望している者が一定いる。 

利用終了後の進路としては、家庭や単身生活などの地域生活に繋がった者が８割強と

なっている。地域生活を送っている場合は何らかの日中活動に繋がった者が７割強であ

り、福祉的就労や介護保険サービスに繋がった者が多い。また、２割程度の者が復職・

就業に繋がっており一般就労のための就労移行支援事業の利用にも一定繋がっている。

一方で、利用前からはかなり改善されているものの、日中活動に繋がっていない者が３

割弱いた。その原因として地域にある社会資源の状況にかなり左右されることと、その

人らしい生活をどう捉えるかという点にも関係するため、一概にマイナスと捉えること

もできない。 

利用期間は、全体的に見れば標準利用期間からはやや短いが、利用の延長が必要なケ

ースも３割程度あった。利用者への支援は個別事情に左右されることから利用者によっ

ては利用期間の柔軟な運用が求められる。 

 

④訓練・支援の状況 

月の実利用人数は定員平均をやや上回っているものの、日割換算にすると４割の利用

充足率となっている。平均すると利用者１人が１月に9.2日、１日5.5時間利用している

ことになるが、事業所の分布からは各事業所が平均値には集中しておらず、かなり利用

状況にばらつきがある。 

実施されている内容は身体機能訓練が最も多く、ＡＤＬ・ＩＡＤＬ・社会生活訓練、

地域移行・社会参加に向けた支援の順に多い。これは法人調査の重要視する点と合致す

る内容であるが、一般就労に向けた職業訓練は少ない。 

身体機能訓練は個別訓練で９割の事業所が実施、集団訓練でも６割が実施している。 

ＡＤＬ・ＩＡＤＬ・社会生活訓練は、個別訓練で殆どの事業所が実施されており、主

に移動・外出、ＡＤＬ・家事（調理含む）、健康管理、コミュニケーション・ＩＣＴを

実施している。集団訓練は75%の事業所が実施しており、移動・外出、ＡＤＬ・調理、健
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康管理、コミュニケーション、制度や障害等の学習活動の割合が高い。ピアカウンセリ

ングをプログラムに取り込んでいる事業所もある。 

総じて個別訓練を中心としている事業所が多いと言える。地域移行・社会参加に向け

た支援は９割が実施していた。 

 

⑤評価について 

効果の評価は８割の事業所が効果測定しており、そのうち、６割の事業所が広く利用

されている評価指標を活用していた。評価指標は身体機能、認知機能に関する評価指標

が殆どであった。 

効果測定をしている８割の事業所が効果を確認しているものの、一方で、効果が確認

できないが生活の質や社会生活力の向上を感じているとする事業所が８割あったことか

ら、難しさはあるものの何らかの形で生活の質や社会生活力の客観的評価ができる指標

を整備する必要がある。 

 

⑥経営面について 

事業活動収益とサービス活動費用の収支差はプラスマイナス０%であったが、自立支援

給付や利用者負担金等の利用収入のみではマイナスが40%となった。そのうち事業活動収

益とサービス活動費用の収支差で赤字のある事業所が３割、利用収入のみでは９割弱に

まで登ったことから、法人等からかなりの補填がなければ経営を維持できない実態が明

らかになった。また、赤字経営の事業所の６割は定員数20名以下の事業所で、７割は利

用実数5名以下の事業所であった。 

 

２）指定生活訓練事業 

 

①職員数 

定員に対して基準の1.3倍、実績に対しては約3.0倍の加配置の状況となり、その中に

は医療専門職を含む専門職の加配も含まれている事業所が多い。また、小規模な事業所

に、より加配のある傾向がうかがえた。更に、事業所職員以外のスタッフが関わってい

る事業所も４割程度あり、訓練の一部を担っている。機能訓練事業に比較する と、同じ

く手厚い職員体制をとっているが、より外部のスタッフに支えられていることが分かっ

た。 

また、知的障害者を主な対象者としている事業所に比べ精神障害者が主の事業所が、

平均にすると定員、実績に対する加配率ともに高い。しかし、実績に対しては定員規模

の小さい事業所に多い知的障害者が主の事業所に加配率の高い事業所が多かった。 
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②利用者の状況について 

年間の実利用者での定員充足率は79%であり、そのうち１割が施設入所支援を利用して

いる。また、毎年1,100人あまりの利用開始、900人あまりの利用終了がある。年齢は18

～39歳までで６割を占めるが高齢者も一定いる。男性が６割である。障害支援区分は、

区分なしの６割を除くと、区分２と３が多い。主たる障害は精神障害が７割弱と最も多

く知的障害は３割程度であった。精神障害の内訳は、その他の精神障害、統合失調症、

発達障害の順に多い。原因疾患は精神の疾患が７割であり、主たる疾患以外の疾患でも

精神の疾患が多い。 

 

③利用状況 

紹介ルートは相談支援事業所と学校・教育関係機関が２割程度、その次に精神病院で

あった。利用経路は、家庭や単身生活から８割、入院生活や施設入所生活からが１割程

度で、何らかの障害福祉サービスを利用していた者が４割を占めており、既に障害福祉

サービスに繋がっていた者の利用が一定程度あることが分かる。 

開始時の利用意向は、社会生活力の向上や生活のリズムをつける等の社会リハビリテ

ーションへの希望が多く就労・復職を希望する者も一定程度あった。 

利用終了後の進路は、家庭や単身生活、共同生活援助等家庭や地域に繋がった者が８

割強あった。地域生活を送っている者の８割が何らかの日中活動をしており、その中で

も就労継続Ｂ型の利用が４割を超えていた。また、復職・就業が 25%程度あり、就労移

行支援事業利用も２割程度あった。これらのことから、利用による変化が認められる。 

一方で、大きく改善されたものの主な日中活動がない者が２割弱いたが、前述の機能

訓練と同様に一概に効果がなかったとすることもできない。 

利用期間については、知的障害者を主な対象者としている事業所に比べて精神障害者

が主の事業所が長いもののいずれも標準利用期間からはかなり短い。利用期間を超えた

者も ２割程度おり、一人以上利用期間を超えた者のいる事業所は精神障害者が主の事業

所で６割を占める。利用者への支援は個別事情に左右されることから利用者によっては

利用期間の柔軟な運用が求められる。 

 

④訓練・支援の状況 

月の実利用人数は定員平均を大きく上回っているものの、日割換算にすると５割の利

用充足率でしかない。平均で利用者１人が週に１日～２日程度、１日6.9時間利用してい

ることになるが、事業所の分布からは各事業所が平均値には集中しておらず、かなり利

用状況にばらつきがある。また、事例からは（事例9・10、P208～211）、働いている者

の利用や引きこもり者の支援が紹介されており、少ない頻度での利用や少ない頻度から

始まる利用が有効である場合もある。 
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内容は、ＡＤＬ・ＩＡＤＬ・社会生活訓練、活動支援、地域移行・社会参加に向けた

支援が多い。 

身体機能訓練の実施は２割程度で、ＡＤＬ・ＩＡＤＬ・社会生活は個別訓練や集団訓

練で ８割が実施されており、内容は、内服管理、健康管理、買い物、コミュニケーショ

ン、家事、身の回りの管理、調理、安全管理、ソーシャルスキル、疾病・健康管理など

の学習プログラム等が多く実施されており学習面にも力を入れていた。 

一般就労に向けた支援は多くはないが、個別や集団での支援が実施されている。地域

移行・社会参加に向けた支援は８割が実施されていた。 

概して様々な支援が実施されており、集団でのプログラムも積極的に取り入れられて

いる。 

 

⑤評価について 

効果の評価は３割の事業所が効果測定しており、精神障害者を主としている事業所に

多いが平均して５割程度の事業所が事業所独自の評価指標を使っている。そのうちの８

割以上の事業所が効果を確認している。一方で、効果が確認できないが生活の質や社会

生活力の向上を感じているとする事業所が８割あったことから、難しさはあるものの何

らかの形で生活の質や社会生活力の客観的評価ができる指標を整備する必要がある。 

 

⑥経営面について 

事業活動収益とサービス活動費用の収支差はプラス3.6%、自立支援給付や利用者負担

金等の利用収入のみでマイナス17%であった。事業活動収益とサービス活動費用の収支差

では、赤字のある事業所が35%、利用収入でみると41%の事業所が赤字を抱えており経営

的には苦慮していた。また、その傾向は精神障害者を主に対象としている事業所の方に

多い。 

 

３）宿泊型 

 

①職員数 

定員に対しては基準程度の配置であったが、実績に対しては約1.3倍の加配置の状況で

ある。 

 

②利用者の状況について 

年間の実利用者での定員充足率は59.9%であり、毎年200人あまりの利用開始、200人あ

まりの利用終了がある。年齢は18～29歳が４割で、次いで50～59歳で２割と幅広い層が

利用している。男性が７割、障害支援区分は、区分なしが７割弱で、区分のある者の中
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では区分２と区分の低い者が多いが、区分３や４も一定いる。主たる障害は精神障害が

６割、知的障害が３割程度と精神障害者の利用が多い。精神障害の内訳は、統合失調症

が３割と多く、重複障害は発達障害が最も多く４割程度で、その次が知的障害である。 

 

③利用状況 

紹介ルートは、精神病院からが４割で、次いで相談支援事業所からである。 

利用経路は、入院等と家庭からが４割強で日中に何らかの福祉サービスを受けていた

者が３割強ある。また、学校からの利用も３割ある。 

開始時の利用意向は、社会生活力の向上が半数と社会リハビリテーションへの希望が

多い。 

利用終了後は７割の者が家庭や地域で生活しており、何らかの日中活動に繋がった者

は９割弱で、その中で精神科デイケアの利用が５割、復職・就業が５割弱、福祉的就労

が２割強であり地域移行支援が果たせていると言える。何も日中活動していないものは

１割強で利用前からはやや改善している。 

利用期間は、標準利用期間からかなり短いものの、利用期間を超えたものも16%程度い

たことから、柔軟な利用期間の設定ができることが求められる。 

 

④訓練・支援の状況 

月の実利用人数は定員平均をやや上回っているものの、日割換算にすると５割の利用

充足率でしかない。平均で利用者1人が１月に13日利用していたが、事業所の分布からは

各事業所が平均値には集中しておらず、かなり利用状況にばらつきがある。 

内容は、地域移行・社会参加に向けた支援、ＡＤＬ・ＩＡＤＬ・社会生活訓練が最も

多く、次いで活動支援が多かった。 

ＡＤＬ・ＩＡＤＬ・社会生活は、個別訓練では生活訓練と同傾向で、受診訓練や内服

管理、身の回りの管理、買い物、銀行・役所等利用訓練、公共交通機関利用訓練が多く、

集団訓練では調理や買い物が多いが他は少ない。個別訓練が重視されていた。 

地域移行・社会参加に向けた支援は個別中心で実施率は高い。その他、虐待を受けた

者や長期入院を経験した者の自信の回復のための支援や、進学のための学習支援等も行

われている。 

一方、一般就労に向けた支援はあまり実施されておらず、生活全般を支援しながら地

域での生活の自立に向けた支援を行っている。 

 

⑤評価について 

効果の評価は３割の事業所が効果測定しており、６割が事業所独自の評価指標を活用

している。そのうちの８割以上の事業所が効果を確認している。一方で、効果が確認で
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きないが生活の質や社会生活力の向上を感じているとする事業所が６割あったことから、

難しさはあるものの何らかの形で生活の質や社会生活力の客観的評価ができる指標を整

備する必要がある。ただし、地域生活という点から成果を見た場合に、利用終了後の状

況（特に精神障害者の場合には長期的な状況）に着目する必要があり単純ではない。 

 

⑥経営面について 

事業活動収益とサービス活動費用の収支差は平均にするとややプラスで、自立支援給

付や利用者負担金等の利用収入のみでも８%弱のプラスであった。しかし、事業活動収益

とサービス活動費用の収支差で赤字のある事業所が５割あり、利用収入でも５割の事業

所が赤字を抱えていたことから、経営的に安定している事業所ばかりではないことが分

かった。 

 

４）基準該当、共生型 

 

①利用状況 

基準該当事業所の利用は少なく通所のみである。年齢は、基準該当機能訓練は指定事

業所と同様の傾向で、基準該当生活訓練は指定事業所より年齢層がかなり高い。障害支

援区分は基準該当生活訓練では重度化の傾向があった。主たる障害は基準該当機能訓練

や共生型機能訓練も肢体不自由が多かった。利用経路は、基準該当事業所は機能訓練、

生活訓練ともに介護保険サービスからの利用が圧倒的に多い。また、地域の他のサービ

ス提供事業所で受け入れが難しい利用者を受け入れている場合もある。受け入れ範囲は

複数市町村から市町村内の一部地域等で狭かった。 

これらのことから、特に生活訓練においては、利用対象者像が少し違う。 

開始時の利用意向は、基準該当機能訓練は身体機能・認知機能の維持・向上やＡＤＬ・

ＩＡＤＬ、社会生活力や移動範囲の拡大が３割程度で少なく、共生型機能訓練も身体機

能の維持・向上やＡＤＬ・ＩＡＤＬが３割程度と指定事業所ほど多くなかった。 

 

②訓練・支援の状況 

基準該当はいずれも利用そのものが少なく短時間での利用が多い。 

内容は、基準該当事業所は機能訓練と生活訓練ともに身体機能訓練が最も多く、次い

で活動支援であった。指定施設で多かったＡＤＬ・ＩＡＤＬ・社会生活訓練や地域移行・

社会参加に向けた支援は少ない。 

基準該当機能訓練では、身体機能の維持・回復の一部の訓練が６割、ＡＤＬ・ＩＡＤ 

Ｌ・社会生活訓練の一部が行われており、ＡＤＬ、屋内移動や屋外移動はある程度行

われていたが調理、車いす操作、コミュニケーションが２割程度、健康管理指導、買い

物はあまり行われていなかった。また、学習活動は殆どされていなかった。 
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基準該当生活訓練では個別訓練が中心で、ＡＤＬ・ＩＡＤＬ・社会生活訓練の何らか

の訓練を行っている事業所が５割程度あるがＡＤＬが３割、コミュニケーションが３割

弱で他はあまり行われていなかった。 

また、一般就労に向けた支援は基準該当、共生型共に訪問ではほとんど実施されてお

らず、地域移行・社会参加に向けた支援も利用者の体験的なものは殆どなくサービス担

当者会議への参加や関係機関等との連絡調整が殆どであった。 

ヒアリング調査からは、職員の少なさから、外出等のプログラムまで支援が及ばず、

利用者間の交流を通じて社会参加や自立支援を目指している事業所や、買い物や受診の

同行、洗濯や掃除などの日中過ごす中で出てくるニーズをプログラムとしている事業所

があることが確認できた。また、入浴等の介助を目的としている利用者が一定数いるこ

とも分かった。 

それらのことから、指定施設とはかなり異なる訓練・支援内容であり、地域移行とい

うより日中の活動の場の提供に近い支援と思われる。 

一方で、僅かではあるが特定の障害種別に専門的支援を行っている事業所もあり、地

域の実情に併せた柔軟な支援ができる可能性を残している。 

 

③評価について 

基準該当機能訓練は５割強が効果測定し、広く利用されている効果指標が９割弱であ

る。しかし、その中で効果が表れているとするのは６割弱で指定機能訓練事業より少な

い。しかし、効果が表れていない部分も８割が生活の質や社会生活力の向上を感じてい

た。 

 

④経営面について 

運営面は厳しく、ボランティアの協力等で何とか運営している事業所もあった。 

 

５）訪問訓練 

 

①利用状況 

訪問の実施率は指定機能訓練事業で２割程度、指定生活訓練事業で15%程度、宿泊型で

は行っていなかった。指定機能訓練事業では一人当たりの平均利用日数は月 1.5日、１

日１時間弱、指定生活訓練事業でも一人当たり月2.7日、一人平均1.5時間、基準該当生

活訓練は月１日、１日１時間と極めて少なかった。訪問支援の移動範囲は、機能訓練で

片道平均９㎞以内 30分以内、生活訓練では片道平均13㎞以内40分以内であった。また、

訪問のみの対象者は機能訓練で２%、生活訓練で４%のみであった。 
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②訓練・支援の状況 

ＡＤＬ・ＩＡＤＬ・社会生活の実施は多岐に渡っているが実施率は１割程度であり他

は殆どされていなかった。引きこもり者の通所利用につなぐための支援を行っている事

業所が一定あった。 

訪問訓練については、必要性や効果について更に調査し、実施しやすい体制等につい

て検討していく必要があると思われる。 
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２．自立訓練の役割について 

（１）調査から 

指定自立訓練事業では社会リハビリテーションを重要視していた。また、指定機能訓練

は身体機能等の維持・向上を重視し、指定機能訓練、生活訓練ともに職業リハビリテーシ

ョンを一定重視していた。 

指定自立訓練事業のプログラム内容は、地域生活を目的に社会リハビリテーションを中

心とし、地域移行・社会参加に向けた支援も積極的に行われていた。一般就労に向けた支

援も多くはないが実施されていた。また、指定機能訓練では身体機能等の維持・回復訓練

も積極的に行われていた。 

有期限サービスの中で、家庭や単身生活などの地域生活に繋げる役割を担っていた。ま

た、復職・就業、就労移行支援事業や福祉的就労その他の日中活動に繋げていた。 

効果測定でも一定の効果を得ており、生活の質や社会生活力の向上等の効果測定が難し

いものも効果を得られたと感じていた。 

 
（２）役割 

自立訓練の実態と法令（以下に抜粋）から、自立訓練の役割は、総じて「一定期間の訓

練等により、利用者が地域において自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう

にする」ことであると言える。そこでの「社会生活」とは社会への参加のある暮らしを指

し、「社会生活を営むことができる」ための方法として「社会リハビリテーション」の実

施が重要であると考える。また、社会生活を営むための手段の一つである就労に対しては、

必要な利用者に対して、指定就労移行支援事業者等との連携やその前段階での訓練・支援

も求められる。機能訓練については、身体機能等の維持・向上のための訓練・支援も必要

である。 
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障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者福祉

サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準（厚労令１７１）より抜粋 
 
基本方針 １５５条 
自立訓練（機能訓練）に係る指定障害者福祉サービスの事業は、利用者が自立した日

常生活又は社会生活を営むことができるよう、…１年６月間（頸髄損傷による四肢の麻

痺その他これに類する状態にある障害者にあっては、３年間）にわたり、身体機能又は

生活能力の維持、向上等のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うもの

でなければならない。 
 
基本方針 １６５条 

  自立訓練（生活訓練）に係る指定障害福祉サービスの事業は、利用者が自立した日常

生活は社会生活を営むことができるよう、…２年間（長期間入院していたその他これに

類する事由のある障害者にあっては、３年間）にわたり生活能力の維持、向上等のため

に必要な支援、訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

 

（地域生活への移行のための支援） 第１６１条 
指定自立訓練（機能訓練）事業者は、利用者が地域において自立した日常生活又は社

会生活を営むことができるよう、指定就労移行支援事業者その他の障害福祉サービス事

業を行うものと連携し、必要な調整を行わなければならない。 
 

 

社会リハビリテーション ＲＩ社会委員会の定義（1986 年) 

社会リハビリテーションとは、社会生活力を高めることを目的としたプロセスである。

社会生活力とは、様々な社会的な状況の中で、自分のニーズを満たし、１人ひとりに可能

な最大限の豊かな社会参加を実現する権利を行使する力を意味する。 
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３．課題等とそれに対する提言 

（１）体制等について 

・自立訓練事業は、生活介護を中心に定員規模の大きい事業に併設して行われている所が

多く、事業の意義、必要性は感じられているものの経営状態が良くないところが多い。

多くの法人は事業の継続を考えているものの、法人経営上の課題等から事業の継続に前

向きとなれない事業所がでている。 

・その原因の一つに利用者の確保が難しく利用充足しないことがあるが、その理由として

は、認知度の低さ、有期限サービスによる利用者の確保の難しさ、機能訓練の対象者が

介護保険第２号被保険者と重なっているために支援内容が異なっている介護保険事業を

優先されてしまう等の弊害等が指摘されている。また、地域生活への移行のために緩や

かな利用が必要な利用者もいることから、実人数では定員を満たしていても毎日利用し

ない利用者が多いことも充足しない原因となっている。一方で、指定機能訓練は対象者

に介護保険第２号被保険者が多いことから回復期病院等や居宅介護支援専門員との連携

を強化すると利用者が増えることが予想され、学校からの利用も開拓の余地を残してい

る等のＰＲ上の課題もある。 

（地方自治体が機能訓練を充分理解しておらず介護保険を優先してしまうことについて、

平成 19 年３月 28 日の厚労省通知において「サービス内容や機能から、介護保険サービ

スには相当するものがない障害福祉サービス固有のものと認められるもの（同行援護、

行動援護、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援等）については、当該障

害福祉サービスに係る介護給付費等を支給する。」と生活訓練は明記されているものの機

能訓練が明記されていないことも原因の一つと考えられる。）また、全数調査として実施

された調査対象事業所数を整理すると、都道府県ごとの事業所数に大きな差があり、提

供体制の地域格差があることが分かった。 

・指定機能訓練、生活訓練は法人等、他からかなりの補填を受けて経営を維持している事

業所が多い。その大きな要因は人件費にあるが、指定機能訓練や生活訓練は職員配置基

準よりもかなり手厚い配置となっており、利用充足率が悪くても加配置の上に他のスタ

ッフの利用等で職員体制を補強している事業所も少なからずあった。 

その原因として、自立訓練は、個々の利用者の自立に向けて多岐にわたるプログラム

を展開しているために、利用者の数に関わらず一定の職員数を必要としていることや、

月当たりの利用日数の少ない利用者に対してもアセスメントやモニタリング、個別面接、

個別支援計画の作成等の業務が同様に生じることから、多数の職員数を必要としている

ことが考えられる。また、医療専門職や福祉専門職についても事業規模が少ない事業所

でも基準より多く配置している所も多く、専門職でなければ担えない又は専門職が担う

のが望ましい支援があることによるものと思われる。 

他からの収入の補填が難しい事業所は職員を兼務や非常勤にする等苦慮している。 
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（提言） 

・個々の事業所のＰＲ努力と併せ、全体的なこととして、自立訓練の役割を明確にし、障害福祉サ

ービス固有のサービスとして分かりやすく明示するとともに、医療や介護、福祉のシステムに組み

込んだイメージを作ることが必要である。有期限サービスの問題については、問題と捉えている事

業所が多いものの平均利用期間はむしろ短縮化傾向にあることから、一律に標準利用期間を延

長するのではなく利用者に併せた柔軟性を持たせた運用ができるようにすることが必要と思われ

る。事業の提供体制の地域格差については、地域ごとの利用ニーズや提供状況等についての実

態を把握していく必要があると思われる。 

・利用実態に合わせた職員配置基準の見直しと、それらに見合う報酬上の評価の見直しが必要で

ある。また、医療専門職や福祉専門職の配置基準の見直しと配置に対する評価の再検討が必

要である。また、加算の届けが悪いことや、新たな加算を設けてほしいとの声もあることから、加算

についても実態把握と検討が必要であると思われる。 

 
（２）支援面 

・指定自立訓練事業では、職業リハビリテーションも職業前訓練を中心に一定行われてい

たが少ない。 
・指定自立訓練事業の利用による成果は帰結状況からも表れており、社会参加や活動を伴

う地域生活や就労に向けての役割を果たしていた。しかし、殆どの事業所が生活の質や

社会生活力の向上を感じているものの一般的な効果指標がないために客観的に効果を示

せていない。また、地域への移行実績、利用終了後の生活状況等も効果指標となりうる

ことから、利用中の状況のみで効果を示すことの難しさもある。 

（提言） 

自立訓練事業の役割が、有期限の中で利用者が地域において自立した日常生活や社会生活

を営み、主体的に社会参加するために社会リハビリテーションを中心とした支援を提供することであ

ると明確に示すこと、外部にも伝えていける客観性、信頼性を伴った評価指標を構築し客観的に

効果を示せるようにすることが必要である。 

 
（３）基準該当、共生型 

・基準該当事業所は回答数が少なく十分には言えないものの、プログラムは指定施設とは

異なる訓練・支援内容となっており、地域移行というより日中サービスの提供に近い支

援であった。また、基準該当や共生型は介護保険サービスを母体として障害福祉サービ

スを薄く広く実施しているため、障害に対する専門的支援という観点からは指定施設と

基準該当や共生型に差異がある。利用も少なく短時間の利用が多い。また、基準該当事

業所や共生型事業所は、年齢や障害種別にとらわれず支援できることから、社会資源が

少ない地域の受け皿となっている傾向がある。 

・職員体制が充分とれない中でボランティアの活用を図る等工夫しているが運営には苦慮
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している。 

 

（提言） 

 同じ自立訓練でも支援の実態が異なる基準該当事業所の運用面の検討が必要である。また、指

定事業所には、基準該当事業所等への「技術的支援」の役割があることから、職員体制の脆弱な

ＮＰＯ法人や営利法人も含め、指定事業所からの技術的支援や連携の在り方についても検討して

いく必要がある。また、それを実施できる報酬上の評価の検討も必要である。 

 

（４）訪問訓練について 

・全般に訪問訓練はあまり実施されておらず、訪問のみの訓練の実施は殆どされていない。

しかし、職員体制の問題等から十分実施できないものの、引きこもり支援等、訪問訓練

の必要性を感じている事業所は一定ある。 

（提言） 

訪問訓練については、有効性や効果について更に調査し、実施しやすい体制等についての検討

が必要である。 

 
（５）平成 30年度障害福祉サービス等報酬改定による影響 

 報酬改定により以下の２点が改定された。 

・自立訓練の障害の区別の撤廃、視覚障害者に対する歩行訓練等を生活訓練としても実

施出来るようにした。 

・生活訓練における居宅を訪問して訓練を行う場合の「訪問を開始した日から起算して

180 日間ごとに 50回を限度とする」旨の基準を廃止した。 

 

今回の調査では、まだ報酬改定から期間が経過していない時点での調査であったこと

から、上記の影響については確認できるものはなかった。 
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Ⅴ．事例 
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１．事例の概要 

（１）目的 

 自立訓練において提供しているサービス内容やその提供タイミング、各支援の総回数、

支援期間、利用前後の生活の変化などを、事例を通して示すことにより、自立訓練のサ

ービス内容やその必要性・効果をより具体的にイメージしやすくすることを目的とする。 

 

（２）事例の選定 

 自立訓練の主な対象者として想定される障害種別や背景、利用目的などから、作業班

で協議して 11 パターンを想定し、それに類似した事例の支援経験のある作業班メンバ

ーに、支援実績に基づく事例報告の作成を依頼した。特に、自立訓練において重要視し

ている社会生活力向上のための支援内容を中心に記載することとした。 

 

（３）事例一覧 

事例 No 
（サービス名）事例タイトル 

主な障害名 事例の選定基準 年代・性別 

事例 1 
（機能訓練）施設入所から通所、就労移行支援へとステップアップした事例 

身体障害、失語症、高次脳機能障害 介護保険第２号被保険者 ５０代男性 

事例 2 
（機能訓練）多職種が関わり教員への復職を果たした事例 

身体障害、失語症 復職事例 ５０代男性 

事例 3 
（機能訓練）機能訓練から直接復職した事例 

身体障害、失語症、高次脳機能障害 高次脳機能障害事例 ４０代男性 

事例 4 
（機能訓練）大学への復学を果たした若年者への支援事例 

身体障害、高次脳機能障害 復学事例 ２０代女性 

事例 5 
（機能訓練）復職および地域移行を果たした事例 

身体障害、失語症、高次脳機能障害 失語症事例 ５０代男性 

事例 6 
（機能訓練）本人の希望する自立した生活を取り戻した視覚障害者の事例 

身体障害（視覚） 視覚障害事例 ６０代女性 

事例 7 
（生活訓練）グループ活動と家族相談を交えて、職場実習を行い復職を果たした事例 

高次脳機能障害 高次脳機能障害事例 ５０代男性 

事例 8 
（生活訓練）いじめによる不登校・引きこもりの方への生活支援と就労支援の事例 

知的障害 特別支援学校卒業者事例 ２０代男性 

事例 9 
（生活訓練）訪問による支援で復職に成功した事例 

精神障害・身体障害（聴覚） 訪問支援事例 ３０代男性 

事例 10 
（宿泊型自立）入所したことで、生活リズムが整い家族に受け入れられ自宅に戻れた事例 

精神障害 宿泊型自立訓練支援事例 ２０代男性 

事例 11 
（機能訓練）復職を見据え単身生活を開始した身体障害者の事例 

身体障害（四肢麻痺体幹機能障害） 頸髄損傷者事例 ３０代男性 
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２．事例 

  

性別 男性

年代 50代

ご本人（ご家
族）の意向・

希望

サービス名

利用方法

初期

中期

・失語症には変化はなかったが、「市街地外出訓練」(グループ外出プログラム)を実施し、ショッピングセンター等の人ご
みでの移動や買い物場面のコミュニケーションに自信をつけることができた。そうした経験や通所・在宅生活になったこと
で、発症前の交友関係を取り戻し友人との外出の機会も増えていった。

・家事・高次脳機能・体力等の課題をクリアし、通所利用も安定したことから、当施設の就労移行支援の見学・利用体験
を実施した。不安を見せていたが、次のステップに進むことへの意識づけとなった。

　

３．サービ
ス・支援の

概要

機能訓練・施設入所支援 利用期間
・入所＋機能：6ヶ月

・機能（通所）：12ヶ月

入所→通所 利用頻度
・入所＋機能：週5日

・機能（通所）：週3日

支援の経過（概要）

　回復期病院から直接、施設入所利用となった。日常生活動作は概ね自立しており短距離屋外歩行も可能であった。
・身体機能面では、個別およびグループリハの中で、歩行の耐久性向上や患側上肢の自己管理に取り組んだ。屋外歩
行能力が高まってきたことから、通所利用への切り替えに向けて、公共交通機関（バス・電車）利用訓練を月1回のペー
スで実施した。

・高次脳機能障害として作業記憶や処理速度の低下が見られたため、グループプログラムにおいて障害の学習や机上
課題に取り組んだ。あわせて「学習会」(グループワーク)の中で、食事・健康管理、介護保険・障害福祉サービス等につ
いて学ぶ機会を持ったが、発症前のきままな食生活ぶりがうかがえた。言葉の出にくさや書字能力の低下には、併設病
院外来ＳＴとの連携のもと、会話練習やメモ取り、書字等の課題に取り組んだ。

・こだわりや不安が強く日課等の変更に柔軟に対応できないことが多く見られたため、ケース担当者を中心に面接や助
言を通して、少しずつ変化に慣れていけるよう支援した。

・回復期病院入院中の自宅改修プランを再検討の上、平成29年2月に改修が終了した。本人単独での帰宅練習も行い、
生活動作自体は問題なくできることを確認したが、掃除・洗たく等の家事動作に課題が残った。

・自動車運転評価の結果、反応速度の遅さ、視野欠損等の理由で利用期間中は運転再開には至らなかった。

　屋外歩行能力の向上、公共交通機関利用の実用化、自宅改修と生活動作確認等が終了し、利用開始6ヶ月後に自宅
からの通所利用に切り替えた。
・屋外歩行やスポーツ活動等に加え、併設福祉センター温水プールでの水中歩行も取り入れるなどして、体力・歩行面
は自主的な取り組みに移行した。患側上肢の自己管理や「作業・創作活動」プログラム内の環境設定等により、補助手
としての使用が少しずつできるようになった。

・高次脳機能障害への理解が進み、課題への自主的な取り組みが見られるようになった。グループIADL訓練等の中で
半身マヒでもできる家事の具体的な方法を学習し、高齢の父親をサポートして掃除・洗濯等を自分で行うようになった。
食生活の改善に向け「学習会」に加え、栄養士の指導のもとで「調理訓練」を実施し、より実践的に学んだ。

１．事例タイトル
（事例１）（機能訓練）施設入所から通所、就労移行支援へとステップアップした事例

（身体・失語・高次脳）

２．事例の
概要

家族構成 （同居）父

障害者手帳
身体2級

（右上下肢機能障害）
障害支援区分 2

経過

・高校卒業後、県外で修業し理容師資格を取得。帰郷後、理髪店に勤めたのち独立。発
症時は一人暮らしで外食中心の食生活であった。
・50代に自宅にて脳出血起こし倒れていたところを同居の父親が発見し、救急病院に搬
送され血腫除去術施行。
・2ヶ月後に回復期病院に転院。
・さらに6ヵ月後に成人支援施設機能訓練・施設入所支援利用開始。

・右手足がもっとよくなり、自宅での生活に困らないようになりたい。
・洗濯や掃除などが最低限できるようになりたい。
・何ができるかわからないが、仕事がしたい。
・自動車の運転ができるようになりたい。
（右手がもう少し動くように訓練してもらいたい。自分のことは自分でできるようになってもらいたい。）
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終期

ゴール

５．支援の
ポイント

・施設入所から通所利用、就労移行支援とステップアップできたケースであった。
・身体面では、歩行能力が向上し屋外移動や外出に不安がなくなった。
・高次脳機能障害の点でも、簡易な内容であれば書字・メモが取れるようになり、スケジュールも携帯電
話で管理できるようになった。失語症そのものは残存しているが、慣れた環境下のコミュニケーションに
は問題のない状態となった。
・公共交通機関利用や対人関係、趣味の再開など社会的な活動が広がり、社会生活力の再獲得にもつ
ながった。
・自宅では高齢の父親に頼る場面もあるが、家事に関して一定の役割を担えるようになった。
・慎重な性格と発症後の経験不足等により、新しいことへの不安が強い状態であったため、日課や病院
受診をはじめ、公共交通機関利用訓練、外泊練習、作業・創作活動、就労移行支援見学・体験等、各場
面ごとに逐一流れやポイントを説明し、本人が納得した上で支援していくことに留意した。

４．帰結

利用前後の
本人・生活状

況の変化

利用前 利用後

高次脳機能障害や失語症のため、読み書
きすることが苦手であり、スピードも遅い。
電話応対（メモ取り含む）ができない。

グループプログラムや自主訓練、ST訓練等を
通して書字の機会が増え、書字スピードも上
がった。電話応対しながらメモを取ることがで
きるようになった。

天候や季節、悪路等、屋外歩行に対する
不安がある。公共交通機関の利用も未経
験。

屋外歩行に自信がつき、悪天候や季節変化、
路面の凸凹等があっても、安全に通所ができ
るようになった。路線バス等の公共交通機関
の単独利用が可能になった。

未知の事柄に対する不安が強く、急な予
定変更や突発的な事態に対応できない。

施設内での様々な作業や体験を通して、想定
外のことが起きてもある程度柔軟に対応でき
るようになった。

当施設の就労移行支援の通所利用に変更となり、職業訓練と並行して求職活動中

居宅訪問、住環境の改善 3回

介護保険事業所見学同行 2回

サービス担当者会議参加（介護支援専門員・相談

支援・地域包括との連絡調整）
4回

３．サービ
ス・支援の

概要

メニュー・支援内容
実施時期

総回数、時間数など

利用開始 利用半年後 利用1年後 利用終了

身体機能の維持・回復 週1回（約50回）

言語訓練 週1回（約80回）

高次脳機能・認知訓練
週2回（約100回）

個別支援含む

公共交通機関利用訓練 4回

　就労移行支援の利用に向けた取り組みに移行した。
・就労移行支援で求められる作業処理速度や書字能力を想定し、電話応対とそのメモ取り等の実践的な取り組みを行っ
た。引き続きSTとの連携のもと、新聞記事要約等の書字・文書作能力を高めるための個別訓練も実施した。言葉の出に
くさは残っていたが自ら発言・質問する場面が増え、未経験のことがらに対して不安を見せることは少なくなった。

屋外移動訓練
約70回

個別支援含む

・機能訓練終了にそなえ、身体面のセルフケア習得の再確認、家事動作の再指導、就労時に必要な服装・身だしなみ
のための練習、などを実施した。また雨天を想定し、傘をさしての屋外歩行も行い実用的であることを確認した。通所利
用・在宅生活が定着し気持ちに余裕ができたことで、休日に一人でバスを利用してJRAに出かけ競馬を楽しむようにも
なった。

・利用開始から14ヶ月後、当施設の就労移行支援との併用利用を開始した。機能訓練と比べて訓練内容の密度が濃く
量も多くなったことで当初は疲れや精神的な負担感を訴えていたが、慣れや経過とともに軽減していった。
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性別 男性

年代 50代

ご本人（ご家
族）の意向・

希望

サービス名

利用方法

初期

中期

終期

・てんかん発作が起きたため復職時期を遅らせて、再度訓練を実施した。本人のショックや落ち込みに
対して自信づけや励ましをしながら、再度外出範囲を広げていき、単独通所が可能な状態となった。

・復職を想定すると、板書が必要になるため立位による書字練習の他、模擬授業を実施した。

・グループワーク、OT、STで板書練習を実施し、60分立位で書字が可能となった。併せてビジネス文書
の作成等パソコンを使用した文書作成を練習。問題なく可能であった。

・学校へ訓練の経過を伝達し、復職に向けて前向きに検討してもらうよう確認した。

経過

・利用開始時は、単点杖と装具を使用し屋内で段差がないフラットな環境であれば単独で移動可能で
あった。本人は歩行による通勤を希望していたが、10ｍ32秒とスピードが遅く、耐久性が低く、通勤が困
難なため移動能力の向上に努めた。

・大学卒業後、高校の教員として勤務。発症時は3年生の担任であった。
・趣味は旅行。大阪で劇場を巡り、ギャグを覚えて授業で利用していた。
・脳梗塞を発症し、急性期病院へ搬送。１ヶ月の入院を経て回復期リハビリ病院へ転院。
・3ヶ月のリハビリ入院の後、自宅へ戻った。本人は身体麻痺を治したい思いから、病院の
通院リハビリを利用していた。
・屋外は車いすで移動する現状や授業を行う上で板書ができないこと、若干構音障害が
あり、講義の支障をきたすことが復職に対して妨げとなっていた。

・短下肢装具を変更し歩行能力は改善した。本人も焦る気持ちを持ちつつ訓練を重ね、単独で交通機関
を利用して移動ができるようになった。

３．サービ
ス・支援の

概要

支援の経過（概要）

・入所＋機能　12ヶ月
・機能（通所）　２ヶ月

週5日

機能訓練・施設入所支援

入所→通所

１．事例タイトル

２．事例の
概要

復職して、担任をもって定年を迎えたい

障害者手帳
身体4級

（右上下肢機能障害）

利用期間

利用頻度

（事例2）（機能訓練）多職種が関わり教員への復職を果たした事例
（身体・失語）

家族構成 （同居）妻　　（別居）長男、次男

障害支援区分 3
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ゴール

５．支援の
ポイント

４．帰結

就労移行支援利用後、職場との業務調整やGWを中心に支援を行い、高等学校へ復職し
た。発症前の通り、世界史の授業を担当することとなった。

外出の際には車椅子が必要。通勤ができ
ない。

書字の遅さや拙劣さが残存。授業を行うこ
とができる程度の説明ができるか不安。

復職をしたいが自信が持てない。生徒に
どのようにみられるのか不安がある。

歩行の速度や耐久性が向上。杖＋装具を使
用し、歩行で交通機関を単独で利用できるよ
うになった。

OT、STとも連携しながら板書練習や模擬授業
を繰り返し実施。講義に必要な耐久力や書字
能力を身に付けていった。

自立訓練及び各セラピストからの訓練を実
施。プリント配布により、口頭説明を減らす工
夫することなど授業のスタイルを替える提案も
受れ入れながら、少しずつ教壇にたつ自信を
つけていった。

メニュー・支援内容

作業・創作活動
（OT、ﾄｰﾙﾍﾟｲﾝﾄ、ｱﾝﾃﾞﾙｾﾝ）

総回数、時間数など

３．サービ
ス・支援の

概要

活動性向上訓練
（プリント課題、学習）

屋外移動訓練
（屋外歩行練習）

公共交通機関利用訓練

コミュニケーション訓練
（ST、書字、GW、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾄﾚｰﾆﾝ

ｸﾞ）

利用開始 利用終了

・身体の機能回復に対して強い希望を抱く中、今の身体状況と折り合いをつけていく過程をいかに支え
るかがポイントだった。
・復職に向けて、歩行での通勤練習や模擬授業などを中心に取り組んだがＰＴ、ＯＴ、ＳＴなど多職種が
関わる中で、 方法や環境を工夫すればできるという体験を積み重ね、自己肯定感を高められるようアプ
ローチした。
・結果的として「障害のある自分だからこそ伝えれるものがあると思う」と発言されるようになった。

医療機関との連絡調整

職業前訓練

ADL訓練（PT、介助浴）

相談支援事業所との連絡調整

166回

143回

47回

4回

204回

168回

177回

利用前後の
本人・生活状

況の変化

利用前 利用後

実施時期
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性別 男性

年代 40代

ご本人（ご家
族）の意向・

希望

サービス名

利用方法

初期

中期

１．事例タイトル
（事例3）（機能訓練）機能訓練から直接復職した事例

（身体・失語・高次脳）

２．事例の
概要

家族構成 （同居）母

障害者手帳
身体３級
（右上下肢機能障害）

障害支援区分 なし

経過

・高校卒業後3～4社の転職を経て、運送業に従事していた。母親との二人暮らしではあっ
たが、気ままな食生活や休日の過ごし方だった様子であった。
・仕事中に脳梗塞を発症し、救急病院に搬送。
・2ヶ月後に回復期病院に転院。
・6ヶ月の入院を経て当施設利用開始となったが、その時点で休職期間は残り5ヶ月で
あった。

トラックの運転手として復職したい。荷物を持って歩ける程度に回復したい。自動車運転を
再開したい。話しにくいのでうまく話せるようになりたい。（元通りの体に戻ってほしい）

３．サービ
ス・支援の

概要

機能訓練 利用期間 5ヶ月

通所 利用頻度 週5日

支援の経過（概要）

利用開始から2ヶ月間

　復職へのイメージが漠然としていたこと、健康管理に対する意識が低く、高血圧や体重増加に無頓着なこと、高次脳機
能障害の症状に対する自覚が乏しい、といった課題があった。失語症は軽度であった。
・個別およびグループリハの中で、下肢筋力強化やマヒ側上肢自己管理指導に重点を置いて支援した。
・グループプログラムでは、高次脳機能障害(記憶障害)・失語症に対する理解や対処の仕方、再発リスクへの意識付け
と食事・健康管理等について学ぶ取り組みを始めた。
・スケジュール管理が不十分であったため代償手段の獲得に向けて、個別プログラムとして日課の振り返り、携帯電話
アプリの利用等に取り組んだ。あわせて屋外歩行や公共交通機関の利用練習を行い、単独での移動範囲の拡大を図っ
た。
・当施設の就労移行支援職員も同行して会社訪問を実施、心身状態や職務内容・環境等について情報交換し、トラック
運転手から倉庫内の作業に職種転換しての復帰を目指すことを確認した。
少しずつ身体管理能力や体力が向上し、復職に備えた健康管理意識や高次脳機能・コミュニケーション面でも変化が見
られた。

2ヶ月から4ヶ月

・上肢の自己管理(ストレッチ等)が定着するとともに、筋持久力も向上し歩いて外出できる範囲が広がった。
・健康面では母親にも協力を仰ぎ、定期受診・内服の重要性や食事面の指導を行った。食事・受診に対する意識が高
まってきたこと等をふまえ、グループプログラムでは「セルフケア」の学習に比重を移した。プログラムを通じて他の利用
者との交流・人間関系の広がりも見られるようになった。
・携帯電話アプリの使用による病院受診、日課の変更等のスケジュール管理がほぼできるようになった。通勤手段の獲
得のため自動車運転の各種評価を行うとともに、運転ができないケースも想定し引き続き公共交通機関による通勤練習
を行った。
・倉庫内作業で10㎏の運搬容器を持てることが求められたため、施設内で荷物の運搬・積み上げ作業を模擬的に行っ
た。さらに封入作業やピッキング等の就労移行支援の訓練メニューも取り入れて、作業能力の評価・向上を図った。
以上の取り組みを通じて、復職に必要な身体状況や作業能力、通勤手段の確立等がある程度達成できた。
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終期

ゴール

５．支援の
ポイント

4ヶ月から利用終了まで

　

　会社側と正式に倉庫内作業での復職を進めていくことを確認した。

 
・職員が同行して10日間の倉庫内作業を体験・評価した。身体機能・体力の点ではほぼ問題なく業務遂行できたが、長
時間になると疲労から作業スピードが低下する傾向が残るため、こまめな休憩等の配慮が必要なことを申し入れた。とっ
さに適切な言葉が出にくい状態についても会社・同僚の理解を求めた。
・健康管理面では母親の協力も得ることで、食事内容や日頃の体調への留意などに良い変化が見られるようになった。
スケジュール管理に不安がなくなるとともに、買い物や散歩等でうまく休日の気分転換ができるようになってきた。
・なお、自動車運転による通勤は機能訓練終了後、可能になった。
以上の支援を踏まえ、正式に復職となり、機能訓練を終了した。

３．サービ
ス・支援の

概要

メニュー・支援内容
実施時期

総回数、時間数など

            利用開始 利用終了

身体機能の維持・向上 80回

言語訓練 20回

高次脳機能・認知訓練 48回

健康管理指導 10回

自動車運転訓練 2回

障害・自己理解学習 16回

公共交通機関利用訓練 3回

４．帰結

利用前後の
本人・生活状

況の変化

利用前 利用後

仕事復帰したいが、具体的なイメージをも
てておらず、どうしたらよいかわからない。
病気に対する理解が不十分で、健康管理
の意識も低かった。

早期に会社訪問を行い、復職について具体的な仕事
内容や見通しを共有することによって、取り組む課題・
行程などが明確になり、職場復帰につながった。食生
活の乱れがあり、体重も増加傾向であったため、再発
のリスクや病気についての理解を深めることによっ
て、家族も含めて健康を意識した生活を送れるように
なった。

移動手段が徒歩しかなく、遠出になると
送ってもらうしかなかった。

公共交通機関の利用経験がほとんどなかったが、単
独での利用が可能となり、移動範囲の拡大につな
がった。通勤手段についても公共交通機関と自動車
運転の選択肢を持てるようになった。徒歩による外出
範囲も広がった。

高次脳機能障害や失語症の影響で、スケ
ジュールをはじめとする生活面の管理が
不十分であった。

グループプログラムとケース担当者の個別訓練とを組
み合わせて支援することで、スケジュール管理や見
通しを持って行動することなどが定着した。

職場復帰し、地域での生活を送る

・休職期限が機能訓練の利用開始時には残り５か月であり、短期間で支援を行う必要があった。また本人に、具体的な
仕事復帰のゴールイメージが乏しく、利用開始時には漠然と復職したいとの希望のみであった。
・まず、復職の前提となる健康面の意識が低かったため、個別・グループプログラムともに健康管理意識を高められるよ
うはたらきかけを行い、家族の協力も得て食生活の改善や受診の自己管理につなげることができた。
・高次脳機能障害の面で自己理解が進み、代償手段等の獲得等によりスケジュール管理ができるようになった。並行し
て外出・買い物や公共交通機関利用が実用化したり、人間関係に変化や広がりが見られるなどの社会生活面のスキル
も高まった。
・復職に関しては、仕事内容や復帰までに必要な段階のイメージを本人・会社・施設の三者で共有しながら、できるだけ
具体的な課題設定に基づいて支援を進めるようにした。職場実習を設けたことで、残された課題と対策を確認でき、ス
ムーズな復帰につながったと思われる。

職業訓練・復職訓練 80回

職場実習 6回
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性別 女性

年代 20代

ご本人（ご家
族）の意向・

希望

サービス名

利用方法

初期

中期

３．サービ
ス・支援の

概要

支援の経過（概要）

利用期間

利用頻度

（事例4）（機能訓練）大学への復学を果たした若年者への支援事例
（身体・高次脳）

家族構成 （同居）父・母・弟

障害支援区分 1

１．事例タイトル

２．事例の
概要

（本人・家族ともに）復学

障害者手帳
身体1級

(両上下肢機能障害)

経過

・大学3年時、会社訪問で訪れた会社で自己紹介中に卒倒。心肺停止となる（過去の発
作３回）。病院へ救急搬送され、ＩＣＤ埋込型除細動器の埋め込み術施行。
・約１ヶ月後に回復期病院へ転院。
・約７ヶ月に退院となり在宅生活となった。
・大学の休学期間は最長4年（利用開始時に残り３年）。約１ヶ月の在宅療養後、復学及
び単身生活の相談を受け、利用開始となった。
・身体機能面：四肢・体幹に不随意運動が残存。嚥下障害、構音障害が残存。
・移動：車椅子（自走・電動）＋歩行器（屋内）使用。
・高次脳機能障害：注意力低下・作業量の低下（処理速度・視覚的注意障害）。

【機能評価】
・運動麻痺軽度。四肢の運動失調。易疲労。歩行：4点杖を使用し訓練室内１０ｍ程可能（見守り）。不髄
意運動(左手＞右手）。構音障害があるも会話明瞭度は実用レベル。屋内・屋外の移動手段を検討し、
安全な移動手段の獲得と移動拡大に向け移動訓練を開始し、生活面では施設入所支援と共同して、基
本的な動作を作業療法で習得し施設内であれば安全に生活できるようになった。
 ・精神面においては、利用開始時の環境変化や他利用者との関わりから精神的負荷により訓練を拒否
する場面も見られたが、定期的に面談し、思いを傾聴する事で信頼関係が形成されスムーズな状況改
善策の提案に繋がった。またプログラム参加を通して他者との関係作りが促進され、生活に慣れた事で
訓練にも休まず参加できるようになった。

16ヶ月

週5日

・移動は車椅子主体だが平坦な屋内であれば歩行器の使用も可能になり移動の選択範囲が拡大した。
・復学に向け通学路確認の外出訓練を複数回実施した結果、電動車椅子使用にて最寄駅周辺の単独
外出が可能ととなり移動範囲が拡大した。
・高次脳機能障害の検査を実施し、注意力の低下・作業速度の低下所見あり。
・作業訓練（作業療法、ＩＣＴ訓練、巧緻動作訓練等）や認知訓練を通し能力の向上及び代償手段の獲得
を図った。
・音楽療法・リハビリスポーツにてメンタルサポートや体力・持久力の向上に向けて訓練を実施した。
・復学先の担当者と情報共有を行い、相互に訪問する事で大学側が現状把握できたと共に復学に向け
るにあたり必要な課題が明確化され、日中支援（プログラム）へ反映させることができた。

機能訓練・施設入所支援

入所
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終期

ゴール

５．支援の
ポイント

・復学支援の特徴である若年者への支援であったため、本人と共に地域支援者にも精神的なサポート
必要な事例であった。
・支援初期には将来に対する不安から精神的な落ち込みが見られ、個別支援やグループワークを通して
不安軽減を図った。
・支援中期には通学路確認など具体的な地域生活のイメージが持てる訓練を行ったことで意欲向上を図
ると共に実用的な動作や代償手段の獲得を支援した。
・支援終期には本人の精神的負担だけではなく地域支援者（学友や教員）の不安軽減を図るためのオリ
エンテーションやマニュアル作成を行ったことで、安定した地域生活が続けられるような取り組みを行い、
その後の大学卒業へと繋がった。

機能評価／作業評価

地域支援者との連携

ＡＤＬ・ＩＡＤＬ訓練

地域移行支援／復学支援

利用開始時

6ヶ月毎

調理（個別16回　集団64回）

入浴他（個別8回　集団28回）

　ＰＴ　192回

リハスポーツ　44回

音楽セラピー　52回

ＯＴ　116回

ICＴ他　364回

ＳＴ　43回

グループワーク等　180回

福祉学習　52回

セルフプラ ンの為、家族と連携

（3ヶ月毎面談、適宜連絡）

利用前後の
本人・生活状

況の変化

連絡調整　適宜

（大学訪問5回）

社会生活力訓練

３．サービ
ス・支援の

概要

移動訓練／
公共交通機関利用訓練

活動支援

作業訓練

コミュニケーション訓練

メニュー・支援内容

利用後

４．帰結

大学への復学・入寮

移動は車椅子が主。バランスが悪くトラン
スファ見守り、体力低下により移動範囲は
限定的だった。

ＡＤＬ、ＩＡＤＬに見守り又は介助が必要で、
単身寮生活するにはリスクが高かった。
（入浴・調理・その他）

復学に向けてまだ具体的ではなかった。
障害による作業能力の低下があり、大学
の授業についていけるか不安を抱えてい
た。

体力及びバランスの向上により、屋内：歩行器
／屋外：電動車椅子を使用し公共交通機関利
用を含め単独外出可能となった。

安全な入浴動作の獲得、調理訓練や緊急時
連絡手段の獲得など、退所後の生活イメージ
を想定し支援した結果、単身・寮生活に必要な
能力及び代償手段を獲得した。

大学側と復学に向けての連絡調整や面談、訪
問を重ね、復学となった。
復学に向けての作業訓練・作業能力の向上と
代償手段の獲得が出来た。

利用前

総回数、時間数など

 

利用開始 利用終了

・個別支援にて復学先へ訪問。通学路・キャンパス内等の移動手段と受講上の注意点等の確認をした。
・自宅から大学までの移動が公共交通機関を利用し片道約100分掛る事から学生寮の利用を検討。学
生寮の環境確認及び入寮されている学生達とオリエンテーションの時間を取り、ご本人の状況と緊急時
の対応等の情報提供、不安等の軽減を図る機会を作った。

・復学前に入寮体験を実施し、本人・家族の不安軽減と復学先（担当者・学生）との相互理解を深めなが
ら復学に向けて調整を図った。
・退園時、本人に対しての対応マニュアル作成の依頼があり、本人・家族と確認し、対応マニュアルを作
成する事で本人及び支援者の負担軽減を図った。

実施時期
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性別 男性

年代 50代

ご本人（ご家
族）の意向・

希望

サービス名

利用方法

初期

中期

終期

１．事例タイトル

２．事例の
概要

・普通の生活をしたい。復職したい。
・（高次脳の訓練をして向上してほしい）
・（復職でなくても何らかの仕事をしてほしい）

障害者手帳
身体1級

（右片麻痺）

（事例5）（機能訓練）復職および地域移行を果たした事例
（身体・失語・高次脳）

家族構成 （同居）妻・子供２人

障害支援区分 3

経過

・平成Ｘ年に右片麻痺、右顔面麻痺、喚語困難が発症し救急病院へ搬送。MRI検査にて
左被殻出血を認め、保存的加療がなされる。
・1ヶ月後にリハビリ目的で回復期リハ病院へ転院され、その5ヶ月後に自宅退院となる。
・日中は介護保険のディサービスを毎日利用。（PT　週2回　OT週１回　ST週2回）
・金融コンサルティングの管理職をされていた時に発病したため休職を余儀なくされた（休
職期限は2年半）。
・発症から1年経過後、復職に向け障害者職業センターに相談するが、肢体不自由及び
失語症の症状が重く、先ずは生活スタイルの再構築が必要との判断があり、機能訓練事
業所への利用相談につながった。

機能訓練・施設入所支援

入所→通所

利用期間

利用頻度

３．サービ
ス・支援の

概要

支援の経過（概要）

18ヶ月

週5日

・【機能評価】Br.st上肢Ⅲ、手指Ⅱ、下肢Ⅳ　感覚障害軽度～中等度
・失語症は聴理解は短文レベルから理解困難が生じる。喚語困難も重く、語性錯語も頻回。読解は聴理
解よりやや良好。書字は単語レベルはある程度可能
・基礎能力の向上を図ることを目的に、屋外歩行訓練、階段昇降訓練、手指訓練、集団コミュニケーショ
ン訓練、ＩＣＴ訓練、グループワークをプログラムとして支援した。また生活スタイルの再構築を図るため、
施設入所支援事業と連携し生活リズムやＡＤＬの獲得を支援した。
・支援開始当初は焦りの気持ちが見られたが、機能評価やグループワーク、また施設生活を通して自身
の能力を客観視する機会があり落ち着いた様子が伺えた。

・移動範囲の拡大を図ることを目的に公共交通機関利用訓練を開始する。失語症による認知力の低下
に伴う緊急時対応リスクを軽減する事を目的に言語聴覚士が外出訓練に同行し、評価及び状況確認を
行い代償手段（緊急連絡、依頼カード等）の検討、獲得を図った。
・自立訓練（機能訓練）終了後も継続して機能の維持が出来るよう、自主トレーニング方法の獲得を図る
支援を行い、また社会生活力プログラムや障害・自己理解学習に参加し、フェルト・ニードの再確認や地
域生活のイメージ作りを図った。
・代償手段の獲得や障害理解が深まった事でリスクが軽減し、復職目的も明確になった為、通勤を想定
して施設入所利用から通所利用に変更となった。

・雨天時の歩行訓練や復職へ向けた通勤訓練（隣県公共交通機関利用片道60分）など実際の地域生
活を想定した個別訓練を行った。また体力・バランス能力の向上を図るため趣味活動（ゴルフ）を取り入
れた訓練を行った。
・リワーク支援及び機能訓練終了後の職場定着を図るため障害者職業センターと連携し事業所外実習
や評価及び、会社訪問を行い、作業の切り出し、障害特性の説明、手順書の作成を支援した。家族の不
安・負担軽減を図るため家屋訪問を行い面談と情報共有を行った。
・通勤訓練の結果、本人負担やリスクを考え在宅ワークを中心に通勤と併用し復職する事となった。作
業については聴覚性の理解が低下していることから指示を文書化するなどの配慮を提案した。



202 

 
 

 

 

  

ゴール

５．支援の
ポイント

316回

適宜

・本事例は肢体不自由と失語症を重複して有している方への復職及び家庭復帰支援だったため、生活
スタイルの再構築から職場定着まで支援が必要であった。
・生活スタイルの再構築にあたっては自立訓練プログラムと施設入所支援が連携する事で、生活の中で
のＡＤＬ・ＩＡＤＬの獲得にいたり在宅復帰を果たした。
・復職支援では可能な作業が限られる中、言語聴覚士が手厚く関わり、また障害者職業センターと連携
する事で職場の理解に繋がり復職へと至った。
・プラトー域にある利用者が公共交通機関利用訓練やグループワークを通したコミュニケーション訓練を
行う事で個室訓練では獲得できない社会生活力の獲得に至った。

メニュー・支援内容

コミュニケーション訓練

総回数、時間数など

３．サービ
ス・支援の

概要

移動訓練／
公共交通機関利用訓練

ＩＡＤＬ訓練

機能評価／作業評価

地域支援期間との連携

４．帰結

在宅復帰、復職

機能面では回復期リハを終え、発症から
約１年経過していることもあり、プラトー域
であり、限られた行動範囲の中で生活を
送っていた。

身体機能及び失語症の回復に対して強い
希望がある反面、現状に対しての受け入
れが困難で他者との関わりが少なく意欲
低下が見られた。

家族及び地域支援期間からは復職は難し
いとの判断で、生活スタイルの再構築を図
りながら今後について相談していく事が求
められていた。

Br.st及びFIM(ADL)において著明な改善は見
られないものの、地域に出て訓練する事で経
験や代償手段を獲得し、単身で公共交通機関
が利用できるようになった。

自己理解が深まり、自身でできる事や支援が
必要な事の理解に繋がった事で地域生活の
イメージ構築に繋がり、復職意欲が向上した。

作業療法士と言語聴覚士が障害特性や本人
の作業能力について説明しフォローアップを
図った事で障害者職業センターや職場とス
ムーズな連携ができ復職へ至った。

利用前後の
本人・生活状

況の変化

利用前

実施時期

利用後

生活スタイルの再構築／
ＡＤＬ訓練

地域移行支援／復職支援

適宜

施設入所期間中
適宜

ＰＴ　88回
ＳＴ　10回

116回

ＯＴ　92回
ＩＣＴ他　540回

124回

作業訓練（手指訓練含む）

社会生活力／障害理解訓練

144回
（会社訪問5回）

利用開始 利用終了
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性別 女

年代 60代

ご本人（ご家
族）の意向・

希望

サービス名

利用方法

支援の経過（概要）

１．事例タイトル
（事例6）（機能訓練）本人の希望する自立した生活を取り戻した視覚障害者の事例

（視覚）

２．事例の
概要

家族構成 （同居）夫　　　　　（別居）長女

障害者手帳
身体障害者手帳１級

（視力障害・視野障害）
障害支援区分 2

・幼少期より夜盲があった。中学生の時に視力低下あり、眼科受診して網膜色素変性症
の診断を受けた。

　自分でできることを増やして自立度を高めたい

３．サービ
ス・支援の

概要

機能訓練（視覚障害）

初期

・訓練は、屋内の移動訓練とPC訓練から開始した。本人の不安が大きかったため、訓練開始当初は夫
が送迎だけでなく、訓練時間中も寄り添ってサポートしていた。夫の送迎の負担もあったため、週１日か
ら開始した。

中期

・実際に使う経路や自宅近辺の練習を行うようになって、少しずつ単独歩行ができるかもしれないという
気持ちが芽生えてきたため、利用日を増やして訪問にて具体的な場所での歩行訓練を開始した。また、
夫が体調を崩し送迎が困難となったが、本人は施設に通い続けたいという希望が強く、同行援護の利用
も開始した。

・ADL訓練として、調理などの評価を行ったが、ずっと実施してきたこともあり、ちょっとした工夫や道具の
使用で十分可能となった。その他の生活動作についても随時相談にのり解決法を一緒に考えた。休憩
時間などに他の利用者と交流を図り、困りごとへの対処法なども相談している様子が見られた。

・調理など家事の一部はできていたが、家のことは夫に任せていることが多く、外出も困
難で、常に夫と行動していた。受障の精神的ショックが大きく、訓練施設の情報は持って
いたが、なかなか訓練を受ける気になれないまま10年以上が経過した。

・夫婦ともに高齢になってきたことで、夫に何かあった時に生活が立ち行かなくなることを
心配して、機能訓練事業所への相談につながった。

・以後は緩やかに進行したが、学業にはそれほど支障なく、短大を卒業し、仕事もしてい
た。４０代になって視力低下・視野狭窄が進行し、身体障害者手帳１級を取得。仕事を辞
めて主婦となった。

経過

・屋内（施設内）の移動は１ヶ月ほどで自立した。白杖歩行訓練では、交差点横断や公共交通機関の利
用も含めた基礎訓練が終了したが、一人で外出するイメージはまだできておらず、単独外出には消極的
であった。

18ヶ月

通所 利用頻度 週１日→週２日

利用期間
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ゴール

５．支援の
ポイント

屋外移動訓練 10回

屋内移動訓練

白杖訓練 10回＋随時

メニュー・支援内容
実施時期

総回数、時間数など
利用開始 利用終了

・PCの操作は初めてということもあって時間はかかったものの、タイピング、文書編集、ネット閲覧、メー
ル操作などが可能となり、読み書きや情報収集手段を獲得した。音声図書を利用して読書も可能となっ
た。

・訓練を始めたばかりで不安の強い利用者の話を傾聴したり、アドバイスするなどピアとしての役割も自
発的にこなすようになっていた。

パソコンなどICT訓練 130回

8回

・訓練が終わった後も継続して外出したいという思いが強かったため、水泳をするためにスポーツセン
ターに通い、訓練を終了した方が多く通っている障害者向けデイサービスにも通うこととなった。くしくも利
用期間中に夫の体調が悪化し治療が必要な状態となったが、本人は夫を支えつつ、自分自身も自立し
た生活を維持することができた。

10回

事業所見学同行 3ヶ所(10回）

外出訓練 50回

ADL訓練（調理・家事含む） 10回＋随時

終期

・移動では、歩行訓練を継続した結果、単独通所が可能となるとともに、一人で行きたい場所の希望も
出るようになり、自宅近辺の通院や買い物、最寄駅の利用なども単独で可能となった。

４．帰結

利用前後の
本人・生活状

況の変化

利用前 利用後

・PCを使って、生活上のメモや日記、手紙の印
刷などが可能となった。機器を使って読書が
可能となった。

・ウェブサイトの検索、閲覧による情報収集が
可能となった。メールを使用してのコミュニケー
ションが可能となった。

通院や買い物以外、定期的な外出先はな
い。

訓練期間中に知り合った方とのプライベートで
の交流が始まった。スポーツセンターや障害
者向けデイサービスなどに通うようになった。

　自立度向上と参加の場の獲得

文字の読み書きは自力ではほぼできな
い。

外出は夫とするのみ（一人では家から一
歩も出られない）。

自宅周辺を中心に、駅や病院などよく行く場所
は白杖で一人で外出可能となった。また、自
身で判断し、同行援護を選択できるようになっ
た。

・視覚障害を受障した方の多くは、これまで視覚障害のある方と出会ったことがない方がなく、障害特性
上、情報が入りづらく、地域で孤立してしまっていることが多い。
・この事例も、訓練を開始した当初は今後の生活についての不安も大きく、自分がどこまでできるように
なるかのイメージも持てていなかったが、同じ障害を持つ仲間との出会いや、訓練を通して成功体験を
積み重ねることによって、少しずつ目標が具体的となり、訓練当初に抱いていた漠然とした不安は解消さ
れ、自身の希望していた自立した生活を送れるようになったケースである。

３．サービ
ス・支援の

概要

相談支援事業所との連携

福祉サービス活用体験 (同行援護）

公共交通機関利用訓練
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性別 男性

年代 　50代

ご本人（ご家
族）の意向・

希望

サービス名

利用方法

初期

中期

終期

・生活リズムの改善が図れてきたことで、通所回数を1回増やし、更に3か月プログラムを継続する意向となった。

・本人が望む復職後をイメージして、早起きを習慣にして早めの来所が可能となった。会社との相談前に妻を交えて、対
応策を検討し、会社との面談時には妻同席。会社側からは「来るだけで良いので会社に来て良い」とのことで、週2回午
前中は会社に顔を出す習慣となった。

会社も同様の見解であることを妻を通して会社側と共有。会社で準備できる業務を検討するに至った。

・健康面での課題も顕著で、ｶｯﾌﾟﾗｰﾒﾝのスープを飲み干すことも度々あり。
・記憶障害の影響や代償手段の定着が図れていないことなどから実施したことを覚えていないことが多かった。

・記憶以外にも書類整理ができず資料が乱雑になることや、作業では注意の持続や見落としがありミスが顕著。大きな
変化は見られなかった。自身は仕事したいと話す一方、歩きすぎると足がつる・元々字を書く習慣がない・手が震えて字
が書けない等、できない理由を挙げて行動に移すことがなかった。

・疲労は見られるが、週3回のプログラムと週2回の会社に行く、毎日の外出習慣と体力向上が図れた。通う習慣はつい
たものの、重篤な高次脳機能障害と右失調による影響で求められている業務遂行は厳しいことが予想された。

・高次脳機能障害について、易疲労、注意障害（容量低下、同時処理困難）、記憶障害、
情報処理速度の低下、遂行機能障害、病識欠如などがあった。特に言語情報が苦手で
処理に時間を要した。

・また一つの作業に没頭したり、覚えていられないといったことが顕著に見られていた。

経過

・週2回の通所を3ヶ月実施。生活リズムは乱れ、夜中に起きること多々あり。移動面は、行きは本人単独の通所だが遅
刻が目立つ。帰りは混雑時の迷いがあるとの理由で家族の迎えだが、本人は単独で帰宅可能と認識。見当識、注意、
記憶など高次脳機能障害の影響は顕著、また右側のしびれによる機能面での作業の遅さと力不足がみられた。

・3ヶ月のプログラム期間を終了してから半年程度で運転を伴う現職復帰が可能との認識であった。

３．サービ
ス・支援の

概要

支援の経過（概要）

7ヶ月

週2日→週3日

・週2回のプログラムに定期的に通ってきたことと、妻を交えて相談を行ってきた結果、生活リズムの改善と遅刻が減って
きた。作業面は自身が何をしていたか忘れてしまうことや当番を忘れてしまうことなど記憶の問題が顕著にみられた。

生活訓練

通所

１．事例タイトル

２．事例の
概要

（本人）復職
（妻）復職。復職が厳しい場合は、何らかの社会参加をして欲しい

障害者手帳 手帳なし

利用期間

利用頻度

（事例7）（生活訓練）グループ活動と家族相談を交えて、職場実習を行い復職を果たした
事例（高次脳）

・利用開始1年前に脳梗塞を発症。発症から4ヶ月後、当センター初診。外来で心理評価
実施。発症前の業務内容はトイレの修理・メンテナンス。現場・外回りが中心。復職希望
で、生活訓練事業を利用するに至った。

家族構成 （同居）妻・子（2人）

障害支援区分 なし
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ゴール

５．支援の
ポイント

利用後

４．帰結

復職（正社員としては退職し、嘱託にて再雇用）

当ｾﾝﾀｰまでの通所において、交通機関利用時
に迷いがみられ単独通所ができていなかった。

生活リズムの乱れがあり、夜間覚醒することや
起床が遅くなることがみられていた。血圧測定習
慣がなく、定期的にラーメンを食べ、スープまで
飲み干す習慣であった。

会社の名前を忘れる、夜中起きていたことを覚え
ていない、各種作業を理解できない・チェックミス
が顕著。復職すると宣言はするが、特に何かに
取り組むことはなかった。

定期的な外出習慣がついたことと、経路に慣
れたことで単独で通えるようになった。

復職後の生活リズムを想定した時間での通所
が可能となり、生活リズムが安定した。再発予
防のため、本人・妻の意識変容が図れ、食生
活が改善された。

高次脳機能障害が重篤なため代償手段の定
着や作業ミスは減ることはなかった。しかし各
種課題への取り組みが難しいということへの
認識は深まり、シュレッダーや三つ折り等単純
作業であれば出来るということを理解した。

メニュー・支援内容

職業相談

総回数、時間数など

３．サービ
ス・支援の

概要

心理（グループ）

心理（個別）

体育

相談支援（妻も交える日も含）

3回

利用開始 利用終了

実施時期

・本人・妻ともに復職希望で、特に本人は病識がなく運転希望が強いため、体験を通じて高次脳機能障
害の認識を深めることが必要であった。
・各種作業体験と振り返り、グループメンバーとの比較、本人・妻との定期的な相談の実施によって、認
識を深めていった。
・また再発予防に向けた習慣の定着や生活リズムの安定が図れていなかったことから相談支援に加
え、週2から週3回に活動頻度を段階的に上げていき、就労していた頃の生活リズムに近づけるようスケ
ジュールを作成した。
・職場実習の際は週1回フォローにて職場環境・作業内容・生活習慣などの確認を行うことで、復職に至
るまでの支援を実施することができた。
・会社への貢献が尊重され退職後の再雇用という形で、嘱託職員として再契約したが、業務ではパンフ
レット封入においてもミスがあり、現在はシュレッダーでの処理に従事している。社員の相談相手にも
なっている。

作業（事務作業・軽作業）

Dr懇談

講座（就労・健康・栄養・歯科）

リハビリテーション科診察

80回

24回

10回

2週に1回

21回

10回

1回

1回

利用前後の
本人・生活状

況の変化

利用前



207 

 
 

 

 

性別 男

年代 20代

ご本人（ご家
族）の意向・

希望

サービス名

利用方法

初期

中期

終期

１．事例タイトル

２．事例の
概要

・引きこもりの様な生活から抜け出し、生活習慣を確立したい。
・イライラしたり、興奮することがないよう、性格を変えたい。
・お金を儲けるために仕事の力を付けたい。

障害者手帳 療育手帳　Ｂ２

（事例8）いじめによる不登校・引きこもりの方への生活支援と就労支援の事例
（知的）

・小学校、中学校時にいじめにあうも何とか通学していた。高等部２年時に、「強くなっていじめられない
ように」と、脅迫的に長時間トレーニングを行うようになったが、他の生活の日課をこなすこと自体が出来
なくなり、不登校となった。
・両親とも知的障害・発達障害あり。家族愛はあるが、養育は不器用で、上手く対人関係を構築できて
いなかった。

家族構成 （同居）父、母

障害支援区分 2

能力プロフィール
・機械的な聴覚記憶や見て判断する事が得意。素早い情報処理や言葉のやり取り、聴いて判断する事
は苦手。処理速度（63（障害域））＜言語理解（73（境界域））＜知覚統合（93（標準域））≒ワーキングメ
モリー（94(標準域）)

・頑固さや感情反応しやすい傾向はあるが、実際にはその行動を抑え、周りに合わせて行動する。その
為ストレスを溜めやすい傾向。
・ＰＯＭＳ評価：緊張・不安・抑うつ・困惑⇒高い、活気⇒低い

経過

・新しい環境への適応が苦手だったため、本人に合った環境整備をするのと同時に定期的な面接を行っ
た。週末の帰宅で安心感を作った。
・他の利用者と比較して（作業量・身体能力面で）自己嫌悪に陥っていたため、作業を通じて自分の出来
る内容を確認した。また他者と比較してしまう作業は、環境を調整して個別で実施した。
・フラッシュバック（過去のいじめ・過度の筋トレ）で、一度悩みだすとエンドレスとなってしまっていた。面
接で自尊心を高め安定化を図った。過度の筋トレについては、定期的な精神科受診と投薬を開始した。
医師から「自傷と同じ、触れないように」との指示を受け、周囲で統一した対応を行った。
・規則正しい生活をしていなかったので生活のリズムが乱れがちだったため、日課については無理強い
せずに、出来るところから少しずつ増やしていった。
＊全般には、「就職したい（お金を儲けたい）」と言うモチベーションに寄り添い、どうしたら良いか相談し
ながら進めていった。

生活訓練・施設入所支援

入所→通所

利用期間

利用頻度

・入所＋生活：1年
・生活（通所）：1年

週5日→週1日（週4日就労）

３．サービ
ス・支援の

概要

支援の経過（概要）

・生活と気持ちの安定化が見られるようになった。職員や医者の意見を参考に修正できることが増え、
気になることが減少した。また気持ちが行き詰っても定期的な帰宅でリラックスし立て直すことが出来る
様になった。
・就労（お金を稼ぐには）について具体的に考えられるようになり、外部の実習に参加出来た。
＊老人ホームの実習（洗濯・リネン管理）を週１回、１時間から開始し、その後徐々に増やした。

老人ホームで週4日の勤務を開始した。
・週1日ＧＨから通所した際、生活担当支援員を中心に面接を実施した。生活や就労場面について本人
へ助言すると共に、関係機関へ連絡し、生活と就労、両方の安定を図った。
・当事業所、就労受入れ事業所、GH、保護者、相談支援事業所、障害者就業・生活支援センター、病
院、市障害福祉課スタッフと共に定期的な情報共有・役割分担を行い、地域支援体制の構築を図った。
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ゴール

５．支援の
ポイント

・「いじめ」の内容に触れると、過去の辛いことと向き合うため、（自傷と同じ診立て）敢えて触れないとい
う統一的な対応をした。
・訓練や生活と距離のある医師によるカウセリングを定期的に行い、投薬調整と関係者への助言を実施
した。
・本人の「お金を儲けたい」希望を手掛かりに、全体の向上や修正を図った。
・傾聴や共感をポイントに面接を実施したことで、自尊感情の増加・気持ちの安定化が見られ、適応行動
の増加と不適応行動の減少・修正を図れた。

面接

生活訓練全般※

適宜

平日

月1回程度

年2回程度

年に10回程度

利用前後の
本人・生活状

況の変化

利用前 利用後

４．帰結

ＧＨや職場で支援者の協力を得ながら生活が出来るようになった。

自宅で引きこもって生活していた

対人恐怖感が強く、気持ちが不安定だっ
た

働く力が未成熟で、就労についてのイメー
ジも欠如していた

GHで生活し、日中は老人ホームで就労出来
るようになった。

GHの世話人や職場の責任者に自分の気持ち
を伝えられるようになった。

老人ホームで責任を持って働けるようになっ
た。

メニュー・支援内容

地域の支援者との協力

総回数、時間数など

３．サービ
ス・支援の

概要 医療対応

心理士の評価・カウセリング

利用開始 利用終了

※調理や外出プログラム、SST・レクリエーション・軽作業・就労実習など

実施時期
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性別 男

年代 30代

ご本人（ご家
族）の意向・

希望

サービス名

利用方法

初期

中期

終期

１．事例タイトル
（事例9）（生活訓練）訪問による支援で復職に成功した事例

（精神・身体）

２．事例の
概要

家族構成 （同居）なし　　（別居）父、姉

障害者手帳
精神2級

身体4級（聴覚障害）
障害支援区分 2

経過

・両親と同居だったが不仲のために家を出て、一人暮らしをしつつ一般企業で働いていた
が、うつ病のために休職。
・職場を休職して家で休養したいたが、このまま何もしないと復職は無理なのでは？と思う
も、何をしたらいいか分からず、市役所に相談で電話をする。その後、基幹型➡相談支援
事業所を経て生活訓練につながった。

・休職中～復職後も、週に1回の訪問で本人と「1週間の振り返り」を毎回行った。さらにそ
の都度必要なことを実行した。2年間で利用を終了し、自立生活援助を利用し訪問を継続
している。

復職したい。経済的に困っているので、何とかしたい。

・1年後復職するが、半年たったところで再度１ヶ月間休職し、その後また復職した。

３．サービ
ス・支援の

概要

生活訓練 利用期間 2年

訪問

・週に1回の訪問を継続。生活リズムを整えるため、日中の活動の場所を探した。地域活動支援センター
2ヶ所、デイケア1ヶ所を見学。そのうち希望の認知行動療法を受けられるデイケアへの通所を開始した。
・このことにより、自分の考え方の癖を知り、修正しようと試みるようになった。
・経済的に立ち行かなくなり生活保護を申請した。

・訪問に入って１年経つ頃に復職。引き続きサポートをしてほしいということで訪問は継続した。仕事で収
入を得られるようになったため、生活保護は廃止となった。仕事が休みの時に利用できる福祉サービス
を探すが見つからず、休日の過ごし方に本人は課題を感じていた。

・仕事に復帰して半年後、再度体調を崩し1ヶ月間の休職となった。仕事をしていた時期に休日にスマホ
のゲームで課金をしており、支払いをしたら全くお金が無くなり生活が困窮し、フードバンク等の利用をし
つつ生活保護の再申請を行った。

・１ヶ月で職場復帰できたが、仕事の時間数を減らしたため、当面は生活保護を継続。家電品が壊れる
などの出来事に対応。お金の使い方、休日の過ごし方など、生活全般を立て直すように支援を行った。

利用頻度 週１日＋適時

支援の経過（概要）

・今まで福祉サービスを利用したことがないため、何をしてくれる人たちなのか？という不安や、本当に
自分とって必要（なサービス）なのか？という思いがあった。

・支援開始当初のサービス担当者会議で、職場の担当者とも顔合わせを行い、以降必要時に本人了解
の上で、担当者と電話でやりとりできるようになった。
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休職

ゴール

５．支援の
ポイント

総回数、時間数など

2年

訪問による支援 週1回×1年

日中活動（事業所見学）同行

会議（3回）
電話10回

利用開始 　　復職 利用終了

実施時期

職場との連携

相談支援事業所との連携

家族との関係性の支援

経済的な不安への支援
生活支援課への同行

など

認知行動療法（デイケア） 週1回×半年

突発的な出来事への支援
大家への連絡、家電品

の購入など適時

４．帰結

利用前後の
本人・生活状

況の変化

利用前 利用後

初めて福祉サービスを利用するため、
様々な不安があった。

相談支援事業所との連携により、適切なタイミ
ングで本人の希望するサポートを受けられ、支
援に対する肯定感を持つようになった。

職場との関係性に不安（職場復帰の不
安。）

職場の担当者と直接会議で顔を合わせ話をすること
で支援者とも関係性が作れた。そのため支援者側の
職場理解が深まり、アドバイスが適切に行えるように
なり、本人の納得感が得られた。

突発的な出来事での不安（アパートの修
理等で大家へどう伝えたらいいか、家電
品が壊れたがどうしたらいいか、友人とト
ラブルになったけど・・など。）

その都度適切な助言を行い、本人が納得の上、安心
して行動できることで、よい結果が得られ日常生活が
安定した。

復職して生活全般を立てなおす。

３．サービ
ス・支援の

概要

メニュー・支援内容

3ヶ所

・週に１回訪問することで、支援員と一緒に１週間の振り返りを行い、生活全般について内省を深めて
いった。同時に考え方の癖（悲観的になりやすいなど）を自覚し、今後の職場復帰を視野に入れ、その考
え方を変えられたらという気持ちになり、認知行動療法を試してみようと思い実行できた。
・１年後に復職し、その後１年間も仕事と生活の安定の為に訪問を続け、週に1回1週間の振り返りを行
いその時々必要な支援が受けられるという安心感が、本人に精神的な落ち着きをもたらし、適切な行動
がとれるようになった。

考え方が悲観的で何事も悪く捉えてしま
い、余計にしんどくなってしまう。

考え方を少し変えられたら、生きづらさが少し解消さ
れるのでは？という支援者からの働きかけに、本人も
納得してデイケアにて認知行動療法を行ったことで、
楽になった。

家族との関係性かあまりよくない。

認知行動療法や、支援者の「こういう風に伝えてみた
ら？」「家族はこういう風に考えて、～～って言ったん
じゃないですかね？」というアドバイスにより、今まで
とは違う受け取り方や考え方ができるようになり、楽
になった。

休職により少額の貯金を取り崩す生活
で、経済的な不安が多きい。

必要な時には生活保護という選択肢もあるということ
を伝え、市役所に同行。復職するまで生活保護を受
給することで不安を解消
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性別 男

年代 20代

ご本人（ご家
族）の意向・

希望

サービス名

利用方法

初期

中期

終期

３．サービ
ス・支援の

概要

生活訓練 利用期間 13ヶ月

宿泊型自立訓練

・調理や掃除、洗濯などは元々自宅で行っていたためできるようであった。
・それよりも、日中一人で家に居ると、寂しくて仕事中の家族に何度も電話をしてしまうということが課題
であったため、4ヶ月過ぎから、日中活動先として近くのデイケアへの通所を勧めるが本人は気乗りせ
ず。

・退所後は自宅に戻りたいという希望なので、自宅近くの就労継続支援Ｂ型事業所への通所を検討し見
学・体験を行った。工賃が出ることで、本人も興味を持ち、週3日から通所してみることになる。通所には
1時間ほどかかるため、交通費としてもかなりの金額がかかることから、お金に対しても関心を持つように
なった。

・8ヶ月の頃には週に4日通所。所内でも特に問題なく過ごすようになった。そろそろ自宅に戻りたいとい
う希望で、家族とも面談や、通院に同行して本人が立てた今後の計画を担当医にも見てもらった。

・12ヶ月目には、週5日通所。退所後も毎日Ｂ型に通いたいと希望が出た。自分の生活費は家族の負担
にならないように、自分で稼ぐのが目標と言うように前向きな姿勢を持ち、退所して自宅に戻った。

利用頻度 週1日＋適時

支援の経過（概要）

・精神科病院からの入所。当初は１日中寝て過ごしていた。

・3ヶ月過ぎから、日中は活動できるようになり、昼食は自分で作ったり、部屋の掃除をしたり、散歩をし
たりして過ごすようになった。

１．事例タイトル
（事例10）（生活）入所したことで、生活リズムが整い

家族に受け入れられ自宅に戻れた事例（精神）

２．事例の
概要

家族構成 （同居）なし　　（別居）父、母、姉

障害者手帳 精神2級 障害程度区分 3

経過

・高校をなんとか卒業するがその後は引きこもりがちになる。
・自宅で家族と暮らしているなか措置入院となる。
・精神科病院に約1年半入院し宿泊型自立訓練に入所する。入所当初は倦怠感が強くど
こにも行かず自室に引きこもっていたが、3ヶ月たつ頃より活動できるようになり、就労継
続支援Ｂ型事業所に通所する。

・入所から１年経過する頃には、1時間かかる通所先に、週に5日通所できるようになり、
それならばと家族も自宅に戻ることを了承し、退所する。

自宅に帰りたい。お金を稼ぎたい。
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ゴール

５．支援の
ポイント

・自宅に戻るためには、「家族が安心して仕事に行ける状態」になることが必要であった。
・本人は、自宅に引きこもっていたため、日中することがなく、つい頻回に電話をしてしまっていたため、
「本人が日中、意欲的に取り組めること」を見つける必要があった。
・入所先からは電車で１時間位かかり遠いものの、自宅近くの就労継続支援Ｂ型事業所に通うことで、
「自宅に帰れる」「お金も稼げる」と思い、意欲的になれたことが、１年強で退所できたポイントである。
・実際にＢ型に通いだし、電話も徐々に減り、最終的にはほとんどかかって来なくなったため、家族も納
得して自宅に戻って来ても大丈夫と思えるようになり、受け入れられた。

お金のことがよく分からなかった。

通所時にけっこうな額の交通費がかかるようになるこ
とから、お金の使い方を考えるようになった。今まで家
族任せだった為、食費や光熱水費が月に幾らかかる
のかなども知らずにいた。今はまず、おこずかいの範
囲で好きな物を買い、交通費を出し、どうやりくりをす
るのか、「出納帳」を実際つけてみて、分かるように
なった。

お金を稼ぎたいが、アルバイトに失敗し、他の方
法が分からなかった。

相談支援事業所・就労継続支援事業所と連携しなが
ら、就労への道筋を作った。本人は工賃が出たこと
で、意欲が増し、今後はステップアップして一般就労
に進みたいと意欲を持つようになった。

人とのコミュニケーションの仕方がよく分からな
かった。特に嫌なことをされた時に、我慢してしま
い辛くなる。

所内でも時々、他の入所者に嫌なことをされたり言わ
れたりすることがあったが、当初はどう対応していい
か分からなかった。その時には、「上手な断り方」や、
「嫌な時にどう伝えるか」を、職員が間に入りしつつ、
自分で伝えられるようになった。

４．帰結

利用前後の
本人・生活状

況の変化

利用前 利用後

家族と同居時、本人は１日家に居て時間を持て
余していたため、家族への電話が頻回であっ
た。また近隣の人への迷惑行為もあり、安心し
て仕事に行けない状態で困っていた。

本人が日中に仕事をすることにより、その時間は電話
をしなくなった。また今まで仕事をしたことがないた
め、「職場に家族から頻繁に電話がかかってくる状
態」というものが想像できなかったが、自分が働くこと
で、迷惑をかけていたという実感できた。

家族が本人を受け入れることに不安があった。
（家族は毎月本人に会いに来てくれていたため、
必ず家族と話すようにしていた）

家族は、本人が入院する前にとても大変な経験をして
いたため、退院後すぐに自宅に帰ってくることは拒
否。精神的に自立してほしいと希望し宿泊型へ入所。
１年間かけて、就Ｂに毎日通所し、精神的にも自立に
近づいたことで、受け入れる気持ちになった。

以前は断薬のため、措置入院に至った。
服薬の大切さなど、面談時や所内でのプログラムで
継続して伝えたため、自ら服薬をしようと思えるように
なった。

自宅に戻り、家族に迷惑をかけず暮らす。

経済的な観念への支援 月２回×９カ月

適時の面談・介入 適時

病気への理解・服薬への支援
随時

（通院同行６回）

３．サービ
ス・支援の

概要

メニュー・支援内容
実施時期

総回数、時間数など
利用開始 利用終了

相談支援事業所との連携 １年

家族との関係性への支援 月１回×１年

事業所見学・体験へ同行 ２回

定期的な面談 月１回×１年＋適時

所内でのアセスメント 随時
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性別 男

年代 30代

ご本人（ご
家族）の意
向・希望

サービス名

利用方法

初期

中期

終期

３．サー
ビス・支

援の概要

支援の経過（概要）

26ヶ月

　19ヶ月頃から地域のサービス事業所と連携し、ケアプラン作成やサービス調整等を開始。また、家屋環境
調査を実施しマンションの環境整備。24ヶ月には試験外泊実施。数回繰り返して環境面の最終確認や現地
でのヘルパー研修を行ない、単身生活のイメージをより深めた。
　ヘルパー確保には時間が必要であることから、一時的に家族の協力を得ることで支援体制を整え退所と
なった。

経過

　ＡＤＬ面は摂食と移動（屋内平坦）以外は全介助。性格は物静かで集団生活上問題なかったが、全般的に
受身の印象が強い。将来的な復職と単身生活の希望を持っていたが、具体的な考えはないことから、先ず
は在宅復帰を目指し、ＡＤＬの向上、体力・耐久力向上の支援を開始した。具体的な目標として離床時間の
拡大や屋外移動手段の検討・訓練に取り組むこととし、訓練を通じて周りの刺激を受けながら、少しでも主
体性が出て来るように支援を開始した。

　A市役所勤務。趣味で通っていた体操クラブにて後頭部を強打して受傷。Ｂ病院で
救急対応、Ｃ病院へ転院し頸椎前方、後方固定術実施。その後、Ｄ病院へ転院、膀
胱瘻造設手術実施。入院中当施設に退院後の生活について相談がある。今後の
地域生活を見据えたリハビリを目的に当施設入所となる。

　ADL面では大きな変化は無く、全般に渡り消極的であったため、具体的な目標提示と環境設定を行ない、
飲水やベッドリモコン操作、デバイスの着脱など、少しずつ自分で出来る事を増やした。
　入所当初、退所後の生活拠点は実家としていたが、9ヶ月には復職を見据えてA市職場近くでの単身生活
を目指すことに方針変更した。この頃から地域で単身生活されている同じ障害を持つ当施設OBに協力依頼
し、不定期であるが生活に関する情報交換や相談に乗ってもらえるような機会を設けた。16ヶ月には生活の
安定を最優先に考え、実家のあるE市内での単身生活に変更して支援を進めて行くこととした。生活拠点が
明確に定まったことで、訓練意欲や主体性が見られるようになり、日中は車椅子に乗車して過ごせるまで体
力・耐久力が向上した。移動手段は通勤を考え電動車椅子での屋外移動訓練や外出訓練等を実施。単独
移動自立となり、外出する機会が増えた。また体力維持のために手動車椅子での訓練も併用した。
　18ヶ月後、自立実習室を使い単身生活のイメージ作りを目的に、宿泊体験（2泊3日）を実施した。特に大き
な問題は無く、夜間一人で過ごせたことは自信につながった。また、健康面では内服薬が自己管理できるよ
うに支援し、23ヶ月には自己管理へステップアップした。

施設入所、自立訓練（機能訓練）

入所

１．事例タイトル

２．事例
の概要

　まずは実家へ帰る。そこで生活を安定させて、二度の設定にはなってしまうが、A
市役所復職に向けて単身生活を検討したい。

障害者手帳
身体障害者手帳１級

（両上肢機能全廃、両下肢・体
幹機能障害）

利用期間

利用頻度

　（事例11）復職を見据え単身生活を開始した身体障害者の事例

家族構成 両親、弟（2人）

障害程度区分 6
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ゴール

５．支援
の

ポイント

試験外泊（自宅） ４回

メニュー・支援内容 総回数、時間数など

３．サー
ビス・支

援の概要

ﾍﾞｯﾄﾞリモコン操作訓練

実習室訓練（単身生活体験）

パソコン訓練

１０回

利用開始 利用終了

４．帰結

日中車椅子に乗車していられる体力・耐久力の向上

車椅子乗車時間は、連続5時間（昼食
前～夕食前）であった。

外出は手動車椅子使用、介助者が必
要であった。

PCは訓練前の上半身のストレッチに時
間を要し耐久力も低かった。デバイスの
着脱、PCのON・OFF、セッティング等介
助が必要で、自ら行う意欲は低かっ
た。

連続11時間乗車し、日中は訓練に参加出
来る体力、耐久力が付いた。

電動車椅子使用し、単独外出自立となっ
た。週末一人で外出する機会が増えた。

訓練意欲は高く、1時間集中して取り組める
体力・耐久力が付いた。デバイスの着脱や
訓練中の除圧動作は自分で行えるように
なった。

利用前後の
本人・生活
状況の変化

利用前 利用後

実家に戻る事を考えており、単身生活
のイメージは持っていなかった。

自立自習室での宿泊訓練やマンションへの
試験外泊を通じて、単身生活のイメージを
持つ事が出来た。介助は集約して依頼する
ようになった。

屋外移動訓練（電動車椅子）

一般交通機関利用訓練

１３５回

　復職が大きなモチベーションとなっていたので、日中仕事をするために何が必要か、何ができる
ようになった方が良いのか、一つ一つ具体的な目標を明示して取り組んで行くよう支援した。精神
的に不安定な時期もあったため、心理科と連携し関わり方のアドバイスを受けながら進めた。
　また、地域で単身生活されている同じ障害を持つ当施設OBのサポートも有効活用できるよう配
慮した。

離床時間の拡大 毎日

屋内移動訓練（電動車椅子） ３５０回

屋内移動訓練（手動車椅子） 毎日

１回（２泊３日）

８０回

サービス事業所との連携

２回

４９０回

実施時期
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Ⅵ．アンケート調査票 
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１．法人調査票 
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２．事業別実施状況調査票【機能訓練】 
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３．事業別実施状況調査票【生活訓練】 
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厚生労働省 平成 30年度障害者総合福祉推進事業 

自立訓練（機能訓練、生活訓練）の実態把握 

に関する調査研究 報告書 
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